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1 評価の目的                                            

  

 宜野湾市では、平成 18年度に第三次総合計画基本構想及び前期基本計画、平成 23 年度に後期基本計

画を策定し、将来都市像である「市民が主役の『ねたて』の都市・宜野湾」の実現に向け、行政運営を

進めてきた。 

 このような中、平成 27 年度に総合計画の計画年度が終了することとなり、次期総合計画策定に先立

ち、総合計画の多面的な検証・評価が求められる。 

 本業務は総合計画にて設定した 5つの基本目標の達成状況を評価・検証し、次期総合計画の策定に向

けての課題や基本目標の方向性などを整理することを目的とする。 

 

2 評価方法                                            

 

（１）後期基本計画に対する 3つの視点による評価                       

 本業務においては、①データ ②市民  ③行政 の 3 つの視点から後期基本計画の検証、評価を行

う。 

 

①データの視点（基礎調査） 

これまでの施策、事業の整理・分析とあわせ、各項目・分野についてデータによる経年的分析・都市

間比較分析を行い、市の課題を明らかにする。 

 

②市民の視点（市民意識調査） 

 市民意識調査を実施し、市民ニーズや各施策、行政の取り組みに対する市民の満足度・重要度等を把

握し分析することで、市民目線での行政の課題や施策への評価を明らかにする。 

 

③行政の視点（行政内評価） 

 行政内評価として、各施策について担当課による調査票の記入により、取り組みごとの達成度や課題

を明らかにする。 

 

（２）後期基本計画に対する総合評価                      

 データの視点、市民の視点、行政の視点による評価を踏まえ、施策別総括及び総合評価を行う。 

 

（３）基本構想に対する総合評価 

 後期基本計画の評価に加え、前期基本計画の評価も勘案した上で、基本構想の総合評価を行う。 

 

  

Ⅰ 評価の目的と方法 
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1 社会情勢                                            

（１）人口減少・少子高齢社会の本格化                            

我が国の総人口は減少する見通しであり、平成 22(2010)年国勢調査によると 1 億 2,806 万人から、

平成 52(2050)年には 1億 727 万人になるものと推計される。3区分別人口割合を見ると、同推計期間

に年少人口、生産年齢人口が減少し、老年人口(65 歳以上人口)は増加することがわかる。 

人口減少・少子高齢社会により地域の活力低下や高齢者単独世帯の増加などのほか、人口規模が縮

小する中での豊かさの維持、生産年齢人口（15～64 歳）の減少下におけるサービスの供給主体の確保、

さらにはこれらを支える地方公共団体の財政状況の悪化など多方面にわたる課題がある。 

沖縄県の総人口は平成 32年までは増加するが、その後は減少する見通しとなっている。 

 

■全国の将来人口・3 区分別人口割合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■沖縄県の将来人口・３区分別人口割合 

  

（出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成 24 年 1 月推計）※出生中位(死亡中位)推計結果） 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成 24 年 1 月推計）※出生中位(死亡中位)推計結果） 

Ⅱ 基礎調査 
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（２）地方創生の動き                               

 我が国では、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京

圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を維持して、将来にわたって活力あ

る日本社会を維持していくために、平成 26 年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、同年

12 月には人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向性を提示する「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」が策定された。 

 市町村においても「まち・ひと・しごと創生法」により国や都道府県の総合戦略を勘案して「地方版

総合戦略」を定めることとされている。 

 市町村の「地方版総合戦略」には、おおむね次の 3 つの事項について定めるものとされている。 

 

1.市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標 

2.市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向 

3.前 2号に掲げるもののほか、市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

（参考：まち・ひと・しごと創生法、まち・ひと・しごと創生長期ビジョン） 

 

（３）自助・共助による地域防災力の強化                   

 東日本大震災等では、行政が全ての被災者を迅速に支援することが難しいこと、行政自身が被災 

して機能が麻痺するような場合があることが明確になったことから（「公助の限界」）、首都直下地

震、南海トラフ地震等の大規模広域災害時の被害を少なくするためには、地域コミュニティにおけ

る自助・共助による「ソフトパワー」を効果的に活用することが不可欠である。 

 この点において、一般的な地域活動（地縁活動）の活性化、地域コミュニティと行政が連携して

対応していくこと、事業者と地域住民との連携・共生の促進が地域防災力の向上につながる重要な

鍵であると思われる。 

  （参考：平成 26 年度防災白書） 

 

（４）環境政策への取り組み                            

我が国は環境技術の先進国として、国民が一体となった地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、

環境負荷の軽減、ごみの減量などの取り組みが求められている。 

沖縄県では、沖縄県環境基本条例で目指す「豊かな自然環境に恵まれたやすらぎと潤いのある沖縄

県」の実現に向け、「環境への負荷の少ない循環型の社会づくり」、「人と自然が共生する潤いのある

地域づくり」、「環境保全活動への積極的な参加」、「地球環境の保全に貢献する社会づくり」に関する

施策を進めている。 

（参考：平成 2７年度環境白書、平成 25 年沖縄県環境白書） 
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（５）総合的な子育て支援の推進                             

我が国では、社会保障・税一体改革や年金制度の見直しなどの高齢化対策とともに、少子化対策と

して、子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて、2010 年度から 2014 年度までの 5 年間で目指

すべき施策内容と数値目標を盛り込んだ、少子化社会対策基本法に基づく少子化社会対策大綱及び

「子ども・子育てビジョン」（平成 22 年 1 月 29 日閣議決定）を策定している。「子ども・子育てビジ

ョン」では総合的な子育て支援を推進しており、地域・家庭など社会全体での子育て支援、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な推進が求められている。 

沖縄県においても平成 22 年に、保育サービスおよび母子保健サービスの充実、教育環境および生

活環境の整備、仕事と家庭生活の両立、子どもの安全の確保、要保護児童等への対応、ひとり親家庭

等の自立支援などに関する「おきなわ子ども・子育て応援プラン」を策定している。 

（参考：平成 26 年度厚生労働白書、おきなわ子ども子育て支援プラン） 

 

（６）国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現               

我が国では、急速に進展する高齢化により、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年に

は、3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳以上となり、これに伴い、慢性的な疾病や複数の疾

病を抱える患者が中心となるなど、医療・介護サービスを必要とする患者の疾病構造が多様化するこ

とが見込まれている。 

このような疾病構造の多様化に対応し、患者 1 人 1 人の状態に応じた適切な医療を提供するために

は、①高度な急性期医療が必要な患者には、手厚い看護体制のもと、質の高い医療を提供し、②リハ

ビリが必要な患者には、身近な地域でリハビリが受けられる体制を構築することが必要となる。同時

に、③退院後の生活を支える在宅医療や介護サービスを充実させ、患者の早期の社会復帰を進めると

ともに、地域包括ケアシステムの構築を図り、住み慣れた地域で日常生活を営むことができるように

していく必要がある。 

 

 

（７）教育環境の変化                             

教育は、人々の多様な個性・能力を開花させ人生を豊かにするとともに、社会全体の今後一層の発 

展を実現する基盤である。一方で、我が国が置かれている状況に目を向けると、グローバル化・少子      

化が急速に進展する中において、国際的な存在感の低下や社会全体の活力の低下が懸念されるなど危

機的な状況にあるといえる。 

このような背景の下、平成 25 年 6 月 14 日に第 2 期の「教育振興基本計画」（「第 2 期計画」）が

閣議決定されており、「自立」「協働」「創造」の 3 つの理念の実現に向けた生涯学習社会の構築を目

指すこととしている。 

沖縄県も平成 24 年に「沖縄県教育振興基本計画」を策定し、「個性の尊重を基本とし、国及び郷土

の自然と文化に誇りをもち、創造性・国際性に富む人材の育成と生涯学習の振興」を目指すこととし

ている。 

（参考：平成 25 年度文部科学白書） 

（参考：平成 26 年度厚生労働白書） 
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2 上位計画及び関連計画の整理                                

■関連する主な計画一覧 

（１）全ての分野に関連する上位計画 

ア）沖縄 21 世紀ビジョン（平成 22年～42 年度） 

（２）序章「計画推進のために」 

ア）第 4 次中部広域計画（平成 25年～34 年度） 

（３）第 1章「市民と共に歩み響きあう都市」 

ア）第 2 期教育振興基本計画（平成 25年～29 年度） 

（４）第 2章「創意工夫に満ちた元気な都市」 

ア）第 5 次沖縄県観光振興基本計画（平成 24 年～33 年度）  

イ）情報通信産業振興計画（平成 26 年～33年度） 

ウ）沖縄 21 世紀農林水産業振興計画（平成 24 年～28 年度） 

（５）第 3章「安心して住み続けられる都市」 

ア）沖縄県地域防災計画（平成 27年修正）        

イ）沖縄県保健医療計画（平成 25年～29 年度）       

ウ）沖縄県高齢者福祉計画（平成 27 年～29年度） 

（６）第 4章「持続発展可能な美しい都市」 

ア）沖縄県国土利用計画（平成 21年～29 年度） 

イ）第 4 期沖縄県環境保全率先実行計画（平成 23年～32 年度） 

ウ）沖縄県住生活基本計画（平成 23 年～32年度） 

エ）沖縄県総合交通体系基本計画（平成 24年～43 年度） 

オ）那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（平成 22年～37 年度） 

（７）第 5章「平和で発展する都市」 

ア）中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成 24 年度～） 
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（１）全ての分野に関連する上位計画                        

ア）沖縄 21 世紀ビジョン（平成 22 年～42 年度） 

○県民の参画と協働のもとに、将来（概ね 2030 年）のあるべき沖縄の姿を描き、その実現に向けた取

り組みの方向性と、県民や行政の役割などを明らかにするものである。 

○「21 世紀に求められる人権尊重と共生の精神を基に、“時代を切り拓き､世界と交流し､ともに支え合

う平和で豊かな「美ら島」おきなわ”を創造する。」という基本理念を掲げている。 

○沖縄県の将来像を 

・「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」 

・「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」 

・「希望と活力にあふれる豊かな島」 

・「世界に開かれた交流と共生の島」 

・「多様な能力を発揮し、未来を拓く島」 

の 5 つと定め、将来像実現に向けた課題と推進戦略を示している。 

 

（２）基本目標別の上位関連計画                               

序章「計画推進のために」に関連する計画                    

ア）第４次中部広域計画（平成 25 年～34 年度） 

○市町村の行政課題への複合的な取り組み及び事務の共同処理に関する方向性を位置付ける等、中部広

域圏（沖縄市・うるま市・宜野湾市・北谷町・嘉手納町・西原町・読谷村・北中城村・中城村）の一

体性を高める将来像と具体的な取り組みを位置付けることを目的とした、平成 25 年度から平成 34年

度までの 10 年間を計画期間とする計画を策定している。 

○中部広域圏が目指すべき将来像を「人と自然と文化が響き合い 未来をともに拓く中部圏」と定めて

いる。 

○「将来構想」と「基本計画」の 2部構成としている。 

⑴将来構想 

圏域の将来像と中部広域圏における中長期的視点から見た課題を解決するために、関係市町村が有

機的に連携することによって取り組んでいくための方向性を示している。 

⑵基本計画 

将来構想で示した方向性も含め、地方自治法に基づく事務の共同処理の諸制度を活用しながら、関

係市町村の自主的な協議に基づき取り組む調査研究や、中部広域市町村圏事務組合規約第 3 条に定

める事務を実施するための概要や対応方針等を項目ごとに定めている。 
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第 1章「市民と共に歩み響きあう都市」に関連する計画            

ア）第 2 期教育振興基本計画（平成 25 年～29 年度） 

○日本の教育の現状と課題を踏まえ、基本的方向性を 

・「社会を生き抜く力の養成」 

・「未来への飛躍を実現する人材の養成」 

・「学びのセーフティネットの構築」 

・「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」 

の 4 つと定め、方向性ごとに成果指標及び目標の具体化のための具体的な取り組みを示している。 

 

第 2章「創意工夫に満ちた元気な都市」に関連する計画 

ア）第 5 次沖縄県観光振興基本計画（平成 24 年～33 年度） 

○目指す将来像を「世界水準の観光リゾート地」と定め、将来像実現のため 

・「多様で魅力ある観光体験の提供」 

・「基盤となる旅行環境の整備」 

・「観光産業の安定性確保」 

・「効果的なマーケティング」 

・「推進体制の再構築」 

の５つの方向を定めている。 

○宜野湾市を含む中部地域では、圏域別の基本方向を「リゾートホテルや飲食・ショッピング、コンベ

ンション、マリーナ、レクリエーション等施設の集積を生かし、国際色豊かな観光、コンベンション

リゾートとしてのまちづくりを推進する」としている。 

 

イ）情報通信産業振興計画（平成 26 年～33 年度） 

○目標を「情報通信産業の更なる振興を図るとともに、沖縄県がアジアにおける有数の国際的な情報通

信ハブとして成長する」と定め、目標実現のための措置を示している。 

 

■概要 

１１１１    計画期間計画期間計画期間計画期間    

平成 26 年 6 月 18 日（提出日）から平成 33年度末まで 

２２２２    対象地域対象地域対象地域対象地域    

 （１）情報通信産業振興地域（24 市町村）（（（（宜野湾市含宜野湾市含宜野湾市含宜野湾市含むむむむ）））） 

 （２）情報通信産業特別地区（3地区) 

３３３３    措置措置措置措置のののの内容内容内容内容    

 （１）情報通信関連産業の立地促進     （２）県内立地企業の高度化・多様化 

 （３）多様な人材の育成・確保       （４）情報通信基盤の整備 

４４４４    見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる効果効果効果効果・・・・目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 33333333 年末年末年末年末））））    

・平成 33年度の情報通信関連企業の立地数は 440 社   ・立地企業による新規雇用者 42,000 人 
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ウ）沖縄 21 世紀農林水産業振興計画（平成 24 年～28 年度） 

○目標を【「持続的農林水産業の振興」及び「フロンティア型農林水産業の振興」を図ること】 

と定め、目標の具体化のため 

（1）おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化 

（2）流通・販売・加工対策の強化 

（3）農林水産物の安全・安心の確立 

（4）農林水産業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化 

（5）農林水産技術の開発・普及 

（6）亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 

（7）フロンティア型農林水産業の振興 

の７つの施策・事業の展開方向を定めている。 

○市町村の役割を「地域における農林水産業・農山漁村の振興に直接かかわる行政機関として、地域住

民及び関係機関・団体との連携に主導的な役割を発揮するとともに、本計画の施策の展開方向を踏ま

え、市町村の地域特性を生かした主体的な施策を推進する。」としている。 

 

■中部圏域（宜野湾市含む）の施策・事業展開方向 

〈都市化と調和した消費者ニーズに応える高付加価値型農林水産業の振興〉 

 

（（（（１１１１））））農業農業農業農業のののの振興方向振興方向振興方向振興方向    

 ・環境対策に配慮しながら、立地条件等地域の特性を生かした経営を推進する。 

・農業用水源の確保、かんがい施設や区画整理等の各種生産基盤の整備・保全。 

・さとうきびの生産振興や、花き、果樹、野菜等を中心に県外出荷など市場のニーズに対応した収益

性の高い産地の育成を図る。 

・新規就農者等の育成は、経営資源の提供や研修機会、経営・技術指導等の支援など強化を図る。 

等 

 

（（（（２２２２））））森林森林森林森林・・・・林業林業林業林業のののの振興方向振興方向振興方向振興方向    

 ・森林の多面的機能の発揮を図るため、保安林の計画的な指定や適正な管理、治山施設の整備及びき

のこ、緑化木、木製品の生産を推進する。 

等 

（（（（３３３３））））水産業水産業水産業水産業のののの振興方向振興方向振興方向振興方向    

 ・漁港・漁場や増養殖場等の生産基盤整備の推進。 

・流通・販売体制の強化を図り、販路の確保・拡大に取り組む。 

・漁業者等に対して各種学習会や巡回指導を実施することにより、漁業者の資質向上、資源管理に対

する啓発を図るとともに、漁業後継者の育成を行う。 

・地域資源の利活用や都市との交流を促進するため、体験漁業等ブルーツーリズムを推進。 

等 
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第 3章「安心して住み続けられる都市」に関連する計画 

ア）沖縄県地域防災計画（平成 27 年修正）  

○「災害予防対策」、「災害応急対策」、「災害復旧・復興対策」の 3 つの段階ごとに基本理念及び実施す

る施策を示している。 

○また、災害種類別に、予防計画、応急対策計画、災害復旧・復興計画を示している。 

 

■各段階の基本理念 

（１）災害予防対策 

ア 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソ 

フト施策を可能な限り進め、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

イ 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害 

を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の 

改善を図る。 

 

（２）災害応急対策 

 ア 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した

情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な

資源を適切に配分する。 

イ 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他の特に配慮を 

要する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無と 

いった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

 

（３）災害復旧・復興対策 

   災害復旧・復興段階においては、「発災後は速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援 

護を行うことにより被災地の復興を図る。」ことを基本理念とする。 

 

イ）沖縄県保健医療計画（平成 25 年～29 年度） 

○目標を「心豊かで安全、安心に暮らせる島」と定め、目標の具体化のために 

(1)県民ニーズに即した保健医療サービスの推進 

(2)主要な疾病ごとの医療連携体制の整備 

(3)離島・へき地医療の向上 

(4)保健医療従事者の養成・確保と資質の向上 

(5)医療機能情報の提供の推進」 

の５つの基本方向、及び実施する施策を定めている。 

○実施するそれぞれの施策について、達成目標値を設定し、施策等の点検、評価を行っている。 
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ウ）沖縄県高齢者福祉計画（平成 27 年～29 年度） 

○基本理念として 

・県民が生涯にわたり心身ともに健やかで、尊厳を保ちながら充実した生活を営むことが出来る社会 

・県民が生涯にわたり社会を構成する一員として尊重され、自立と支え合いの精神に立った地域が形

成される社会 

・県民が生涯にわたり就業その他の多様な社会活動に参加する機会が確保される、公正で活力ある社

会 

の３つを掲げている。 

○基本理念実現のため、基本方針を 

・高齢者が生きがいを持って暮らせるようにしていく 

・高齢期においても健康に暮らすことが出来るようにしていく 

・高齢者が住み慣れた地域で暮らせるようにしていく 

・高齢者が安心・安全で自分らしく生きられるようにしていく 

・高齢者が適切なサービスを利用できる体制を作っていく 

の５つと定め、基本方針を基に１０の基本施策及び２６の個別施策を定めている。 

○「施策・事業を展開するに当たっては『地域包括ケアシステム』の構築を見据えた視点で取り組む」

こととしている。 

○市町村の役割を「介護保険の保険者として、また、高齢者保健福祉サービス実施主体として、住民の

多様なニーズに的確に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように住民と一体とな

った支援体制の整備に努めること」としている。 
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第 4章「持続発展可能な美しい都市」に関連する計画 

ア）第 4 次沖縄県国土利用計画（平成 21 年～29 年度） 

○「公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りながら、国土の均衡ある発展を図ること」を目的と

した、平成 29年を目標年次とする計画を策定している。 

○「都市」、「農山漁村」、「自然維持地域」の 3つの地域類型別及び「農用地」、「宅地」、「道路」といっ

た 13の利用区分別に県土利用の基本方向を示している。 

○県土の利用区分に応じた区分ごとの規模の目標を定め、目標を達成するために必要な１０の措置を示

している。 

 

イ）第 4 期沖縄県環境保全率先実行計画（平成 23 年～32 年度） 

○同計画（第 3期）の計画期間が平成 22 年度で終了することに加え、｢地球温暖化対策の推進に関する

法律｣が平成 20年 6月に改正され、地球温暖化に関する取り組みの強化が図られたことから、沖縄県

における地球温暖化対策に関する計画を抜本的に見直し、新たな計画として、目標や具体的な取り組

みを定めている。 

○環境配慮行動の４つの原則を 

・温室効果ガス削減等の推進 

・省資源の推進 

・グリーン購入の推進 

・廃棄物の減量化、リサイクルの推進 

と定めそれぞれに対する目標及び目標を実現するために取り組むべき環境配慮行動を示している。 

 

ウ）沖縄県住生活基本計画（平成 23 年～32 年度） 

○「県民の豊かな住生活の実現」に向けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の基本的

な方針、目標を定めている。 

○施策展開の基本方針を 

・中心市街地活性化の早期実現を目指し、都心部への定住化を促進する 

・密集市街地については、計画的な整備を促進するとともに、基地返還跡地における住宅施策と連携

した改善等を検討する 

・高齢社会に対応した住宅の普及と高齢者支援体制の確立を図る 

・公営住宅の適正な建替え・修繕を促進し、良好なストックの維持及び創出を図る 

の４つと定めている。 

○また、圏域ごとに基本方針を定め、基本方針に沿った施策の方向性を定めている。 
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エ）沖縄県総合交通体系基本計画（平成 24 年～43 年度） 

○基本目標を 

・強くしなやかな自立型経済の構築を支える交通体系の確立 

・沖縄らしい優しい社会を支える交通体系の確立 

と定め、目標の具体化のため 

・国内外との交流及び沖縄観光の魅力向上を支える交通体系 

・沖縄の産業振興を支える交通体系 

・人及び環境にやさしい都市構造を支える交通体系 

・離島地域の生活を支える交通体系 

・災害に強く安全、安心、快適な暮らしを支える交通体系 

の 5 つの施策分野、及び施策展開後の姿を示している。 

 

オ）那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（平成 22 年～37 年度） 

○那覇広域の発展の動向、当該都市計画区域のおける人口、産業及び将来の見通し等を勘案して 

(1)誰もが安心して暮らせるにぎわいのある都市圏 

(2)地域独自のものに誇りをもち、その心が発信できる都市圏 

(3)多様な生活様式が可能な都市圏 

(4)世界に開く広域交流都市圏 

(5)連携と交流が盛んな活気あふれる都市圏 

(6)環境にやさしい循環型・低炭素型都市圏 

(7)知的交流が盛んな情報先進都市圏 

(8)観光・コンベンション・ショッピングで魅力ある都市圏 

の８つの将来像を定めている。 

○「歴史交流都市圏・「ウフマチ」（連携し、大きく発展する街）」を県全体に対する那覇広域都市（宜

野湾市含む）の位置づけと定め 

・「地域の歴史・自然・文化をいかし、住民主体の都市づくり 

・自然環境や生活環境に配慮した都市圏づくり 

・地域主体の都市圏づくり 

の 3 つの基本的方向性を示している。 

 

第 5章「平和で発展する都市」に関連する計画 

 

ア）中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成 24 年度～） 

○コンセプトを「各跡地の特性を活かしつつ、広域的観点からの連携した開発により、中南部の都市構

造を再編し、機能を高度化した、沖縄全体の発展につなげる１００万都市の形成」と設定し、全体及

び軍用地ごとに整備の基本方針を示している。 

○宜野湾市に位置する普天間飛行場の整備コンセプトを 

 「平和シンボルの国際的高次都市機能を備えた多機能交流拠点都市―新たな沖縄の振興拠点―」 

 と設定し、「土地利用」、「都市基盤」、「自然環境」、「産業・機能立地」、「歴史文化財・景観」の 5つ

の分野ごとに整備の方針を定めている。 
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3 宜野湾市の現況                                

（１）人口の現況-他市との比較-                      

○人口・世帯数に関して、宜野湾市の平成 26年 12 月末時点の総人口は 95,676 人、総世帯数は

40,828 世帯となっており、総人口、世帯数ともに増加傾向にある。 

○近隣都市の中では宜野湾市は、那覇市、沖縄市、うるま市、浦添市に次ぐ人口を有している。 

○人口増加率に関して、宜野湾市は全国平均、沖縄県平均より高く、近隣都市と比較すると平

均的な増加率となっている。 

 

■宜野湾市の人口・世帯数の推移（各年 12月末） 

 

（資料：市民課） 

■人口推移の比較 
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表－比較対象都市の人口                            （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

■人口増加率の比較 

 

 

表－比較対象都市の人口増加率                         （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

平成2年 7年 12年 17年 22年

宜野湾市 1.00 1.09 1.14 1.18 1.21

沖縄市 1.00 1.09 1.13 1.19 1.23

うるま市 1.00 1.03 1.08 1.11 1.15

浦添市 1.00 1.07 1.14 1.18 1.23

那覇市 1.00 0.99 0.99 1.02 1.04

北谷町 1.00 1.15 1.23 1.30 1.32

北中城村 1.00 1.10 1.15 1.15 1.16

中城村 1.00 1.15 1.24 1.31 1.47

西原町 1.00 1.12 1.29 1.32 1.36

沖縄県 1.00 1.04 1.08 1.11 1.14

全国 1.00 1.02 1.03 1.03 1.04

都市
年

平成2年 7年 12年 17年 22年

宜野湾市 75,905
82,862 86,744

89,769 91,928

沖縄市 105,845 115,336 119,686 126,400 130,249

うるま市 101,911
105,228 109,992

113,535 116,979

浦添市 89,994
96,002 102,734

106,049 110,351

那覇市 304,836
301,890 301,032

312,393 315,954

北谷町 20,730
23,737 25,554

26,848 27,264

北中城村 13,707
15,023 15,745

15,790 15,951

中城村 12,060
13,832 14,987

15,798 17,680

西原町 25,489
28,516 32,777

33,733 34,766

都市
年
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（２）基本目標別の基礎データ                         

序章「計画推進のために」に関連するデータ 

○一般会計における歳入の決算額は増加傾向にあり、平成 26 年には約 413 億円となっている。 

近年は特に、県支出金が増加傾向にある。 

○一般会計における歳出の決算額も増加傾向にあり、平成 26 年には約 405 億円となっている。 

近年は特に民生費が増加傾向にある。教育費も増加傾向にあったが、平成 26 年度が減少して

いるのは、はごろも小学校・幼稚園の建設事業が平成 25 年度に終了したためである。 

 

■一般会計歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：財政課） 

■一般会計歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：財政課） 
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第 1章「市民と共に歩み響き合う都市」に関連するデータ 

ア）「響き合い、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる」に関連するデータ 

○幼稚園児童数は増減を繰り返しているが、近年は増加傾向にある。 

○小学校児童生徒数は平成 20年以降若干の減少傾向にある。 

○中学校生徒数は増減を繰り返しているが、平成 24 年度以降は横ばいの状況にある。 

○高校生徒数は平成 20年まで減少傾向にあり、平成 22年以降横ばいの状況にある。 

○施設利用人数に関して、体育施設の利用人数は平成 21 年度から増加傾向にある。一方市民図書館、

中央公民館の利用人数は近年減少傾向にあり、市立博物館の利用人数は横ばいの状況となってい

る。 

○市内の主たる事務所を有する NPO 法人数は平成 17 年から一貫して増加傾向にあり、平成 26 年時点

で 43となっている。 

 

■幼稚園児童数の推移              

 

（資料：教育委員会） 

 

■小学校児童生徒数の推移 

 

（資料：教育委員会） 
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■中学校生徒数の推移              

 

（資料：教育委員会） 

 

■高校生徒数の推移 

 

（資料：教育委員会） 
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■施設利用人数の推移 

 

（資料：中央公民館資料、生涯学習課、市立博物館、市民図書館、施設管理課） 

 

■市内の主たる事務所を有する NPO 法人数 

 

（資料：沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課） 
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第 2章「創意工夫に満ちた元気な都市」に関連するデータ           

ア）「出会いと交流を大切に観光・コンベンション機能を充実する」に関連するデータ 

○コンベンションセンターの年間利用者数に関して、平成 17 年から 21 年までは減少傾向にあ

ったが、21 年から 22 年にかけて増加し、以降は増減を繰り返している。 

    

■コンベンションセンター年間利用者数 

    

（資料：沖縄県観光要覧） 

 

 

イ）「地域の活力につながる商工業を振興する」に関連するデータ 

○商業動向に関して、商店は減少傾向にあり、平成 24年には 623 店となっている。 

・商店の従業者数は平成 14 年以降減少傾向にあり、平成 24年には 1,315 人となっている。 

・年間商品販売額は平成 16 年から 19 年にかけて増加したものの、平成 24 年に減少し、1196

億円となっている。 

・１小売店舗あたりの商品販売額は県平均よりも高く、全国平均よりも低くなっている。 

・商品販売額（小売業）の増減率（Ｈ14-Ｈ24）は県平均、全国平均よりも高くなっている。 

○工業動向に関して、事業所数は平成 20 年から減少傾向にあり、25 年には 38 事務所となって

いる。 

・工業の従業者数は事業所数と同様減少傾向にあり、25 年には 636 人となっている。 

・製造品出荷は従業者数、事業者数と同様減少傾向にあるが、24 年から 25 年にかけて微増し

ている。 

・「１事業所あたりの製造品出荷額等」は全国平均、沖縄県平均よりも低くなっており、対象

都市と比較して低い状況にある。 

・「製造品出荷額等の増減率」は全国平均、沖縄県平均よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

(合計) 
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■宜野湾市の商業動向 

商店数の推移 

 

     （資料：平成 9 年～平成 19 年：商業統計調査 平成 24 年:経済センサス） 

 

 

従業者数の推移       

 
  （資料：平成 9 年～平成 19 年：商業統計調査 平成 24 年:経済センサス） 
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商品販売額の推移 

 

（資料：平成 9 年～平成 19 年：商業統計調査 平成 24 年:経済センサス） 

 

■１小売店舗あたりの商品販売額（Ｈ24）    ■商品販売額（小売業）の増減率（Ｈ14-Ｈ24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：商業統計調査、経済センサス） 

■宜野湾市の工業動向 

事業所数 

 

（資料：工業統計調査） 
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従業者数 

 

（資料：工業統計調査） 

 

製造品出荷額等 

 

（資料：工業統計調査） 

 

■１事業所あたりの製造品出荷額等（Ｈ25）   ■製造品出荷額等の増減率（Ｈ14-Ｈ25） 
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（資料：工業統計） 
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ウ）「個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開する」に関連するデータ 

○農業動向に関して、農家人口は平成 12 年から平成 22 年にかけて一貫して減少しており、平

成 22年度には 149 人となっている。 

・専業別農家数、第 1 種兼業農家数は減少傾向にあるが、第 2種農業に関しては、平成 17年

から平成 22 年にかけて増加している。 

○漁業動向に関して、漁業経営体数は平成 18 年から 20 年にかけて減少し、その後は横ばいの

状況にあり、平成 24 年には 46経営体となっている。 

・水揚高は、平成 18 年以降減少傾向にあったが、平成 22 年から 24 年にかけて増加しており、

平成 24 年には 483 トンとなっている。 

 

■宜野湾市の農業動向 

農家人口（販売農家）             専業別農家数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：農林業センサス） 

■宜野湾市の漁業動向         

漁業経営体数                  水揚高             

 

（資料：沖縄県農林水産統計年報） 
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第 3章「安心して住み続けられる都市」に関連するデータ            

ア）「市民の明るく安心な暮らしを支え合う」に関連するデータ 

○生活保護の動向に関して、保護率は平成 17 年度より一貫して増加傾向にある。 

○認可保育所の動向に関して、入所児童数、保育所数共に増加傾向にあり、１保育所当たりの

入所児童数は平成 16 年が 103 人であったのに対し、平成 26 年には 120.7 人となっている。 

○青少年ホーム活動利用人数に関して、平成 18 年以降減少し、22 年度以降は増減を繰り返して

いる。 

○要介護・要支援認定者数に関して、総数は増加傾向にある。 

○要介護・要支援認定者数の増加を受け、介護保険サービス件数も平成 15 年より一貫して増加

傾向にある。 

○宜野湾市シルバー人材センター活動に関して、会員数の減少に伴い、受注件数も減少傾向に

ある。 

○病床数は平成 17年から 19年にかけて大きく減少したが、19年以降は横ばいの状況にある。 

・人口は増加する中、病床数は横ばいの状況にあるため、市民 1 人当たりの病床数は減少傾

向にある。 

・１人当たりの病床数に関して、宜野湾市は県平均よりも低くなっている。 

 

■生活保護の動向 

 

（資料：保護課） 

※注 ： 保護率とは人口 1000 人あたりの被保護人員の人数。（単位は 1／1000 を 1 とした単位のこと） 

 

■認可保育所の入所児童数と保育所数（各年 4月 1 日現在） 

 

（資料：保育課） 
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■青少年ホーム活動利用人数 

 

（資料：雇用・企業対策室） 

■要介護・要支援認定者数（各年度末現在） 

 

注 ： H18 年度より要支援は１と２に区分される 

（資料：介護長寿課） 
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（資料：介護長寿課） 
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■宜野湾市シルバー人材センター活動（各年 3月 31 日） 

 

(資料：宜野湾市シルバー人材センター) 

■病床数 

 

（資料：国民健康保険課） 

■1 人当たりの病床数（県との比較） 

 

（資料：国民健康保険課及び沖縄県衛生統計年報） 

0.0122 0.0117 0.0112
0.0106

0.0118
0.0110

0.0104 0.0103 0.0102 0.0102 0.0100 0.0099 0.0098

0.0167 0.0164 0.0162 0.0161 0.0159 0.0157 0.0155 0.0152 0.0150 0.0148 0.0145 0.0144 0.0142

0.0000

0.0020

0.0040

0.0060

0.0080

0.0100

0.0120

0.0140

0.0160

0.0180

平成 13

年

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

宜野湾 県

（床/人）



27 
 

イ）「安全な都市の暮らしを守る」に関連するデータ 

○交通事故発生状況は、増減を繰り返しているが、総じて横ばいの状況にある。 

○火災発生件数は、増減を繰り返しているが、平成 26年の火災発生件数は 10年前（平成 16 年）

の 2 倍となっている。 

○救急車出動件数は、増加傾向にあるが、平成 25年から 26年にかけては減少し、平成 26 年で

3,893 件となっている。 

 

■交通事故発生件数 

 

                         （資料：沖縄県警察本部｢交通白書｣） 

■年別火災発生件数（各年 12月末現在） 

 

（資料：消防本部） 

■救急車出動件数（各年 12 月末現在） 
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（資料：消防本部） 
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第 4章「持続発展可能な美しい都市」に関連するデータ 

ア）「次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する」に関連するデータ 

○ごみ収集量は平成 22年以降増加傾向にある。 

○公害苦情に関して、苦情件数は平成 18 年から 22 年にかけて減少し、22年から 23年にかけて

増加したが、平成 24 年から 25年にかけて再び減少している。 

 

■年別ごみ収集量 

 

（資料：環境対策課） 

■年別公害苦情一覧 

 

（資料：環境対策課） 
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イ）「快適な暮らしを支える美しい都市基盤整備をすすめる」に関連するデータ 

○市道の状況に関して、規格改良実延長距離は、平成 19 年以降増加傾向にある。 

○都市公園数に関して、平成 14 年から 22 年にかけて増加し、22 年以降は横ばいの状況にある。 

○水道事業に関して、下水道の普及率は平成 23年より増加傾向にある。 

○市街化区域に関して、総面積の内、住居系は 79.4%と、約 8 割が住居系の区域となっている。 

○用途別建築確認件数に関して、総数は平成 21 年以降一貫して増加傾向にある。住宅、共同住

宅が大きな割合を占め、平成 26 年では総数 331 件の内 288 件と、全体の 85%以上となってい

る。 

 

■未改良実延長距離（各年 5 月１日） 

 

（資料：土木課） 

■都市公園数 

 
（資料：施設管理課） 

■下水道普及状況 
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（資料：下水道課） 

 

■市街化区域構成率（H26 年 3月末）        ■地目面積構成率（H26 年 1月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：都市計画課）                    （資料：税務課） 

  

宅 地

7.423ｋ㎡

38%

畑

0.551ｋ㎡

3%

原 野

0.386ｋ㎡

2%

田

0.259ｋ㎡

1%

その他,

11.080ｋ㎡

56%

総 面 積

19.70k㎡

（100%）

第1種低層住

居 専用地

域 356.0 

ha            

26.5%

第1種中高層

住居専用地域

350.7 ha                 

26.1%
第2種中高層

住居専用地域

115.9 ha                

8.6%

第1種住居地

域 168.4 

ha                 

12.5%

第2種住居地域

30.2 ha                  

2.2%

準住居地域

48.9 ha                  

3.6%

近隣商業地域

84.1 ha                      

6.3%

近隣商業地域

46.0 ha             

3.4%

商業地域

65.3 ha            

4.9%

準工業地域

81.0 ha              

5.9%

総 面 積

1,346.5ha
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■用途別建築確認件数（各年 3月末） 

 

（資料：建築課） 

 

第 5章「平和で発展する都市」に関連するデータ 

○宜野湾市への基地被害110番の件数は平成22年までは100件～200件前後で推移していたが、

平成 23 年に 549 件と急激に増加しており、その後増減を繰り返している。平成 23 年に増加

した理由は、平成 23 年に完全地デジ化したため受信障害が発生し、その苦情が多く寄せられ

たためである。 

 

■宜野湾市への基地被害 110 番件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：基地政策部 基地渉外課） 
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1 調査概要 

（１）調査の目的                                   

宜野湾市では、平成 23年 9 月に将来のまちづくりの基本となる考え方をまとめた「第三次宜野湾市総合計

画 基本構想・後期基本計画」（５年計画）を策定した。その中で、「市民が主役の『ねたて』の都市・ぎの

わん」を将来都市像にかかげ、市民一人ひとりが市政に参加し、共に協働し、実感できるまちづくりをめざ

して多くの施策・事業を進めているところである。 

後期基本計画も４年目に入り、このたび計画の見直し作業を行っており、そこで住民参加の方策の一つと

して、市内にお住まいの方を対象にアンケート調査を実施することとした。 

この調査は、市民の生活環境や暮らしのこと、それに対する考えなどをうかがい、住みよい宜野湾市をつ

くるための参考資料とするものである。 

 

（２）調査項目                                       

調査項目は以下の 26 項目で構成した。 

問 １：性別   

問 ２：年齢   

問 ３：住まい  

問 ４：家族構成 

問 ５：居住年数 

問 ６：居住理由 

問 ７：職業   

問 ８：通勤・通学先   

問 ９：通勤・通学手段  

問１０：住みやすさ    

問１１：理由（問1 0）   

問１２：理由（問1 0）   

問１３：居住意向   

問１４：行動圏   

問１５：自治会加入状況    

問１６：自治会等への参加状況   

問１７：自治会非参加等の理由   

問１８：市政情報入手手段   

問１９：まちづくりへの参加意向   

問２０：参加形態（問1 9）   

問２１：非参加理由（問1 9） 

問２２：満足度・重要度   

問２３：特に力を入れて取り組む事項（問2 2） 

問２４：総合計画の認知度 

問２５：将来都市像の認知度 

問２６：自由意見 

資料編 

  

Ⅲ 市民意識調査 
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（３）調査対象者                                     

市内在住の方々のうち、無作為で抽出した 20 歳以上の方。 

（４）調査方法                                   

郵送により調査票を配布・回収。また市ＨＰにて募集も行った。 

（５）調査期間                                          

平成 27 年 7 月 15 日（水）～平成 27 年 7 月 27 日（月） 

（６）回収結果(郵送分)                                      

調査数  ：3,000 人 

有効回答数：524 票（有効回答率：17.5％） 

※市ＨＰでの回答は無し 

（７）集計及び処理方法                                     

• 調査票の設問の流れにそって集計を行った。 

• 重要度×満足度の回答結果については散布図等の分析を行った。 

• 集計分析の表記にあたっては、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位表記としているため、構成比

率の合計が 100％に満たない、あるいは超える場合がある。 

• 複数の回答を求める質問では、回答者数を基数とし、これに対する各項目を選択した人の比率で表記し

たため、各項目の比率の合計が 100％を超える場合がある。 

• 報告書のグラフ及び文章等の中で示した回答選択肢は、本来の意味を損なわない程度に省略している場

合がある。 

• 一部項目については、前回調査（平成 21 年度実施）結果も掲載している。 
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2 調査結果                                                         

    

問問問問１１１１：：：：あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別をおたずねしますをおたずねしますをおたずねしますをおたずねします。。。。    

• 「男性」40.8%、「女性」が 55.7%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問２２２２：：：：あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢をおたずねしますをおたずねしますをおたずねしますをおたずねします。。。。    

• 最も多い回答は「40 代」で 20.4%、次いで「30 代」が 20.0%、「50 代」が 19.1%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

全　体 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答

件　数 524 40 105 107 100 94 74 4

％ 100.0 7.6 20.0 20.4 19.1 17.9 14.1 0.8

40.8 55.7 3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性 女性 無回答

1 2 3

全　体 男性 女性 無回答

件　数 524 214 292 18

％ 100.0 40.8 55.7 3.4

7.6 20.0 20.4 19.1 17.9 14.1 0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答
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問問問問３３３３：：：：あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、現在現在現在現在どちらのごどちらのごどちらのごどちらのご住所住所住所住所におにおにおにお住住住住まいですかまいですかまいですかまいですか。。。。    

• 最も多い回答は「宜野湾、我如古、志真志、長田」で 26.1%、次いで「伊佐２丁目～伊佐４丁目、大山、

真志喜、字大謝名、宇地泊」が 23.9%、「伊佐 1丁目、野嵩、普天間、新城、喜友名」が 20.0%となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 2 3 4 5 6 

  

全 体 伊佐 2～4 丁

目、大山、真志

喜、字大謝名、

宇地泊 

大謝名 1～5 丁

目、嘉数、真栄

原、佐真下 

宜野湾、我如

古、志真志、 

長田 

神山、愛知 

赤道、上原 

伊佐 1 丁目、野

嵩、普天間、新

城、喜友名 

無回答 

件 数 524 125 93 137 59 105 5 

％ 100.0  23.9  17.7  26.1  11.3  20.0  1.0  

 

 

 

 

 

 

 

問問問問４４４４：：：：家族構成家族構成家族構成家族構成についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

• 最も多い回答は「親と子ども（２世代）」で 54.2%、次いで「夫婦」が 26.0%、「親と子どもと孫（３世代）」

が 8.2%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.0 26.0 54.2 8.2

2.5

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ひとりぐらし 夫婦 親と子ども（２世代） 親と子どもと孫（３世代） その他 無回答

23.9 17.7 26.1 11.3 20.0 1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

伊佐2～4丁目、大山、真志喜、字大謝名、宇地泊 大謝名1 ～5丁目、嘉数、真栄原、佐真下

宜野湾、我如古、志真志、長田 神山、愛知、赤道、上原

伊佐1丁目、野嵩、普天間、新城、喜友名 無回答

1 2 3 4 5 6

全　体 ひとりぐらし 夫婦 親と子ども

（２世代）

親と子どもと

孫（３世代）

その他 無回答

件　数 524 42 136 284 43 13 6

％ 100.0 8.0 26.0 54.2 8.2 2.5 1.1



36 

    

問問問問５５５５：：：：あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市にににに住住住住んでんでんでんで何年何年何年何年になりますかになりますかになりますかになりますか。。。。    

• 最も多い回答は「41年以上」で 27.7%、次いで「31～40 年」が 17.4%、「21～30 年」が 15.8%となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問６６６６：：：：あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市にににに住住住住みみみみ始始始始めためためためた理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。    

• 最も多い回答は「宜野湾市で生まれたから」で 28.4%、次いで「住宅（土地）取得のため」が 17.9%、「結

婚のため」が 16.8%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

全　体 ２年未満 ２年～５年 ６～10年 11～20年 21～30年 31～40年 41年以上 無回答

件　数 524 23 53 49 75 83 91 145 5

％ 100.0 4.4 10.1 9.4 14.3 15.8 17.4 27.7 1.0

4.4 10.1 9.4 14.3 15.8 17.4 27.7 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２年未満 ２年～５年 ６～10年 11～20年 21～30年 31～40年 41年以上 無回答

1 2 3 4 5 6 7 8

全　体 宜野湾市

で生まれ

たから

就職や就

業のため

就学のた

め

結婚のた

め

親族と同

居または

近くに住む

住宅（土

地）取得の

ため

その他 無回答

件　数 524 149 61 9 88 74 94 37 12

％ 100.0 28.4 11.6 1.7 16.8 14.1 17.9 7.1 2.3

28.4 11.6 1.7 16.8 14.1 17.9 7.1 2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

宜野湾市で生まれたから 就職や就業のため 就学のため

結婚のため 親族と同居または近くに住むため 住宅（土地）取得のため

その他 無回答
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問問問問７７７７：：：：あなたのあなたのあなたのあなたの就業就業就業就業のタイプをおたずねしますのタイプをおたずねしますのタイプをおたずねしますのタイプをおたずねします。。。。 

• 最も多い回答は「勤め人（会社員・公務員等）」で 39.3%、次いで「無職」が 16.4%、「主婦」が 14.1%と

なっている。 

• 前回調査と比較すると、「自営業」「主婦」が減っている一方、「パート・アルバイト」が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問８８８８：：：：あなたのあなたのあなたのあなたの勤務先勤務先勤務先勤務先・・・・通学先通学先通学先通学先をおたずねしますをおたずねしますをおたずねしますをおたずねします。。。。    

• 最も多い回答は「市内」で 37.2%、次いで「那覇市」が 18.9%、「浦添市」が 15.3%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「市内」が減っている一方、「浦添市」「那覇市」が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※無回答は除いている。） 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

全　体 自営業 勤め人（会

社員・公務

員等）

役員 パート・ア

ルバイト

主婦 学生 無職 その他 無回答

件　数 524 45 206 11 69 74 10 86 14 9

％ 100.0 8.6 39.3 2.1 13.2 14.1 1.9 16.4 2.7 1.7

（参考：H21年度）
100.0 11.5 36.2 2.4 9.6 17.6 2.6 15.9 3.5 0.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全　体 市内 沖縄市 うるま市 浦添市 那覇市 北谷町 北中城村 中城村 西原町 その他

件　数 366 136 29 13 56 69 10 6 5 20 22

％ 100.0 37.2 7.9 3.6 15.3 18.9 2.7 1.6 1.4 5.5 6.0

（参考：H21年度）
100.0 43.4 6.0 2.1 13.3 10.6 1.7 1.7 2.9 6.7 11.0

8.6 

11.5 

39.3 

36.2 

2.1 

2.4 

13.2 

9.6 

14.1 

17.6 

1.9 

2.6 

16.4 

15.9 

2.7 

3.5 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

自営業 勤め人（会社員・公務員等） 役員 パート・アルバイト 主婦 学生 無職 その他 無回答

37.2 

43.4 

7.9 

6.0 

3.6 

2.1 

15.3 

13.3 

18.9 

10.6 

2.7 

1.7 

1.6 

1.7 

1.4 

2.9 

5.5 

6.7 

6.0 

11.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

市内 沖縄市 うるま市 浦添市 那覇市 北谷町 北中城村 中城村 西原町 その他
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問問問問９９９９：：：：どのようにどのようにどのようにどのように通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

• 最も多い回答は「自家用車」で 76.6%、次いで「徒歩」が 8.6%、「オートバイ」が 7.0%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「徒歩」が減っている一方、「自家用車」は増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※今回調査は、無回答は除いている。） 

 

 

問問問問 10101010：：：：あなたにとってあなたにとってあなたにとってあなたにとって宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市はははは住住住住みやすいですかみやすいですかみやすいですかみやすいですか。。。。    

• 最も多い回答は「住みやすい」で 45.4%、次いで「どちらかといえば住みやすい」が 39.9%、「どちらか

といえば住みにくい」が 9.9%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」をあわせた値は、89.5%から 85.3%

に減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

全　体 徒歩 バス 自家用車 オートバイ 自転車 その他 無回答

件　数 359 31 20 275 25 0 8 0

％ 100.0 8.6 5.6 76.6 7.0 0.0 2.2 0.0

（参考：H21年度）
100.0 11.6 5.8 60.3 6.4 3.5 3.3 9.2

1 2 3 4 5

全　体 住みやす

い

どちらかと

いえば住

みやすい

どちらかと

いえば住

みにくい

住みにくい 無回答

件　数 524 238 209 52 18 7

％ 100.0 45.4 39.9 9.9 3.4 1.3

（参考：H21年度）
100.0 44.4 45.1 9.1 1.3 0.0

8.6 

11.6 

5.6 

5.8 

76.6 

60.3 

7.0 

6.4 

3.5 

2.2 

3.3 9.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

徒歩 バス 自家用車 オートバイ 自転車 その他 無回答

45.4 

44.4 

39.9 

45.1 

9.9 

9.1 

3.4 

1.3 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらかといえば住みにくい 住みにくい 無回答
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問問問問 11111111：：：：そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。    

（（（（※※※※問問問問 10101010 でででで「「「「１１１１」」」」またはまたはまたはまたは「「「「２２２２」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方））））    

• 最も多い回答は「交通の便がよい」で 45.0%、次いで「住みなれて愛着がある」が 44.5%、「親や親族、

知人が近くにいる」が 31.3%となっている。 

• 前回調査では、「住みなれて愛着がある」「交通の便がよい」「自分の家や土地がある」の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.6 

28.0 

7.8 

45.0 

30.4 

4.5 

4.0 

1.8 

44.5 

29.3 

8.1 

31.3 

2.0 

2.5 

12.8 

32.5 

9.0 

47.3 

35.8 

15.8 

4.3 

3.4 

49.7 

38.1 

7.2 

33.8 

1.3 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自然環境がよい

生活環境がよい

教育環境がよい

交通の便がよい

通勤・通学や仕事の面で便利

人間関係がよい

福祉環境がよい

商売や事業に有利

住みなれて愛着がある

自分の家や土地がある

まちの雰囲気が好き

親や親族、知人が近くにいる

その他

無回答

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

回答者数 自然環境が

よい

生活環境が

よい

教育環境が

よい

交通の便が

よい

通勤・通学

や仕事の面

で便利

人間関係が

よい

福祉環境が

よい

商売や事業

に有利

住みなれて

愛着がある

自分の家や

土地がある

件　数 447 43 125 35 201 136 20 18 8 199 131

％ 9.6 28.0 7.8 45.0 30.4 4.5 4.0 1.8 44.5 29.3

（参考：H21年度） 12.8 32.5 9.0 47.3 35.8 15.8 4.3 3.4 49.7 38.1

11 12 13 14

まちの雰囲

気が好き

親や親族、

知人が近く

にいる

その他 無回答

件　数 36 140 9 11

％ 8.1 31.3 2.0 2.5

（参考：H21年度） 7.2 33.8 1.3 .0.9



40 

 

問問問問 12121212：：：：そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。 

（（（（※※※※問問問問 10101010 でででで「「「「３３３３」」」」またはまたはまたはまたは「「「「４４４４」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方））））    

• 最も多い回答は「生活環境がよくない」で 35.7%、次いで「自然環境がよくない」が 30.0%、「交通の便

がよくない」が 27.1%となっている。 

• 前回調査も「生活環境がよくない」「自然環境がよくない」「交通の便がよくない」の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.0 

35.7 

10.0 

27.1 

14.3 

15.7 

18.6 

5.7 

11.4 

4.3 

31.4 

7.2 

40.7 

42.0 

21.0 

39.5 

12.3 

13.6 

21.0 

18.5 

18.5 

7.4 

22.2 

1.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

自然環境がよくない

生活環境がよくない

教育環境がよくない

交通の便がよくない

通勤・通学や仕事の面で不便

人間関係がよくない

福祉環境がよくない

商売や事業に不利

まちの雰囲気がきらい

親や親族、知人が近くにいない

その他

無回答

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

回答者数 自然環境が

よくない

生活環境が

よくない

教育環境が

よくない

交通の便が

よくない

通勤・通学

や仕事の面

で不便

人間関係が

よくない

福祉環境が

よくない

商売や事業

に不利

まちの雰囲

気がきらい

親や親族、

知人が近く

にいない

件　数 70 21 25 7 19 10 11 13 4 8 3

％ 30.0 35.7 10.0 27.1 14.3 15.7 18.6 5.7 11.4 4.3

（参考：H21年度） 40.7 42.0 21.0 39.5 12.3 13.6 21.0 18.5 18.5 7.4

11 12

その他 無回答

件　数 22 5

％ 31.4 7.2

（参考：H21年度） 22.2 1.2
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問問問問 13131313：：：：今後今後今後今後もももも宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市にににに住住住住みみみみ続続続続けたいですかけたいですかけたいですかけたいですか。。。。    

• 最も多い回答は「住み続けたい」で 66.8%、次いで「分からない」が 17.0%、「できれば移りたい」が 7.6%

となっている。 

• 前回調査と比較すると、「住み続けたい」は減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問 14141414：：：：あなたとごあなたとごあなたとごあなたとご家族家族家族家族のののの「「「「行動圏行動圏行動圏行動圏」」」」についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。    

• 「日用品や食料品の買い物」「飲食（外食」「医療機関（病院・診療所）」「図書館の利用」については「市

内」が、その他の項目は「市外」が多くなっている。 

• 前回調査と比較すると、「衣類や靴などの買い物」「飲食（外食）」について、「市内」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4

全　体 住み続け

たい

できれば

移りたい

分からない 無回答

件　数 524 350 40 89 45

％ 100.0 66.8 7.6 17.0 8.6

（参考：H21年度）
100.0 71.8 9.5 17.2 1.5

66.8 

71.8 

7.6 

9.5 

17.0 

17.2 

8.6 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

住み続けたい できれば移りたい 分からない 無回答

85.5 

85.8 

8.0 

14.2 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜日用品日用品日用品日用品やややや食料品食料品食料品食料品のののの買買買買いいいい物物物物＞＞＞＞

市内

市外

無回答

39.5 

26.4 

54.6 

73.6 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜衣類衣類衣類衣類やややや靴靴靴靴などのなどのなどのなどの買買買買いいいい物物物物＞＞＞＞

市内

市外

無回答
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52.5 

49.1 

40.6 

50.9 

6.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜飲食飲食飲食飲食（（（（外食外食外食外食）＞）＞）＞）＞

市内

市外

無回答

56.9 

69.2 

37.6 

30.8 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜医療機関医療機関医療機関医療機関（（（（病院病院病院病院・・・・診療所診療所診療所診療所）＞）＞）＞）＞

市内

市外

無回答

39.1 

54.9 

35.5 

45.1 

25.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜習習習習いいいい事事事事やスポーツやスポーツやスポーツやスポーツ教室教室教室教室＞＞＞＞

市内

市外

無回答

38.2 

52.3 

36.8 

47.7 

25.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜スポーツ・レクリェーションスポーツ・レクリェーションスポーツ・レクリェーションスポーツ・レクリェーション＞＞＞＞

市内

市外

無回答

65.3 

76.8 

14.3 

23.2 

20.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜図書館図書館図書館図書館のののの利用利用利用利用＞＞＞＞

市内

市外

無回答

3.2 

5.8 

80.7 

94.2 

16.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

＜＜＜＜映画映画映画映画・・・・演劇鑑賞演劇鑑賞演劇鑑賞演劇鑑賞＞＞＞＞

市内

市外

無回答
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問問問問 15151515：：：：あなたのあなたのあなたのあなたの世帯世帯世帯世帯はははは自治会自治会自治会自治会にににに加入加入加入加入していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

• 「加入している」が 50.0%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「加入している」が減っているが、前回調査は自治会の協力によりアンケートが

配布されたため、「加入している」が高かったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問 16161616：：：：地域地域地域地域・・・・自治会自治会自治会自治会のののの共同作業共同作業共同作業共同作業やややや集集集集まりにどのまりにどのまりにどのまりにどの程度参加程度参加程度参加程度参加していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

• 最も多い回答は「参加していない」で 52.7%、次いで「たまに参加している」が 20.4%、「あまり参加し

ていない」が 12.6%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「よく参加している」が減っている一方、「参加していない」が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3

全　体 加入してい

る

加入してい

ない

無回答

件　数 524 262 253 9

％ 100.0 50.0 48.3 1.7

（参考：H21年度）
100.0 71.5 27.7 0.8

1 2 3 4 5

全　体 よく参加し

ている

たまに参

加している

あまり参加

していない

参加してい

ない

無回答

件　数 524 59 107 66 276 16

％ 100.0 11.3 20.4 12.6 52.7 3.1

（参考：H21年度）
100.0 35.6 21.7 12.8 29.2 0.7

50.0 

71.5 

48.3 

27.7 

1.7 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

加入している 加入していない 無回答

11.3 

35.6 

20.4 

21.7 

12.6 

12.8 

52.7 

29.2 

3.1 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

よく参加している たまに参加している あまり参加していない 参加していない 無回答
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問問問問 17171717：：：：地域地域地域地域・・・・自治会自治会自治会自治会のののの共同作業共同作業共同作業共同作業やややや集集集集まりにまりにまりにまりに「「「「あまりあまりあまりあまり参加参加参加参加していないしていないしていないしていない」「」「」「」「参加参加参加参加していないしていないしていないしていない」」」」理由理由理由理由。。。。    

（（（（※※※※問問問問 15151515 でででで「「「「3333」、「」、「」、「」、「4444」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方。）。）。）。）    

• 最も多い回答は「時間的ゆとりがない」で 43.3%、次いで「活動情報が分からない」が 20.2%、「関心が

ない」が 19.0%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「時間的ゆとりがない」「関心がない」が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問 18181818：：：：あなたはあなたはあなたはあなたは宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のののの情報情報情報情報をどのようにをどのようにをどのようにをどのように知知知知ることがることがることがることが多多多多いですかいですかいですかいですか。。。。    

• 最も多い回答は「市の広報誌」で 86.5%、次いで「新聞・テレビ・ラジオ等のマスコミ」が 43.3%、「知

人同士の会話」が 29.8%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「自治会・婦人会等の団体」が減っているが、前回調査は自治会の協力によりア

ンケートが配布されたためであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6

全　体 活動情報

が分からな

い

参加しにく

い雰囲気

がある

時間的ゆ

とりがない

関心がな

い

その他 無回答

件　数 342 69 29 148 65 26 5

％ 100.0 20.2 8.5 43.3 19.0 7.6 1.5

（参考：H21年度）
100.0 23.5 11.0 40.5 12.8 11.6 0.6

20.2 

23.5 

8.5 

11.0 

43.3 

40.5 

19.0 

12.8 

7.6 

11.6 

1.5 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

活動情報が分からない 参加しにくい雰囲気がある 時間的ゆとりがない 関心がない その他 無回答

86.5 

5.0 

13.9 

43.3 

4.8 

2.3 

1.0 

29.8 

17.9 

1.1 

1.1 

92.1 

10.1 

49.0 

45.4 

7.4 

4.5 

5.5 

38.7 

16.9 

4.2 

0.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

市の広報誌

市の広報車

自治会・婦人会等の団体

新聞・テレビ・ラジオ等のマスコミ

市の掲示板

近くの役所職員

事務担当者や民生委員

知人同士の会話

市のホームページ

その他

無回答

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)
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問問問問 19191919：：：：あなたはあなたはあなたはあなたは宜野湾市内宜野湾市内宜野湾市内宜野湾市内でのでのでのでの地域地域地域地域のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに参加参加参加参加したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

• 最も多い回答は「出来る範囲で参加したい」で 42.6%、次いで「わからない」が 19.5%、「求められれば

参加したい」が 17.9%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「積極的に参加したい」「出来る範囲で参加したい」「求められれば参加したい」

の合計は、82.4％から 65.1％に減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6

全　体 積極的に

参加したい

出来る範

囲で参加し

たい

求められ

れば参加

したい

参加しない わからない 無回答

件　数 524 24 223 94 69 102 12

％ 100.0 4.6 42.6 17.9 13.2 19.5 2.3

（参考：H21年度）
100.0 11.7 48.8 21.9 2.7 14.2 0.7

4.6 

11.7 

42.6 

48.8 

17.9 

21.9 

13.2 

2.7 

19.5 

14.2 

2.3 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

積極的に参加したい 出来る範囲で参加したい 求められれば参加したい 参加しない わからない 無回答

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

回答者数 市の広報誌 市の広報車 自治会・婦

人会等の団

体

新聞・テレ

ビ・ラジオ等

のマスコミ

市の掲示板 近くの役所

職員

事務担当者

や民生委員

知人同士の

会話

市のホーム

ページ

その他 無回答

件　数 524 453 26 73 227 25 12 5 156 94 6 6

％ 86.5 5.0 13.9 43.3 4.8 2.3 1.0 29.8 17.9 1.1 1.1

（参考：H21年度） 92.1 10.1 49.0 45.4 7.4 4.5 5.5 38.7 16.9 4.2 0.8
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問問問問 20202020：：：：あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、地域地域地域地域のまちづくりにどのようなのまちづくりにどのようなのまちづくりにどのようなのまちづくりにどのような形形形形でででで参加参加参加参加したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

（（（（※※※※問問問問１１１１9999 でででで「「「「１１１１」、「」、「」、「」、「２２２２」、｢」、｢」、｢」、｢3333｣｣｣｣をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方。）。）。）。）    

• 最も多い回答は「個人で住宅周辺の美化など、身近な活動をしていきたい」で 58.4%、次いで「自治会で

地域づくりを考え、行動したい」が 37.0%、「地域づくりサークル・ＮＰＯ等の組織があれば、そこで活

動したい」が 28.4%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「自治会で地域づくりを考え、行動したい」が減っている一方、「地域づくりサ

ークル・ＮＰＯ等の組織があれば、そこで活動したい」や「個人で住宅周辺の美化など、身近な活動を

していきたい」が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.0 

22.0 

8.8 

28.4 

58.4 

5.3 

2.1 

45.6 

17.4 

1.7 

12.8 

18.0 

2.0 

2.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自治会で地域づくりを考え、行動したい

老人会・婦人会・青年会等の団体で地域づくりを考え、行動したい

ＪＡ・商工会・漁協等の団体で、地域づくりを考え、行動したい

地域づくりサークル・ＮＰＯ等の組織があれば、そこで活動したい

個人で住宅周辺の美化など、身近な活動をしていきたい

その他

無回答

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

1 2 3 4 5 6 7

回答者数 自治会で地

域づくりを考

え、行動し

たい

老人会・婦

人会・青年

会等の団体

で地域づくり

を考え、行

動したい

ＪＡ・商工

会・漁協等

の団体で、

地域づくりを

考え、行動

したい

地域づくり

サークル・Ｎ

ＰＯ等の組

織があれ

ば、そこで

活動したい

個人で住宅

周辺の美化

など、身近

な活動をし

ていきたい

その他 無回答

件　数 341 126 75 30 97 199 18 7

％ 37.0 22.0 8.8 28.4 58.4 5.3 2.1

（参考：H21年度） 45.6 17.4 1.7 12.8 18.0 2.0 2.5
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問問問問 21212121：：：：活動活動活動活動にににに参加参加参加参加しないしないしないしない理由理由理由理由はははは、、、、次次次次のうちどれですかのうちどれですかのうちどれですかのうちどれですか。。。。    

（（（（※※※※問問問問 19191919 でででで「「「「4444」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方。）。）。）。）    

• 最も多い回答は「仕事が忙しくて時間がとれない」で 47.8%、次いで「活動が好きでない」が 27.5%、「乳

幼児や高齢者など家族の世話がある」が 21.7%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問 22222222：：：：満足度満足度満足度満足度とととと重要度重要度重要度重要度    

＜＜＜＜満足度満足度満足度満足度＞＞＞＞ 

• 「満足」「やや満足」の合計値が最も高いのは「上・下水道の整備」で 40.1%、次いで「公園・緑地の整

備」が 34.0%、「コンベンション支援機能の充実」が 29.8%、「健康づくりの推進」が 26.9%、「学校教育の

充実」が 25.0%となっている。 

• 一方「不満」「やや不満」の合計値が最も高いのは「基地問題への対応」で 44.5％、次いで「商店街の活

性化」が 42.7％、「快適な生活環境の整備」が 35.5％、「基地跡地利用の推進」が 30.3％、「企業立地の

促進と就業の促進」が 26.9％となっている。 

＜＜＜＜重要度重要度重要度重要度＞＞＞＞ 

• 「重要」「やや重要」の合計値が最も高いのは「子育て支援・子育て環境の充実」で 75.4%、次いで「学

校教育の充実」が 71.4%、「高齢者介護・福祉の充実」が 71.2%、「障がい者（児）福祉の充実」「交通安

全・防犯対策の強化」が 70.4%となっている。 

• 一方「重要でない」「それほど重要でない」の合計値が最も高いのは「行政が担うべき役割の明確化と組

織づくり」で 12.4％、次いで「国際・国内交流の推進」が 7.6％、「男女共同参画の推進」が 6.9％、「芸

術・文化の振興と文化財の保護」が 6.1％、「都市型農業・都市型漁業の振興」が 5.3％となっている。    

47.8 

0.0 

8.7 

27.5 

17.4 

15.9 

8.7 

21.7 

15.9 

8.7 

1.4 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

仕事が忙しくて時間がとれない

家族の理解が得られない

参加したい活動がない

活動が好きでない

活動の時間帯が合わない

活動を特に必要と考えていない

活動する仲間がいない

乳幼児や高齢者など家族の世話がある

体調が悪い

その他

無回答

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

回答者数 仕事が忙し

くて時間が

とれない

家族の理解

が得られな

い

参加したい

活動がない

活動が好き

でない

活動の時間

帯が合わな

い

活動を特に

必要と考え

ていない

活動する仲

間がいない

乳幼児や高

齢者など家

族の世話が

ある

体調が悪い その他 無回答

件　数 69 33 0 6 19 12 11 6 15 11 6 1

％ 47.8 0.0 8.7 27.5 17.4 15.9 8.7 21.7 15.9 8.7 1.4
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＜＜＜＜満足度満足度満足度満足度・・・・表表表表＞＞＞＞    

  

 

 

 

 

 

     

全　体 満足 やや満足 どちらとも

いえない

やや不満 不満 わからない 無回答

件　数 524 11 56 143 19 20 226 49

％ 100.0 2.1 10.7 27.3 3.6 3.8 43.1 9.4

件　数 524 9 69 147 63 41 145 50

％ 100.0 1.7 13.2 28.1 12.0 7.8 27.7 9.5

件　数 524 10 51 141 52 57 163 50

％ 100.0 1.9 9.7 26.9 9.9 10.9 31.1 9.5

件　数 524 11 51 141 56 58 152 55

％ 100.0 2.1 9.7 26.9 10.7 11.1 29.0 10.5

件　数 524 12 45 163 35 39 179 51

％ 100.0 2.3 8.6 31.1 6.7 7.4 34.2 9.7

件　数 524 20 81 177 37 37 122 50

％ 100.0 3.8 15.5 33.8 7.1 7.1 23.3 9.5

件　数 524 16 78 163 51 31 132 53

％ 100.0 3.1 14.9 31.1 9.7 5.9 25.2 10.1

件　数 524 17 64 178 25 24 161 55

％ 100.0 3.2 12.2 34.0 4.8 4.6 30.7 10.5

件　数 524 17 69 167 34 26 159 52

％ 100.0 3.2 13.2 31.9 6.5 5.0 30.3 9.9

件　数 524 25 106 122 59 48 111 53

％ 100.0 4.8 20.2 23.3 11.3 9.2 21.2 10.1

件　数 524 14 74 171 37 41 134 53

％ 100.0 2.7 14.1 32.6 7.1 7.8 25.6 10.1

件　数 524 22 84 173 32 27 135 51

％ 100.0 4.2 16.0 33.0 6.1 5.2 25.8 9.7

件　数 524 30 99 145 64 33 100 53

％ 100.0 5.7 18.9 27.7 12.2 6.3 19.1 10.1

件　数 524 40 116 142 46 20 108 52

％ 100.0 7.6 22.1 27.1 8.8 3.8 20.6 9.9

件　数 524 11 40 112 102 122 87 50

％ 100.0 2.1 7.6 21.4 19.5 23.3 16.6 9.5

件　数 524 8 38 141 67 65 151 54

％ 100.0 1.5 7.3 26.9 12.8 12.4 28.8 10.3

件　数 524 12 42 150 73 68 127 52

％ 100.0 2.3 8.0 28.6 13.9 13.0 24.2 9.9

件　数 524 10 27 154 54 58 167 54

％ 100.0 1.9 5.2 29.4 10.3 11.1 31.9 10.3

件　数 524 16 88 161 67 34 104 54

％ 100.0 3.1 16.8 30.7 12.8 6.5 19.8 10.3

件　数 524 24 83 142 77 62 84 52

％ 100.0 4.6 15.8 27.1 14.7 11.8 16.0 9.9

件　数 524 16 36 186 33 33 166 54

％ 100.0 3.1 6.9 35.5 6.3 6.3 31.7 10.3

件　数 524 21 52 181 49 29 141 51

％ 100.0 4.0 9.9 34.5 9.4 5.5 26.9 9.7

件　数 524 19 70 161 67 42 116 49

％ 100.0 3.6 13.4 30.7 12.8 8.0 22.1 9.4

件　数 524 14 33 189 50 49 138 51

％ 100.0 2.7 6.3 36.1 9.5 9.4 26.3 9.7

件　数 524 29 112 168 51 30 86 48

％ 100.0 5.5 21.4 32.1 9.7 5.7 16.4 9.2

件　数 524 39 111 159 32 21 110 52

％ 100.0 7.4 21.2 30.3 6.1 4.0 21.0 9.9

件　数 524 26 104 173 49 42 83 47

％ 100.0 5.0 19.8 33.0 9.4 8.0 15.8 9.0

件　数 524 14 74 176 56 31 112 61

％ 100.0 2.7 14.1 33.6 10.7 5.9 21.4 11.6

件　数 524 18 97 164 59 51 76 59

％ 100.0 3.4 18.5 31.3 11.3 9.7 14.5 11.3

件　数 524 22 82 161 77 63 63 56

％ 100.0 4.2 15.6 30.7 14.7 12.0 12.0 10.7

件　数 524 15 73 136 87 99 66 48

％ 100.0 2.9 13.9 26.0 16.6 18.9 12.6 9.2

件　数 524 75 135 113 47 43 60 51

％ 100.0 14.3 25.8 21.6 9.0 8.2 11.5 9.7

件　数 524 41 137 121 75 61 40 49

％ 100.0 7.8 26.1 23.1 14.3 11.6 7.6 9.4

件　数 524 18 48 130 75 158 41 54

％ 100.0 3.4 9.2 24.8 14.3 30.2 7.8 10.3

件　数 524 20 44 150 67 92 98 53

％ 100.0 3.8 8.4 28.6 12.8 17.6 18.7 10.1

件　数 524 28 57 162 51 79 92 55

％ 100.0 5.3 10.9 30.9 9.7 15.1 17.6 10.5

35 基地跡地利用の推進

36 平和行政の推進

32 上・下水道の整備

33 公園・緑地の整備

34 基地問題への対応

29 環境衛生の向上

30 快適な生活環境の整備

31 交通ネットワークの整備

26

防災及び救急・消防体制

の強化

27

交通安全・防犯対策の強

化

28

環境保全と循環型社会の

構築

23 高齢者介護・福祉の充実

24

生活困窮世帯への支援・

労働福祉の推進

25 健康づくりの推進

20

子育て支援・子育て環境

の充実

21

児童虐待・DVの防止と被

害者対策の強化

22

障がい者（児）福祉の充

実

17

企業立地の促進と就業の

促進

18

都市型農業・都市型漁業

の振興

19 地域福祉の推進

14

コンベンション支援機能

の充実

15 商店街の活性化

16 商工業・情報産業の振興

11 生涯学習の充実

12

芸術・文化の振興と文化

財の保護

13

観光・リゾート産業の振

興

8 男女共同参画の推進

9 ,国際・国内交流の推進

10 学校教育の充実

5 行政広域化への対応

6

市民に開かれた行政の推

進

7

市民と協働のまちづくり

の推進

2

行政が担うべき役割の明

確化と組織づくり

3 人材の育成・確保

4

自主性・自立性の高い財

政運営の推進

1 電子自治体の推進
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＜＜＜＜満足度満足度満足度満足度・グラフ・グラフ・グラフ・グラフ＞＞＞＞    

 

 

 

  

2.1

1.7

1.9

2.1

2.3

3.8

3.1

3.2

3.2

4.8

10.7

13.2

9.7

9.7

8.6

15.5

14.9

12.2

13.2

20.2

27.3

28.1

26.9

26.9

31.1

33.8

31.1

34.0

31.9

23.3

3.6

12.0

9.9

10.7

6.7

7.1

9.7

4.8

6.5

11.3

3.8

7.8

10.9

11.1

7.4

7.1

5.9

4.6

5.0

9.2

43.1

27.7

31.1

29.0

34.2

23.3

25.2

30.7

30.3

21.2

9.4

9.5

9.5

10.5

9.7

9.5

10.1

10.5

9.9

10.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.7

4.2

5.7

7.6

2.1

1.5

2.3

1.9

3.1

4.6

14.1

16.0

18.9

22.1

7.6

7.3

8.0

5.2

16.8

15.8

32.6

33.0

27.7

27.1

21.4

26.9

28.6

29.4

30.7

27.1

7.1

6.1

12.2

8.8

19.5

12.8

13.9

10.3

12.8

14.7

7.8

5.2

6.3

3.8

23.3

12.4

13.0

11.1

6.5

11.8

25.6

25.8

19.1

20.6

16.6

28.8

24.2

31.9

19.8

16.0

10.1

9.7

10.1

9.9

9.5

10.3

9.9

10.3

10.3

9.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.1

4.0

3.6

2.7

5.5

7.4

5.0

2.7

3.4

4.2

6.9

9.9

13.4

6.3

21.4

21.2

19.8

14.1

18.5

15.6

35.5

34.5

30.7

36.1

32.1

30.3

33.0

33.6

31.3

30.7

6.3

9.4

12.8

9.5

9.7

6.1

9.4

10.7

11.3

14.7

6.3

5.5

8.0

9.4

5.7

4.0

8.0

5.9

9.7

12.0

31.7

26.9

22.1

26.3

16.4

21.0

15.8

21.4

14.5

12.0

10.3

9.7

9.4

9.7

9.2

9.9

9.0

11.6

11.3

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.9

14.3

7.8

3.4

3.8

5.3

13.9

25.8

26.1

9.2

8.4

10.9

26.0

21.6

23.1

24.8

28.6

30.9

16.6

9.0

14.3

14.3

12.8

9.7

18.9

8.2

11.6

30.2

17.6

15.1

12.6

11.5

7.6

7.8

18.7

17.6

9.2

9.7

9.4

10.3

10.1

10.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 無回答

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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＜＜＜＜重要度重要度重要度重要度・・・・表表表表＞＞＞＞    

 

 

  

全　体 重要 やや重要 どちらとも

いえない

それほど重

要でない

重要でな

い

無回答

件　数 524 81 105 171 34 31 102

％ 100.0 15.5 20.0 32.6 6.5 5.9 19.5

件　数 524 166 143 99 11 8 97

％ 100.0 31.7 27.3 18.9 2.1 1.5 18.5

件　数 524 209 129 84 4 5 93

％ 100.0 39.9 24.6 16.0 0.8 1.0 17.7

件　数 524 207 114 101 3 6 93

％ 100.0 39.5 21.8 19.3 0.6 1.1 17.7

件　数 524 104 138 168 12 9 93

％ 100.0 19.8 26.3 32.1 2.3 1.7 17.7

件　数 524 171 141 102 8 8 94

％ 100.0 32.6 26.9 19.5 1.5 1.5 17.9

件　数 524 138 158 114 13 7 94

％ 100.0 26.3 30.2 21.8 2.5 1.3 17.9

件　数 524 109 130 149 22 14 100

％ 100.0 20.8 24.8 28.4 4.2 2.7 19.1

件　数 524 107 145 137 26 14 95

％ 100.0 20.4 27.7 26.1 5.0 2.7 18.1

件　数 524 280 94 49 3 4 94

％ 100.0 53.4 17.9 9.4 0.6 0.8 17.9

件　数 524 169 143 94 11 15 92

％ 100.0 32.3 27.3 17.9 2.1 2.9 17.6

件　数 524 148 146 104 22 10 94

％ 100.0 28.2 27.9 19.8 4.2 1.9 17.9

件　数 524 164 154 88 16 9 93

％ 100.0 31.3 29.4 16.8 3.1 1.7 17.7

件　数 524 139 161 104 15 9 96

％ 100.0 26.5 30.7 19.8 2.9 1.7 18.3

件　数 524 195 143 80 15 4 87

％ 100.0 37.2 27.3 15.3 2.9 0.8 16.6

件　数 524 151 145 116 13 9 90

％ 100.0 28.8 27.7 22.1 2.5 1.7 17.2

件　数 524 190 141 89 8 5 91

％ 100.0 36.3 26.9 17.0 1.5 1.0 17.4

件　数 524 142 122 143 18 10 89

％ 100.0 27.1 23.3 27.3 3.4 1.9 17.0

件　数 524 227 136 60 6 2 93

％ 100.0 43.3 26.0 11.5 1.1 0.4 17.7

件　数 524 303 92 38 2 2 87

％ 100.0 57.8 17.6 7.3 0.4 0.4 16.6

件　数 524 265 97 66 3 1 92

％ 100.0 50.6 18.5 12.6 0.6 0.2 17.6

件　数 524 260 109 60 4 1 90

％ 100.0 49.6 20.8 11.5 0.8 0.2 17.2

件　数 524 271 102 54 6 2 89

％ 100.0 51.7 19.5 10.3 1.1 0.4 17.0

件　数 524 210 125 81 15 4 89

％ 100.0 40.1 23.9 15.5 2.9 0.8 17.0

件　数 524 211 130 79 16 2 86

％ 100.0 40.3 24.8 15.1 3.1 0.4 16.4

件　数 524 240 114 74 6 0 90

％ 100.0 45.8 21.8 14.1 1.1 0.0 17.2

件　数 524 240 129 54 9 2 90

％ 100.0 45.8 24.6 10.3 1.7 0.4 17.2

件　数 524 175 145 100 6 3 95

％ 100.0 33.4 27.7 19.1 1.1 0.6 18.1

件　数 524 197 148 78 4 4 93

％ 100.0 37.6 28.2 14.9 0.8 0.8 17.7

件　数 524 211 143 69 6 0 95

％ 100.0 40.3 27.3 13.2 1.1 0.0 18.1

件　数 524 213 145 71 2 2 91

％ 100.0 40.6 27.7 13.5 0.4 0.4 17.4

件　数 524 212 131 78 9 3 91

％ 100.0 40.5 25.0 14.9 1.7 0.6 17.4

件　数 524 172 167 77 13 5 90

％ 100.0 32.8 31.9 14.7 2.5 1.0 17.2

件　数 524 296 63 64 7 6 88

％ 100.0 56.5 12.0 12.2 1.3 1.1 16.8

件　数 524 301 65 61 7 2 88

％ 100.0 57.4 12.4 11.6 1.3 0.4 16.8

件　数 524 271 56 81 12 15 89

％ 100.0 51.7 10.7 15.5 2.3 2.9 17.0

36 平和行政の推進

34 基地問題への対応

35 基地跡地利用の推進

32 上・下水道の整備

33 公園・緑地の整備

30 快適な生活環境の整備

31 交通ネットワークの整備

28

環境保全と循環型社会の

構築

29 環境衛生の向上

26

防災及び救急・消防体制

の強化

27

交通安全・防犯対策の強

化

24

生活困窮世帯への支援・

労働福祉の推進

25 健康づくりの推進

22

障がい者（児）福祉の充

実

23 高齢者介護・福祉の充実

20

子育て支援・子育て環境

の充実

21

児童虐待・DVの防止と被

害者対策の強化

18

都市型農業・都市型漁業

の振興

19 地域福祉の推進

16 商工業・情報産業の振興

17

企業立地の促進と就業の

促進

14

コンベンション支援機能

の充実

15 商店街の活性化

12

芸術・文化の振興と文化

財の保護

13

観光・リゾート産業の振

興

10 学校教育の充実

11 生涯学習の充実

8 男女共同参画の推進

9 ,国際・国内交流の推進

6

市民に開かれた行政の推

進

7

市民と協働のまちづくり

の推進

4

自主性・自立性の高い財

政運営の推進

5 行政広域化への対応

2

行政が担うべき役割の明

確化と組織づくり

3 人材の育成・確保

電子自治体の推進1
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＜＜＜＜重要度重要度重要度重要度・グラフ・グラフ・グラフ・グラフ＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.5

31.7

39.9

39.5

19.8

32.6

26.3

20.8

20.4

53.4

20.0

27.3

24.6

21.8

26.3

26.9

30.2

24.8

27.7

17.9

32.6

18.9

16.0

19.3

32.1

19.5

21.8

28.4

26.1

9.4

6.5

2.1

2.3

2.5

4.2

5.0

5.9

2.7

2.7

19.5

18.5

17.7

17.7

17.7

17.9

17.9

19.1

18.1

17.90.6

1.5

0.6

0.8

0.8

1.3

1.5

1.7

1.1

1.0

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32.3

28.2

31.3

26.5

37.2

28.8

36.3

27.1

43.3

57.8

27.3

27.9

29.4

30.7

27.3

27.7

26.9

23.3

26.0

17.6

17.9

19.8

16.8

19.8

15.3

22.1

17.0

27.3

11.5

7.3

2.1

4.2

3.1

2.9

2.9

2.5

3.4

2.9

1.9

1.9

17.6

17.9

17.7

18.3

16.6

17.2

17.4

17.0

17.7

16.60.4

1.1

1.5

0.4

0.4

1.0

1.7

0.8

1.7

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50.6

49.6

51.7

40.1

40.3

45.8

45.8

33.4

37.6

40.3

18.5

20.8

19.5

23.9

24.8

21.8

24.6

27.7

28.2

27.3

12.6

11.5

10.3

15.5

15.1

14.1

10.3

19.1

14.9

13.2

2.9

3.1

1.1

1.1

17.6

17.2

17.0

17.0

16.4

17.2

17.2

18.1

17.7

18.1

0.8

1.7

1.1

1.1

0.8

0.6

0.8

0.6

0.4

0.0

0.4

0.8

0.4

0.2

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40.6

40.5

32.8

56.5

57.4

51.7

27.7

25.0

31.9

12.0

12.4

10.7

13.5

14.9

14.7

12.2

11.6

15.5

2.5

2.9

17.4

17.4

17.2

16.8

16.8

17.02.3

1.3

1.3

1.7

0.4

0.4

1.1

1.0

0.6

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重要 やや重要 どちらともいえない それほど重要でない 重要でない 無回答

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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問問問問 23232323：：：：36363636 項目項目項目項目（（（（問問問問 22222222））））内内内内でででで、、、、今後今後今後今後５５５５年間年間年間年間でででで特特特特にににに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組むべきことはどれですかむべきことはどれですかむべきことはどれですかむべきことはどれですか。。。。    

• 最も多い回答は「基地問題への対応」で 40.6%、次いで「子育て支援・子育て環境の充実」が 40.1%、「高

齢者介護・福祉の充実」「基地跡地利用の推進」が 29.6%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

序章「計画推進の

ために」 

第１章「市民と共

に歩み響き合う都

市」 

第２章「創意工夫

に満ちた元気な都

市」 

第３章「安心して

住み続けられる都

市」 

第４章「持続発展

可能な美しい都

市」 

第５章「平和で発

展する都市」 

3.1 

3.8 

12.6 

9.0 

1.3 

6.5 

4.4 

2.5 

3.4 

27.9 

5.0 

2.5 

9.4 

3.2 

21.8 

4.2 

9.9 

3.8 

10.1 

40.1 

11.6 

13.4 

29.6 

12.0 

10.1 

4.8 

10.5 

6.9 

5.7 

15.3 

19.3 

6.5 

11.1 

40.6 

29.6 

17.7 

12.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

電子自治体の推進

行政が担うべき役割の明確化と組織づくり

人材の育成・確保

自主性・自立性の高い財政運営の推進

行政広域化への対応

市民に開かれた行政の推進

市民と協働のまちづくりの推進（コミュニティ・市民活動）

男女共同参画の推進

国際・国内交流の推進

学校教育の充実

生涯学習の充実

芸術・文化の振興と文化財の保護

観光・リゾート産業の振興

コンベンション支援機能の充実

商店街の活性化

商工業・情報産業の振興

企業立地の促進と就業の促進

都市型農業・都市型漁業の振興

地域福祉の推進

子育て支援・子育て環境の充実

児童虐待・DVの防止と被害者対策の強化

障がい者（児）福祉の充実

高齢者介護・福祉の充実

生活困窮世帯への支援・労働福祉の推進

健康づくりの推進

防災及び救急・消防体制の強化

交通安全・防犯対策の強化

環境保全と循環型社会の構築

環境衛生の向上

快適な生活環境の整備

交通ネットワークの整備

上・下水道の整備

公園・緑地の整備

基地問題への対応

基地跡地利用の推進

平和行政の推進

無回答
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問問問問 24242424：：：：宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの最上位最上位最上位最上位のののの計画計画計画計画であるであるであるである「「「「第三次宜野湾市総合計画第三次宜野湾市総合計画第三次宜野湾市総合計画第三次宜野湾市総合計画（（（（計画期間平成計画期間平成計画期間平成計画期間平成 18181818 年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成

27272727 年度年度年度年度）」）」）」）」をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

• 最も多い回答は「まったく知らない」で 56.9%、次いで「計画名を知っている程度で、内容はあまり知ら

ない」が 30.5%、「内容について、部分的に知っている」が 6.7%となっている。 

• 前回調査と比較すると、「まったく知らない」が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問問問問 25252525：：：：宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市ではではではでは、、、、本市本市本市本市のののの将来都市像将来都市像将来都市像将来都市像をををを、「、「、「、「市民市民市民市民がががが主役主役主役主役のののの『『『『ねたてねたてねたてねたて』』』』のののの都市都市都市都市・ぎのわん・ぎのわん・ぎのわん・ぎのわん」」」」をををを目指目指目指目指してまちづしてまちづしてまちづしてまちづ

くりにくりにくりにくりに取取取取りりりり組組組組んでいることをんでいることをんでいることをんでいることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

• 最も多い回答は「知らなかった」で 45.4%、次いで「聞いたことはある」が 38.7%、「知っている」が 10.5%

となっている。 

• 前回調査と比較すると、「知っている」「聞いたことはある」が減っている一方、「知らなかった」は増え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5

全　体 計画書を

読んだこと

があり、よ

く知ってい

る

内容につ

いて、部分

的に知って

いる

計画名を

知っている

程度で、内

容はあまり

知らない

まったく知

らない

無回答

件　数 524 5 35 160 298 26

％ 100.0 1.0 6.7 30.5 56.9 5.0

（参考：H21年度）
100.0 3.1 11.4 38.2 46.7 0.6

1.0 

3.1 

6.7 

11.4 

30.5 

38.2 

56.9 

46.7 

5.0 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

計画書を読んだことがあり、よく知っている 内容について、部分的に知っている

計画名を知っている程度で、内容はあまり知らない まったく知らない

無回答

1 2 3 4

全　体 知っている 聞いたこと

はある

知らなかっ

た

無回答

件　数 524 55 203 238 28

％ 100.0 10.5 38.7 45.4 5.3

（参考：H21年度）
100.0 22.8 44.1 32.7 0.4

10.5 

22.8 

38.7 

44.1 

45.4 

32.7 

5.3 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

知っている 聞いたことはある 知らなかった 無回答
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問問問問 26262626：：：：これからのこれからのこれからのこれからの宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについて、、、、提案提案提案提案（（（（アイデアアイデアアイデアアイデア）、）、）、）、夢夢夢夢などなどなどなど。。。。    

• 199 名の方から、以下の提案（アイデア）、夢の回答を得た。なお、意見については、総合計画で位置付

けられている細節ごとに整理している。また、各意見などの文末には、性別および年齢を記載している。 

• 主な回答をまとめた結果は以下の通り。なお、記載については、適宜加筆・訂正・中略等を行っている。 

 

＜＜＜＜序章序章序章序章    効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営のののの確立確立確立確立＞＞＞＞    

� 電子自治体電子自治体電子自治体電子自治体のののの推進推進推進推進    

・ 市のＨＰを分かりやすくしてほしい。（男性・20 代） 

・ 「総合計画」なるものは、ほとんど知りませんでした。目標値、達成状況がありましたら、市報あるいはＨＰで載せてい

ただければ分かりやすい。（女性・50 代） 

・ 市の開発に係る人の生の声をＨＰなどで見ることができるなら、公開してほしい。（男性・40 代） 

� 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保    

・ 人材育成と教育に力を入れていただきたい。（男性・50 代） 

・ まちづくりは人づくりといいます。市内在住の小中高生を対象に市のまちづくり講座、琉大の出前講座を活用した育成を。

履修状況を把握しながら身の丈の持続可能なプログラムで若年育成を図るべきでしょう。（男性・50 代）    

・ 女性の登用率を上げるだけではなく、優秀な人材育成に力を入れていただきたく思います。（女性・40 代） 

� 自主性自主性自主性自主性・・・・自立性自立性自立性自立性のののの高高高高いいいい財政運営財政運営財政運営財政運営のののの推進推進推進推進    

・ 市の税金が他市町村に比べて高いので、安くなるように考えて欲しい。（女性・50 代） 

・ 家族構成（子育て世代の養育人数など）を考慮した適正な課税をお願いします。（男性・40 代） 

    

＜＜＜＜第第第第１１１１章章章章    市民市民市民市民とととと共共共共にににに歩歩歩歩みみみみ響響響響きあうきあうきあうきあう都市都市都市都市＞＞＞＞    

� 全般全般全般全般    

・ 市の職員の皆様が色々と工夫しながら市民へ発信しているのですが、受け取る側に余裕や意識がないことを今回実感する

ことができ良かったです。大好きな宜野湾をより良くしていくのも市民一人一人なんだという意識をもって、これからは

まちづくりへも積極的に参加できればと思います。（女性・30 代）    

� 市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

・ 働く人で平日役所へ行けない人のために、一ヶ月に一回でも土曜日など開けてもらえると助かります。（女性・30 代） 

・ 役所の方の対応はとても良いです。図書館は早く閉まるし、仕事していると借りることができません。浦添市の図書館を

見習って欲しいと思います。（女性・60 代） 

� 市民市民市民市民とととと協働協働協働協働のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進（（（（コミュニティ・コミュニティ・コミュニティ・コミュニティ・市民活動市民活動市民活動市民活動））））    

・ 市民に優しいまちづくりは、そこに住む人間の生きがいづくりから始まると思います。（女性・50 代） 

・ 仕事が忙しくて、身の回りのことについてはなかなか考える事が出来ていません。区の行事にも参加できずにいます。あ

まり自治会参加を勧めすぎるのもどうかと思います。（女性・30 代）    

・ 私は宜野湾市が大好きです。これからもっと素敵な市になるように協力できることは積極的に行います。今後共宜しくお

願いいたします。（女性・20 代） 

・ 若い世代、世帯も多いと思うので、若い力を使ってボランティアやまちづくりに役立てられると良いと思う。（女性・30

代） 

・ 若い人同士、どこで皆さん交流しているのかとても知りたいです。これからもまちづくりに参加していきたいです。（女

性・20 代） 

� 国際国際国際国際・・・・国内交流国内交流国内交流国内交流のののの推進推進推進推進    

・ 私のまちづくりの夢ですが、今の若い方達のためにも、たくさんの文化を学ぶことで人としての器が大きくなってくると

思います。これからの若い方達には夢、夢、文化、文化だと考えます。どうか祭りにも各国の文化を取り入れ、国際的な

街でありますように願っています。（女性・70 代以上） 

・ 国際交流の充実。（女性・40 代） 

・ アモイへの留学派遣後、戻ってきた人材を活かし、国際交流を盛んにしてほしい。（女性・40 代） 

 

 

� 学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

・ 小中学校の学力アップして欲しい。（女性・30 代） 
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・ 教育の向上、PTA との連携、地域との情報共有、民間団体との情報交換、教育委員会のオープン化を。子供たちが自主的

に学習するには具体的な夢を持たせること。その環境づくりをお願いします。（男性・40 代） 

・ 教育環境の差を無くしてほしい。学校間の差、家庭間の差。（女性・30 代） 

・ 子供の勉強のサポート強化。（男性・40 代） 

・ まずは将来の宜野湾市を担う子供達の教育の充実を切に願います。（女性・50 代） 

・ 学校教育環境充実検討願いたい。市内高等学校に介護福祉科設置を強く望みます。（女性・40 代） 

・ 優秀な人材を輩出する子育て、教育環境の充実したまち。（女性・50 代） 

� 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実    

・ 海浜公園内のスポーツ施設等もっと借りやすくして欲しい。（女性・50 代） 

� 芸術芸術芸術芸術・・・・文化文化文化文化のののの振興振興振興振興とととと文化財文化財文化財文化財のののの保護保護保護保護    

・ 市内の文化財についての普及啓発活動を積極的に行って欲しい。そのために、博物館と各字との連携を強くしていくこと

と、遺跡の保存と整備をしていってほしい。（男性・40 代） 

・ 宜野湾市歴史文化の推進（男性・60 代） 

 

＜＜＜＜第第第第２２２２章章章章    創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫にににに満満満満ちたちたちたちた元気元気元気元気なななな都市都市都市都市＞＞＞＞    

� 全般全般全般全般    

・ 宜野湾市まちづくりに関して企画政策ありがとうございます。スポーツができる施設と同じ敷地内に健康食品（JA 等）を

取り入れた商店街を希望したいです。（女性・40 代） 

・ 宜野湾市にもクリスマスイブ（クリスマス期間）にぎやかなまちづくりしてほしいなあと思っています。花火も海浜公園

にて去年のクリスマスにやっていたので良かったです。（女性・40 代） 

� 観光観光観光観光・リゾート・リゾート・リゾート・リゾート産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    

・ 海の活用で活性化（ヨット、ウインドサーフィン、サーフィン、カイトサーフィン、SUP）。（女性・30 代） 

・ 観光者に対する宿泊施設の充実。（男性・60 代） 

・ 市内、国道沿いに道の駅を作る。（男性・40 代） 

・ 以前、南城市で働いていたのですが、そこには「南城市マップ」というものがあり、カフェ情報、工房情報、遺跡の情報

などがたくさん載っていて、南城市で遊ぶ時にとても役立ちました。宜野湾市も検討してみてはいかがでしょうか。（女

性・30 代） 

� コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション支援機能支援機能支援機能支援機能のののの充実充実充実充実    

・ コンベンションエリアの充実した環境づくりに力を入れてほしい。自転車、バスケ、遊具。（女性・40 代） 

・ コンベンションリゾートを目指すなら大山の田芋畑の開発を早く進めた方が良いと思います。（男性・70 代以上） 

・ 東海岸 MICE の影響により厳しい状況が考えられますが、毎回開催されている既存のイベント、会議との約束を大切にし

ていくことを希望します。より良いまちづくりを期待しています。（女性・40 代） 

� 商店街商店街商店街商店街のののの活性化活性化活性化活性化    

・ 普天間周辺の商店街が閑散としていることが寂しいです。西普天間基地跡地の開発等で活性化することを期待しています。

（男性・50 代） 

・ 市の中央に基地があるゆえに商店街の形成の難しさは承知しておりますが、必要なものは市内で楽しく買えるようなまち

づくりの推進を願います。（男性・60 代） 

・ 市の商店街で買い物すると、お得なポイント制などもっと明確にしてくれると利用したいと思う。（女性・30 代） 

� 商工業商工業商工業商工業・・・・情報産業情報産業情報産業情報産業のののの振興振興振興振興    

・ 市内に大型ショッピングセンターが無い。（サンエーコンベンションシティー）はあるが少し遠い。（女性・50 代） 

・ 市民が豊かになるように、宜野湾市特産品や市による起業等を考えた方が良いと思います。市でコンクール（タームを利

用したお菓子づくり）を開いてみたりしてはどうでしょうか。（女性・30 代） 

� 企業立地企業立地企業立地企業立地のののの促進促進促進促進とととと就業就業就業就業のののの促進促進促進促進    

・ 企業立地を促進し、若者が働きやすい希望の持てる市を望む。（女性・50 代） 

・ 省エネ、エコエネルギー工場、自然にやさしい働く場、多くの人々が正規雇用で働ける場をつくってほしい（女性・50 代） 

� 都市型農業都市型農業都市型農業都市型農業・・・・都市型漁業都市型漁業都市型漁業都市型漁業のののの振興振興振興振興    

・ 市民農園をつくってほしい（男性・50 代） 

・ 大山の田んぼ（田芋）をこれ以上埋め立てないで欲しい。農業も大切に。（男性・60 代） 

・ 大山タイモ畑を市民農園としてもちろん畑として使用していない場所を、畑をしたい人に格安でレンタルできないでしょ

うか。あんなに豊富な水があるところを宅地にするのはもったないと思います。（女性・40 代） 



56 

 

＜＜＜＜第第第第３３３３章章章章    安心安心安心安心してしてしてして住住住住みみみみ続続続続けられるけられるけられるけられる都市都市都市都市＞＞＞＞    

� 全般全般全般全般    

・ 学校が荒れています。そんな環境から抜け出して子供たちが将来に希望を持てるようにしてあげたいです。まずは大人の

意識改革が大切だと思います。（女性・50 代） 

・ 高齢者に対する取り組みだけでなく、安心して子供を産み育てる環境を整えて欲しい。（男性・30 代） 

・ 子供たちが安心して遊べる場所が多い方が良い。（女性・30 代） 

・ 若い人が生き生きと暮らせる市にしてほしいと思います。（女性・50 代） 

� 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援・・・・子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの充実充実充実充実 

・ 待機児童が減ればいいなと思います。（女性・30 代） 

・ 宜野湾市に移住してくる人が多い中、保育園の数が足りず、待機児童率が高すぎる。（女性・30 代） 

・ 子育て環境の充実に向けて、認可保育園を増やす、もしくは認可外保育園の料金について認可と同じく第二子半額、第三

子無料と条件を同じにできるよう補助して欲しい。（女性・30 代） 

・ 病児保育の拡充。現在、市内では海邦病院のみ対応しているが、全然予約しても入れない。 

・ 子育て支援をさらに充実させ、子供をうみ、育てる地域づくりを望む。（女性・50 代） 

・ 保育について。待機児童の改善が経済効果にもつながることを理解して欲しい。（認可）働かないと預けられないが、預

けられないと働けないのが現状です。（男性・20 代） 

� 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶのののの防止防止防止防止とととと被害者対策被害者対策被害者対策被害者対策のののの強化強化強化強化    

・ 児童虐待対策の強化-児相との連携強化など保健師訪問を増やす。問題のある家庭のピックアップ。横断的な対策を考え

る場の設置。（男性・40 代） 

� 障障障障がいがいがいがい者者者者（（（（児児児児））））福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

・ 障害児の医療ケアデイサービスの数が少なすぎて、市外のデイサービスを利用している子が多くいます。医療ケアのある

デイサービスが増えてくれるとすごく助かります。（女性・30 代） 

・ 障害と診断された児も、そうでない児も楽しく交流できるような場がより増えるといいなと思います。 

・ お年寄りの施設はある程度ありますが、若い人（30～60 代）の障害者の施設があまりありません。施設をつくってほしい

とペンをとりました。（女性・70 代以上） 

� 高齢者介護高齢者介護高齢者介護高齢者介護・・・・福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

・ 高齢者介護福祉について、協力体制を強化してほしい。宜野湾市民なら安心して老後を暮らせるという具体的なアピール

をしてほしいです。（女性・50 代） 

・ 地域の受け皿が不十分に感じます。国の考えに沿って、宜野湾市も取り組んで行くべきと思います。施設は介護保険に伴

って地域へと返していかなければなりませんが、地域の受け皿がしっかりしないと高齢者自身へ影響が出ると思います。

（男性・20 代） 

・ 高齢者が住みやすいまちづくりをしてほしい。車がないと不便を感じている高齢者市民は多いと思う。できれば、市内の

各方面へ乗り継ぎなしで向かうことができるコミュニティーバス（ノンステップ・バリアフリー）があったらと思います。

（女性・50 代） 

・ 60 歳以上の市内一周無料バス（福祉バス）の運行を行えば高齢者が市内の街で買い物、公園と外に出る機会が増え、健康

な身体づくりにつながる（医療費の削減）。（男性・50 代） 

� 生活困窮世帯生活困窮世帯生活困窮世帯生活困窮世帯へのへのへのへの支援支援支援支援・・・・労働福祉労働福祉労働福祉労働福祉のののの推進推進推進推進    

・ 生活保護を受けることができる基準が曖昧なので納得できない。（女性・50 代） 

・ 沖縄県はアルコール依存が多ので、もっとアルコール依存を治療できる場所を作り、そこに税金をかけていただければ、

生活保護でアルコール、薬物、を使用する方が減り、医療費の削減になるのではないでしょうか。沖縄がより良く、住み

やすく、働くことへの楽しさをもてる大人が増えることを望みます。（女性・40 代） 

� 健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

・ コンベンション通り（宜野湾バイパス）にスポーツジムを建ててほしい。市民の健康促進につながると思います。（女性・

40 代） 

・ 50m×50m の市営プールの設置を望む。（男性・60 代） 

・ プレママのためのケア、講演会、妊活のためのエクササイズ等、女性の為の健康作りの企画（女性・40 代） 

・ 妊産婦の諸症状に対する助成制度が必要。（女性・70 代以上） 

 

� 防災及防災及防災及防災及びびびび救急救急救急救急・・・・消防体制消防体制消防体制消防体制のののの強化強化強化強化    

・ 台風時などの広報スピーカーが聞こえにくいです。（女性・50 代） 
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� 交通安全交通安全交通安全交通安全・・・・防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策のののの強化強化強化強化    

・ 安全安心なまちづくりのため、行政、自治会、警察を含めた見回り活動を強化するとさらに住み心地の良い宜野湾市にな

ると思う。（男性・20 代） 

・ 宜野湾バイパスのバイク騒音をもう少ししっかり取り締まって欲しい。（女性・30 代） 

・ 大通りで信号無視の車、裏道でスピードを落とさない車もいる。（女性・30 代） 

・ 少年の深夜徘徊、喫煙、軽犯罪が見受けられ、地域のパトロール強化、美化を強く望みます。（男性・30 代） 

・ 不審者情報を度々聞くので、登下校はいつも心配です。（女性・30 代） 

 

＜＜＜＜第第第第４４４４章章章章    持続発展可能持続発展可能持続発展可能持続発展可能なななな美美美美しいしいしいしい都市都市都市都市＞＞＞＞    

� 全般全般全般全般    

・ 宜野湾市をインフラ整備する。 

・ 移住者を増やし、近未来的なまちづくりを望む。海と都市を融合し、きれいでマナーがしっかりしているまちづくり。マ

ンションや家も区画整理をもっとして、きれいな街をつくることが、今後の発展と価値につながるはず。（30 代） 

� 環境保全環境保全環境保全環境保全とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築    

・ 観光のまち、宜野湾市としても道路などいたる所ゴミひとつ落ちていないきれいな街をつくってほしい。ハワイのほうに

美しいまちづくりを見習ってほしいです。（女性・50 代） 

・ 住宅地周辺でのゴミのポイ捨てなどが見受けられる。ゴミ箱の設置箇所を増やすなどの対応をしていただければと思う。

（男性・20 代） 

� 快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

・ 電車でもなくバスでもない、新交通インフラを導入したコンパクトシティの創出、環境循環型による自立する市のモデル

ケース。（男性・40 代） 

・ 電線の地中化。（男性・40 代） 

・ 駐車場が見当たらない。（女性・50 代） 

� 交通交通交通交通ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの整備整備整備整備    

・ 沖縄は車社会ですので、運転できないもの、年寄りは住みにくい場所ですね。京都から来たので知人もいないので助けて

もらえる人がいないため大変です。バスはあまり乗っていないのでわかりません。だから、バスの行き先、通る道順の地

図を詳しく書いたものを作って欲しいです。（女性・70 代以上） 

・ モノレールを延ばし、車の量を減らし、渋滞を緩和して欲しい。（女性・40 代） 

・ 道路の拡張及び整備等をしてほしい。（女性・70 代以上） 

・ 宜野湾市を周回できる交通システム（バス等）があれば良い。（男性・40 代） 

・ 鉄道整備。コミュニティバス整備。100 円バス。（男性・40 代） 

・ 歩道の点字ブロックも整備等できていない。視覚障害者に優しくない（車椅子通れない）。（女性・50 代） 

・ 歩道の物置化の減少、路駐をなくし、ストレスのたまらない歩行ができるようにしてほしい。（女性・40 代） 

・ 子供たちが安全に道路を歩けるよう、歩道の整備や危険箇所の把握、対処をして欲しい。（女性・30 代） 

・ 隣の浦添に比べ、明らかに街路樹が少なく、台風などで倒れた木も改めて植えることもなく非常に残念。（女性・40 代） 

・ 公共事業で除草等もっと充実できないのか。（男性・50 代） 

・ 歩道に花を植えた方が地域性が高まります。（女性・30 代） 

� 上上上上・・・・下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備    

・ 下水道の整備を市内全域で完成させて欲しい。（女性・60 代） 

・ 約 20 年前に長田 3 丁目付近の下水道工事が実施されたが、一部未整備のまま現在に至っている。これまで、再三にわた

り要請もしたが、未だに解決していない。（女性・50 代） 

� 公園公園公園公園・・・・緑地緑地緑地緑地のののの整備整備整備整備    

・ 幼児用の遊具がある公園を増設してほしい（宜野湾市内の公園が少ない）（女性・40 代） 

・ 木・花・緑がいっぱいなまち（女性・50 代） 

・ 植栽に工夫し、緑で訪れる人を癒してくれる地域をつくってほしい 

・ 自宅周辺にウォーキングしたりできる公園等が近場に全く見当たらない。 

 

 

＜＜＜＜第第第第５５５５章章章章    平和平和平和平和でででで発展発展発展発展するするするする都市都市都市都市＞＞＞＞    

� 基地問題基地問題基地問題基地問題へのへのへのへの対応対応対応対応    



58 

・ 夜間の米軍の飛行訓練がなければもっと静かでいいまちだなと感じます。（女性・30 代）    

・ 辺野古反対だけでなく、宜野湾市民の安心・安全をどうするかを考えるべきである。（男性・70 代以上） 

・ 普天間基地の撤去を望んでいます。（女性・50 代） 

・ 市の中央に基地が存在することで交通面での不便さを強く感じます。 

・ 基地問題が早く解決するようにただ祈るばかりです。（女性・60 代） 

・ 基地関係の防音工事などの地域範囲拡大。（女性・30 代） 

・ 普天間飛行場返還に向けて、政府に働きかけて早めに騒音、テレビなど電波障害の無いようにしてください。（男性・60

代） 

� 基地跡地利用基地跡地利用基地跡地利用基地跡地利用のののの推進推進推進推進    

・ 普天間基地の早期返還（辺野古移設）。跡地はニューヨークのセントラルパークのような公園（市の真ん中にあり、広く

文化的施設もある）にしてほしい。魅力的な市になると思います。（女性・40 代） 

・ 基地の跡地に大きなサッカー場を作り、Jリーグを呼べるようにして欲しい。 

・ 基地の跡地に遊園地をつくってほしい。（女性・50 代） 

・ 普天間飛行場の跡地利用で中心に市役所などを移転し、市役所を中心に医療施設などを集約したコンパクトシティー的な

モノレールの発着点、ターミナル駅みたいな基地返還後市内一周バスみたいなコミュニティーバスの運用。（男性・30 代） 

・ 基地跡地利用において、おもろまち公園のような健康づくり・スポーツ・緑の多い市民のくつろげる空間を確保していた

だきたい。（女性・50 代） 

・ 普天間飛行場返還後のまちづくりとして、住民が多く住めるような地域、または宜野湾市にしかないような施設を作るな

どが良いのではないか。（男性・40 代） 

・ 普天間基地がなくなったら、ディズニーランド、もしくは子供たちが楽しめるようなレジャー施設を作って欲しい。例え

ば、宜野湾市を見渡せるような観覧車とか。（女性・20 代） 

・ 普天間基地の跡地利用。モノレールをこの地点まで延ばし、中心部への交通の起点にしたほうが良い。商業施設を誘致。

子供達がのびのびと遊べる施設を作ったほうが良い。（女性・70 代以上） 

� 平和行政平和行政平和行政平和行政のののの推進推進推進推進    

・ 夢、世界が平和であるように（男性・60 代） 

・ 県内すべての市町村と共に、ヘリの騒音や墜落の危険、米軍由来の理不尽な事件事故への恐怖に脅かされる事のない安全

安心なまちづくり。宜野湾市民だけでなく、他市町村の住民や生物も安心して暮らせる沖縄を共に創っていきたい。（女

性・30 代） 

 

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他＞＞＞＞    

・ お年寄りや子供達が一緒になって、ふれあう環境をつくってほしい。年配の経験などは子供たちも知っていく、学んでい

くのが大切だと思う。（女性・30 代） 

・ 海はこれ以上埋め立てないでほしいです。（女性・30 代） 

・ 年齢に関係なく生活しやすいまちになってほしいと思います。（女性・50 代） 

・ 仕事の面、生活の面でもっと居心地の良い宜野湾市になって欲しい。（男性・40 代） 

・ 子供達のコミュニケーションの推進（男性・60 代） 

・ 高齢化社会に対応した雇用、福祉、健康づくりで医療費の抑止に成功したまち。（女性・50 代） 

・ 市民アンケートの実施は個々の声が直接届くのでとても良い。これからも住みよい宜野湾市のまちづくりのため、尽力下

さいますよう期待しています。（女性・50 代）    

・ 選挙についても、投票率が上がるような仕組みを考えて欲しい。（男性・30 代）    

・ 計画書を誰もがわかりやすい漫画風にできたらいいなと思います。活字が苦手な人にもひと目でわかりやすい。（女性・

60 代） 
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1 評価体系 

 

第三次宜野湾市総合計画の評価にあたっては、前述した評価体系のもと、データの視点、市民の視点、職員

の視点により、施策別評価と総合評価を行う。 

施策レベルで施策別評価（まちの通信簿）を行い、基本目標（章・節）レベルで総合評価を行う。 

総合評価（基本目標） 

施策別評価（施策） 

 

■評価する施策体系 

基本目標 施策 主な内容 

序章 

「効率的・効果的な行

財政運営の確立」 

①電子自治体の推進 ＨＰ、自動交付機、電子申請等 

②行政が担うべき役割の明確化

と組織づくり 
窓口・給食調理業務の民間委託、特養・保育所民営化 

②人材の育成・確保 職場内外研修、職員のメンタルヘルス対策、嘱託職員の採用 

④自主性・自立性の高い財政運営

の推進 
公共施設利用料の見直し、各種証明書手数料の見直し 

⑤行政広域化への対応 地方分権の推進、近隣市町村との連携強化 

第

１

章 

「

市

民

と

共

に

歩

み

響

き

あ

う

都

市

」 

情報の共有化と

多彩な参加によ

る市民力を育成

する 

①市民に開かれた行政の推進 
広報活動・情報公開の充実、広聴活動の充実、行政計画への市民参加の促

進 

②市民と協働のまちづくりの推

進(コミュニティ・市民活動) 
自治会等の育成、市民参画の促進、市民活動団体、ボランティアへの支援 

③男女共同参画の推進 男女平等の意識づくり、社会参画の促進 

④国際・国内交流の推進 
国際感覚を持った市民の育成、多彩な交流機会の創出、在住外国人への対

応 

響きあい、共に

育つ心身豊かな

社会の実現をす

すめる 

①学校教育の充実 
幼稚園教育の充実、義務教育の充実、生徒指導及び教育相談の充実、教育

環境、安全対策の充実、職員研修の充実 

②生涯学習の充実 
生涯学習の基盤づくり、ライフステージに応じた学習支援、生涯学習を支

え活かす仕組みづくり 

③芸術・文化の振興と文化財の保

護 
芸術・文化活動の振興、文化財の保護・活用の推進 

第

２

章 

「

創

意

工

夫

に

満

ち

た

元

気

な

都

市

」 

出会いと交流を

大切に観光・コ

ンベンション機

能を充実する 

①観光・リゾート産業の振興 観光資源の創出と拡充、観光情報の発信及び観光推進組織の連携 

②コンベンション支援機能の充  

 実 

コンベンション・リゾート環境の整備・充実、受入態勢の強化及びプロモ

ーション活動の充実 

地域の活力につ

ながる商工業を

振興する 

①商店街の活性化 
地域の特性を活かした商店街づくりの促進、商業環境の充実、商店街を担

う人材育成の支援 

②商工業・情報産業の振興 
経営革新・新事業の創出支援、情報産業関連事業者の立地促進、産学官連

携による新事業の創出    

③企業立地の促進と就業の促進 企業立地の促進、人材育成の推進、各種就業支援及び就業環境整備の推進 

個性ある都市型

農漁業や創造的

な活動を展開す

る 

①都市型農業・都市型漁業の振 

 興 
都市型農業の振興、都市型漁業の振興、他産業との連携 

 

 

 

基本目標 施策 主な内容 

まちの通信簿 

Ⅳ 行政内評価及び総合評価 
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第

３

章

 

「

安

心

し

て

住

み

続

け

ら

れ

る

都

市

」

 

市民の明るく安

心なくらしを支

え合う 

①地域福祉の推進 
福祉意識の高揚、支え合いのしくみと拠点・体制づくり、権利擁護と相談

対応等の充実 

②子育て支援・子育て環境の充 

 実 

安心できる子育て環境の充実、児童の健全育成に向けた取り組みの充実、

ひとり親家庭への自立支援の推進 

③児童虐待・ＤＶの防止と被害 

者対策の強化 
児童虐待等への対応、ＤＶの防止と被害者対策の強化 

④障がい者（児）福祉の充実 
相談支援・連携体制の構築、自立に向けた住環境・就労支援、障がいの早

期発見・対応、日常生活支援の充実 

⑤高齢者介護・福祉の充実 
高齢者の社会参加や生きがいづくりの充実、介護予防の推進、地域に密着

した介護サービス等の充実 

⑥生活困窮世帯への支援・労働 

福祉の推進 
低所得者福祉の充実、労働者福祉の推進、国民年金無年金者対策の充実 

⑦健康づくりの推進 
健康づくり活動の充実、疾病予防対策の強化、医療保険制度等の適正運用、

母子保健の推進 

安全な都市のく

らしをまもる 

①防災及び救急・消防体制の強 

 化 

防災体制の強化と被災者支援の整備、消防体制・住宅火災対策の強化、救

急体制の拡充と応急手当等の普及・啓発 

②交通安全・防犯対策の強化 交通安全対策の強化、防犯対策の強化 

第

４

章

 

「

持

続

発

展

可

能

な

美

し

い

都

市

」

 

次世代に誇れる

持続発展可能な

都市を形成する 

①環境保全と循環型社会の構築 
環境思想の普及・啓発、ごみの減量化・再資源化の推進、省資源・省エネ

ルギーの推進 

②環境衛生の向上 
水質汚濁・悪臭防止対策の推進、騒音・振動防止の対策、大気汚染防止の

推進、野犬・そ族（ねずみ等）・昆虫（病害虫）等対策の強化 

快適なくらしを

支える美しい都

市基盤整備をす

すめる 

①快適な生活環境の整備 適切な土地利用の規制・誘導、都市基盤の整備、住宅・住環境の整備 

②交通ネットワークの整備 生活道路の整備・拡充、幹線道路の整備、新交通システムの構築 

③上・下水道の整備 上水道の整備、下水道の整備  

④公園・緑地の整備 都市公園の整備、緑化の推進、墓園・墓地霊園の整備 

第

５

章

 

「

平

和

で

発

展

す

る

都

市

」

 

基地の返還と市

民のための跡地

利用を促進する 

①基地問題への対応 
普天間飛行場返還アクションプログラム等の実施、基地返還に向けた取り

組みの推進 

②基地跡地利用の推進 
キャンプ瑞慶覧跡地利用の推進、普天間飛行場跡地利用の推進、円滑な跡

地利用に向けた取り組み 

未来に向けた平

和行政を推進す

る 

①平和行政の推進 平和思想の啓発・発信、平和学習の環境づくり 
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2 総合評価・施策別評価（まちの通信簿） 

 

■評価シートの見方 

①総合評価（基本目標ごとの評価シート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

節ごとの現状

データの分析 

現況データ、市

民意識調査より

関連するデータ

を抜粋 

まちの通信簿を

踏まえた、節ご

との総合評価 

節ごとの行政

内評価の分析 

節ごとの市民

意識調査の分

析 
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②まちの通信簿（施策ごとの評価シート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現況データ、市民意識

調査、行政内評価を踏

まえた施策ごとの総

合評価 

A→3 点 

B→2 点 

C→1 点 

D→0 点 

として、取り組みごと

の自己評価を集計し

た値 

第３次総合計画・後期基本計画に

て設定した指標 

担当課にて、総合計画

で掲げた取り組みに

ついてA～Dの４段階

で評価したもの 

施策ごとの満足度、重要度の散布

図（市民意識調査より） 

詳細は次ページ以降に記述する 
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• 満足度と重要度の回答結果を分析し活用するため、満足度と重要度を軸として散布図を作成する。散布図

作成にあたっては、各回答を指数化して算出した。指数の計算方法は以下のとおり。 

 

□ 指数の算出について 

� 満足度指数は各項目の回答を、 

「満足」：２点、「やや満足」：1 点、「どちらともいえない」：0 点、「やや不満」：－１点、

「不満」：－２点、「わからない」：0 点として集計し、その項目に対する回答者数（「わか

らない」の回答者は除く）の合計で除した。 

� 重要度指数は各項目の回答を、 

「重要」：２点、「やや重要」：１点、「どちらともいえない」：0 点、「やや不要」：－１点、

「重要でない」：－２点、「わからない」：0 点として集計し、その項目に対する回答者数の

合計で除した。 

� 図の原点は指数の平均（満足度：－0.12、重要度：1.16）となっている。 

� グラフの右方向には満足度の高い施策が、上方向には重要度が高い施策が表される。 

� 各施策の指数の評価方法ついて、「どちらともいえない」を意味する０点より高いか低いか

に注目する絶対的評価と、指数の平均値（満足度-0.12、重要度 1.16）より高いか低いかに

注目する相対的評価がある。 

今回は、重要度の指数がすべて０点を上回っており絶対的評価では分析・検証が難しく、

また市全体の施策を比較し優先順位の視点ももって検証するべく、相対的評価を行う。 

相対的評価のため、満足度・重要度が低いと評価した施策が必ずしも絶対的に満足度・重

要度が低いということを意味するものではない。 

 

＜＜＜＜施策一覧施策一覧施策一覧施策一覧＞＞＞＞ 

  

満足度 重要度

0 平均 ▲ 0.12 1.16

1 電子自治体の推進 0.08 0.41

2 行政が担うべき役割の明確化と組織づくり ▲ 0.18 1.05

3 人材の育成・確保 ▲ 0.31 1.24

4 自主性・自立性の高い財政運営の推進 ▲ 0.31 1.19

5 行政広域化への対応 ▲ 0.15 0.73

6 市民に開かれた行政の推進 0.03 1.07

7 市民と協働のまちづくりの推進 ▲ 0.01 0.95

8 男女共同参画の推進 0.08 0.70

9 国際・国内交流の推進 0.05 0.71

10 学校教育の充実 0.00 1.50

11 生涯学習の充実 ▲ 0.05 1.02

12 芸術・文化の振興と文化財の保護 0.12 0.93

13 観光・リゾート産業の振興 0.08 1.04

14 コンベンション支援機能の充実 0.30 0.95

15 商店街の活性化 ▲ 0.73 1.17

16 商工業・情報産業の振興 ▲ 0.45 0.96

17 企業立地の促進と就業の促進 ▲ 0.41 1.16

18 都市型農業・都市型漁業の振興 ▲ 0.41 0.85

19 地域福祉の推進 ▲ 0.04 1.35

20 子育て支援・子育て環境の充実 ▲ 0.18 1.58

21 児童虐待・DVの防止と被害者対策の強化 ▲ 0.10 1.44

22 障がい者（児）福祉の充実 ▲ 0.04 1.44

23 高齢者介護・福祉の充実 ▲ 0.12 1.46

24 生活困窮世帯への支援・労働福祉の推進 ▲ 0.26 1.20

25 健康づくりの推進 0.15 1.21

26 防災及び救急・消防体制の強化 0.32 1.35

27 交通安全・防犯対策の強化 0.06 1.37

28 環境保全と循環型社会の構築 ▲ 0.05 1.13

29 環境衛生の向上 ▲ 0.07 1.23

30 快適な生活環境の整備 ▲ 0.19 1.30

31 交通ネットワークの整備 ▲ 0.44 1.30

32 上・下水道の整備 0.37 1.25

33 公園・緑地の整備 0.05 1.12

34 基地問題への対応 ▲ 0.72 1.46

35 基地跡地利用の推進 ▲ 0.45 1.50

36 平和行政の推進 ▲ 0.25 1.28

序章「計画推進

　のために」

第4章「持続発展可能な美しい都市」

第5章「平和で発展する都市」

第1章「市民と共に歩み響きあう都市」

第2章「創意工夫に満ちた元気な都

市」

第3章「安心して住み続けられる都市」
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③③③③市民満足度市民満足度市民満足度市民満足度がががが高高高高くくくく、、、、市民重要度市民重要度市民重要度市民重要度はははは低低低低いいいい。。。。    

施策内容の効率化を図りつつ、継続的な取り組みが期

待される。 

【施策一覧】 

� 「6 市民に開かれた行政の推進」 

� 「7 市民と協働のまちづくりの推進 

（コミュニティ・市民活動）」 

� 「8 男女共同参画社会の推進」 

� 「9 国際・国内交流の推進」 

� 「11 生涯学習の充実」 

� 「12 芸術・文化の振興と文化財の保護」 

� 「13 観光・リゾート産業の振興」 

� 「14 コンベンション支援機能の充実」 

� 「28 環境保全と循環型社会の構築」 

� 「33 公園・緑地の整備」 

 

④④④④市民満足度市民満足度市民満足度市民満足度がががが低低低低くくくく、、、、市民重要度市民重要度市民重要度市民重要度はははは低低低低いいいい。。。。    

市民ニーズの把握に努め取り組みの改善を図り、市民満足度の

向上を図る必要がある。 

【施策一覧】 

� 「2 行政が担うべき役割の明確化と組織づくり」 

� 「16 商工業・情報産業の振興」 

� 「18 都市型農業・都市型漁業の振興」 

 

 

➁➁➁➁市民満足度市民満足度市民満足度市民満足度がががが低低低低くくくく、、、、市民重要度市民重要度市民重要度市民重要度はははは高高高高いいいい。 

市民ニーズに施策が応えられておらず、施策の見直しの検討が

必要。 

【施策一覧】 

� 「3 人材の育成・確保」 

� 「4 自主性・自立性の高い財政運営の推進」 

� 「15 商店街の活性化」 

� 「17 企業立地の促進と就業の促進」 

� 「20 子育て支援・子育て環境の充実」 

� 「23 高齢者介護・福祉の充実」 

� 「24 生活困窮世帯への支援・労働福祉の推進」 

� 「30 快適な生活環境の整備」 

� 「31 交通ネットワークの整備」 

� 「34 基地問題への対応」 

� 「35 基地跡地利用の推進」 

� 「36 平和行政の推進」 

①①①①市民満足度市民満足度市民満足度市民満足度がががが高高高高くくくく、、、、市民重要度市民重要度市民重要度市民重要度もももも高高高高いいいい。 

市民ニーズに施策が応えられており、継続した取り組

みが求められる。 

【施策一覧】 

� 「10 学校教育の充実」 

� 「19 地域福祉の推進」 

� 「21 児童虐待・ＤＶの防止と被害者対策の強

化」 

� 「22 障がい者（児）福祉の充実」 

� 「25 健康づくりの推進」 

� 「26 防災及び救急・消防体制の強化」 

� 「27 交通安全・防犯対策の強化」 

� 「29 環境衛生の向上」 

� 「32 上・下水道の整備」 

 

＜＜＜＜施策施策施策施策のののの満足度満足度満足度満足度××××施策施策施策施策のののの重要度重要度重要度重要度（（（（市全体市全体市全体市全体）＞）＞）＞）＞ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24
25

26

27

28

29

3031

32

33

34

35

36

▲ 0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

▲ 0.80 ▲ 0.60 ▲ 0.40 ▲ 0.20
0.00 0.20 0.40

① 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

 

重要度：低い 

重要度：高い 

満足度：高い 満足度：低い 

序章「計画推進のために」

第1章「市民と共に歩み響きあう都市」

第2章「創意工夫に満ちた元気な都市」

第3章「安心して住み続けられる都市」

第4章「持続発展可能な美しい都市」

第5章「平和で発展する都市」

重

要

度

平

均

値 

満足度平均値 
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序章 効率的・効果的な行財政運営の確立 

 

●現状データ 

■一般会計歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：財政課）                         

■一般会計歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：財政課） 

■今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：平成 27 年度市民意識調査） 

  

後期基本計画 

3.1 

3.8 

12.6 

9.0 

1.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

電子自治体の推進

行政が担うべき役割の明確化と組織づくり

人材の育成・確保

自主性・自立性の高い財政運営の推進

行政広域化への対応

後期基本計画 

73.9 78.8 84.4 86.3 88.0 90.9 93.2 91.5 100.7 102.5

44.3 46.0 44.1 47.8 47.7 51.6 53.8 54.9 
54.4 53.9

44.4 45.7 52.5 
60.2 58.8 

72.5 
84.5 78.5 

86.4 79.1

11.1 
14.0 

15.6 
16.5 21.3 

23.1 
24.8 53.7 

74.8 
57.2

12.2 3.0 
11.6 

7.3 
17.3 

11.3 
10.9 

13.5 

21.9 
46.5

14.7 16.1 

20.6 14.2 
19.3 

22.2 
22.3 

24.6 

37.3 23.5

35.0 37.0 

33.2 33.5 

48.4 
36.8 

43.0 

40.1 

43.8 
50.5 

235.7 240.8 

262.0 265.7 

300.6 308.4 

332.5 

356.8 

419 413.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

平成17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

市税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 繰入金 市債 その他

（億円）
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●現状分析 

・一般会計の歳入、歳出ともに年々増加しており、平

成 26 年度では歳入が約 413 億円、歳出が約 405 億

円となっている。特に、歳出決算額を目的別にみる

と、民生費の占める割合が大きくなっている。 

 

●行政内評価 

・行政情報の ICT 化は進められているが、学校など

における活用促進や職員への研修が必要である。 

・業務マネジメントシステムについて、事務事業のス

クラップアンドビルドが図られた一方で、システム

の利用頻度が低いといった課題があがっている。 

・窓口サービスについて、昼窓の拡大について継続し

た取り組みが必要である。 

・階層別研修や庁内特別研修、庁外派遣研修など人材

育成に取り組んでいるが、技術職や教諭職などの有

資格者の人材確保が課題である。 

・特定健診受診率の向上を図り、長期的な視野で医療

費や給付費の抑制に努める必要がある。 

 

●市民評価 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の重要

度は平均より低くなっているが、満足度が低い施策

も多く、継続的な取り組みが求められるとともに、

特に、「人材の育成、確保」、「市民に開かれた行

政の推進」に関しては、今後 5 年間で特に力を入れ

て取り組むべき施策としての市民意向が高く、重点

的な取り組みが求められる。 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「人材の育成・確保」、「自主性・自立性の高

い財政運営の推進」は市民満足度が低く、今

後 5 年間で特に力を入れて取り組むべき施

策として市民意向が高いことから、取り組み

の強化が求められる。 

〇特に、「人材の育成・確保」については、継

続的な研修事業の取り組みとともに、専門職

員の育成や有資格者の確保が求められる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「自主性・自立性の高い財政運営の推進」に

おいて、後期基本計画期間中は歳入・歳出と

もに増加している。増大する一般会計の歳出

については、特に医療費・給付費の抑制など、

長期的な視点で福祉、医療分野と連携しなが

ら取り組んでいく必要がある。 

〇「電子自治体の推進」や「行政が担うべき役

割の明確化と組織づくり」においては、これ

まで整備してきた行政情報のICT化や業務マ

ネジメントシステム等を十分に活用して、職

員への周知や理解を徹底することにより、効

率的・効果的な行財政運営の確立が求められ

る。 
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序 章：計画推進のために （めざしたいまちの姿） 

①電子自治体の推進、②行政が担うべき役割の明確化と組織

づくり、③人材の育成・確保、④自主性・自立性の高い財政

運営の推進、⑤行政広域化への対応を柱に、行政内部の体力

強化に取り組み、効率的・効果的な行財政運営の確立を目指

します。 

効率的・効果的な行財政運営の確立 

① 電子自治体の推進 

●施策の展開 

「宜野湾市電子自治体推進計画」に基づき、電子自治体推進体制の強化に努めます。また、行政情報化や IＣＴ化・オンラ

イン化の推進により、市民ニーズを踏まえた市民の利便性の向上や業務の効率化を促進します。また、ＩＴ社会に対応した住

民サービスの提供に向けて職員のＩＴ利活用能力の向上に努めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①電子自治体

の推進 

・ 市ホームページのリニューアルを実施。すべての

情報を「暮らしの情報」「事業者向け情報」「ま

ちの情報」「市政情報」の 4つに分類・整理し、

ホームページの充実を行った。 

・業務システムの導入や一人一台パソコンの配置な

ど、システム化・ICT 機器の配置については一通

りの整備が完了した。 

・ IT 環境の整備が前提となるコンビニ収納サービ

スを開始し、これまで銀行窓口や口座振替での納

付に限られていた公金の支払について、夜間や休

日の対応も可能となった。 

・ 証明書自動交付機を設置運営しており、取り扱う

証明書の追加を実施。 

・校務支援システムの導入や教職員一人に一台のパ

ソコン配置を行い、校務の効率化を図った。 

・市内小中学校全てに有線ＬＡＮを整備した。 

・職員の IT 利活用能力の向上を目的として、エクセ

ル・ワード等 OA 研修、文書・庶務・財務・市ホー

ムページ CMS 等のシステム操作研修、情報セキュ

リティ研修を定期的に実施 

・情報セキュリティに対する重要性が増しているこ

とから、正しい知識習得と意識啓蒙を図るために、

「情報セキュリティにおける役職・役割に応じた

研修」や「外部講師を招へいしての研修」「e ラ

ーニングを活用した研修」を実施。 

・ 情報教育研究会を実施し、市内全小中学校で情報

機器を活用した研究授業を展開することによっ

て、ＩＣＴを活用した授業力の向上を図った。 

・ 情報教育担当者会を実施し、市内全小中学校への

情報教育の環境整備につとめた。 

・ 情報教育の夏季講習を全校で行い、タブレット等

の ICT 機器の活用についての講習会を行った。 

・ 市民の利便性や更なる業務効率

化につながる取り組み目標を設

定し、取り組みを推進したい。 

・学校内の無線環境の整備。 

・小中学校の授業にて、ＩＣＴ機

器やデジタル教材の効果的な活

用による活用率の向上。 

・職員の IT スキルや時代に合わせ

た研修内容や研修方法の工夫。 

・ 情報教育研究会の研修回数の増

加といった内容の充実。 

・ 学校現場のニーズに合わせた情

報機器の整備。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

Ａ Ｂ 

●総括 

市民の利便性の向上として、市ホームペ

ージのリニューアルや公金支払方法の拡

充、証明書自動交付機の充実等に取り組む

ことができ、市民満足度も高い。 

業務効率化についても、ICT 機器の整備

や業務の支援システム導入をはじめ、各種

研修の実施等に取り組んだ。 

取り組み目標の設定など、引き続き効果

的な施策の推進が求められる。 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

電子自治体の推進 
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序 章：計画推進のために （めざしたいまちの姿） 

①電子自治体の推進、②行政が担うべき役割の明確化と組

織づくり、③人材の育成・確保、④自主性・自立性の高い

財政運営の推進、⑤行政広域化への対応を柱に、行政内部

の体力強化に取り組み、効率的・効果的な行財政運営の確

立を目指します。 

効率的・効果的な行財政運営の確立 

② 行政が担うべき役割の明確化と組織づくり 

●施策の展開 

限られた人員のなかで、最大限の効果を上げるためにも、業務マネジメントシステムの活用による事務・事業の見直し等を

行いながら、行政の役割を再検討します。また、民間のノウハウを導入することで効率化が図れる部分に関しては、民間活力

の導入を進めます。さらに、地域福祉の推進や防災、災害時の支援等、行政だけでは担えない分野について、市民と協働によ

る支援体制づくりを進めます。これまで以上に窓口サービスの向上に努めるとともに、高度化・多様化する市民ニーズを的確

に把握し、対応できるよう、プロジェクトチームの検討など、効率的・効果的な行政体制づくりを進めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

行政が担うべ

き役割の明確

化と組織づく

り 

・ 業務マネジメントシステムを活用し、PDCA サイク

ルの確立を求めた事で、全庁的に「行政経営」の

視点が目覚め、一定程度の事務事業のスクラップ

アンドビルドが図られた。システムの利用は一時

停止しているが、蓄積されたデータをエクセル媒

体で活用している。 

・ 宜野湾海浜公園等における指定管理業務の拡大。 

・ 宜野湾ベイサイド情報センターへの指定管理者

制度導入。 

・ 市民課窓口業務の委託。 

・ 学校給食調理業務等の民間委託。 

・ 特別養護老人ホーム福寿園の民間移譲。 

・ 野嵩保育所の民間移譲に向けた取り組み。 

・ 税務課・納税課における昼窓導入。 

・ 基地政策部へキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区

跡地利用プロジェクト・チームを設置。 

・ 福祉推進部へ臨時福祉給付金及び子育て世帯臨

時特例給付金プロジェクト・チームを設置。 

・ 昼窓の拡大について、引き続き

検討する必要がある。 

・ 業務委託事業や指定管理業務に

ついては、成果や課題を客観的

に検証していく必要がある。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

④満足度「低い」 

重要度「低い」 

市民ニーズの把握に努め

取り組みの改善を図り、

市民満足度の向上を図る

必要がある。 

 
 
 
 

重要度 達成度 

Ａ Ｂ 

●総括 

業務マネジメントシステムについて、事

務事業のスクラップアンドビルドが図ら

れ、一定の成果を得ることができた。 

民間活力の導入は着実に進んでおり、継

続した取り組みが期待される。 

窓口サービスについて、新たに昼窓開設

がされたものの、市民の満足度は低いこと

から、昼窓の拡大など更なる施策の展開が

望まれる。 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

行政が担うべき役割の

明確化と組織づくり 
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序 章：計画推進のために （めざしたいまちの姿） 

①電子自治体の推進、②行政が担うべき役割の明確化と組

織づくり、③人材の育成・確保、④自主性・自立性の高い

財政運営の推進、⑤行政広域化への対応を柱に、行政内部

の体力強化に取り組み、効率的・効果的な行財政運営の確

立を目指します。 

効率的・効果的な行財政運営の確立 

③ 人材の育成・確保 

●施策の展開 

「宜野湾市人材育成基本方針」に基づき、職場内外研修の充実や研修報告会の開催等により、職員の意識改革と組織の活性

化を進め、総合的な人材の育成に努めます。さらに、職員一人一人の能力を客観的に把握し、効果的な配置に努めます。また、

職員のメンタルヘルス対策や業務をサポートする臨時、嘱託職員の待遇改善を図り、人材の確保に努めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

人材の育成・

確保 

【階層別研修】 

・ 新採用職員研修、3 市合同中堅職員研修、3 市合

同監督者研修、管理職研修等の実施。 

【庁内特別研修】 

・ 接遇研修、文書・財政・契約事務研修、OA 研修、

公務員倫理研修、法制執務研修等の実施。 

【庁外派遣研修】 

・ 沖縄県自治研修所、市町村アカデミー、自治大学

校、ゆがふう塾、政策形成上級研修等派遣。 

・ 派遣研修成果報告会を開催。 

・ 「宜野湾市職員の職場復帰支援プログラムに関

する要綱」の制定、運用。 

・ ラインケア研修（管理監督者対象）実施。 

・ セルフケア研修実施。 

・ ストレスチェック実施。 

・ 臨床心理士による健康相談の実施。 

・ 市町村共済組合による「メンタルヘルス相談」事

業の利用。 

・ 職員の健康を支援する保健師の人事課への増員。 

・ 各種臨時職員、嘱託職員の日額・報酬額の増額。 

・ ドナー休暇、インフルエンザ休暇の導入。 

・ パートタイム制度の導入（主に幼稚園教諭職、保

育士職等）。 

・ 人事評価制度の施行に伴い「宜

野湾市人材育成基本方針」を改

訂予定。 

・厚生労働省の指針に基づく「心

の健康づくり計画」の策定が望

まれる。 

・ 賃金を増額しても建築・土木系

の技術職や保育士・幼稚園教諭

職などの有資格者の確保が依然

として厳しい。 

・ 臨時・嘱託職員の募集案内の新

たな手法の検討 ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 
 
 
 

重要度 達成度 

Ａ Ｂ 

●総括 

人材育成については、職場内外の研修

による職員の資質向上や、職員のメンタ

ルヘルス対策に取り組んできており、引

き続き施策の推進が求められる。 

有資格者をはじめとする人材の確保が

課題であり、募集案内の新たな手法の検

討などにより対応したい。 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

人材の育成・確保 
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序 章：計画推進のために （めざしたいまちの姿） 

①電子自治体の推進、②行政が担うべき役割の明確化と組

織づくり、③人材の育成・確保、④自主性・自立性の高い

財政運営の推進、⑤行政広域化への対応を柱に、行政内部

の体力強化に取り組み、効率的・効果的な行財政運営の確

立を目指します。 

効率的・効果的な行財政運営の確立 

④ 自主性・自立性の高い財政運営の推進 

●施策の展開 

公平・適正な課税業務と納税業務の推進や公共施設利用料、手数料等の見直しなど、自主財源の確保に努めます。また、宜

野湾市行財政改革推進計画に基づき、事業費全般の点検・見直しを行い、経費の節減に努めます。さらに、特別会計の健全化

に向けた取り組みを促進します。予算については、本市の発展や安全・安心につながる施策に優先配分するなど、効率的・効

果的な活用に取り組みます。これら予算及び決算状況については、指標の解説を行うなど、できるだけわかりやすく公表し、

財政状況の周知、納税や政策への理解に努めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

自主性・自立

性の高い財政

運営の推進 

・ 「使用料・手数料の見直しに関する基本

方針」に基づき、条例を改正のうえ、使

用料・手数料の改定を実施。 

・「事業見直しに関する基本方針」に基づ

き、全事業（特別会計、一括交付金充当、

法的義務、事務運営費、管理運営費、事

業費 100 万未満を除く）を対象に事業見

直しを行った。 

・ 「行財政改革実施計画」に基づき、国保

特会・福寿園特会・下水道特会の健全化

に取り組んだ。 

・ 下水道使用料については、H26 年度に消

費税の改定分を使用料に転嫁する改定を

実施。 

・ 国保特会においては、国保税の収納率が

向上しており、県からの特別調整交付金

算定の上でも増収が図られている。 

・ 福寿園の民間譲渡を実施し、それに伴い

同特別会計は廃止。 

・公正・適正な課税業務を推進するため、

調査、資料収集、業務委託・要綱・事務

手続き等の見直しを行い、課税客体把握

の改善や課税漏れの防止等に向けた取り

組みを行った。 

・ 滞納整理班の設置、差し押さえの実施等

により、徴収率の向上。 

・ コンビニ収納開始により納税者の利便性

が向上した。 

・ 固定資産台帳を整備、更新。財務 4 表を

作成し公表。 

・宜野湾市財政事情書の作成及び公表に関

する条例に基づき、財政事情を市報等に

より公表。 

・ 使用料・手数料の定期的な見直し。 

・ 事業見直しによる効果的な事業費削減の

推進。 

・一般会計から特別会計への繰出金が伸び

ており、一般会計予算を圧迫。独立採算

制の原則のもと、一般会計からの繰出金

の抑制が必要。 

・ 国保財政の赤字幅が拡大した。課題は、

税率の見直しによる自主財源の確保、デ

ータヘルス計画等の医療費適正化対策に

よる歳出削減。 

・ 増加する高齢者人口割合により、介護給

付費の増加と介護保険料の値上げや保険

料徴収率の低下が推測される。  

・ 長期的視野に立ち、特定健診受診率・保

健指導実施率の向上を図り、医療費・給

付費を抑制する必要がある。 

・ 特定健診受診率が伸び悩んでいる。 

・公正・適正な課税・徴収業務の推進のた

め、現在の人員及び予算の中で効率的な

執行により更なる適正化を図る。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 
 

重要度 達成度 

Ａ Ｂ 

●総括 

手数料や事業費全般の見直し、滞納整理

班の設置など、適正徴収・課税等に対する

取り組みが実施されている。 

特別会計が一般会計を圧迫しており、特

に医療費・給付費の抑制が重要である。財

政運営の健全化に向けて、特定健診受診率

の向上などの長期的な視野での取り組みが

求められる。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24
25

26
27

28

29

3031

32

33

34

35

36

▲ 0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

▲ 0.80 ▲ 0.60 ▲ 0.40 ▲ 0.20
0.00 0.20 0.40

① ② 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

自主性・自立性の高い財

政運営の推進 



71 

 

 

序 章：計画推進のために （めざしたいまちの姿） 

①電子自治体の推進、②行政が担うべき役割の明確化と組

織づくり、③人材の育成・確保、④自主性・自立性の高い

財政運営の推進、⑤行政広域化への対応を柱に、行政内部

の体力強化に取り組み、効率的・効果的な行財政運営の確

立を目指します。 

効率的・効果的な行財政運営の確立 

⑤ 行政広域化への対応 

●施策の展開 

地方分権の進展や道州制の検討など、効率的・効果的行政運営が一層求められる中において、沖縄県から市町村への事務事

業移譲に対応していくためにも、近隣市町村と連携を密にし、事務の広域化について検討を行います。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

行政広域化へ

の対応 

・ 中部広域市町村圏事務組合において、本市を含む

構成市町村にて、事務の共同処理の実施に向け、

様々な事務について具体的な調査研究等を行っ

ている。 

その結果、H25 年度より社会福祉法人の指導監査

に関する事務について、本市、うるま市、沖縄市

の３市による事務の共同処理を開始した。 

・ H24 年度より、(仮称)中部南火葬場整備事業とし

て、整備費用の軽減や施設運営の効率化を図るた

め、近隣 5市町村での火葬場の共同整備に向けた

検討を行なった（H25 年基本構想・基本計画策定、

H26 年基本計画詳細検討調査）。 

・ 広域火葬場建設に向けた取り組

みについて、計画地の決定や財

源の確保などが出来ず、計画ど

おり進めることができなかっ

た。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 

 

●行政内評価総括 

 
 
 

④満足度「低い」 

重要度「低い」 

市民ニーズの把握に努め

取り組みの改善を図り、

市民満足度の向上を図る

必要がある。 

 
 

重要度 達成度 

Ａ Ｂ 

●総括 

中部広域市町村圏事務組合にて事務の共

同処理を検討し実施にいたった事務もあ

り、また近隣５市町村での火葬場の共同整

備に向けた検討を実施した。 

引き続き事務の共同処理について検討し

実現を図り、効率的・効果的な行財政運営

の推進が求められる。 
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③ 

 

 

 

 

 

 

④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

行政広域化への対応 
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第 1 章 市民と共に歩み響きあう都市 

１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する                     

●現状データ 

■市内の主たる事務所を有する NPO 法人数       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課） 

 

■参加したい地域の活動                              ■市の情報の入手方法  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：平成 27 年度市民意識調査）                         （資料：平成 27 年度市民意識調査） 

 

■宜野湾市総合計画の認知率             ■宜野湾市総合計画・将来像の認知率 

 

 

 

 

 

（資料：平成 27 年度市民意識調査）             （資料：平成 27 年度市民意識調査） 

 

  

37.0 

22.0 

8.8 

28.4 

58.4 

5.3 

2.1 

45.6 

17.4 

1.7 

12.8 

18.0 

2.0 

2.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自治会で地域づくりを考え、行動したい

老人会・婦人会・青年会等の団体で地域づくりを考え、行動したい

ＪＡ・商工会・漁協等の団体で、地域づくりを考え、行動したい

地域づくりサークル・ＮＰＯ等の組織があれば、そこで活動したい

個人で住宅周辺の美化など、身近な活動をしていきたい

その他

無回答

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)

1.0 

3.1 

6.7 

11.4 

30.5 

38.2 

56.9 

46.7 

5.0 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

計画書を読んだことがあり、よく知っている 内容について、部分的に知っている

計画名を知っている程度で、内容はあまり知らない まったく知らない

無回答

10.5 

22.8 

38.7 

44.1 

45.4 

32.7 

5.3 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（H27年度)

前回調査

（H21年度)

知っている 聞いたことはある 知らなかった 無回答

86.5 

5.0 

13.9 

43.3 

4.8 

2.3 

1.0 

29.8 

17.9 

1.1 

1.1 

92.1 

10.1 

49.0 

45.4 

7.4 

4.5 

5.5 

38.7 

16.9 

4.2 

0.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

市の広報誌

市の広報車

自治会・婦人会等の団体

新聞・テレビ・ラジオ等のマスコミ

市の掲示板

近くの役所職員

事務担当者や民生委員

知人同士の会話

市のホームページ

その他

無回答

今回調査（H27年度)

前回調査（H21年度)
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●現状分析 

・本市の NPO 法人数は年々増加しており、平成 26

年で 43 団体とまちづくり活動団体は多様化しなが

ら増えている。 

・市の情報入手方法は、市の広報誌、マスコミ、知人

同士の会話が多くなっているとともに、市のホーム

ページも前回調査と比較して増えており、多様な情

報発信が求められる。 

・一方、総合計画や将来像の認知度は前回調査と比較

して減少していることから、多様な情報発信ととも

に効果的な情報提供が求められる。 

 
 

●行政内評価 

・行政情報の多言語化、多文化共生の取り組みが課題

である。 

・自治会意見の集約やアンケート調査等による市民意

向の一元的な取りまとめが必要である。 

・自治会加入率の低下、地域活動の担い手不足、地域

リーダーの育成が課題である。 

・男女共同参画について庁内への情報発信や関係機関

との連携とともに、企業等におけるポジティブアク

ションの取り組み支援が求められる。 

・国際交流に関する事業は実施しているが、案内表示

の多言語化や窓口対応等が課題である。 

 

●市民評価 

・「市民に開かれた行政の推進」や「市民と協働のま

ちづくりの推進」は市民満足度・重要度ともにほぼ

平均に位置することから、市民ニーズに対応しつつ

継続的な取り組みが求められる。 

・一方で、「男女共同参画の推進」や「国際・国内交

流の推進」は、市民満足度は高く、重要度は低くな

っているため、施策内容の効率化を図りつつ、継続

的な取り組みが期待される。 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「市民に開かれた行政の推進」において、市の

広報誌をはじめとして、新聞等のマスコミや情

報の入手需要が高くなっているホームページな

ど、多様な広報活動に取り組み、市民満足度の

向上につなげる必要がある。 

〇総合計画の認知度が低いことから、市政の発信

とともに、計画策定段階からアンケート調査等

に取り組み、市民との協働のまちづくりを推進

しながら、市民が市政に関心を持つ取り組みが

必要である。その際に、アンケート調査結果の

共有化など、庁内の連携体制の構築も求められ

る。 

〇まちづくりへの参加に関しては、自治会などの

地域コミュニティからサークル・NPO などのテ

ーマコミュニティへの参加意向が高くなってい

ることから、「市民と協働のまちづくりの推進」

において、協働事業の実施や団体間の交流促進、

市内のまちづくり活動の情報発信等により、市

民が選択して参加しやすい活動の促進が求めら

れる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「男女共同参画の推進」は、市民への継続的な

啓発活動とともに、庁内や企業などへの研修や

情報発信、啓発活動により、社会の仕組みとし

て、効果的に男女共同参画の推進することが求

められる。 

〇国際交流については、外国人ニーズを把握しな

がら在住外国人への対応や市民との交流機会の

創出に継続的に取り組むとともに、情報発信や

案内表示等においても、多言語化を促進する必

要がある。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「市民に開かれた行政の推進」や「市民と協働

のまちづくりの推進」において、ホームページ

へのアクセスや各種会議の市民登用率は向上し

ているものの、市民満足度の向上にはつながっ

ておらず、目的をもった情報提供と市民参加の

裾野を広げることに心がける必要がある。 

〇「市民と協働のまちづくりの推進」においては、

自治会との協働のまちづくりとして自治会加入

率の向上が求められ、また広く市民に協働の考

え方を周知する必要がある。 

〇「男女共同参画の推進」においては、講座受講

者は増加しているものの、男性の育児休業の取

得にはつながっておらず、民間企業も含めて社

会全体への啓発・支援に取り組む必要がある。 
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第１章 市民と共に歩み響きあう都市 （めざしたいまちの姿） 

市報やホームページ等を通して市民が必要とする情報がいつで

も入手できる仕組みづくりをめざします。また市政に対する意見

聴取の強化や審議会に多くの市民が参加できるよう、市政参加の

仕組みづくりをめざします。 

１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する 

① 市民に開かれた行政の推進 

●施策の展開 

①広報活動、情報公開の充実 

窓口及び市報、ホームページ等を通して、高齢者や障がい者など、市政情報を必要な市民に分かりやすく提供していきます。

また、宜野湾市情報公開条例に基づき、市民のニーズに迅速に対応できるよう、行政情報の開示に努めます。 

②広聴活動の充実 

市長との対話や窓口での相談、自治会との懇談会等を通して、市政に対するニーズの把握を強化し、的確に政策に反映させ

ます。 

③行政計画への市民参加の促進 

審議会や行政委員会に市民委員をおくなど、計画立案段階からの市民参加を進めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①広報活動、

情報公開の

充実 

・ 宜野湾市情報公開条例に基づき、開示請求のあっ

た公文書を速やかに市民に開示している。 

・ 市報配布について、民間事業所への一括委託を締

結したことにより、市報の未配布・二重配布の解

消を図った。また、市内全世帯へ一定期間内の市

報配布が可能となった。 

・ コミュニティＦＭ局で市政情報の発信に努めた。 

・ ホームページでは、最新号のほか市報のバックナ

ンバー等を掲載し、内容の充実を図った。 

・ 市報の原稿を点訳友の会へ依頼して、点訳による

市報の発行を実施した。 

・ 市勢要覧を発行し、宜野湾市の魅力を市内外への

アピールに努めた。 

・県多文化共生モデル事業により、庁内を対象とし

た行政サービスに関する多言語化のニーズ調査、

行政情報の多言語化の推進（行政資料の多言語化

や窓口対応マニュアルの作成等）、窓口通訳コー

ディネーターの配置等を行った。 

・ 医療機関における多言語対応に関する情報提供

（県国際交流・人材育成財団が発刊する医療機関

リストの提供）。 

・国際交流の拠点施設である「めぶき」に併設され

る「ふくふく」に多言語対応のコピー機設置。 

・ 簡易かつ頻繁にある開示請求に

ついて、その文書を保有する原

課で一連の開示手続を行えるよ

う制度改正の検討。 

・ 庁内や市内での案内表示等の多

言語化。 

・ 市ＨＰにおける多言語化の推

進。 

・ 多文化共生コーディネーター

（仮称）の設置検討。 

・ 市職員への研修実施（多文化共

生に関する理解促進）。 

・ 多文化共生に関する関係各課の

ネットワーク作り（情報共有、

多文化共生関連事業の検討）。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②広聴活動の

充実 

・自治会長会の三役との協議を H24 年度より毎月定

例で実施し、これまでの行政事務連絡会議では議

論できなかった課題等について協議ができるよう

になった。 

・ 電話や窓口での相談、「市民ご意見箱」の設置、

ホームページからのご意見ご要望等を通じて、市

民の声や意見を聴取することができ、市民サービ

スの改善に取り組んだ。 

・ 市民アンケートについて、全庁的に実施する傾向

が高まっている。最近では、第三次宜野湾市総合

計画後期基本計画評価（H27 年度）、宜野湾市ま

ち・ひと・しごと総合戦略策定(H27 年度)、宜野

湾市子ども・子育て支援事業計画策定（H25 年度）

等で実施した。 

・ パブリックコメントについて、現状としては、計

画策定等の際必要に応じ担当課で実施している。 

・ 本市業務においてパブリックコメントを実施し

た担当課に対し、実施内容や課題を聞き取り、共

通ルールの運用に向けて分析・調査を行った。 

・ 市の共通ルールとしてのパブリックコメント要

綱（案）の作成に取り組んでいる。 

・ 自治会の意見を確認し、全庁的

な政策や事業に反映させるため

の環境ができていない。 

・ H23 年度から H27 年度までに自

治会懇談会等の実施実績はない

が、今後は対象（自治会、校区

等）や、開催方法等の検討が望

まれる。 

・ 市民アンケート実施を規定する

ルールは特にない。 

・ 市民アンケートの実施状況につ

いて、調査・取りまとめを行な

う部署がない。 

・ 全庁の共通ルールとなるパブリ

ックコメント手続要綱等の制

定。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

③行政計画へ

の市民参加

の促進 

・ 一部の審議会・行政委員会で公募枠を設け、市民

登用を行った。 

・ 市民公募に関する全庁の共通ル

ールの作成。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

Ｂ Ｂ 

●総括 

多くの媒体を活用した市政情報の提供、

適正な情報公開について順調に施策展開さ

れている。 

行政情報の多言語化は十分ではなく、取

り組みの拡充が望まれる。今後も自治会か

らの広聴活動の充実を図る。 

市民参加の促進も継続して取り組む必要

がある。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

ホームページの年間アクセス件数 2,131,415 件 2,800,000 件 2,731,144 件 

審議会、行政委員会での市民登用率（市民公募） 12% 25% 16% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 
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市民に開かれた 

行政の推進 
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第１章 市民と共に歩み響きあう都市 （めざしたいまちの姿） 

「自分たちのまちは自分たちでつくる」といった住民自治の意識

づくりの強化をめざします。また、自治会や市民活動団体等の活

動支援を行うとともに、各種団体等との連携による協働のまちづ

くりをめざします。 

１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する 

② 市民と協働のまちづくりの推進 

（コミュニティ・市民活動） 

●施策の展開 

①自治会等の育成 

人材育成及び活動への支援、活動拠点の改修・整備など、自治会の活性化につながる支援を行います。また、自治会活動情

報等を広報し、自治会への加入促進に努めるとともに、自治会との連携を強化した協働のまちづくりを進めます。 

②市民参画の促進 

市民や市内で働く人々､関係団体等がボランティア活動やワークショップ､講演会等を通して､市政に参画しやすい仕組みを

構築します｡また､市民の代表である議会活動の情報提供を強化し、自治基本条例の策定、市民オンブズパーソンの発足を見据

えた市民参画・協働の意識づくりを進めます。 

③市民活動団体、ボランティアへの支援 

市民活動団体の状況等を把握し、団体情報の提供を行うとともに、必要な支援を行います。また、活動団体相互の交流機会

の創出に努めます。各課のボランティア情報の共有化を進めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①自治会等の

育成 

・ 地域教育力の向上や地域活性化において中心的

な役割を担う社会教育団体への補助金交付。 

・ 各種団体が独自で実施する研修への支援（講師謝

礼金の補助）。 

・ 各種団体の役員を対象とした「社会教育団体合同

宿泊研修」の実施。 

・ 自治会事務所の改修、建替えを行い地域のコミュ

ニティ活動の拠点となる施設整備に取り組んだ。 

・整備中、整備完了した事業としては、上大謝名地

区学習等供用施設建設事業、長田地区コミュニテ

ィ供用施設建設事業、真志喜地区学習等供用施設

建設事業、喜友名地区学習等供用施設改修事業、

我如古地区学習等供用施設改修事業。 

・ 自治会加入促進月間を設け（6 月）、自治会加入

促進月間の出発式、市内一周のパレードを実施。 

・自治会加入促進月間に合わせて、本庁舎ロビーに

て自治会活動を紹介するパネル展を実施。 

・ 市報による自治会特集（年に 1回）、各自治会の

活動を紹介する「アマハイ・クマハイ」（Ｈ25 年.5

～Ｈ27.3）、「めんそーれ、いみそーれ」（Ｈ27.4

～）を毎月掲載している。 

・自治会活動を紹介する常設の掲示板を、本庁舎ロ

ビーに設置。 

・ 市職員に対する自治会加入の促進。 

・ 学習等供用施設及びコミュニティ供用施設など

の公民館建設の際に、公園や児童館などの公共施

設と併設及び合築することで、地域と自治会の関

係を再構築するための環境を整備している。 

・ いくつかの社会教育団体におい

ては、会員の減少、役員のなり

手がいない等の課題を抱えてい

る。 

・ 改修及び建替えの要請がある

が、事業化できていない自治会

がある。 

・ 今後の公民館建替え事業につい

て、自治会負担が大きいため、

どのように自治会負担を軽減し

ていくかが課題となる。 

・ 毎年自治会加入率が低下してい

る。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②市民参画の

促進 

・ 議会の審議状況や活動状況について、ホームペー

ジや議会だよりを通して市民への情報提供を実

施した。 

・ 市のイントラネットを介して各自治会公民館で

の議会中継を実施した。 

・ケーブルテレビによる議会中継を実施した。 

・ 議会基本条例の制定に向け、市民（市内の各種団

体）との意見交換を実施した。 

・市民のボランティア活動等への参加の促進のため、

市ボランティアセンターの運営について協働し、

ボランティア団体の把握や、ボランティア情報収

集・発信等情報網の構築等を行った。 

・ 本市の協働によるまちづくりを推進するための

行政職員の育成を目的に、全庁的に市民協働研修

を実施。 

・ 市民向けには「地域づくり研修」を実施し、具体

的な地域づくり活動に取り組む主体への育成・支

援を行った。 

・ 市民協働の考え方・方針等について示す市民協働

推進基本指針を策定した。さらに、それを周知す

るフォーラムを開催し、市民協働によるまちづく

りの意識づくりを行った。 

・ 一部の審議会・行政委員会で公募枠を設け、市民

登用を行った。 

・ 議会の傍聴者数の増加。 

・ 議会情報の発信手段の拡大や情

報内容の充実。 

・ 各課が把握するボランティア情

報を集約し、庁内情報共有及び

市民への情報発信を行う。 

・ H26 年度に実施した市民協働ア

ンケートでは、市民の「協働」

に対する認知度が低い。「協働」

の意味や必要性を理解する学習

機会の提供を行う必要がある。 

・ 市民公募等に関する全庁の共通

ルールの作成。 

・ 各課において行政計画等策定の

際にパブリックコメント、市民

アンケート、ワークショップ等

を実施する。 

 

ＡＡＡＡ    ＣＣＣＣ    

③市民活動団

体、ボラン

ティアへの

支援 

・ 市内 NPO 団体の把握を行い、市内 NPO ネットワー

クを立ち上げた。 

・ 地域づくりに関する研修会の開催及び既存事業

「地域づくり助成事業」の見直しを行い、NPO、

市民団体の育成の充実を図った。 

・ボランティア団体への支援として、市ボランティ

アセンターの運営について協働し、ボランティア

団体の把握やボランティア情報収集・発信等情報

網の構築について支援を行った。 

・ NPO、市民団体、ボランティア団

体、その他の主体間及び行政と

の協働事業実施に向けたマッチ

ング・交流会の実施。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

Ｂ Ｃ 

●総括 

自治会について加入率の低下が大きな課

題であり、加入促進の取り組みの拡充が必

要である。 

市民参画について、市内ＮＰＯ団体数が

増加しており、各種団体への支援は継続的

な取り組みが望まれる。しかし市民の「協

働」に対する認知度は低く、市民への更な

る周知が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

自治会加入率 35.9% 36.0%以上 31.31% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 
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市民と協働の 

まちづくりの推進 



78 

 

第１章 市民と共に歩み響きあう都市 
（めざしたいまちの姿） 

男女が互いにその人権を尊重しつつ、ともに責任を担いながら、

お互いの個性と能力を十分に発揮してあらゆる分野に参画する、

健康・平和・安全な男女共同参画のまちづくりをめざします。 

１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する 

③ 男女共同参画の推進 

●施策の展開 

①男女平等の意識づくり 

男性や女性、子ども、高齢者、外国人に関係なく、等しく自分らしく生活できるよう、人権の尊重と男女平等の意識づくり

を進めます。また、「男性が働いて、女性は家を守る」等の性別にまつわる偏見、差別、不公平の改善に努めます。パートナ

ー等からの暴力（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力の根絶に取り組みます。 

②社会参画の促進 

女性自身が自らの能力を発揮し、積極的に社会参画を進めることができるよう、学習機会の提供等に努めます。また、自立

に向けた支援の強化や社会参画機会の充実を図ります。男性の育児休暇取得の支援など、誰もがあらゆる分野に参画できる社

会づくりに努めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①男女平等の

意識づくり 

・ ＤＶに関する相談・支援体制の充実として、女性

相談員を配置し、要保護女子及びＤＶ被害者の早

期発見、必要な相談、調査、指導、自立支援を行

った。 

・ 関係機関との連絡調整及び未然防止のための啓

発活動を行うとともに、ＤＶ被害者の緊急一時避

難に関する支援を実施。 

・ ＤＶ・児童虐待防止の啓発活動を実施。 

・ 男女共同参画週間における啓発事業の実施（パネ

ル展、男女共同参画に関する寸劇公演、街頭啓発

活動等）。 

・ 女性に対する暴力をなくす運動に関する取り組

み（パネル展、関連講座の実施等）。 

・ ＤＶ防止対策事業（地域出前講座、デートＤＶ出

前講座、障がい児暴力防止プログラム）。 

・ 男女共同参画フォーラムの開催 （市民向け啓発

事業）。 

・ めぶき・ふくふくにおける男女共同参画関連講座

の開催。 

・ 地域連絡会による地域での啓発活動（寸劇、紙芝

居等の公演）。 

・ 関連研修参加者への補助金交付（県外：男女共同

参画推進フォーラム、海外：女性の翼）。 

・ 市報・ＨＰを通して男女共同参画に関する情報を

発信、意識啓発。 

・ 関係各課との連携（本市新採用職員研修における

男女共同参画に関する説明）。 

・ 女性団体連絡協議会への補助金の交付。 

・多様な性の尊重として、ふくふく講座としてセク

シュアル・マイノリティ関連講座を開催した。 

・ セクシュアル・マイノリティに関する他機関関連

事業の情報提供。 

・ 厦門理工学院への留学生派遣事業。 

・ 研修報告会の実施（女性の翼、厦門留学生派遣事

業）。 

・ 庁内への情報発信 （定期的に

庁内向け広報紙を発行し、職員

の意識啓発を図る）。 

・ 男女混合名簿に関する調査・研

究、研修機会の確保等 

・ 各課事業における男女平等に係

る制度の見直し 

・ 多様な性の尊重に関する啓発パ

ネル展の検討。 

・ (仮称)ＬＧＢＴ支援宣言に関す

る調査・研究（ＬＧＢＴとはレ

ズビアン、ゲイ、バイセクシュ

アル、トランスジェンダーの

略）。 

 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②社会参画の

促進 

・ Ｈ25 年 3月に策定した「第二次宜野湾市ひとり親

家庭自立促進計画」に基づき、ひとり親家庭の自

立支援を推進している。 

・Ｈ21 年度から配置している母子・父子自立支援員

が、総合的な相談窓口として様々な問題や相談に

対し、必要かつ適切な助言及び情報提供を行って

いる。 

・ 母子自立支援プログラム策定事業の実施。 

・ 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施（ハロ

ーワークとの連携）。 

・ 女性等の就労について、関係団体より送付される

パンフレットやチラシを窓口や市ホームページ

へ掲載を行い、広く周知を行った。 

・ 女性登用促進要綱（Ｈ20.5.1 施行）に基づく審議

会等への女性登用の促進。 

・ 関連研修参加者への補助金交付（県外：男女共同

参画推進フォーラム、海外：女性の翼）。 

・ 県の関連講座の情報提供。 

・ めぶき相談員による女性相談事業の実施。 

・ 市新採用職員研修にて、職場における男女平等意

識の普及について研修科目の実施。 

・ 男女雇用機会均等や労働基準法等の関連制度の

周知。 

・ 市職員旧姓使用取扱要綱（Ｈ25.5 月）の制定。 

・ 中部圏域の拠点施設としての男女共同参画支援

センター「ふくふく」の設置（Ｈ26 年度供用開始）。

駐車場の拡大（第 3駐車場）。 

・ めぶき・ふくふくにおける男女共同参画関連講座

の開催。 

・ めぶきにおける各種パネル展の開催（男女共同参

画週間、ＤＶ防止パネル展等）。 

・ 広報誌（情報めぶき）の発行。 

・ 市ＨＰでの情報発信（施設利用に関する情報提

供、主催事業の案内）。 

・ 母子・父子自立支援員の認知度

を高める。 

・ 就労環境改善に資する市独自政

策の検討。 

・ 人材バンクの充実。 

・ 市職員に対する男女共同参画に

係る研修。 

・ 企業におけるポジティブ・アク

ションの取り組み促進（現状の

調査や企業への表彰制度創設の

検討）。 

・ 企業を対象とした研修機会の確

保（男性の育児休業取得促進や

ワークライフバランスに関する

理解促進）。 

・ めぶき、ふくふく利用団体等の

ネットワーク会議の設置検討。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

Ｂ Ｂ 

●総括 

ふくふくの開所をはじめ、各種啓発活動

の実施等、男女共同参画の推進が図られて

いる。また、各種相談員の配置など相談支

援体制を充実させている。 

一方、男性の育児休業取得等、就労環境

の整備については不十分であり、庁内並び

に企業における男女共同参画に関する取り

組みの推進が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

男女共同参画に関する講座受講者数 242 人 350 人 461 人 

審議会や行政委員会への女性の登用率 
審議会 30.2% 

行政委員会 14.3% 

審議会 40.0% 

行政委員会 40.0% 

審議会 33.2％ 

行政委員会 21.4％ 

宜野湾市役所における男性の育児休業取得割合 0% 30% 0％ 
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③ 

 

 

 

 

 

 

④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

男女共同参画の推進 
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第１章 市民と共に歩み響きあう都市 （めざしたいまちの姿） 

国際感覚を身に付けた市民の育成を進めながら、アジアや南米、

各国との平和・文化・経済交流の活発化をめざします。また、市

内在住の外国人が安心して日常生活を営めるよう、必要とする行

政情報が行き渡る仕組みづくりをめざします。 

１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する 

④ 国際・国内交流の推進 

●施策の展開 

①国際感覚を持った市民の育成 

留学支援や英語教育、各種語学講座等を通して、文化や生活様式の違いを理解し、尊重し合う、国際性を身に付けた市民を

育成します。 

②多彩な交流機会の創出 

友好都市や海外研修生、世界のウチナーンチュ大会や国際会議等の受け入れを契機としたネットワークを活用し、海外との

交流機会の充実に努めます。特に、平和や文化、経済等による国内外の交流を推進します。また、国際交流協会の活動を支援

するとともに、外国人版人材バンク等の整備を進め、市内在住外国人との市民の交流機会の充実に努めます。 

③在住外国人への対応 

市内で暮らす外国人が安心して暮らせる環境づくりを進めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①国際感覚を

持った市民

の育成 

・市国際交流協会による各種語学講座の開催。 

・市国際交流協会交流事業の実施（スポーツ交流会、

食の交流会、クリスマスパーティー等）。 

・ 県、（公財）県国際交流・人材育成財団主催事業

の情報提供。市国際交流協会事業（語学講座、交

流事業等）の周知依頼。 

・ 県・市町村等国際交流担当者連絡会への参加。 

・ 沖縄県国際交流団体連絡会議への参加 （国際交

流協会事務局としての参加）。 

・ 語学講座生等を対象とした通訳

ボランティア育成（語学講座生

の実践の場づくり、市事業との

協働）。 

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡ    

②多彩な交流

機会の創出 

・ 厦門理工学院留学生派遣事業。 

・ 海外研修生受入事業 （Ｈ23 年度）。 

・ 研修報告会の実施。 

・ 「ジノーンチュ歓迎の夕べ」の開催（Ｈ23 年度）。 

・ 平和学習受入事業（修学旅行生と自治会との平

和・文化交流の推進）。 

・ 旧姉妹都市である宮崎県日向市の平和学習の受

け入れ。 

・ ルーツを探る旅の受入事業。 

・ 国際交流協会への補助金交付などによる支援を

行うとともに、協会の事務局として各種事業を実

施した。 

 

・ 留学生の帰国後の活用方法の検

討（歴代留学生のネットワーク

づくり、通訳ボランティア、国

際交流協会との連携等）。 

・ 海外研修生の研修の成果が活か

せる仕組みづくり（市人会での

活動につなげられる仕組みづく

り等）。 

・ 海外研修生受入事業に係る受入

体制の工夫。 

・ 国外との経済交流の支援。 

・ 市民と在住外国人との交流の場

づくり（国際交流協会事業への

外国人の参加促進）。 

・ 平和学習について受入体制の充

実（自治会以外での受入体制の

検討）。 

・ 外国人との交流について、外国

人を対象にニーズ調査の実施

（現状の把握、交流事業の在り

方検証）。 

・ 外国人への効果的な広報の方法

を検討。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③在住外国人

への対応 

・ 市民課窓口について、英語で対応できる嘱託職員

を配置。 

・ 英語での申請書の書き方を作成し活用。 

・ 窓口業務委託を行う際に、業務体制として英語対

応が可能な担当者を常時配置する仕様とした。 

・県多文化共生モデル事業により、庁内を対象とし

た行政サービスに関する多言語化のニーズ調査、

行政情報の多言語化の推進（行政資料の多言語化

や窓口対応マニュアルの作成等）。 

・ 県多文化共生モデル事業による窓口通訳コーデ

ィネーターの配置（Ｈ27～）。 

・ 医療機関における多言語対応に関する情報提供

（県国際交流・人材育成財団が発刊する医療機関

リストの提供）。 

・ ふくふくコピー機での多言語対応（国際交流の拠

点施設である「めぶき」が併設）。 

・ 英会話能力の高い職員や嘱託職

員を常時課内に配置する必要が

ある。 

・ 申請書や案内文など一部英語対

応できていないものがある。 

・ 庁内や市内での案内表示等の多

言語化。 

・ 市ＨＰにおける多言語化の推

進。 

・ 多文化共生コーディネーター

（仮称）の設置検討。 

・ 市職員への研修実施（多文化共

生に関する理解促進）。 

・ 多文化共生に関する関係各課の

ネットワーク作り（情報共有

等）。 

ＡＡＡＡ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

Ｂ Ｂ 

●総括 

市国際交流協会の取り組み等による在住

外国人と市民との交流や、留学生派遣事業

の実施など、国際・国内交流の推進が図ら

れており、継続した取り組みが望まれる。 

在住外国人への対応については、通訳ボ

ランティア等の人材育成、案内表示板等の

多言語化等の課題があり、取り組みの拡充

が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

宜野湾市国際交流協会会員数（個人） 85 人 120 人 99 人 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

国際・国内交流の推進 
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第 1 章 市民と共に歩み響きあう都市 

２節 響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる                     

●現状データ 

■小学校児童数・中学校高校生徒数の推移        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （資料：教育委員会） 

■施設利用人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：中央公民館資料、生涯学習課、市立博物館、市民図書館、施設管理課） 

 

■生涯学習関連施設に係る日常の行動圏        ■今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成 27 年度市民意識調査）              （資料：平成 27 年度市民意識調査） 
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芸術・文化の振興と文化財の保護
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●現状分析 

・小学校児童数と中学校生徒数がほぼ横ばいで推移し

ており、高校生徒数は微増している。 

・体育施設や市立博物館の利用人数が増加している

が、中央公民館や市立図書館の利用人数は減少して

いる。図書館に関しては市外の図書館を利用してい

る市民が 15%を占めており、市民が利用しやすい施

設運営が求められる。 

 

●行政内評価 

・学校教育に関する相談体制の充実やＩＣＴ機器の整

備、老朽化施設の整備など、各地域で異なる多様な

ニーズへの対応が課題である。 

・幼稚園教諭や学校教師の人材確保とともに、職員研

修の充実が求められる。 

・生涯学習に関する市民への効果的な情報発信や市民

ニーズに対応した講座の開講、団体や各種活動にあ

たっての人材不足が課題である。 

・基地返還予定地を含む埋蔵文化財調査や発掘調査の

進捗と、従事する専門員等の組織体制が課題であ

る。 

 

●市民評価 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の満足

度は比較的高く、継続的な取り組みが求められると

ともに、中でも「学校教育の充実」に関しては、今

後 5 年間で特に力を入れて取り組むべき施策とし

ての市民意向が高く、重点的な取り組みが求められ

る。 

・「生涯学習の充実」は、市民満足度・重要度ともに

高く、継続的な取り組みが求められる。 

・「芸術・文化の振興と文化財の保護」は市民満足度・

重要度ともにほぼ平均に位置することから、市民ニ

ーズに対応しつつ継続な取り組みが求められる。 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「学校教育の充実」は、市民満足度は高いが、

今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべき施策

として市民意向が高く、継続的な取り組みが求

められる。 

〇校舎等の耐震化などのハード事業の取り組みは

財源を確保しつつ施策の展開が求められる。ソ

フト事業の面では、教育内容や地域ニーズが多

様化する中で、職員研修や教師等の人材確保に

より、児童・生徒の学力向上につなげる必要が

ある。 

〇「生涯学習の充実」は、市民満足度は高いもの

の、後期基本計画中の図書館利用者数や公民館

利用者数は減少しており、市民の生涯学習機会

や施設の利用機会を増やす必要がある。そのた

めに、市民への効果的な情報発信や市民ニーズ

に対応した講座の開講が必要となる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「芸術・文化の振興と文化財の保護」において

は、基地返還予定地を含む埋蔵文化財調査・発

掘調査を円滑に実施するための組織体制づくり

が課題となっており、人材確保等の対策に取り

組みつつ、事業の進捗が求められる。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「学校教育の充実」について、小学校・中学校

の学力検査において一部小中学校では優秀な成

績であるものの、全体としては全国平均とも差

があることから、学力の底上げが望まれる。 

〇「不登校の出現率」は小学校・中学校ともに増

加していることから、相談体制の充実などによ

る対応が求められる。 

〇「芸術・文化の振興と文化財の保護」に関して、

博物館入館者数は増加しており、一方で文化財

ガイド数は減少していることから、博物館での

各種の取り組みを継続しつつ、ガイドの養成等

を行いながら、総合的に施策を展開していきた

い。 
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第１章 市民と共に歩み響きあう都市 （めざしたいまちの姿） 

宜野湾市の地理的・歴史的特性等を活かした教育課程の編成や地

域の人材を活用した教育活動の実践をめざします。また、「郷土

の自然と文化に誇りを持ち、個性豊かで創造性・国際性に富む人

材」をはぐくむ環境の充実をめざします。 

２節 響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる 

① 学校教育の充実 

●施策の展開 

①幼稚園教育の充実 

幼稚園振興計画に基づき、幼児一人一人の発達に応じた指導・支援を行い、基本的な生活習慣や社会生活に必要なルールや

マナー、道徳観等の習得を促進します。 

②義務教育の充実 

児童生徒が「生きる力」を備えた人間として成長できるよう、地域の特性を生かした教育課程の編成に努めます。特に英語

教育や情報教育の充実を図りつつ、多くの国の文化について学び国際性豊かな人材の育成に努めます。また、国や県と連携し、

宜野湾市の状況に対応した学力向上を推進します。学校、家庭、地域社会がそれぞれ持つ教育資源や豊かな知識・経験を活か

し、地域に開かれた、特色ある学校づくりを進めます。 

③生徒指導及び教育相談の充実 

生徒の自己指導能力が高まるよう、生徒会活動の活性化に努めます。また、心因的な要因による不登校児童生徒への助言指

導や保護者、学校への対応の充実に努めます。引き続き、青少年サポートセンター（はごろもネットワーク会議等での情報交

換）をはじめ、関係機関との連携を強化し、学校への復帰支援や各種相談体制、夜間街頭指導等の充実に努めます。 

④教育環境、安全対策の充実 

ゆとりある教育環境づくりをめざし、学校規模等の適正化を進めるとともに、少人数学級への対応に努めます。また、老朽

化した校舎、設備等の整備を進めます。登下校時の安全教育を推進し、交通安全・防犯意識の高揚と、交通マナーの向上に努

めます。さらに、地域と連携した巡回パトロールの実施や通学路の点検活動により、安全な通学環境の整備に努めます。 

⑤職員研修の充実 

宜野湾市の教育課題の解決に向けた研究の充実を図るとともに、成果を学校に反映できる仕組みづくりを進めます。また、

児童生徒や保護者、教職員への意識調査等を行い、教育課題の把握に努めるとともに、大学や関係機関等との連携により、課

題の解決方策を明らかにします。校長や教頭、臨時的任用教員、各担当者の研修会など、テーマに沿った各種研修会を実施し、

教職員の資質の向上を図ります。また、メンタルヘルスの専門家を講師とした教職員研修の充実に努めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①幼稚園教育

の充実 

・ 幼稚園教育の展開にあたっては、集団生活を通じ

て、幼児一人一人の発達に応じ、主体的な活動と

しての遊びを通して総合的な指導を行っている。 

・ 園内研修等の充実による教職員の資質向上を図

ると共に、特別支援教育や食育を通した望ましい

食習慣の形成などに取り組んでいる。幼稚園実践

報告会を開き、実践を共有。幼小・保幼連携で学

びの連続性を大切にしながら交流・連携を図って

いる。 

・ 幼稚園で 2年間の生活経験を通して、幼児は 1年

目で集団生活に慣れ、2 年目で充実した幼稚園生

活を送ることができた。 

・ 5 歳児は長期預かり、一時預かりが利用できる。 

・ 預かり保育担当と他の職員で連携し午前と午後

の情報を互いに共有することにより、同じ方向性

で連続した教育を施すことができた。 

・ 長期休業期間等を利用して、園外活動を多く取り

入れたことで、園児が様々な体験をすることがで

きた。預かり保育利用園児を対象にケータリング

を導入し、保護者の負担軽減につながった。 

・ 未就園児の園庭開放、子育て講演会を行うなど、

子育て支援を図った。子育てに関する学習の機会

の提供や子育て相談情報の発信等に努めた。 

・近年の子ども達の育ちについて、

基本的生活習慣や態度が十分に

身についていない子が多い。 

・ 3 年保育の推進。 

・ 幼稚園教諭の人材確保と資質向

上。 

・ 保育所を交えての保幼小連携の

推進。 

・ 4 歳児は母子分離ができるよう

になるには時間がかかる。 

・ 各園において、預かり保育 1 学

級の定員が 20 名のため、地域に

よっては定員を超している園も

あり、待機待ちの園児がいた。 

・ 預かり保育は 5 歳児のみを対象

としているが、4 歳児の利用を

望む保護者もいる。 

・ 預かり保育について幼稚園卒園

後から小学校就学に向けた期間

（春休み）までの受入を望む保

護者もいる。 

・ 園の職員体制や地域性によって

取組は様々であり未就園児の受

入ができていない園もある。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②義務教育の

充実 

・食育について、栄養士による講話を公民館や児童

センターで実施。 

・ 食生活改善推進員による「おやこの食育」で、小

学生の子を持つ親子を対象に調理実習を実施。 

・栄養教諭、学校栄養職員を配置。 

・学校給食関連での食育として、食育授業（TT）、

バイキング給食等、特別給食の提供。地産地消の

推進。 

・ 教育の情報化として、校務支援システムの活用に

より、名簿・出欠席情報管理・成績処理・通知表・

指導要録等の校務軽減と効率化につながった。 

・ 「わかる授業」構築のため、学校訪問を通しての

授業づくり、学習規律等の指導助言を行った。 

・ 「確かな学力」の向上のため、学習支援員を配置

し、学習に遅れのある児童生徒の基礎学力の定着

を図った。 

・英語教育の推進について、小 1～6年生の外国語活

動を実施。小 5、6年生で児童英検を実施。 

・ 小中学校にて、外国人指導助手（ＡＬＴ）、日本

人英語教師（ＪＴＥ）を配置し、教職員と連携し

てチームティーチングによる授業を実施。 

・ 英語ストーリーコンテストの実施。 

・ 年 3回の英語検定の半額補助。 

・ 短期海外留学の実施(半額補助）。 

・ 出前授業（小学校への乗り入れ授業）の実施。 

・普天間中学校にて、琉大連携事業「学力向上先進

地域育成事業」の推進。 

・障がいをもつ児童生徒の教育を保障するため、特

別教育支援員（ヘルパー）を派遣。 

・ キャリア教育の推進として、キャリアスタートウ

ィーク事業を実施。 

・ 全小学校への安全マップ配布。 

・ 地域安全ボランティアなど地域人材を活用し、登

校時の交通安全指導ができた。 

・ 学校、保護者、地域、関係機関が連携し、通学路

の安全点検を行った。 

・ 食育活動の周知啓発。 

・ 学校給食センターの栄養教諭、

学校栄養職員の積極的な活用。

（中学校での活用が課題） 

・ ICT 機器の効果的な活用。 

・ 情報機器活用能力の向上や情報

モラル等の指導力のさらなる向

上。 

・ 学校現場のニーズに合わせた情

報機器の整備。 

・ 学習支援員の配置等で学校間格

差、学級間格差がある。 

・ 児童英検の小学 6 年生の長文問

題の正答率が低い。 

・ 中学校の英検受験者数の増加を

図る。 

・ 全国学力学習状況調査におい

て、一部小中学校で好成績とな

っているものの、中学校の正答

率が全国平均と差がある。 

・ 支援を必要とする幼児児童生徒

が増え続け、学校のヘルパー派

遣の要望に対応できていない。 

・ 特別支援教育支援員の資質向上

のための研修会の充実。 

・ 最新情報をもとにした安全マッ

プの修正。 

・ 児童生徒、保護者、地域が危険

箇所等の情報を共有する必要が

ある。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③生徒指導及

び教育相談

の充実 

・ 青サポ配置のＳＳＷアドバイザー、ＳＳＷコーデ

ィネーターと学校配置の SSW と情報・行動連携に

努めた。 

・不登校や問題行動、発達の偏り等で気になる児童

生徒に相談・支援等を行った。 

・ 関連機関である本市青サポ、福祉推進部、宜野湾

警察、他市町村の教育委員会等と連携し支援を行

った。 

・ 幼稚園の巡回相談を行い発達面で気になる幼

児・保護者の支援を行った。 

・ スクールカウンセラー（臨床心理士）を小学校に

派遣。 

・ H26 年度から、青少年サポートセンターとはごろ

も学習センター若葉教室の二つの窓口を設けた

ため、入級者が増えた。 

・ 個別学習支援を行い、受験生全員が高校に進学で

きた。 

・ 4 月当初に全学校を訪問し「不登校児童生徒の出

席取り扱い及び学習評価に関する指針」を共有す

ることによって、若葉教室の活動が評価に反映さ

れた。 

・ 嘉数中学校が文部科学省より「道徳教育の抜本的

改善・充実」の研究校に指定され、琉球大学と連

携し、全校体制で研究を深めている。 

・ 中学校の生徒会活性化のため、宜野湾市中学生ス

クールサミットを開催。 

・ 全校において道徳教育全体計画が作成された。 

・ 道徳教育推進教師の配置により、道徳の授業改善

や時間の確保ができた。 

・ いじめ（生活実態）アンケートによるいじめの未

然防止、早期発見、早期解決への取組みができた。 

・ 不登校児童生徒の減少に向けた

相談体制の充実。 

・ 通級生の体験教室、学習支援体

制の充実。 

・ 児童生徒へ支援助言するＳＳＷ

の質の向上。全小中学校へのＳ

ＳＷの配置。 

・ 相談後の教職員へのフィードバ

ック。 

・ 校内で支援の共通理解が難しい

ケースがあった。 

・ 深刻な問題に発展する可能性が

ある児童の早期発見。 

・ 入級者の欠席対策。 

・ 道徳教育において、家庭・地域

との連携や、体験的活動の実施。 

・ いじめ根絶に向けた取り組みの

充実。 

・ 課題を抱えた幼児児童生徒への

継続指導の検討。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

④教育環境、

安全対策の

充実 

・ はごろも小学校を開校した。開校に伴い校区を再

編し、過大規模校であった大山小学校と大謝名小

学校及びはごろも小学校が概ね適正規模校とな

った。 

・普天間第二、真志喜学校給食センターの老朽化に

伴い、新設学校給食センターの建設に向けた取り

組みを進めている。平成 27 年度には本体工事に着

手した。 

・ 老朽化した校舎等の増改築（真志喜中学校校舎増

改築工事、屋内運動場・武道場増改築工事。嘉数

小学校屋内運動場増改築工事等）。 

・ 施設の性能維持を図るため、屋内・屋外施設の環

境整備や、保全事業、修繕事業及び営繕大工の派

遣等を実施した。 

・ 全幼小中学校での定期的な避難訓練（地震・津波、

火災、不審者対応、飛行機墜落事故等）を実施。 

・ 立哨ボランティアなど地域人材を活用した安全

指導の実施。 

・ 学校、警察、土木課など関係機関と連携した小学

校の通学路の安全点検の実施。 

・ アナフィラキシーの対処薬等保持の児童生徒の

把握と消防署との連携。 

・ 少人数学級への対応について、H26 年度において

一部小中学校にて実施。（県指定研究校） 

・ 土地区画整理予定地区等によ

り、校区によって児童生徒数の

偏りが大きくなる可能性があ

る。 

・メインの給食センター運用道路

となる都市計画道路の整備。 

・ 計画的な改修、建替の実施。 

・ 学校の耐震化 

・ 日常の安全点検の徹底。 

・ 効率的で効果的な保守管理体

制。 

・ 幼児児童生徒、保護者、地域関

係機関との危険個所や改善個所

などの情報の共有化。 

・ 定期的な避難訓練の内容検討。 

・ 中学校の通学路安全点検の実

施。 

・ 少人数学級について、県が研究

校として学校、学年を指定して

おり、継続した指導が課題。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

⑤職員研修の

充実 

・ 4 名の研究員が外部講師の指導を受け、学校課題

の解決に向けての研究を行い、実践的指導力が向

上した。 

・ 研究成果報告会での英語科の公開授業は、非常に

質の高いもので参加者に好評を博した。 

・ 研究還元計画を作成し、研究の成果を自校の校内

研修会等で発表し教材作成や授業づくりにつな

げた。 

・ 市内全小学校の 3学年と 5学年、全中学校 1年生

に「楽しい学校アンケート QU 調査」を実施する

と同時に、活用説明会を各中学校区で行った。 

・ 琉球大学の教授や准教授が研究に関わり、質の高

い研修内容となった。 

・ 校内研修で、大学側との共通理解により、理論研

修が充実し、「わかる授業」につながった。 

・ 臨時的任用教員研修会で教室内の「気になる子」

への実践的な支援の在り方を学ぶことができた。 

・ 教科の研究だけでなく、学校における教育相談指

導の進め方等の研修を行い、実践的指導力の向上

につながった。 

・ 初任者研修や経年者研修により、教科の指導技術

の向上や道徳の授業力の向上につながった。 

・ 教職 10 年経験者研修を通して、ミドルリーダー

の育成に努めた。 

・ メンタルヘルス研修会を開催し、全小中学校の教

職員が参加。 

・ 研究成果を市内の各小中学校に

おいてより多く伝える体制づく

りを構築していく必要がある。 

・ 研究活動に支障が出ないよう、

図書資料の提供を計画的に行

う。 

・「楽しい学校アンケート QU 調査」

については各学校 3年生、5年生

に実施したが、全体への説明は

できなかった。 

・ 臨時的任用教員のさらなる授業

力向上。 

ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

ＩＣＴ活用による授業の実施、SSW の配

置等、学校における教育・相談・支援体制

の充実を図り、また各種研修等により教職

員の質の向上に努めるなど、学校教育の充

実が総合的に推進されている。 

校舎の耐震化等が課題としてあげられ、

財源を確保しつつ更なる充実が求められ

る。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

小学校標準学力検査 ３月評価基準 

（全国偏差値） 
偏差値 

48.6 

偏差値 50.0 

（全国平均） 
偏差値（48.5） 

中学校標準学力検査 ３月評価基準 

（全国偏差値） 
偏差値 

45.9 

偏差値 50.0 

（全国平均） 
偏差値（46.9） 

不登校の出現率（小学校/中学校） 

3 月評価基準 

0.27%(小) 

2.47%(中) 

0.25% (小) 

2.00% (中) 

0.29%(小) 

4.76%(中) 

２年保育の実施園数 4 園 9 園 9 園 

校舎等の耐震化率 78.9% 91.2% 85.5% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

学校教育の充実 
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第１章 市民と共に歩み響きあう都市 （めざしたいまちの姿） 

市民一人一人が学びを通して、知識や技能の向上、柔軟な考え方や課題解決力を

身につけ、自己実現できる環境整備をめざします。また、活動の場や行政との協

働の場の提供等により、身につけた知識や技能が地域の問題・課題の解決力(地域

力)として活かされる仕組みづくりをめざします。 

２節 響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる 

② 生涯学習の充実 

●施策の展開 

①生涯学習の基盤づくり 

生涯学習の拠点施設となる中央公民館や市民図書館等の施設については、維持管理に努めるとともに、利用しやすい施設づ

くりを目指します。類似講座の統廃合による効率的な講座の提供の他、学習に関する情報発信の充実に努めます。また、高等

教育機関と連携した生涯学習の推進に努めます。 

②ライフステージに応じた学習支援 

子ども・青年期においては「生きる力」を育み、子育て期から高齢期にかけては「人間力」の向上に資するよう、ライフス

テージ、目的にあった学びの場の提供に努めます。 

③生涯学習を支え活かす仕組みづくり 

学習活動を継続して行えるよう、学びを支える体制の強化、活動団体への支援やボランティア等の人材育成に努めます。ま

た、成果発表機会の提供や表彰等、継続的な活動支援に努めるとともに、地域活動への展開支援を行います。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①生涯学習の

基盤づくり 

・生涯学習施設の充実として、市民会館について、

トイレ改修、屋上防水改修、外壁塗装改修、エレ

ベーター改修等を行った。 

・中央公民館について、第 1・第 2 研修室・児童室・

視聴覚室・図書室改修工事、第 1研修室の OA フロ

アー化を行った。集会場舞台機構及び照明改修工

事にも着手した。 

・ 市報、チラシ・冊子・ポスター、市ホームページ

などを通して、生涯学習・社会教育関連情報や取

組みを随時発信。 

・ 児童生徒を対象とした生涯学習情報誌「わくわく

まなびっこ」を小中学校、児童センター、市内教

育施設等へ発行。中央公民館年間事業案内「なか

ゆくい」を発行し、市内各施設へ配布。 

・ 防災行政無線や地域自治会区内放送などを通じ

た事業案内。 

・ 公民館講座・スポーツ事業・各種イベント・研修

等を開催。参加者アンケートを実施し、学習ニー

ズの把握を図る等、充実した事業実施に努めた。 

・ 学校支援地域本部事業において、近隣大学と連携

のもと、学生を学校支援ボランティアとして学校

へ繋げた。 

・ 社会教育団体合同研修において、琉球大学教育学

部教授による講話を実施。 

・ 子ども科学教室、子どもリーダー宿泊研修を実

施。その際は市内高校生等に協力してもらった。 

・ 市民図書館において博物館や文化課、NPO などと

協力し講演会や展示を実施した。また、土日の開

館時間を延長した。 

・ 市民会館及び中央公民館は、設

置目的がそれぞれ違う施設（公

共ホールである市民会館と、社

会教育法に基づく中央公民館）

が入っている併合施設であるた

め管理・運営が難しく、市民に

とって使いにくいことが課題。 

・ インターネットが使用できない

環境にある市民に対し、効果的

な情報発信の手段を検討する必

要がある。 

・ 市全域の図書館サービスのため

分館設置までの間移動図書館を

運行させているが、移動図書館

車の老朽化が進んでいる。移動

図書館を継続や既存施設や民間

施設の間借りなどで分館設置を

目指すのか等、今後の方向性を

決める必要がある。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②ライフステ

ージに応じ

た学習支援 

・ 小学生から高齢者まで各期に応じた、

中央公民館主催講座、自治会と連携し

ての社会教育学級として講座を開設。 

・ 中央公民館定期利用団体(サークル)へ

の施設提供及び使用料減免。図書室の

充実と利用の促進。 

・ 生涯学習課実施の各種講座や研修等に

おいて、子ども・青年に対してのキャ

リア形成に一部資することができた。 

・スポーツ・レクリエーションの普及振

興として、生涯スポーツフェスティバ

ル・スポーツ健康関連教室の開催、ま

た、市内小中学校体育施設の市民への

開放を実施した。また、レクリエーシ

ョン関連備品の貸出率の向上が図られ

た。 

・ 語学等学問系や家庭生活・社会問題に関す

る講座が少なく趣味に偏る傾向あり。 

・ 平日昼間の講座開設が多く、広く市民が参

加できるよう、曜日や時間の見直し。 

・ 各種学級を開設希望する自治会と開設を

希望しない自治会が例年同じであり、学習

の機会の均等が課題。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

③生涯学習を

支え活かす

仕組みづく

り 

・ 生涯学習フェスティバルの開催(中央

公民館まつり、U-18 フェスティバル、

異文化フェスタ、沖縄県子どもの本研

究会のお話会、スポーツレクリエーシ

ョンコーナー、キャンプ料理体験)。 

・ サークルの活動成果の受け皿作り。 

・ 宜野湾市公共団体育成補助金交付規程

に基づいた補助金交付。 

・ 各団体に事業実施等への指導助言。 

・ 各団体が独自で実施する研修への支援

（講師謝礼金の補助）。 

・ 各団体の役員を対象とした「社会教育

団体合同宿泊研修」の実施。 

・ 地域住民が学校支援ボランティアとし

て、学校運営や学習支援などに関わっ

ていく体制を築くことを目的とした学

校支援地域本部事業を実施。 

・ 小中学校より推薦のあった地域住民を

地域コーディネーターとして委嘱し配

置し、、関係機関と連携のもと学校支

援ボランティアを学校へ繋げた。 

・ 地域の人材を生かした自治公民館講座

を開設。自治公民館等研修の実施。 

・ 展示スペース減少や控え室不足。 

・ いくつかの団体においては会員の減少、役

員のなり手がいないなどの課題を抱えて

いる。 

・ コーディネーターを配置できない学校が

あった。また、学校によってコーディネー

ターと連携した学校支援ボランティアの

活用に差がある。 

・ 講座開設を希望しない自治会があり、また

自治会加入世帯のみ受講可能な場合が多

く、市民の学習機会の不平等が生じてい

る。 

・ イベント型の講座が多い。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

 

 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 

 

 

●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

施設改修等のハード面での施策や各種講

座の開講等の学習環境の充実に取り組んで

おり、市民満足度も高く、一定の成果が得

られている。 

効率的、効果的な施設の管理運営や、市

民ニーズに対応した講座の開講、市民の学

習機会の不平等が課題となっている。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

この１年間に継続して何らかの学習活動に取り組んだ市民の割合 59.8% 67.0% （不明） 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

生涯学習の充実 
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第１章 市民と共に歩み響きあう都市 （めざしたいまちの姿） 

舞台公演等の高度な芸術等の鑑賞機会を通して、市民の生活の質の向上

をめざします。また、市民が地域の自然・歴史・文化や民俗芸能等の成

り立ちや大切さを理解し、主体的に文化財等を保護・活用できるよう、

市民ぐるみによる歴史を活かしたまちづくりをめざします。 

２節 響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる 

③ 芸術・文化の振興と文化財の保護 

●施策の展開 

①芸術・文化活動の振興 

優れた舞台芸術や書道、絵画、音楽等の鑑賞機会の提供に努めるとともに、市民が参加できる文化・芸術活動の場の提供に

努めます。さらに、地域の歴史文化等を題材とした市民劇等市民が主体となった文化活動を支援します。 

②文化財の保護・活用の推進 

文化財の実態を明らかにするとともに、国・県・市の指定文化財の保存整備と維持管理、伝統的な民俗芸能と民俗技術の保

護に努めます。また、市民が主体となった保護・活用の取り組みを支援します。基地内の文化財については、国や県等と連携

し、埋蔵文化財等の調査を進めるとともに、跡地利用計画と連携した文化財の保護・活用を進めます。地域の歴史と文化を知

る発掘調査により出土した埋蔵文化財の整理・収蔵・公開を進め、市民の地域史づくりの支援と学校教育との連携に努めます。

市史編集については、聞き取り調査や関係資料の収集と編集を進め、宜野湾市の歴史・文化の記録・保存および収集資料の市

民活用に努めます。また、各字誌の編集についても協力・支援に努めます。博物館については、中・長期計画を策定し、自然・

歴史・文化に対する知識と理解が深められるような事業に努めます。また、友の会の支援および市民ボランティアの育成等、

地域に開かれた博物館づくりを目指します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①芸術・文化

活動の振興 

・ 宜野湾市文化祭を宜野湾市文化協会との共催で

行い、芸術文化の鑑賞の機運を醸成し、豊かで潤

いのある文化生活と市民文化の高揚を図った。 

・ 出前コンサートを開催し、市内施設や学校、福祉

施設等などで音楽家が演奏し、良質な音楽を多く

の方に届けることができた 

・ ミュージックフェスタ開催事業は「ライブギノワ

ン」として、県内においても歴史あるイベントと

なっている。イベント内容としては、プロのミュ

ージシャンも同イベントで演奏を行うなど、アマ

チュアミュージシャンへの刺激となるような取

り組みを行った。 

・ 創作市民劇は隔年ごとの実施で、一年目に脚本を

作成し、二年目に地域住民が主体となって演劇に

出演する。 

・ 市民の豊かな文化生活を充実させ、芸術文化の育

成を図るために、宜野湾市文化協会に補助金を交

付している。 

・ 市文化協会会員の文化活動の成

果を、広く市民に公開するため

に、文化協会との密な連携を図

っていく必要がある。 

・ 出前コンサートは、目標として

年 4 回以上の開催であったが、

H26 年度は達成できなかった。 

・ 「ライブギノワン」は、アマチ

ュアミュージシャンにとってプ

ロへの登竜門として定着しつつ

あり、今後は演奏の向上などに

努めていかなければならない。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②文化財の保

護・活用の

推進 

・ 市立博物館での企画展及び市民講座、生徒向け教

室を開催。博物館友の会の結成し、会員を対象に

企画展の解説会を実施した。 

・ 市内の埋蔵文化財の詳細な分布状況の把握に努

めた。埋蔵文化財に係る個人住宅建設や各種公共

工事の際は、事前に予備調査と緊急発掘調査を実

施。H25 年度に「宜野湾市文化財情報図」を作成。 

・ Ｈ23 年に指定文化財制度を補完した。地域住民が

守ってきたもの及び地域を知る上で必要な文化

財を対象とする登録文化財制度を開始。 

・ イガルーシマ文化財教室とイガルーシマ文化財

ガイド養成講座を開催。 

・ 落石や石積等の崩落のあった市内の国・県・市指

定文化財において、安全対策や石積等の修復など

の保存整備を行った。 

・ 喜友名区、我如古区、嘉数区の自治会事務所へ地

域に所在する文化財情報を記した案内板（ふるさ

と案内板）を設置。 

・ 市内各地域の伝統民俗芸能の保持団体へ育成補

助金を交付し、保存継承に努めた。 

・ 普天間飛行場基地内及びキャンプ瑞慶覧にて予

定されている開発工事に伴い、埋蔵文化財の緊急

発掘調査を実施。 

・ 返還されたキャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）

について、円滑な跡地利用に向けて、文化財保存

整備基本計画の見直し更新等を行った。 

・ 埋蔵文化財の発掘調査について調査報告書を刊

行した。遺物等は市立博物館地下倉庫へ収蔵し、

企画展を開催した際に展示した。 

・ 市史編集事業では、『宜野湾市史』第 8巻戦後資

料編Ⅱ伊佐浜の土地闘争（資料編）の調査・編集

を行った。市内民俗芸能調査事業では、調査報告

書『ぎのわんの地名－内陸部編－』を刊行（H24）

し、地域の精細な調査内容が高く評価され、沖縄

タイムス社より出版文化賞を受賞。 

・ 『伊佐誌』、『神山誌』、『喜友名字誌』の編集・

刊行に係る該当地区の編集委員会に対して文化

課・博物館所蔵資料の提供、編集方法への助言を

行った。 

・ 歴史的公文書の収集・データ化、保管を行った。

中でも 1946～72 年頃の戦後初期から本土復帰の

文書に関しては原本保存の観点から一部、ＣＤ

化、マイクロ化を行った。 

・ 博物館び市史編集、双方の事業

実施への十分な対応のための人

材確保。 

・ 指定・登録文化財への調査等が

十分に進められなかった。 

・ イガルーシマ文化財ガイド養成

講座開催が遅れたため、ガイド

が目標値より減となった。 

・ 文化財の所在する各区自治会・

所有者・地域住民等の意見・要

望等を十分に反映させて整備等

を実施する必要がある。 

・ 伝統民俗芸能へ参加する人の減

少。 

・ 普天間飛行場基地内およびキャ

ンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）

の文化財の保護・活用に向けて、

効率的な文化財調査の実施及び

文化財調査に従事する専門員

（学芸員）等の組織体制を整え

ることが必要。 

・ 『宜野湾市史』第 8 巻戦後資料

編Ⅱ伊佐浜の土地闘争（資料編）

刊行が達成できなかった。 

・ 『ぎのわんの地名』報告書、『ぎ

のわん自然ガイド』、『宜野湾

戦後のはじまり』の完売による

再版計画。 

・ 字誌編集を予定する自治会、郷

友会の把握と、助言等の支援。 

・ 所蔵する歴史的文書等につい

て、データ化した上で公開・活

用にむけての諸条件整備を図

る。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

芸術・文化の振興について、文化協会と

連携した文化祭の開催、市民参加型フェス

ティバルの開催、創作市民劇の上演等、独

自の取り組みも行っており、市民満足度も

高いことから、継続した取り組みが求めら

れる。 

文化財の保護としては、返還されたキャ

ンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）をはじめ

基地返還予定地での文化財調査が急務とな

っており、組織体制の充実を図り円滑な実

施が求められる。 

●目標指標の達成状況 

 目標指標  現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

出前公演開催事業 年 4 回 年６回（又は増加） 年 3 回 

文化財ガイド数 10 人 23 人 4 人 

博物館入館者数 14,000 人 19,000 人 15,000 人 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

芸術・文化の振興と 

文化財の保護 
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第 2 章 創意工夫に満ちた元気な都市 

１節 出会いと交流を大切に観光・コンベンション機能を充実する 

●現状データ 

■コンベンションセンター年間利用者数            ■今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：沖縄県観光要覧）        （資料：平成 27 年度市民意識調査） 

 

●現状分析 

・コンベンションセンター年間利用者数は約 80～90

万人で推移している。特に、県外入場者数や外国人

入場者数が増加しており、広域的な利用者への対応

が必要となる。 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の満足

度は高く、重要度は低くなっているが、市外や県外

観光客に本市をＰＲする必要があることから、継続

的な取り組みながら目標指標の達成に向けた効果

的な取り組みが求められる。 

 

●行政内評価 

・市内観光周遊コースの作成や観光案内版の設置など

の未着手事業に対して、予算措置も含めた対応が課

題である。 

・コンベンション・リゾート環境の整備・充実にあた

っては、具体的な整備等が進んでいない取り組みが

多く、必要性の有無も含めて施策の継続を検討する

必要がある。 

・外国語案内の充実や語学スタッフをはじめとする受

入態勢が必要である。 

 

●市民評価 

・「観光・リゾート産業の振興」や「コンベンション

支援機能の充実」は、市民満足度は高く、重要度は

やや低くなっているため、施策を見直しながら効率

的な実施が必要である。 

  

後期基本計画 

9.4 

3.2 

21.8 

4.2 

9.9 

3.8 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

観光・リゾート産業の振興

コンベンション支援機能の充実

商店街の活性化

商工業・情報産業の振興

企業立地の促進と就業の促進

都市型農業・都市型漁業の振興

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「コンベンション支援機能の充実」において、

後期基本計画中はコンベンションセンター年間

利用者数約 80～90 万人で推移し、近年は減少

傾向にある中で、県外入場者数や外国人入場者

数が増加しており、広域的な情報発信や外国語

の案内の充実が求められる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「観光・リゾート産業の振興」においては、シ

ティプロモーション活動に取り組んでいるもの

の、市内観光周遊コースの作成や観光案内版の

設置など情報発信のツールの整備が進んでおら

ず、効果的なＰＲとともに予算措置も踏まえた

効率的なツールの整備が求められる。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「観光・リゾート産業の振興」においては、コ

ンベンション入域者数が減少していることか

ら、進捗がみられない西海岸地域の開発や公共

交通の充実、プロモーション活動の充実を計画

的に推進することで、観光客の増加につなげて

いく必要がある。 
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第２章：創意工夫に満ちた元気な都市 （めざしたいまちの姿） 

コンベンション・リゾートをはじめ、マリンスポーツや個性的な

商店街、各種イベントといった多彩な観光資源の充実・創出等を

図るとともに、観光交流の充実を推進し、魅力あるまちづくりを

めざします。 

１節：出会いと交流を大切に観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ機能を充実する 

① 観光・リゾート産業の振興 

●施策の展開 

① 観光資源の創出と拡充 

魅力あるコンベンション・リゾート機能の充実を図るため、今後も多彩なイベントの開催や観光関連基盤の整備、宜野湾市

の特性を活かした観光資源の創出・拡充を図ります。引き続き、トロピカル・ビーチやマリン支援センター等の観光関連施設

については、指定管理者制度等による民間活力の活用による観光資源の有効活用を促します。 

②観光情報の発信及び観光推進組織の連携 

市観光ビデオ動画の配信や観光ホームページ・観光案内板の充実等により、本市の魅力や多様な観光資源に関する情報発信

を行います。また、観光振興協会の強化をはじめ、国・県・沖縄観光コンベンションビューロー等、各種関係組織・団体との

連携強化を進めます。さらに、物産展やイベント出展等を通して市産品等の普及に取り組みます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①観光資源の

創出と拡充 

・ 宜野湾はごろも祭りの開催。 

・ 琉球海炎祭の開催。 

・ 沖縄国際映画祭の開催。 

・ トロピカルビーチ賑わい創出事業として、ぎのわ

んトロピカルビーチにて「トロパ」を開催。 

・ 市内観光資源の創出として、エンタテイメント産

業支援事業により「ぎのわんオープンスクール」

を開催。 

・ 民間活力を活かした観光資源の有効活用として、

宜野湾マリン支援センター管理運営事業を実施。 

・ 宜野湾市コンベンションエリア連携会議を設置

し、行政と民間事業者による幅広い視点で西海岸

地域の観光について議論した。 

・ 本市の西海岸地域においてイベ

ント時の駐車場不足が課題。 

・ 西海岸エリアの交通利便性の向

上や、公共交通機関及び宿泊施

設の充実。 

・ エンタテイメント産業支援事業

について、参加者数の増加に向

けた開催時期や場所の検討が必

要である。また、成果検証のた

め参加者の後追い調査が求めら

れる。 

・ 宜野湾マリン支援センターの管

理運営についての客観的な評

価・検証。 

・ 宜野湾市コンベンションエリア

連携会議への参加事業者の拡大

を図り、更なる広域的な観点か

ら議論を行う。 

ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②観光情報の

発信及び観

光推進組織

の連携 

・ 観光情報の発信としては、第 5回沖縄国際映画祭

において宜野湾市のはごろも伝説を題材とした

地域発信型映画「ジノーン・シチュン」を製作、

上映した。 

・ H26 年度開催の「ぎのわんオープンスクール」に

おいて、吉本所属芸人の鉄拳のパラパラ漫画映像

をベースに、宜野湾市の実際映像と織り交ぜたス

トーリー仕立ての宜野湾市ＰＲ映像を製作。 

・ 観光振興協会における事業の円滑な実施運営を

支援するため、補助金を支出し運営体制の強化を

図った。 

・ 行政のみならず他団体と連携しながら西海岸地

域の観光産業開発に取り組むことを目的として、

宜野湾市コンベンションエリア連携会議を H26年

度から開催。 

・ 商工会と連携し「宜野湾市特産品推奨認定制度」

を創設し、H23～26 年度にかけて、33 品の宜野湾

市推奨特産品を認定。また、毎年認定後に市報で

紹介し、普及促進を図った。 

・ 宜野湾市産業展示館にて、指定管理者と市商工会

市産品部会と連携し、市産品特設コーナーにおい

て推奨特産品をはじめとする市産品の展示・普及

を図った。 

・ 横浜ＤｅＮＡベイスターズ訪問や市政功労者賞

授与の際の記念品に市産品を活用し、また、市内

でのイベント開催時に市特産品展示コーナーの

出展依頼があれば商工会と連携して市内事業者

の出展を促進。 

・ 「宜野湾市中小企業・小規模企業・小企業振興基

本条例」を策定し、市内中小企業等の受注機会の

拡大や市産品の利活用を条例に定め明確化した。 

・ 地域発信型映画やパラパラ漫画

においては紹介内容が限定され

ており、本市全域の観光施設及

び食文化等のＰＲを行う必要が

ある。 

・市の観光情報の効果的な発信と

して、イベント情報等の一元化、

ＳＮＳ等多様なツールの活用等

実効性のあるシティープロモー

ション活動の実施に向けて調査

検討を行う。財源についても国

及び県からの補助制度の活用を

検討。 

・ 市内観光周遊コースの作成。作

成にあたっては市内文化観光施

設におけるニーズ調査を行う必

要がある。 

・ 観光案内板設置の検討。 

・ 観光振興協会から事務所移転の

要請がなされているが、適切な

場所がない。 

・ 宜野湾市コンベンションエリア

連携会議には予算措置がなされ

ていないため、諸問題解決のた

めの活動に限界がある。 

・ 推奨特産品の市ＨＰへの掲載

（商品の写真等の宣伝材料の不

足）。 

・ 推奨特産品パンフレットの更

新。 

・ 産業展示館の市産品コーナーの

充実。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

地域発信型映画やＰＲ映像の制作、特産

品推奨認定と普及等、シティプロモーショ

ンに対する各種取り組みがあり、市民満足

度も得られている。 

一部取り組みについては未実施のものも

あり、実施に向けて財源確保も含めた調査

検討が求められる。 

 
 

  

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

コンベンションエリア入域者数 430 万人 900 万人 360 万人 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

観光・リゾート 

産業の振興 

●目標指標の達成状況 
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第２章：創意工夫に満ちた元気な都市 （めざしたいまちの姿） 

西海岸地域でのアフターコンベンション機能の充実をはじめ、受

入態勢やホスピタリティの強化、国内外へのセールスプロモーシ

ョン活動の実施により、コンベンション・リゾートの拠点として

多くの来訪者でにぎわう地域づくりをめざします。 

１節：出会いと交流を大切に観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ機能を充実する 

② コンベンション支援機能の充実 

●施策の展開 

①コンベンション・リゾート環境の整備・充実 

西海岸地域への商業施設の誘致を行います。さらに、観光振興地域制度等を活用した既存集客施設の拡充や企業誘致に取り

組むことで、アフターコンベンション機能の充実を図ります。県との連携により親水性護岸の整備や案内誘導表示の充実、景

観の形成等、コンベンション・リゾートの拠点として一体的な基盤の整備・拡充を図ります。さらに、公共交通機関の利便性

向上や駐車場の確保等、西海岸エリアの交通利便性の向上を図ります。 

②受入態勢の強化及びプロモーション活動の充実 

各種学校及び関係機関との連携を図り、語学スタッフの育成や外国語案内の整備を進め、国際会議等への受入態勢の充実を

図ります。セールスプロモーション活動を行い、各種スポーツ大会やスポーツキャンプ・合宿等の誘致・支援に取り組みます 。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①コンベンシ

ョン・リゾ

ート環境の

整備・充実 

・ 宜野湾海浜公園一帯を「景観形成重点地区」の

候補地区として位置づけた。今後は地区独自の

景観づくりの方針を取り決め、良好な景観の形

成を図ることができる。 

・ 駐車場の確保について、都市機能用地第 3 街区

に「スーパースポーツゼビオ」が出店しコンベ

ンションエリアでのイベントの際に当店舗駐車

場を活用できるようになった。 

・ 駐車場の確保に関連して、宜野湾市コンベンシ

ョンエリア連携会議にて公共交通機関の利用促

進を目的として、西海岸地域を中心に周遊する

循環バス導入に向け検討を行っている。 

・ 都市機能用地への企業誘致により、第 1 街区で

は、サンエーコンベンションシティが開業し、

第 3 街区ではスーパースポーツゼビオ宜野湾店

が開業した（これをもって、都市機能用地への

企業誘致は全て完了）。その他、西海岸地域へ

商業施設が集積されてきている。 

・ 沖縄振興特別措置法の改正に合わせ、観光地形

成促進地域として固定資産税免除の要件緩和を

実施（企業立地促進条例の改正）し、その制度

周知を行った。取得金額総額 5 千万円超から 1

千万円超へ緩和。 

・ 仮設避難港をはじめとする本市西海岸地域の開

発基本構想案を策定。 

・ 市・県・国連携の下、当該地域の開発へ向けて

行政連絡会議等を実施。 

・ 地区における良好な景観の形成

に向けて、庁内関係部署及び関係

省庁との連携体制を強化する必

要がある。また、地域が主体とな

る積極的な取り組みが求められ、

景観づくりについての周知・啓発

や、合意形成を図る必要がある。 

・ 観光案内板設置の検討。 

・ 西海岸地域を中心に周遊する循

環バス導入にあたっては、事前調

査業務など多額の費用が見込ま

れるため、財源確保に向けた補助

制度の検討などが必要である 。 

・ 観光地形成促進地域制度活用の

課税免除実績がまだない。 

・ 具体的なコンベンション・リゾー

ト基盤の整備、仮設避難港の利用

促進には至っていない。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②受入態勢の

強化及びプ

ロモーショ

ン活動の充

実 

・ 観光ガイドマップを作成した｡日本語版に加え､

英語版も作成しており､外国語案内の充実を図っ

た｡ 

・ コーポレートゲームズ 2015 において､外国人を含

む各競技の参加者へ市産品推奨商品の紹介を行

った｡ 

・ 横浜ＤｅＮＡベイスターズ春季キャンプ受入｡ 

・ ビーチサッカー国際親善試合の開催(H27年6月)｡ 

・ 国の緊急雇用創出事業を活用し､H25 年度｢観光人

材育成事業｣を実施し､通訳者 2名並びに語学講師

2 名､コーディネーター2 名の合計 6 名を育成し

た｡ 

・ 近年､外国人観光客としてアジ

ア圏からの来訪が増加してお

り､主要外国人への対応が課題

となっている｡ 

・ 本市の観光資源ＰＲのため､観

光地の紹介のみではなく､食や

文化を取り入れた総合的なセー

ルスプロモーションが必要｡ 

・ 様々な種目のスポーツ大会を受

け入れするための施設環境が整

っていない｡ 

・ 近年来沖する外国人観光客､特

に中華圏からの旅行客が多く､

それらに対応出来る人材が不足

している｡ 

ＡＡＡＡ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 
 
 
 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＣＣＣＣ    

●総括 

コンベンション・リゾートエリアにおい

て商業集積がなされ、駐車場問題は改善が

みられるが、依然課題となっている。今後

は、景観形成や公共交通機関利用促進等の

取り組みが求められる。 

また、外国語案内の充実や語学スタッフ

をはじめとする受入態勢も重要となる。 

 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

各種ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ大会及びｷｬﾝﾌﾟ等の誘致・支援団体数 3 団体 5 団体 4 団体 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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③ 

 

 

 

 

 

 

④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

コンベンション支援 

機能の充実 
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第 2 章 創意工夫に満ちた元気な都市 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する                      

●現状データ 

■商品販売額の推移                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成 9 年～平成 19 年：商業統計調査 平成 24 年:経済センサス）                        

■製造品出荷額等の推移                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：工業統計調査） 

 

■１小売店舗あたりの商品販売額（Ｈ24）               ■１事業所あたりの製造品出荷額等（Ｈ25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：経済センサス）                                          （資料：工業統計調査） 

  

後期基本計画 
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●現状分析 

・商品販売額は近年減少しているが、１小売店舗あた

りの商品販売額は県平均を上回っている。 

・一方、製造品出荷額はリーマンショックによる経済

低迷から若干の回復傾向にあるが、１事業所あたり

の製造品出荷額等は県平均や全国平均を下回って

いる。 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の満足

度が低く、産業の活性化に向けた取り組みが求めら

れるとともに、中でも「商店街の活性化」に関して

は、今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべき施策

としての市民意向が高く、重点的な取り組みが求め

られる。 

 

●行政内評価 

・空き店舗対策など商業振興の振興においては、地域

のコンセンサスを得る手法を検討しつつ、各種施策

の推進が必要である。 

・新事業の創出に関する情報発信とともに、起業・創

業による市内立地や大学等との連携による商品開

発など具体的な成果も期待される。 

・人材が不足している観光分野や、市内企業への人材

育成に関する市独自の支援策の検討が必要である。 

 

●市民評価 

・「商店街の活性化」や「商工業・情報産業の振興」、

「企業立地の促進と就業の促進」は、市民満足度が

低くなっているため、市民ニーズに応えるために、

施策内容の見直しと取り組みの強化が求められる。 

 
  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「商店街の活性化」、「企業立地の促進と就業の

促進」においては、市民満足度が低く、今後 5

年間で特に力を入れて取り組むべき施策として

の市民意向が高くなっているため、重点的な取

り組みが求められる。 

〇景気の回復とともに、緩やかに減少している商

品販売額や製造品出荷額等の増加につなげ、地

域経済の活性化に取り組むことで市民満足度の

向上が求められる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「商店街の活性化」においては、地域の商店街

とコンセンサスを図りながら、駐車場対策や人

材育成に取り組む必要がある。 

〇「商工業・情報産業の振興」においては、新事

業の創出や産学官連携などに取り組んでいるも

のの、具体的な成果となっていないため、起業・

創業支援や大学等との連携による商品開発など

により、成果につながることが期待される。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「商店街の活性化」においては、後期基本計画

期間中に空き店舗対策に取り組み、市内の空き

店舗数は減少しているものの、まだ多くの空き

店舗が存在することから継続的な取り組みが求

められる。 
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第２章：創意工夫に満ちた元気な都市 
（めざしたいまちの姿） 

マチグヮーやロードサイド等、それぞれの地域特性を活かした個

性的な商店街づくりや、歩いて楽しいまちの魅力を創出し、多く

の市民で賑わう地域に根差した商店街の形成をめざします。 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

① 商店街の活性化 

●施策の展開 

①地域の特性を活かした商店街づくりの促進 

消費者・地域住民のニーズを捉えた専門性の高い商業サービスの導入促進、地域の特色を活かした商業機能の創出及びにぎ

わいのあるまちづくりを目指します。そのため、類似した業種の集積を促進し、特性にあった愛称をつける等、親しみやすい

商店街づくりに取り組みます。また、商店街での地域イベントの開催や、地域住民向けサービス等の促進により、地域に根差

した商店街づくりを促進します。 

②商業環境の充実 

市内の空き店舗情報の提供や民間事業所等を活用し空き店舗対策事業の普及促進に取り組みます。さらに、出店業者がより魅

力的な店舗づくりが行えるよう、アドバイザーの派遣や改装費補助等、多様な支援体制づくりを検討します。自動車や自転車

によるアクセスの向上を図るとともに、商店街の特性を活かした景観づくりやまちの魅力創出等による歩きたくなる商店街づ

くりを進めます。③商店街を担う人材育成の支援 

隣接した商店主同士の交流の場づくりや、商店街が主体となった活性化活動の促進等、商店街を担う人材育成に取り組みま

す。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①地域の特性

を活かした

商店街づく

りの促進 

・ 空き店舗対策事業にて空き店舗を解消した。 

・ 中心市街地活性化のための中核施設である「サン

フティーマ」の経営支援（毎月の取締役会への参

加、経営推進検討委員会への参画、H27 年度から

の地代の減免等）。 

・ 緊急雇用創設事業（「中心市街地と周辺通りのに

ぎわい創出事業」）を活用し、普天間地域の空き

店舗を活用したカルチャースクールを開講した。

受講生による近隣商業地域への経済波及（受講生

アンケートによると 1653 万円の経済効果）が図

られた。 

・ 中小企業庁の地域商店街活性化事業（にぎわい補

助金）を活用し、サンフティーマを管理運営する

第 3セクター㈱ティ・エム・オ普天間が周辺商店

街（51 店舗）と連携し、スタンプラリーやクイズ

ラリー、もちつき大会を開催して地域商店街活性

化を図った。 

・西海岸地域への新たな商業立地の推進として、都

市機能用地への企業誘致により、第 1 街区ではサ

ンエーコンベンションシティが開業し、700 名以

上の雇用が生まれた。また、第 3 街区ではスーパ

ースポーツゼビオ宜野湾店が開業し、約 70 名の雇

用を創出した（これをもって、都市機能用地への

企業誘致は全て完了）。その他、西海岸地域へ商

業施設が集積されてきている。 

・ 普天間市民駐車場の管理運営（宜野湾市観光振興

協会に委託）。 

・ サンフティーマ駐車場の活用。 

・ 普天間地域の商店街組織の再結

成。 

・ 地域特性を活かして伸ばすこと

や商店街への波及効果の高い事

業者の誘致を行うための空き店

舗対策事業の対象地域の絞り込

み（空き店舗解消率と商店街の

特色形成等の事業目標の明確

化）。 

・ 老朽化や修繕を要する「長期」

空き店舗の解消。 

・ 「普天間市民駐車場」と普天間

地域商店街との連携。 

・ 空き店舗対策事業において、地

域特性を活かすべく、地域限定

や業種の特定を行いたいが、地

域の商店街組織がなく、地域の

コンセンサスを得ることが困

難。 

・ ロードサイド商業地域の駐車場

対策。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②商業環境の

充実 

・ 空き店舗対策事業にて空き店舗を解消した。 

・ 普天間市民駐車場の管理運営（宜野湾市観光振興

協会に委託）。 

・ サンフティーマ駐車場の活用。 

・ 市関連イベント時のスーパースポーツゼビオ宜

野湾店駐車場の活用。 

・ 空き店舗解消について目標値達

成には至っていないが、空き店

舗数の調査の精度を高め、調査

基準を改善する必要がある。 

・ 対象地域の限定を行わないと、

区域内の空き店舗数の把握と、

その解消率等、事業効果が見え

にくい。 

・ 老朽化した店舗や空き店舗の改

修を支援する店舗リフォーム助

成制度の検討。 

・ 商業活性化アドバイザーの派遣

制度の検討。 

・ 普天間地域以外の商業地域の駐

車場対策。 

・ 商店街の「特性」を位置付ける

ための地域の合意形成を図る場

が必要だが、地域商店街組織が

ほとんどなく（H27 年度に「で

いご通り会」が再結成されたの

み）、また景観形成を図るため

の整備費も課題。 

ＣＣＣＣ    ＣＣＣＣ    

③商店街を担

う人材育成

の支援 

・ サンフティーマを管理運営する第 3セクター㈱テ

ィ・エム・オ普天間が、中小企業庁の地域商店街

活性化事業（にぎわい補助金）を活用し、周辺商

店街（51 店舗）と連携し、スタンプラリーやクイ

ズラリー、もちつき大会を開催して地域商店街活

性化を図った。市としては、補助事業申請に係る

市町村の推薦書交付や当該活性化事業の検討委

員会に参加した。 

・ 沖縄コンベンションセンターを中心とする西海

岸地域のコンベンションエリアの事業者が連携

し地域活性化を図る目的で活動している「NPO 法

人沖縄コンベンションシティ会」に対して補助金

を交付し活動を支援している。 

・ サンフティーマ周辺の事業者連

携のきっかけができたが、組織

化するには至っておらず、自主

的な活動体制の構築を促した

い。 

・ 沖縄コンベンションシティ会に

ついて、自主財源確保のため組

織を活かし利益を生み出すよう

な活動を促進したい。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

●総括 

空き店舗解消に向けた施策に取り組んで

いるものの、未だ多くの空き店舗が存在し

ている。市民満足度も低く、市民ニーズに

応えられるよう取り組みの検討が必要であ

る。 

普天間地域ではサンフティーマを中心と

して魅力的な取り組みが展開されており、

施策の拡充が望まれる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

市内空き店舗数  239 件  164 件 215 件 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

商店街の活性化 
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第２章：創意工夫に満ちた元気な都市 
（めざしたいまちの姿） 

起業や新事業に対する支援の充実、産学官連携等により、商業、

工業、情報産業の振興や個性豊かな新事業の創出をめざします。 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

② 商工業・情報産業の振興 

●施策の展開 

①経営革新・新事業の創出支援 

経営基盤の強化や経済のグローバル化、地球温暖化問題などの環境問題への対応等、多様化する社会ニーズに対応するため、

経営改革に向けた支援に努めます。このため、環境対策への支援やＩＣＴの活用やマーケティングの強化、異業種・同業種間

の交流促進を図ります。さらに、様々な制度の活用を促進するとともに、新製品開発や新規創業等の支援・育成を行います。 

②情報産業関連事業者の立地促進 

｢宜野湾市ベイサイド情報センター｣のインキュベーション機能の充実を図るとともに、入居企業の市域への立地促進を図り

ます。また、情報関連産業の協業化等、事業創出のための支援体制及びサービスの構築を図ります。また、商工業の情報化の

推進による新たな市場の確保を図ることで、情報通信産業の基盤強化を図ります。 

③産学官連携による新事業の創出 

大学やＴＬＯ等、高等教育機関及び産業支援機関との連携による共同事業や新事業の創出を進めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①経営革新・

新事業の創

出支援 

・ 企業の環境対策支援として、県や国による事業者

向けの取り組みを市ホームページ等で案内。 

・ 市地球温暖化対策地域協議会では、事業者の目線

を施策に反映できるよう、市商工会の代表を委員

として選出。 

・ 市商工会に補助金を交付して活動を支援。販路拡

大のためのセミナーや各種講習会を市商工会が

実施。 

・ 市商工会やＮＰＯ法人沖縄コンベンションシテ

ィ会の活動を支援（補助金交付）し、会員事業者

間の交流を促進。 

・ 宜野湾市小口資金融資、県小規模企業対策資金、

セーフティネット保証（国）等の融資斡旋を行っ

た。 

・ 「地域商店街活性化事業補助金（にぎわい補助

金）」（中小企業庁）の活用促進。 

・ 「新技術・地域資源開発人材活用支援事業」（ふ

るさと財団）の活用促進による市内事業者への新

規販路拡大のためのアドバイザー派遣。 

・ 「長寿社会づくりソフト事業費交付金」（地域社

会振興財団）の活用による「はごろもご当地Ｇサ

イングルメ」イベントの開催。 

・ 重点分野雇用創出事業として「中心市街地と周辺

通りのにぎわい創出事業」を実施。 

・ 宜野湾ベイサイド情報センターのホームページ

にて、同施設の入居企業の掲載（各企業ＨＰへの

リンク）。 

・ 現状、国や県等が行う施策の案

内に留まっており、市としての

取り組み実施はない。 

・ 市小口資金、県小規模企業対策

資金の利用率の低迷。 

・ 補助金や人材派遣制度等を、市

ＨＰ特設ページにて随時情報を

掲載。 

・ ＨＰや情報サイト活用による市

内事業者情報の発信。 

ＣＣＣＣ    ＣＣＣＣ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②情報産業関

連事業者の

立地促進 

・ 宜野湾ベイサイド情報センターにおいて、H23 年

度よりＴＤＬＯ室を改装して「インキュベートブ

ース」を設置、H25 年度より指定管理者制度移行

による施設改修により「インキュベートシェアオ

フィス」が設置され、インキュベーションマネー

ジャーの配置等、創業環境の提供を行った。H26

年度末で 6社 7名の創業者が活動。 

・ 宜野湾ベイサイド情報センターに入居していた

企業（1社）が卒業し、市内立地を果たした。 

・ 宜野湾ベイサイド情報センターの入居企業同士

の連携・協業を促すため、入居企業連絡会を定期

的に開催。 

・ インキュベーションシェアオフ

ィスにはまだ余裕があるので、

更に多くの起業家、創業者の入

居を促進したい。 

・ 宜野湾ベイサイド情報センター

の開所当初（H15 年度）からの

入居企業がまだ 4 社あり、企業

育成に必要な期間は経過してい

ると思われるため、当施設から

の卒業及び市内への立地を促し

たい。 

・ 入居企業間の連携・協働事業を

生み出すには至っていない。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

③産学官連携

による新事

業の創出 

・ 本市中小企業等の振興施策を審議する「宜野湾市

中小企業振興会議」に沖縄国際大学経済学部教授

が委員に就任（議長）。 

・ 本市の創業者支援を図るための「宜野湾市創業者

支援事業計画」に琉球大学、沖縄国際大学を連携

支援者として組み入れている。 

・ 宜野湾ベイサイド情報センター指定管理者（琉球

インタラクティブ㈱）が、琉球大学と連携し、学

生の起業家マインドの育成事業を当施設を活用

するなどして展開している。 

・ 振興策を審議する会議体や創業

者を支援する連携体として大学

の参画はあるが、商品開発など

の具体的な成果はまだ出ていな

い。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

④満足度「低い」 

重要度「低い」 

市民ニーズの把握に努め

取り組みの改善を図り、

市民満足度の向上を図る

必要がある。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

●総括 

経営革新・新事業創出支援について、各

種融資制度の斡旋など様々な取り組みを展

開し、情報産業についてインキュベーショ

ン機能の充実も図られたが、市民満足度は

低い状況である。引き続き、創業や市内立

地の支援など、総合的な商工業・情報産業

の振興が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

宜野湾市ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ情報ｾﾝﾀｰにおける育成事業者の市内空き店舗への誘致   ―  12 事業者 1 事業者 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

商工業・ 

情報産業の振興 



103 

 

第２章：創意工夫に満ちた元気な都市 （めざしたいまちの姿） 

宜野湾市の特性を活かした企業誘致を行うとともに、企業ニーズに即した人

材育成を進め、地域経済の活性化や雇用の充実をめざします。また、高齢者

であっても、障がいを持っていても、社会の一員としてそれぞれのライフス

タイルに合わせた働き方ができるよう、働きやすい環境づくりをめざします。 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

③ 企業立地の促進と就業の促進 

●施策の展開 

①企業立地の促進 

道路をはじめとした創業環境の整備を行うとともに、産業高度化地域・観光振興地域という立地条件を活かした企業誘致を

推進し、経済の活性化、観光振興及び雇用の創出を図ります。 

②人材育成の推進 

多様化する経済社会環境に対応可能な経営力及び技術力等を備え、企業のニーズに対応した人材の育成に努めます。さらに、

業種・役職ごとに研修会の開催を行う等、人材育成への支援を行います。また、国・県と連携し、情報通信産業の中核となる

高度情報通信技術を有する人材の育成を支援します。 

③各種就業支援及び就業環境整備の推進 

ワークシェアリングの普及等による中高年齢者、障がい者、女性の雇用促進を図るとともに、地域職業相談室をはじめ、市

民の情報技術対応力向上を図る講座等による就業支援を行います。また、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進等を図る

ため、シルバー人材センターの充実に取り組みます。育児休業制度をはじめとした子育て支援制度や福祉制度に関する情報提

供を行い、働きやすい環境づくりを進めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①企業立地の

促進 

・ 都市機能用地への企業誘致により、第 1街区では

サンエーコンベンションシティが開業し、700 名

以上の雇用が生まれた。また、第 3街区では、ス

ーパースポーツゼビオ宜野湾店が開業し、約 70

名の雇用が生まれた（これをもって、都市機能用

地への企業誘致は全て完了）。 

・ 沖縄振興特別措置法に基づく各種地域指定につ

いて、本市が産業高度化・事業革新促進地域、観

光地形成促進地域に加え、H24 年度に情報通信産

業振興地域、H26 年度に国際物流拠点産業集積地

域に指定されたことにより、固定資産税免除の拡

充及び要件緩和を実施した（H24 年・26 年に企業

立地促進条例を改正）。H23 年から 27 年の 5年間

で、10 企業（産業高度化・事業革新促進地域 3件、

情報通信産業振興地域 7件）へ固定資産免除を行

い、産業振興を推進した。 

・企業誘致のための用地確保に取

り組む他、民有地を含めた市内

用地の情報収集等を行い、企業

の立地を推進したい。 

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡ    

②人材育成の

推進 

・ 観光人材育成事業として通訳者、語学講師、コー

ディネーターを育成した。その他、介護や観光分

野の人材育成にも活用した。 

・ 国の緊急雇用創出事業を活用し、「ハイレベルク

リエーター」や「ＵＩ／ＵＸデザイナー」などの

高度なスキルを持った人材を多く育成し、継続雇

用へと繋げることが出来た。 

・ 近年来沖する外国人観光客、特

に中華圏からの旅行客が多く、

それらに対応出来る人材が不足

している。 

・ 企業景気が上向き傾向ではある

が、企業には人材育成をする余

裕がまだないため、引き続き支

援が必要。 

・ 市内企業より、人材育成に関す

る要望があり、それらに対応出

来る市独自支援策の検討が必要

である。 

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ 

 

 

 

 

 

 



104 

●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③各種就業支

援及び就業

環境整備の

推進 

・ ふるさとハローワーク（地域職業相談室）が H20

年に市役所玄関横に設置され、就労支援を行って

いる。市民の利便性が向上し、多くの方々が就職

に結びついている。 

・ シルバー人材センターへ補助金を交付するとと

もに H25 年度国の「緊急雇用創出事業」を活用し、

シルバー人材センターの組織強化等が出来るよ

う事業を実施した。 

・ 地域雇用創造支援事業を実施し、カフェ誘致事業

やイベント事業・ミニシアター誘致事業を展開し

た。実際に開業に結びついた事例や多くの来場者

を呼び込むことができ、地域活性化の一躍を担え

た。 

・ 就業環境整備について、育児休業制度の普及促進

として、関係団体より寄せられるパンフレットや

チラシを市ホームページや市報等へ掲載し、広く

周知を図った。 

・ シルバー人材センター事務局体

制の強化や、自立に向けた自主

事業の展開。 

・ 沖縄労働局補助メニュー（実践

型地域雇用創造事業）の活用に

ついて、今後の動向を見ながら

検討したい。 

・ 企業への育児休暇制度促進等に

資する市独自政策の検討。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ 

 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ 

●総括 

都市機能用地への企業誘致により、西海

岸地域への商業施設の集積や多くの雇用が

生まれ、目標指標も達成した。指定地域制

度による企業への優遇措置の活用も図られ

た。 

人事育成については、情報通信産業で成

果を上げており、観光分野における人材不

足が課題。就業支援については、市民満足

度が低いこともあり、各種取り組みの継続

や拡充が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

工場適地及び都市機能用地における立地決定面積の割合   91%   100% 100％ 

地域職業相談室における相談件数 6,432 件 6,500 件 6,025 件 
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第 2 章 創意工夫に満ちた元気な都市 

３節 個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開する                      

●現状データ 

■農家人口（販売農家）の推移         ■専業別農家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：農業センサス） 

■水揚高の推移                ■今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （資料：沖縄県農林水産統計年報）                 （資料：平成 27 年度市民意識調査） 

●現状分析 

・農家人口及び専業農家数が減少しており、農業の衰退傾

向がうかがえる。農業就業者の高齢化や担い手不足が課

題となっている。 

・一方、水揚高は近年増加しているが、農業と同様、担い

手の育成には継続的に取り組む必要がある。 

●行政内評価 

・農水産物の生産性の向上と生産量の確保、後継者の育成

が課題である。 

・市民農園の開設や体験型農漁業の受け入れ態勢の構築な

ど観光との連携が課題である。 

●市民評価 

・他の分野と比較して市民の重要度・満足度は低くなって

いるが、農業・漁業従事者にとっては深刻な問題である

ことから、継続的な取り組みが求められる。 

 

 

9.4 
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観光・リゾート産業の振興

コンベンション支援機能の充実

商店街の活性化

商工業・情報産業の振興

企業立地の促進と就業の促進

都市型農業・都市型漁業の振興

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「都市型農業・都市型漁業の振興」は農家人

口が減少傾向にあり担い手の育成が課題と

なるが、継続した支援等の実施や、体験型農

業の充実や観光との連携への取り組み等に

より農業の魅力を発信すること求められる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇後期基本計画期間中は、大山田いものブラン

ド化や特産品の奨励に取り組んできた。情報

発信やＰＲ等により、農水産業の収入につな

げていく必要がある。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇エコファーマーの認定者数は増加しておら

ず、農業の後継者育成に継続的に取り組んで

いく必要がある。 
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第２章：創意工夫に満ちた元気な都市 
（めざしたいまちの姿） 

都市型農業・都市型漁業の確立をはじめ、海産物や田いも等、地

域でとれた食材による地産地消を促進し、販路の拡大や他産業と

の連携強化による振興をめざします。 

３節 個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開する 

① 都市型農業・都市型漁業の振興 

●施策の展開 

①都市型農業の振興 

大山田いも栽培地区等、保存できる農地については集約し生産緑地地区の指定を検討し、基盤・施設の整備を図り、継続的・

安定的な都市型農業の確立を展開します。農家の経営安定化に向けた支援を行うとともに、新規就業者等に対する支援を行う

ことで、多様な担い手の育成・確保を図ります。 

②都市型漁業の振興 

融資制度、補助制度を活用した経営安定化への支援を行うとともに、「作り育てる漁業」の促進、車エビ等のブランド化、

漁業協同組合の活性化に取り組みます。また、新規就業者への支援等による後継者の育成・確保を図ります。 

③他産業との連携 

地産地消の促進、本市の農産物・水産物を活用した特産品の奨励や販路拡大に取り組むため「ぎのわんゆいマルシェ」の活

用を図ります。さらに、学校及びマリン支援センターとの連携による体験学習の促進、加工業、観光業等との連携による振興

を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①都市型農業

の振興 

・ 大山地区土地区画整理事業により農地と市街地

が調和したまちづくりに向け、地権者全体説明

会、地権者個別ヒアリング、農業に関する相談会

等実施。 

・ 本市の特産品である田芋の活用、普及及び継承を

目的に「宜野湾市ターウムの日に関する条例」を

制定。毎年 2月 6日を宜野湾市ターウムの日とし

て定め、更なる普及啓発を図っている。 

・ ノボリを用いた田芋ＰＲ事業を実施。大山産田芋

の取扱店を広く市内外にＰＲする事で、田芋その

ものの商品価値を高める事が出来た。大山田芋を

求める業者又は個人は多く、他産地の田芋に比べ

高く評価されている。 

・ 農林漁業振興事業資金融資、農林漁業生産組織育

成事業補助金事業、農薬購入補助金事業、被覆資

材等導入推進補助金事業、種畜購入補助金事業等

により経営安定化に向けた支援を実施。 

・ 新規就農者に対し、青年就農給付金を給付。 

・ 被覆資材等導入推進補助金によりハウス等の防

風対策施設整備に係る負担軽減を図った。 

・ 県等の関係機関と連携し、新規就農希望者等への

補助制度の活用検討や各種講座の案内等。 

・ 農業大学校への推薦。 

・ 近隣市町村との連携強化。 

・ 農林漁業生産組織育成事業補助金を交付、農協各

部会（5部会）へ活動支援。 

・ 市内農家の大半が加入している農業協同組合及

び各部会との連携を図る事で、農業の現状や市へ

の要望等的確な情報を得る事ができ、新たな事業

や新規就農者への対応等につなげた。 

・ H21年度にエコファーマーの認定を受けた4名（田

芋生産農家）が H26 年度に再認定の時期を迎えた

ことを機に、大山田芋生産組合員全員での認定に

向け、県、市、大山田芋生産組合で協議。結果、

組合員全員での認定は見送る事になったが、エコ

ファーマー認定制度に対する意識は高まった。 

・ 大山田芋栽培地区振興基本計画

に基づき事業を実施してきた

が、H23 年 5 月の農住組合設立

認可申請の期限までに地権者全

員同意が得られず、農住組合に

よる土地区画整理事業は断念せ

ざるを得なかった。 

・ 農地の集約。 

・ 生産性の向上、生産量の増加。 

・ 生産者の減少。 

・ 農業振興に係る財政負担。 

・ 市内農地の全てが市街化区域に

指定されており、市内での農地

の斡旋が困難。 

・ 部会員の高齢化。 

・ エコファーマー認定制度が生産

者や一般消費者に浸透しておら

ず、付加価値化を図りづらい。 

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ 
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②都市型漁業

の振興 

・ 水産業近代化奨励補助金にて漁船の GPSや釣り機

等導入を支援｡漁業者の負担軽減が図られ､安定

的・継続的な操業へと繋がった｡ 

・ 農林漁業生産組織育成事業補助金により､燃料費

やコンテナ等の設備に対し支援｡ 

・ H23 年度ぎのわんゆいマルシェ内の直営店舗へ緊

急雇用対策事業により､人件費等補助支援｡ 

・ 一定程度の成果を出したため､

水産業近代化奨励補助金につい

ては H24 年度から廃止したが､

事業の復活を望む声が漁業者か

ら寄せられており､検討する必

要がある｡ 

・ 宜野湾漁港周辺にて一部海面養

殖をしているが､養殖に適した

水域が少ない｡ 

・ 海ぶどうを陸上養殖している

が､新たな事業者を受け入れる

余地がない｡ 

・ 漁港関連施設等の新設やパヤオ

設置に係る補助金要望がある

が､財政負担が課題｡ 

・ 後継者や新規漁業経営希望者の

把握｡ 

・ 漁業経営を開始するにあたり､

船舶や機器類等の初期投資が多

額である｡ 

ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ 

③他産業との

連携 

・ 給食での田芋の提供について､給食センターと生

産者及び農水担当者で協議会を開催｡取引価格や

出荷方法等協議､はごろも市場を介する事で出荷

体制を整え､定期的に給食に田芋を利用｡ 

・ 田芋の活用､普及及び継承を目的に｢宜野湾市タ

ーウムの日に関する条例｣を制定｡毎年 2月 6日を

宜野湾市ターウムの日として定め､更なる普及啓

発を図っている｡ 

・ ノボリを用いた田芋ＰＲ事業を実施｡大山産田芋

の取扱店を広く市内外にＰＲする事で､田芋その

ものの商品価値を高める事が出来た｡ 

・ 産業まつりにおける特産品展示及び紹介｡ 

・ 各種イベント等における田芋試食やレシピの配

布｡ 

・ 農林漁業生産組織育成事業補助金による体験農

業への助成｡ 

・体験農業の円滑な実施に向けた大山田芋生産組合

と連携｡ 

・ 浦添・宜野湾漁業協同組合直営店舗へ緊急雇用対

策事業による人件費等補助支援｡ 

・ ぎのわんゆいマルシェ内事業所へ事業費等の補

助支援｡ 

・ ぎのわんゆいマルシェへの誘導看板の設置｡ 

・ 農水産物の生産量の確保､生産

性の向上｡生産者の減少｡ 

・ 本市の農水産物の大半は市場や

セリといった形で出荷先がほと

んど決まっており､専業の生産

者から新たに仕入れる事が難し

い｡ 

・ 市民農園の開設の検討 

・ 体験農漁業へのニーズは高い

が､受け入れ先は農業者や漁業

者個人となるので､作業への支

障が生じ負担となることから､

受け入れ態勢の構築が必要｡ 

・ 補助事業等の新たな事業や支援

策の検討｡ 

・ 本市において生産される農水産

物が乏しく､観光産業との連携

には至っていない｡ 

・ 浦添・宜野湾漁業協同組合の早

期撤退により､海産物直売所が

閉鎖｡ 

ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ 

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

④満足度「低い」 

重要度「低い」 

市民ニーズの把握に努め

取り組みの改善を図り、

市民満足度の向上を図る

必要がある。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ 

●総括 

少ない農地の中で、大山田いものブラン

ド化等、ターウムの日の制定等、独自の取

り組みを実施してきた。 

生産量の確保と後継者の育成が課題とな

り、対策が求められる。また、観光等他産

業との連携といった多方面での農漁業の振

興も望まれる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

エコファーマー認定者数   ４名   10 名 4 名 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24
25

26
27

28

29

3031

32

33

34

35

36

▲ 0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

▲ 0.80 ▲ 0.60 ▲ 0.40 ▲ 0.20
0.00 0.20 0.40

① ② 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

都市型農業・ 

都市型漁業の振興 
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第 3 章 安心して住み続けられる都市 

１節 市民の明るく安心なくらしを支えあう                        

●現状データ 

■生活保護の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：保護課）                        

■要介護・要支援認定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：介護長寿課） 

 

■認可保育所の入所児童数と保育所数         ■今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

各年 4 月 1 日現在            （資料：保育課）                 （資料：平成 27 年度市民意識調査） 
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●現状分析 

・生活保護の割合や要介護・要支援認定者数は、後期基

本計画期間中も年々増加しており、安心して住み続け

られる都市に向けて、高齢者・障がい者（児）、生活

困窮世帯に対する支援ニーズは高まっている。 

・一方、子育て支援に関しては、後期基本計画期間中に

おいても、認定保育所の設置に合わせ、入所児童数を

増やしており、保育サービスの充実を図っている。 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の満足度・

重要度ともに高く、継続的な取り組みが求められると

ともに、中でも「子育て支援・子育て環境の充実」、

「高齢者介護・福祉の充実」に関しては、今後 5 年間

で特に力を入れて取り組むべき施策としての市民意向

が高く、重点的な取り組みが求められる。 

 

●行政内評価 

・地域福祉コーディネーターの配置のための財源の確保

と地域での支え合いや相談に関する体制づくりが課題

である。 

・待機児童解消に向けた定員増の達成やひとり親世帯へ

の支援等に取り組んでいるが、ボランティアや放課後

子ども教室コーディネーター等との連携により、子育

て支援の充実が課題である。 

・複雑化・多様化する世帯に対して、児童虐待・ＤＶに

対する地域での対応や、職員の専門性の向上が求めら

れる。 

・障がい者（児）に関しては短期入所施設の不足や一般

企業への就労が課題である。 

・高齢者福祉に関しては介護サービス利用者増による対

応職員の不足が課題である。 

・生活困窮世帯への相談体制の確立と就労支援のフォロ

ーアップが課題である。 

 

●市民評価 

・「地域福祉の推進」や「子育て支援・子育て環境の充

実」、「児童虐待・ＤＶの防止と被害者対策の強化」、

「障がい者（児）福祉の充実」、「高齢者介護・福祉

の充実」は、重要度が高く、継続した取り組みが求め

られる。 

・「健康づくりの推進」は市民満足度が高くなっている

ため、健診事業を中心とした継続的な取り組みが求め

られる。 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇重要度が高い施策が多い中、特に「子育て支

援・子育て環境の充実」と「高齢者介護・福

祉の充実」は、今後 5 年間で特に力を入れて

取り組むべき施策として市民意向が高く、多

様な子育てニーズや高齢化により増加する要

介護ニーズに対応した取り組みの強化が求め

られる。 

〇「生活困窮世帯への支援・労働福祉の推進」

においては、満足度が低く、後期基本計画中

も生活保護の割合が増加していることから、

相談体制の確立や就労支援のフォローアップ

等により取り組みを強化することが求められ

る。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「地域福祉の推進」においては、各自治会で

「地域支え合い活動支援委員会」等の取り組

みが展開されており、継続的に取り組むにあ

たっての財源の確保と体制づくりが求められ

る。 

〇「子育て支援・子育て環境の充実」において

は、子育てニーズに対応した認可保育所の創

設などに取り組み一定の成果を上げており、

継続的に取り組みつつ放課後等の児童の居場

所づくりなどの未達成施策について取り組み

を進める必要がある。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「児童虐待・ＤＶの防止と被害者対策の強化」

においては、市民対象の講習会や保育士対象

の学習会は、目標値に向けた取り組みが進め

られているが、重要度が高い施策であること

から、職員の専門性の向上を図りながら、複

雑化・多様化する世帯への対応を強化し、未

然防止に取り組むことが求められる。 

〇「健康づくりの推進」は、市民満足度が高く

各種健診の受診率も向上していることから、

市民への周知を図りながら、目標値の達成に

向けた継続的な取り組みが必要である。 
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第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

地域での支え合い活動に一人一人できる範囲で協力し合い、市民全てにチュイシ

ージーの心が根付いたまちづくりをめざします。支援を必要とする方を近所の方

達がそっと見守り、必要に応じて専門的な支援につなぐとともに、相談や公的サ

ービスも安心して受けられる仕組みづくりをめざします。 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

① 地域福祉の推進 

●施策の展開 

①福祉意識の高揚 

市民が地域を支える担い手として意識を高めていけるよう、福祉の心を育んでいきます。また、地域活動への参加を促し、

担い手となるキーパーソンやボランティアの育成・確保を図ります。 

②支え合いのしくみと拠点・体制づくり 

身近な地域での支え合いづくりを支援していくために、拠点となる場・人材の確保を図ります。また、保健・福祉・医療等

の関連団体や社会福祉協議会、関係機関等との連携体制の構築及び総合的な拠点整備を図ります。 

③権利擁護と相談対応等の充実 

市民や地域の抱える複雑・多様な問題に対し、適切かつ的確にサービス提供を行えるよう、各種相談窓口の充実を図るとと

もに、サービスを選択するために必要な情報が行き届くようにしていきます。また、判断能力に不安のある方を守るため、権

利擁護の充実を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①福祉意識の

高揚 

・ 地域・ボランティアだよりや地域だより(社協だより）

などの広報活動による住民に対する福祉活動につい

ての理解促進を図り、地域支え合い活動委員会におけ

る研修会等を開催し、福祉教育の推進に務めた。 

・ 住民座談会を開催し、福祉活動についての啓蒙活動

や、まちでニッコリ！あいさつ声かけ運動や自治会加

入促進運動による関係団体への協力依頼をし、地域福

祉ネットワークづくりを図った。 

・ 社会福祉協議会にボランティアセンターを配置し、ボ

ランティア活動に関する相談・登録・斡旋・援助など、

ボランティア活動に参加しやすくするための体制整

備を積極的に支援し地域における福祉コミュニティ

の形成を図った。 

・ また、ボランティア活動に取り組んでいる学校や団体

へボランティア活動推進校及びボランティア団体助

成金を交付し、地域を基盤としたボランティア活動の

場や機会を提供し関心を高める取り組みを実施した。 

・ 地域支え合い活動委員会の

未設置自治体があるため、全

自治会での設置を目指す。 

・ 継続した取組みとして、地域

福祉コーディネーターの配

置の充実が必要である。 

 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

②支え合いの

しくみと拠

点・体制づ

くり 

・ 社会福祉協議会へ地域福祉コーディネーターを配置

し、地域支え合い活動委員会の未設置の自治会に対し

てバックアップを行った。また、H26 年度よりチュ

イシージーセンターへ保健師を配置し、相談体制の強

化を図った。 
・ 社会福祉協議会へボランティアサロンを設置、ボラン

ティアコーディネーターを配置し、個人や企業とのボ

ランティアのマッチングを行った。 
・ 全自治会への地域支え合い活動委員会設置に向けて

取り組み、20 自治会まで設置が進んだ。また、社会

福祉協議会の地域福祉コーディネーターと共に、福祉

総務課の地域福祉コーディネーターにて各地域の地

域支え合い委員会に参加し、地域課題の発見に努め

た。 
・ 「まちでニッコリ(*＾_＾*)あいさつ声かけ運動」に

て地域づくりを推進し、その中で見つけた地域人材を

地域活動への参画に繋げた。 
・（仮称）総合保健福祉センターの整備については、子

育てや健康増進機能を備えた施設として、基本構想・

基本計画及び実施計画を策定した。 
・ 路線バスの空白域の解消やお年寄りの交通手段の確

保等を目指し、コミュニティバス事業の実施に向けて

宜野湾市地域公共交通会議を発足させて運行ルート

や運行時間帯、運賃、停留所等の設定など検討を行っ

たが、運行実施については、財源確保困難のため実現

化していない。 

・ 市民の身近な相談・支援窓

口・地域活動の交流・情報交

換の場となるチュイシージ

ーセンターの２箇所目の設

置の検討。 
・ 地域支え合い活動委員会を

支援するため「地域支え合い

活動支援委員会」を設置し、

年２回の開催を目標として

いたが、地域課題の抽出に時

間を要し１回の開催となっ

た。 
・ （仮称）総合保健福祉センタ

ーの整備については、ファミ

リーサポートセンター、地域

活動支援センターほか、社会

福祉協議会、健康増進課など

多くの関係機関が関わるた

め、今後も連携した取り組み

が必要である。 
・ コミュニティバス運行に係

る需要予測と事業費を検討

した結果、大幅な収支不足に

なるという予測結果が算出

されたため、一般乗合バス形

態としてのコミュニティバ

ス運行事業は H25から具体的

な取り組みは行われていな

い。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③権利擁護と

相談対応等

の充実 

・ 福祉事務所実務者会議を開催し、各課の課題共有を図

った。また、福祉事務所研修会を開催した。 
・ また、面談室を活用し、相談者のプライバシー配慮に

努めた。 
・ 転入者向けに、福祉保健サービスに関するチラシを作

成し、市民課にて配布。市民や庁舎内外への周知を図

り、相談内容に応じた窓口へ繋げるよう努めた。 
・ チラシは分かり易い言葉に置き換えるなど、読みやす

い紙面づくりにつとめた。 
・ 市ホームページなどで、情報の公開に努めた。 
・ H25 年 8 月に権利擁護支援センターうるるを設置。

宜野湾市社会福祉協議会へ正規職員 1 名配置し、専

門員を確保。 
・ 生活支援員の養成講座を実施し、担い手の育成に努め

ている。H26 年度末、利用者数目標は 10 件、実績

13 件。生活支援員確保については、目標 5 名、実績

6 名。 

・ 委託先事業の周知を進め、相

談件数の増加や多様化に対

応出来る体制づくりの構築

が必要。 
・ 市ホームページについては、

情報更新が滞っている場合

があり、法改正に合わせて更

新を行っていく必要がある。 
・ 法人後見や市民後見等の機

能拡充に向けての、関係各課

との協議を実施する必要が

ある。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

各自治会での「地域支え合い活動委員会」

の設置や「まちでニッコリ！あいさつ声か

け運動」等、独自の取り組みが展開されて

いる。 

今後も全自治会に「地域支え合い活動委

員会」の設置を目指す。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

地域支え合い活動委員会設置箇所数 12 箇所 23 箇所 20 箇所 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

地域福祉の推進 
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第３章 安心して住み続けられる都市 
（めざしたいまちの姿） 

保育所の待機児童解消を進め、働きながら安心して子どもを産み育てる環境づく

りをめざします。また、子育て仲間や地域住民、放課後の子どもたちとお年寄り

等との交流機会を充実し、地域全体で子育てをする環境づくりをめざします。 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

② 子育て支援・子育て環境の充実 

●施策の展開 

①安心できる子育て環境の充実 

保育を必要とする家庭・児童への対応を図るため、待機児童解消や多様な保育サービスの充実に取り組みます。また、全て

の子ども・子育て家庭を支援するため、地域人材や各種資源等の協力のもと、子育て不安の解消や交流、支え合いの仕組みの

充実、医療費助成の継続実施を図ります。 

②児童の健全育成に向けた取組みの充実 

遊びや多様な体験、異年齢児童の交流等を通して児童の健全育成を図るため、放課後や休日等の児童の居場所づくりを行い

ます。 

③ひとり親家庭への自立支援の推進 

就業支援を中心とした経済的支援を行うとともに、育児等の負担軽減となる制度の普及及び拡充を検討します。また、相談

窓口や当事者団体の活動促進を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①安心できる

子育て環境

の充実 

・ 通常保育事業の充実。 
・ 認可保育所の創設、既存認可保育所の増改築や分

園設置、認可外保育施設からの認可化を実施し、

定員増を図った。 
・ 2,026 人（H23.4.1 入所児童数）→2,692 人

（H27.4.1）へ拡大し、次世代育成支援行動計画

（後期）の目標（2,,462 人）を達成。 
・ 全保育所（公立・私立）での延長保育事業の実施

や、一時保育（4 園）や、病児・病後児保育事業

の展開（海邦病院）。認可外保育施設への支援を

実施。 
・ 地域における育児の相互援助活動を推進すると

ともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の

緊急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援など多

様なニーズへの対応を図ることを目的として、フ

ァミリー・サポート・センター事業を行っている。 
・ H23 年度にアドバイザーも増員して、保育サポー

ト養成講座、毎月の定例会、スキルアップ講座、

リフレッシュ講座等も毎年、改善して充実を図っ

ている。。 
・ H25 年 12 月より、宜野湾市ファミリー・サポート・

センター子育てサポート券（1 人あたり 300 円

相当×20 枚）を発行しており、ひとり親家庭等の

支援も行っている。 
【地域子育て支援拠点事業】 
・ H22 年度～26 年度まで公立保育所（宜野湾保育

所）1 箇所、認可保育所（しいの実保育園、マー

シー保育園、秋津保育園、さつき保育園、はごろ

も保育園、仲原保育園、しののめ保育園）7 箇所

になっている。 
・ 利用者は保育所に入る前の 0 歳～1 歳の子が主で

支援センターからの情報提供や利用者同志のコ

ミュニケーションの場になっており、利用者は増

加している。 
・ こども医療費助成事業は H26 年 1 月診療分より

県内医療機関対象の自動償還導入。 
・ H26年 4月からこども医療費助成事業が保健相談

センターより本庁児童家庭課に業務移管。 

・ 認定（指定）保育制度の実施検

討→他市の実施状況から当該制

度の保護者ニーズを調査・研究

する必要があると考えたが、実

施に至らなかった。 
・ 家庭的保育事業の実施検討→人

材育成が困難であったこと、29
年度までの待機児童解消を目指

し、保育の量の確保に重点を置

き実施するため、実施時期を再

検討する。 
・ 事業に従事する保育従事者（有

資格者）の確保に苦慮している。 
・ 近年は病児・病後児のサポート

に対する要望が高まっている状

況であり、受け入れ体制の整備、

充実を図っていきたい。 
・ 周知がまだまだ足りず、まかせ

て会員を増やすことが課題にな

っている。 
・ 地域子育て支援拠点事業に関す

る周知不足の状況があるため、

市報等への掲載などさらなる周

知を図る。 
・ 母子父子医療費助成事業の自動

償還払制度の導入については未

実施。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②児童の健全

育成に向け

た取組みの

充実 

・ 学校・家庭・地域が連携のもと、子どもたちが社会

の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推

進する「放課後子ども教室」を実施。 
・ 放課後子ども教室コーディネーターが中心となっ

て、学校の空きスペースを拠点とした居場所づくり

の企画運営を行い、保護者や地域住民の参画のも

と、子どもたちに様々な体験活動や学習の機会を提

供した。 
・ 文化活動や体育活動を通じて情緒豊かな児童育成

や、児童の体力増進に努めている。 
・ 色々な行事と健全な遊びを児童に与えてその健康

を増進し、情操を豊かにしている。 
・ 市内児童センターの利用が困難な地域の児童に対

し、児童厚生員を自治会、公民館に派遣し遊びの指

導や支援を行ってきた。 
・ むかしあそびや季節の行事を取り入れたゲーム活

動、制作活動、健康・体力づくりを目的とした体育

的活動などを毎週異なるプログラムで展開してき

た。 
・放課後児童クラブについては、本市では民設民営が

ほとんどであり、公設公営は現在 3 箇所（大山、新

城、我如古）児童センター内である。 
・ 年次的に、放課後児童クラブを増やして放課後や休

日等の児童の居場所づくりを行ってきた。 
・ 学校・家庭・地域が連携のもと、子どもたちが社会

の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推

進する「放課後子ども教室」を実施。 
・ 放課後子ども教室コーディネーターが中心となっ

て、学校の空きスペースを拠点とした居場所づくり

の企画運営を行い、保護者や地域住民の参画のも

と、子どもたちに様々な体験活動や学習の機会を提

供した。 

・ コーディネーターの後継者の

育成が課題である。 
・ 子どもたちを見守る有償ボラ

ンティアが確保できず、実施

できない教室があった。 
・ 「放課後子ども教室」と「放

課後児童健全育成事業」(学童

クラブ)との連携が必要であ

る。 
・ 児童センターの小学校校区未

設置地区において、遊びの場

の提供が必要である。 
・ まだ巡回出来ていない自治会

からの要望がある。 
・ 公立の放課後児童クラブは閉

所時間が 18:00 のため、保護

者から開所延長の声があるた

め、開所時間延長に向けた研

究・検討が必要である。 
・ 「放課後子ども教室」のコー

ディネーターの後継者の育成

が課題である。また、子ども

たちを見守る有償ボランティ

アが確保できず、実施できな

い教室があった。 
・ 「放課後子ども教室」と「放

課後児童健全育成事業」(学童

クラブ)との連携が必要であ

る。 

ＡＡＡＡ    ＣＣＣＣ    

③ひとり親家

庭への自立

支援の推進 

・ 母子・父子自立支援員による就労相談。 
・ 母子自立支援プログラム策定事業。 
・ 生活保護受給者等就労自立促進事業（ハローワーク

との連携）。 
・ 自立支援教育訓練給付金／高等職業訓練促進給付

金等事業の実施。 
・ ひとり親家庭等学習支援ボランティア事業の実施。 
・ 母子生活支援施設の設置に向けた調査・検討。 
・ 日常生活支援事業の利用促進。 
・ 母子・父子自立支援員の配置。 
・ 母子寡婦福祉会の普及・育成支援。 

・ 母子・父子自立支援員の認知

度を高める。 
・ 今後ボランティア事業が沖国

大と協働して継続できるかが

課題となっている。 
・ 母子生活支援施設の設置につ

いて未決定。 
・ 関係機関との調整会議等の開

催ができなかった。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 
 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 
 
 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

待機児童解消に向けた保育所定員増の達

成、児童の居場所づくりの充実、ひとり親

世帯への支援等が実施されているが、市民

満足度は得られていない。 

継続的な取り組みと、未達成事項の取り

組み実施が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

認可保育所（公立・法人）入所児童数 1,826 人 2,425 人 2,535 人 

地域子育て支援拠点事業実施箇所数 8 箇所 8 箇所（維持） 8 箇所 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

子育て支援・ 

子育て環境の充実 
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第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

学校・地域・家庭での人権教育の充実などにより、児童虐待や

ＤＶの防止に対する市民意識の向上をめざします。また、相談

対応などを行う中で問題解決を図るとともに関係機関との連携

体制の構築をめざします。 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

 ③ 児童虐待・ＤＶの防止と被害者対策の強化 

●施策の展開 

①児童虐待等への対応 

要保護児童対策地域協議会の充実を図り、虐待の早期発見と被害児童及び虐待者、双方への適切かつ継続的な対応を強化しま

す。また、児童虐待の多岐にわたる問題に対応するため、職員の資質向上に努めるなど、相談対応の充実を図ります。各種訪問

事業により、虐待が懸念されるハイリスク世帯の発見やフォローを行います。市民が虐待及びその恐れのある家庭を発見した際、

ためらうことなく通告できるよう、周知・啓発を行います。 

②ＤＶの防止と被害者対策の強化 

関係機関と相互に協力し、ＤＶ被害者の適切な保護を行っていくとともに、相談及び支援体制の充実強化を図ります。また、

精神的フォローを行いながら、県の事業を活用した就業の促進や住宅確保のサポートを行うなど、被害者の自立を支援します。

ＤＶ根絶の気運を醸成するため、学校・地域・家庭での人権教育等を推進するとともに、市民の適切な対応・協力を得るための

広報啓発を行います。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①児童虐待等

への対応 

・ ハイリスク世帯（若年、多胎、多子等）については、

地区保健師が台帳で管理し、必要時電話や訪問等で

状況を把握している。また、健診等で気になる世帯

があれば、地区保健師へつなげている。 
・ その他、こんにちは赤ちゃん事業においては、母子

保健推進員が訪問後の報告書を地区担当保健師が

訪問状況を確認し、必要時対応。また、会えなかっ

た場合や健診等で確認できない方については、3 ヵ

月 1 回児童家庭課との検討会にて協議する。 
【要保護児童対策事業】 
・ 要保護児童対策地域協議会において、役割別の会議

を開催し情報交換や実態把握、啓蒙活動などを行

い。虐待を受けるおそれのある児童やその保護者を

地域で支援するネットワークを強化を図った。 

・ 虐待の早期発見、児童虐待の啓発を目的に児童虐待

防止講演会や子育て支援講演会の開催、また、児童

福祉従事者研修会（年 2回）を企画し、支援者の質

の向上を図った。 

・ 虐待リスクのある児童の支援検討を行うため、随

時、個別支援会議を開催（年 40 回程）し、解決策

の検討を行う。また、虐待リスクの高い児童に関し

ては、進行管理会議（年 5回）を開催し、進捗管理

に取り組み、継続的な対応を行っている。 

【家庭児童相談事業】 
・ 児童家庭課に設置された家庭児童相談室へ家庭相

談員を 2名から 4名に増員し、4中学校区ごとに配

置した。これにより、各小中学校、保育園等との連

携を強化し、きめ細やかな支援につなげた。 

・ 各中学校区で連携強化を図ったことにより、要保護

児童に関する相談の増加につながった。 

【育児支援家庭訪問事業】 
・ 児童の養育に支援が必要だが、自ら支援を求めるこ

とが困難な状況にある家庭に対し、過重な負担がか

かる前の段階において、育児支援家庭訪問指導員が

定期的な訪問支援を行い、育児不安の早期対応・児

童虐待の未然防止を図る。 

・ 健康増進課と定期的に会議をもち、こんにちは赤ち

ゃん事業で把握された乳幼児の情報共有を行い、ハ

イリスク世帯の発見、早期対応を行った。 
【要保護児童対策事業】 
・ 虐待の早期発見、児童虐待の啓発を目的に児童虐待

防止講演会や子育て支援講演会の開催、また、児童

福祉従事者研修会（年 2回）を企画し、支援者の質

の向上を図った。 

・ 市報を活用し、年 4回、児童虐待防止に関する記事

の掲載を行った。 

・ 児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを

デザインしたポロシャツ（H24 年度より）を作成し、

庁内外へ児童虐待防止のＰＲを行った。 

・ 要対協の周知を目的にロゴデザインを公募し、各

種、広報媒体に活用した。 

・ 児童家庭課の職員を怒鳴らない子育てを学ぶ CSP

講座を実施するトレーナーの資格取得をさせ、市民

向けに講座（1クール 4回）を実施した。 

・ 地区保健師の不在期間時の対応

方法についてが、課題である。 
・ 個別支援会議の開催を要する要

保護児童が増加しているが、対応

が困難になりつつある。 
・ 要保護児童のみならず、児童の属

する世帯状況が複雑化（困窮やひ

とり親、精神疾患など）しており、

支援を行う職員の専門性の向上

が急務と考えらえれる。 
・ 県内において、本市の要対協の取

組みが先進と評価を受けるが、さ

らなる取組み強化を図るために

は県外の先進事例などを取り入

れる必要がある。 

・ これまで家庭児童相談室の関わ

りがなかった児童で一時保護を

要するなど、家庭相談員では対応

に苦慮する重篤な事例が見受け

られている。 

・ 育児支援家庭訪問事業を要する

世帯の状況が精神疾患を患う親、

若年親など、世帯も多様化する一

方、支援メニューが限られている

ため、対応に苦慮している。 
・ 支援を要する世帯が複雑化して

いるが、従来の保育士のもつ専門

的知識以外にも精神疾患や障害

者に関する知識も求められてい

る。 
・ 児童虐待に対する認識や通報の

必要性について、依然「ためらっ

てしまう」などの声が聞かれてい

る。 
・ 相談においても虐待に対する認

識がない親は少なくない。 
・ ＣＳＰ（コモンセンスペアレンテ

ィング・どならない子育て法）講

座受講に対するニーズが高い（定

員12名に対し、30名以上が応募）

が、市民ニーズに応えらえていな

い。未然防止強化が必要。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②ＤＶの防止

と被害者対

策の強化 

・ＤＶ・女性保護対策事業として､児童家庭課に女性

相談員を配置し､要保護女子及びＤＶ被害者の早

期発見､必要な相談､調査､指導､自立支援を行っ

た｡ 

・ 関係機関との連絡調整及び未然防止のための啓

発活動を行うと共に､ＤＶ被害者の緊急一時避難

に関する支援を実施した｡ 

・ 市民協働推進課と合同で､ＤＶ・児童虐待防止の

啓発活動を実施した｡ 

・ 一時保護を要する相談や相談者の身の安全を確

保が必要な場合など､女性相談所や中部配偶者暴

力相談支援センター､宜野湾署､民間シェルター

との情報共有を図った｡ 

・ 民間シェルターと連携し､ＤＶ被害者の緊急一時

避難に関する支援を実施｡また､ ＤＶ被害者が困

窮している場合､宜野湾市ＤＶ被害者一時避難支

援事業において､宿泊費及び生活支援金を助成し

た｡ 

・ ＤＶ被害者が離婚を希望した際には､離婚手続き

や養育費の請求等の助言を適宜､行った｡ 
・ 女性に対する暴力をなくす運動に関する取り組

み(パネル展､関連講座の実施 等)｡ 
・ ＤＶ防止のための市民向け啓発事業の実施(地域

出前講座､デートＤＶ出前講座､障がい児暴力防

止プログラム)｡ 
・ めぶき・ふくふく講座におけるＤＶ防止に関する

講座の開催｡ 
・ めぶき女性相談事業の実施｡ 
・ 地域連絡会による地域での啓発活動 (寸劇の公演

等)｡ 
・ 関係各部署での庁内ネットワーク会議の開催(情

報の共有､被害者支援に関する連携)｡ 
・ 市報・ＨＰを通してＤＶ・デート防止に関する情

報を発信｡ 
・ 啓発リーフレットの発行｡ 

・ ＤＶ被害者を支援する一方､Ｄ

Ｖ加害者が女性相談員への苦

情､抗議で来所することがあり､

女性相談員の安全面の心配があ

る｡ 
・ 精神疾患があることや妊娠して

いるなど､ＤＶ被害者の状況に

よっては､女性相談所において､

受け入れがなされない事例があ

り､対応に苦慮する｡ 
・ 民間シェルターへの避難後､自

立支援に必要な｢住居の確保｣､

｢就労などの経済的基盤整備｣､

｢保育サービスの確保｣をサポー

トできる支援が整っていない｡

そのため､生活再建のための支

援策が｢生活保護受給｣となる傾

向にあり､選択肢が限定されて

いる｡ 
ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応えら

れており、継続した取り組

みが求められる。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

児童虐待やＤＶ等に対する地域での対

応、相談体制の充実、ポロシャツやロゴデ

ザインを活用した広報活動などを実施。 

複雑化・多様化する世帯への対応や職員

の専門性の向上が急務。支援策が未整備で

選択肢が限定されるといった状況が発生し

ている。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

児童虐待防止講習会（市民対象） 1 回 2 回 2 回 

児童虐待防止学習会（保育士対象） 1 回 3 回 2 回 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

児童虐待・ＤＶの防止と

被害者対策の強化 
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第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

ノーマライゼーション理念が浸透した地域社会づくりを進める

とともに、就労サポートや日常の生活支援といった必要な支援を

受けながら、障がい者が地域の中で自分らしくいきいきと自立し

た生活を送ることのできる社会づくりをめざします。 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

④ 障がい者（児）福祉の充実 

●施策の展開 

①相談支援・連携体制の構築 

障がい者(児)の抱える多様な課題の解決に向け、相談支援や情報提供の充実を図るとともに、関係機関等との連携体制を充

実します。また、障がい者を含む全ての市民が平等である地域社会づくりに向けて、ノーマライゼーション理念の普及・啓発

を行います。 

②自立に向けた住環境・就労支援 

障がい者の自立に向けて、住まいの確保や就労支援策の充実を図ります。 

③障がいの早期発見・対応 

障がいの早期発見・対応を図るため関係各課との連携を強化し障がい児の療育支援や保育、放課後活動の充実を図ります。 

④日常生活支援の充実 

障がい者（児）の日常生活を支援するため、福祉サービス等の充実を図ります。また、住環境のバリアフリー化や移動手段・

交通手段の確保、生きがい活動等の推進を図り、社会参加を促進します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①相談支援・

連携体制の

構築 

・ 身体、知的、精神等の障害別の相談に応じるべく、

3 事業所に相談支援事業を委託し、また所内他課

との連携が必要な困難事例に対応するために、社

会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する嘱託相

談員を 3人配置し、様々な相談に個別に応じてき

た。 

・ 支援センターや療育関係での早期の相談を活用

し、就学に向けて各関係機関の連携のためのプロ

ジェクトの立ち上げがあった。 

・ H23 は居住サポート事業について、H24 は障害者

虐待防止法について、H25 は計画相談部会と地域

資源検討部会の立ち上げについて、H26 は第 4 期

障害福祉計画策定について協議、取り組みを行っ

てきた。H27 は未実施。 

・ 自殺予防パンフを、自治会や各種団体等に配布し

啓蒙に努めている。 

・ 困り感のある子どもたちの支援を具体化させる

ために、福祉や地域のサービスが受けられるよ

う、特児の申請を進めた、また医療機関とも連携

できるよう受診を進めた。 

・ 包括支援センターや家庭相談

員、民生委員児童委員と同様に、

中学校区単位での配置を行い、

エリア内での相談支援体制の確

立が望まれる。 

・ 各年度、議題を設定し必要に応

じて部会での個別協議も行って

きたが、断続的な活動となって

おり、継続した取り組みとした

い。 

・ 今後も配布継続し事業の周知が

必要である。 

・ 医療機関との連携をとるのに時

間がかかった。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

②自立に向け

た住環境・

就労支援 

・ 障害者総合支援法上のサービスである就労移行

支援及び就労継続支援といった福祉サービスに

より支援を実施。 

・ 就労について相談がある場合には、障がい福祉課

に配置されている相談員や相談支援事業を委託

している 3箇所の相談支援事業所が相談を受けて

いる。 

・ 宜野湾市地域自立支援協議会の構成委員にＮＰ

Ｏ法人障害者就労支援センター事務局長・宜野湾

市商工会事務局長・ハローワーク沖縄専門援助部

門統括職業指導官・市民経済部産業政策課長等を

依頼し、障がい者の就労問題の解決ができるよう

体制づくりに努めた。 

・ 自立支援協議会を通じて部会設置の協議を行っ

た。 

・ 国の緊急雇用創出事業を活用し、H25 年度「ひと

り親家庭・障がい者等就労支援事業」を実施し、

1名の障がい者を継続雇用へと繋げた。 

・ 相談支援事業委託については、

包括支援センターや家庭児童相

談員、民生委員児童委員と同様

に、中学校区単位での配置を行

い、エリア内での相談支援体制

の確立が望まれる。 

・ 居住サポート部会の設置までに

は至らなかったが、実務者レベ

ルで課題等を協議継続中であ

る。 

・ グループホーム整備事業につい

ての実績がないので、継続して

周知等に取り組む。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③障がいの早

期発見・対

応 

・ 乳幼児健診を担当する課と個別支援での連携を

実施｡ 

・ H24 年度から新たに児童福祉法による障がい児サ

ービスがスタートし､児童発達支援､放課後デイ

サービスが利用できるようになった｡ 

・ 放課後児童クラブ(学童クラブ)における障がい

児の受け入れ 

・障がいに対する研修などを取り入れ､エピペンの使

い方などを館長､厚生員が学び､受入を拡充してい

る｡ 

・児童センター内で運営する学童クラブでは障がい

児を 2人ずつ受け入れする体制は出来ている｡ 

・障がい者用トイレを設置 

・ 健康増進課や障がい福祉課との連携を図ること

で障がい児の早期発見に努めております｡また､

宜野湾市障がい児等審査委員会で､集団保育が可

能と判断された保育を必要とする児童について

は､市内全認可保育所(園)において､障がい児保

育事業を実施している｡ 

・ 乳幼児健診を担当する課と個別

支援での連携は行っているもの

の連絡会議の開催が課題であ

る｡ 

・ 市内に障がい児が入所できる短

期入所施設がないことから､事

業所に継続して協力を求めてい

く｡ 

・ 複数の障がい児を受け入れる体

制づくりが必要｡ 

・ 保育課にいる､臨床心理士が気

になる子は面接等も行っている

が､障がい児は年々､増加傾向に

あるため､臨床心理士が不足し

ている｡ 

・ 臨床心理士の保育課への配置や

他課､各関係機関との連携強化

により､保育を必要であると認

定を受けた障がい児の把握人数

が年々増加してきているが､障

がい児保育に従事する人材の確

保に苦慮している｡ 

・ 外部研修や講師を招いて､障が

い児保育の実践に関するスキル

の向上を図る必要がある｡ 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

④日常生活支

援の充実 

・ 自宅で入浴､排泄､食事の介護等を行う訪問系サ

ービスの充実を図ってきた｡ 

・ H27 年度に地域活動支援センターはぴわんを開

所｡障がい者の日中の居場所づくりに努めた｡ 

・ 宜野湾市重度身体障害者住宅改造費助成事業に

ついて対象者を拡大を行い､重度身体障がい者の

住環境の改善に取り組んだ(以前は保護世帯か市

民税非課税世帯しか受けられなかったが､H26 年 4

月 1日より市民税所得割額 235,000 円未満の世帯

について区分に応じて助成割合が異なるよう要

綱改正を行った｡)｡ 

・路線バスの空白域の解消やお年寄りの交通手段の

確保等を目指し､コミュニティバス事業の実施に

向けて宜野湾市地域公共交通会議を発足させて運

行ルートや運行時間帯､運賃､停留所等の設定など

検討を行ったが､運行実施については､財源確保困

難のため実現化していない｡ 

・ 障がい者の社会参加促進を図るため､レクリエー

ション活動､点字・声の広報､運転免許・改造助成､

福祉車両貸出し等の事業を宜野湾市社会福祉協

議会に委託し実施した｡ 

・ 就労訓練等については､利用者

が年々増えているが､一般企業

への就労は依然として低く､事

業所側も対策を協議検討してい

る｡ 

・ 利用について､広報が必要｡ 

・ H23～H25まで1件も実績がなか

ったが､助成対象者を拡大した

ことにより 2 件助成を行い､重

度身体障害者の住宅のバリアフ

リー化を促進することができ

た｡ 

・ コミュニティバス運行に係る需

要予測と事業費を検討した結

果､大幅な収支不足になるとい

う予測結果が算出されたため､

一般乗合バス形態としてのコミ

ュニティバス運行事業は H25 か

ら具体的な取り組みは行われて

いない｡ 

 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

 
 
 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

有資格者相談員の配置、協議会の立ち上

げ等の障がい者支援の体制整備、はぴわん

の開所による日中の居場所づくりに努め

た。 

新たに児童発達支援、放課後デイサービ

ス利用が可能となったが短期入所施設がな

い、一般企業への就労が課題。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

グループホーム等整備助成件数 0 箇所 3 箇所③ 0 箇所 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

障がい者（児） 

福祉の充実 
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第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

生きがいづくり活動や介護予防事業への積極的な参加を促進し、

高齢者がいきいきと暮らすための活動の場の充実をめざします。

また、介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし

続けることができる環境づくりをめざします。 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

⑤ 高齢者介護・福祉の充実 

●施策の展開 

①高齢者の社会参加や生きがいづくりの充実 

高齢者の社会参加を促進していくため、高齢者の趣味・生きがいづくりの活動の拠点となる老人福祉センターの整備を進め

るとともに、外出支援や移動・交通手段の充実、就業機会の確保に努めます。 

②介護予防の推進 

高齢者が要支援・要介護状態になることを予防し、元気で長生きできるよう、介護予防の知識の普及や社会参加を進め、高

齢者の健康状態の維持・向上を図ります。 

③地域に密着した介護サービス等の充実 

要支援・要介護状態にあっても、豊かな高齢期を過ごすことができるよう、地域に密着した介護サービス等の充実とその適切な利用促進を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①高齢者の社

会参加や生

きがいづく

りの充実 

・ あしび村やーデイサービス事業は、他の 3事業（軽

度生活援助事業、一人暮らし老人等保健飲料給付

事業、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒事業）を合

わせて、社会福祉協議会が補助事業「高齢者地域

生活支援事業」として、実施している。 

・ 路線バスの空白域の解消やお年寄りの交通手段

の確保等を目指し、コミュニティバス事業の実施

に向けて宜野湾市地域公共交通会議を発足させ

て運行ルートや運行時間帯、運賃、停留所等の設

定など検討を行ったが、運行実施については、財

源確保困難のため実現化していない。 

・ 地域の公民館を利用したあしび村デイサービス

事業は、H24 年度より「生きがい対応型デイサー

ビス事業」とし、市社会福祉協議会で実施してい

る。 

・ また、老人福祉センターでは H26 年度は 23 の教

養講座、37 のサークル活動を実施しており、高齢

者の生きがいづくり・健康づくりの場となってい

る。 

・ 教養講座、サークル以外にも健康相談の実施やお

風呂・機能回復訓練室の利用サービスを行ってお

り、H26 年度は年間延べ 65,000 人余りの利用者数

となっている。 

・ 宜野湾市シルバー人材センターへ、市内公共施設

（10 施設）の清掃業務を委託させ、高齢者の就業

機会を提供している。 

・ コミュニティバス運行に係る需

要予測と事業費を検討した結

果、大幅な収支不足になるとい

う予測結果が算出されたため、

一般乗合バス形態としてのコミ

ュニティバス運行事業はＨ25

から具体的な取り組みは行われ

ていない。 

・ 組織強化（職員体制の強化）を

行い、自立に向けた支援が必要。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

②介護予防の

推進 

・ H26 年度の介護予防普及啓発業務は、4 か所の地

域包括支援センターで合計 54 回実施した。H27 年

度は、地域包括支援センター以外の団体が、地域

において普及啓発事業を実施している事を鑑み、

介護予防普及啓発業務委託はしていない。しか

し、必要時、実施する事にしている。 

・ H26 年度の二次予防事業対象者把握事業の調査対

象者は、65 歳以上の 15,295 人から要介護認定者

と調査に応じなかった2,920人を除き、転入者101

人を加えた 12,427 名であった。調査表を回収で

きた件数は、郵送 3,583 件、直接返信 189 件、民

生委員の回収 1,116 件、ニーズ調査 2,205 件の合

計 7,093 件。回収率は、57.1％だった。 

・ 対象者 12,427 人中、5,334 人

（42.9％）は回収できなかった。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③地域に密着

した介護サ

ービス等の

充実 

・ H23 年 10 月に「地域包括支援センターふてんま」、

「地域包括支援センターふれあい」が 2か所増え、

合計 4か所となった。生活圏域毎（中学校区等）

に 1か所、地域包括支援センターを設置する体制

が整った。 

・ 地域密着型認知症共同生活介護事業所（H24.3.1 

指定） 

・ 新たに 1箇所の介護老人福祉施設の確保（H24.6.1 

善隣福祉会 白浜の里）。 

・ 給付費の適正化のため嘱託職員を 2名配置し、ケ

アプラン、文書点検、縦覧点検等を行っている。

認定調査員への適正化研修も行っている 

・ 利用者の増加に伴い、適正化業

務に従事する職員が不足してい

る 

・ 文書点検、実地指導を計画的か

つ適切に進めていく必要がある 

ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

 
 
 
 
 
 

 
 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

あしび村やーデイサービス・シルバーパ

スポート事業等の充実や生きがい対応型デ

イサービス事業、介護予防に関する知識の

普及啓発、地域包括支援センター設置や介

護老人福祉移設の確保などソフト・ハード

両面の対応が実施。介護サービス利用者増

による対応職員不足が課題となっている。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

シルバーパスポート利用割引券利用率 43.6% 53.0% 50.7% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

高齢者介護・ 

福祉の充実 
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第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

相談支援や生活・就労サポートなどにより、生活に困窮する世帯

への支援及び自立促進をめざします。また、労働者がワークライ

フバランスのとれた生活を送れるよう、労働者福祉の充実をめざ

します。 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

⑥ 生活困窮世帯への支援・労働福祉の推進 

●施策の展開 

①低所得者福祉の充実 

低所得者の生活の安定化を図るため、生活保護等の各種制度の周知や援助、助言等の相談体制の強化を図るとともに、地域

等と連携した生活サポートに努めます。また、関係機関等との連携のもと、職業相談や職業訓練の紹介等の就労支援を行いま

す。さらに、生活保護世帯の高校進学率向上を図る為、関係機関等と連携を図りながら就学支援を行います。 

②労働者福祉の推進 

勤労青少年ホーム事業等の実施により、教養・余暇活動の場の充実に努めます。また、男女雇用機会均等法やパートタイム

労働法、中小企業退職金共済制度の普及促進等に努めます。 

③国民年金無年金者対策の充実 

年金窓口相談や広報活動の充実を図り、制度周知の徹底に努めます。また、無年金者になる恐れのある方を減らすためにも、

６０歳までに年金受給資格期間を満たすことができない方を中心に戸別訪問を実施し、保険料免除勧奨及び任意加入等の指導

を行い年金受給権の確立を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①低所得者福

祉の充実 

・ 住宅支援給付、生活保護法、生活困窮者自立支援

法については、民児協や学校等をはじめ、各機関

へ制度説明を図った。 

・ 各種団体から説明の要望があれば、日程調整して

制度説明会を行っている（H26 年度は自治会、包

括支援センター等。）。 

・ 生活困窮者自立支援法が H27年度より施行される

にあたり、民児協研修に於いて、また、各関係機

関への制度説明会を行った。 

・ 市報に年 1回制度について掲載。 

・ H23 年度から面接相談員を 3 人体制（社会福祉士

または生活保護業務・相談業務経験者を配置）と

し、強化を図っている。現業員（ケースワーカー）

については、職員は社会福祉士を優先配置するよ

う要望。 

・ 臨時現業員は社会福祉士、精神保健福祉士または

社会福祉主事で相談業務経験者を採用としてい

る。各種支援員（有資格者）を配置し、現業員と

共に専門的な支援を行っている。 

・ 社協や自治会、民児協をはじめ、生活保護受給者

や生活困窮者等の生活の見守りを行ってもらっ

ている。社協のフードバンクや福祉金庫の活用や

自治会に於けるミニデイへの参加促進等。 

・ 生活保護受給者や生活困窮者が就労できるよう

ハローワークと就労支援員が連携をし、支援して

いる。 

・ H21 年度より就学支援員を配置。H22 年度からは 2

人体制（遊び・非行型と心因性の不登校への対応）

とし、現在に至る。就学支援員は教員免状所持で

経験者としている。生活保護受給世帯について

は、小中高校の子どもたちを対象に家庭・学校・

関係機関に訪問し状況把握、支援を実施。特別教

育支援が必要と思われる場合はその助言も実施

している。H23 年度より NPO 法人へ委託し通塾制

度を開始し、高校進学率がアップしている。 

・ 高校中退防止と進路確認のため、H24 年度から高

校就学状況調査を実施。 

・ 「生活保護のしおり」、「生活

保護について」を改訂作成する

こと。 

・ 「生活困窮者自立支援制度」の

しおりを次年度用に改定する必

要がある。 

・ ホームページの内容作成が必要

である。 

・ 臨時現業員は募集しても応募が

ない、途中で退職することもあ

るため、常に欠員状況である。 

・ 地域での子どもたちの居場所づ

くりが未確立のため、今後の取

り組みとして方策を要検討。 

・ 稼働年齢層で就労可能と判断さ

れた者に対しての就労支援が十

分にできなかった点あり。対象

者の適当な仕事内容を見極め、

支援し、就労後もフォローして

いく必要がある。 

・ 就職・生活支援パーソナル・サ

ポート・センターとの連携。 

・ 就学前の子どもたちの把握。 

・ 適就が必要な子どもに対して、

各関係機関との連携により就学

支援を図る。 

・ 障がい児の登校支援の図り方。 

・ 高校未進学の子どもや中退者へ

の就労支援の対応。 

・ 学校をはじめ各関係機関との連

携により、子どもと保護者への

適切な就学支援。 

・ H27 年度から生活困窮者世帯へ

の学習支援事業の対象拡大によ

り、事業拡大を図る。 

・ 日常生活に於ける基本的な生活

習慣を体得する機会をつくる。 

・ 長期休暇中の子どもたちが安心

して過ごせる場の提供。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②労働者福祉

の推進 

・ 勤労青少年ホームでは､15 の教養講座を実施(年

間 450 回)しており､多くの方が自身のスキル向上

や余暇活動の充実に効果があった｡ 

・ 関係機関等より送られてくるパンフレットやチ

ラシ等を市ホームページ並びに市報等へ掲載し､

広く周知活動を行った｡ 

・ 教養講座の中には受講生が少な

い講座もあるため､講座生が求

める講座の検討が必要である｡ 

・ 長年実施してきた中小企業退職

金共済制度であるが､近年申請

件数も少なくなっていると共に

浦添市が中退共制度を廃止して

いる｡本市もこのまま続けてい

くのか検討する時期に来ている

と思われる｡ 

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡ    

③国民年金無

年金者対策

の充実 

・ 市報の活用｡毎月市報に記事を掲載し制度周知を

図った(年 2回は年金特集として 3～4頁掲載)｡ 

・ 市ホームページによる広報｡ 

・ 免除該当する方への戸別訪問や勧奨文書の発送､

電話勧奨を行った｡ 

・ 60 歳までに年金受給資格期間を満たすことがで

きない方を中心に納付や免除指導､任意加入等の

指導の為に戸別訪問を行い､年金受給権の確保に

努めた｡ 

・ 市ホームページの更新が遅れる

事があった｡ 

・ 免除勧奨を行っても免除申請を

しない方への対処が出来なかっ

た｡ ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

各種団体による生活サポートの充実､関

係機関と連携した就労・就学支援が行われ

ており､就学支援においては､高校合格率

100%を達成｡ 

相談体制の確立が課題(人員不足)｡また､

就労支援においてはフォローアップも必要

とされており､今後対応が必要｡ 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

勤労青少年ホーム講座参加人数 3,702 人 4,000 人 3,663 人 

国民年金無年金者対策 戸別訪問件数 1,502 件 1,500 件 1,216 件 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

生活困窮世帯への支

援・労働福祉の推進 
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第３章：安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

食育等の推進やライフステージに応じた健康づくりを行う中で、

「自分の健康は自分で守る」という意識を高めるとともに、妊

娠・出産・育児に関する情報・相談体制の充実、市民を対象とし

た各種保健サービスの提供、充実等を図り、健康レベルの高いま

ちづくりをめざします。 

１節：市民の明るく安心なくらしを支え合う 

⑦ 健康づくりの推進 

●施策の展開 

①健康づくり活動の充実 

生涯を通じた健康づくりを支援していくために、健康教室・健康相談の充実などにより健康づくりに関する意識の啓発に努

めます。また、家庭や学校、地域等と連携し、食育や思春期教育などの充実を図ります。 

②疾病予防対策の強化 

がん検診等の各種検診や特定健診の受診率向上をはじめ、特定保健指導の強化に努めるとともに、各種予防接種の情報提供

や接種費助成による接種勧奨等を行い、病気の予防と早期発見を図ります。 

③医療保険制度等の適正運用 

レセプト点検等を通し、医療費の適正化に努めるとともに、国民健康保険税の収納率向上に向けて取り組みます。県が検討

している国保事業の広域化については、県の動向を踏まえた対応を行います。 

④母子保健の推進 

妊娠・出産・育児に関する情報提供や相談・指導、乳幼児健診等を実施します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①健康づくり

活動の充実 

【健康相談事業】 

・ 主に特定健診等の結果に基づき肥満や糖尿病､高

脂血症等に関連する栄養指導や運動指導､保健指

導を実施｡ 

・ 母子相談(ふたば健康相談)を月 2 回実施｡来所・

電話相談は随時実施しており､地区保健師を中心

に対応している｡ 

・ 健康ステップアップ教室(全 8 回/年 2 クール)実

施｡ 

・ 水中運動教室(全 10 回/年 4クール)実施｡ 

・ 無料開放アクアタイム｡ 

・ スポレク day｡ 

・ ウォーキング day｡ 

・ 両親学級 30 回/年実施｡ 

・ 育児学級年 12 回/年実施｡ 

・ 離乳食実習 12 回/年実施｡ 

・ 未熟児学級 2回/年実施｡ 

・ 6月は｢食育月間｣､9月は｢食生活改善普及月間｣に

ちなんで年に 2 回､宜野湾コンベンションシティ

で食育キャンペーンを実施している｡ 

・ 健康づくり市民大会にて食のコーナーを設け､食

育の普及啓発を行っている｡ 

・ 食生活改善推進員による事業として､男性料理教

室､生涯骨太クッキング､高齢者のための低栄

養・認知症予防教室などを開催し､地域住民に対

して食育活動を行っている｡ 

・ 市内 4中学校への講演会及び抱っこ体験を実施｡ 

・ 健康づくりに関わる推進員の養成・育成を行って

いる｡推進員は､主に食に関する取り組みは食生

活改善推進員｡運動に関する取り組みを健康づく

り推進員が行っている｡行政が行う事業への協力

だけでなく毎月 1回の定例会や勉強会等により自

主活動や地域での活動を積極的に行っている｡ 

・ 相談人数のほとんどが健診結果

に基づく相談で､自発来所での

相談が少ない｡ 

・ 健康ステップアップ教室､水中

運動教室は参加者同士の口コミ

もあり､一定の参加者を集め､参

加者は体重､腹囲減少などの効

果が見られている｡幅広い年齢

層の参加が課題である｡ 

・ 参加人数の減少､リピーターが

多い事等から､3 事業は廃止と

なったが､そのうちのスポレク

day､ウォーキング day はサーク

ル化され､継続中である｡ 

・ 教室によっては受講者が多く､

開催回数の検討が必要｡ 

・ 市民への周知方法の工夫｡ 

・ 現在中学 1 年生又は 2 年生へ実

施しているが､若年妊産婦が年

間 40 人程いるため､3 年生への

卒業前講話も必要ではないか｡ 

・ 健康づくりに関わる推進員の自

治会ごとの配置を目指している

が､自治会によって偏りがある｡

また､養成講座受講後に継続し

た活動が難しく一部の推進員へ

負担も生じている｡ 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②疾病予防対

策の強化 

【特定健診事業・健康診査事業】 

・ 対象者への受診券案内 

・ ハガキによる健診案内 

・ 電話や訪問による健診案内 

・ 自治会と連携を図りながらチラシ配布や公民館

放送を活用 

・ 市報やホームページ、横断幕による周知 

・ 国保窓口や児童家庭課現況届窓口での健診案内 

・ 集団健診の休日実施（継続） 

・ 集団健診（平日）の公民館健診の再開（H25 年度

より）。 

・ 集団健診の web 予約の実施（H27 年度より） 

・ 国保・長寿人間ドックの定員制撤廃（H22 年度よ

り）。 

・ 特定健診の無料化（H22 年度より）。 

・ 特定健診受診券の保険証一体型（H26 年度より）。 

・ 3 月確定申告時期にあわせた、本庁健診の実施

（H24 年度より）。 

・ 特定健診（国保加入者 40 歳～74 歳）の検査結果

を基に、メタボリックシンドロームを予防、また

は、改善するため保健師や管理栄養士により保健

指導行う。 

・ 特定保健指導を効果的に実施するため「運動指

導」や「二次健診」を組み合わせながら実施して

いる。 

【予防接種事業】 

・ 対象者への個別通知及びチラシ等同封による正

しい知識の普及、啓蒙を行っている。 

・ 就学時健康診断における予防接種の正しい知識

の普及、啓蒙、接種案内を実施している。 

・ 電話や戸別訪問による予防接種の正しい知識の

普及、啓蒙、接種案内を実施している。 

・ 市報やホームページ掲載等による周知を図って

いる。 

【任意予防接種費用助成事業】 

・ 対象者への個別通知及びチラシ等同封による正

しい知識の普及、啓蒙。 

・ 市報やホームページ掲載等による周知。 

・ 健診等の情報提供は、左記の取

組内容を実施しているが、受診

率への反映が乏しい。 

・ 特定健診受診率は H26 年度

31.6％で県内下位。目標受診率

45％を下回っている。 

・ その他の健康診査や各種がん検

診受診率についても年々低下し

ている。 

・ 集団健診の受診者は増加傾向に

あるが、逆に病院で行う個別健

診の受診者若干減少傾向である

ため、市内医療機関との連携強

化が必要である。 

・ H26 年度特定保健指導実施率

51.6％、目標実施率は 54％を若

干下回っている。 

・ 保健指導中断者が増えてきてい

る。 

・ 市民に対し予防接種の意義につ

いて理解を深めるよう周知、広

報に努める。 

・ 予防接種業務委託受託者である

医療機関との連携強化により、

更なる接種率の向上を目指す。 

・ 市民に対し予防接種の意義につ

いて理解を深めるよう周知、広

報に努める。 

ＡＡＡＡ    ＣＣＣＣ    

③医療保険制

度等の適正

運用 

・ 国保連合会での一次審査を終えたレセプトを受

信し、内容･縦覧点検等を行い、算定誤りや疑義

の見受けられるレセプトに関し、再審査を申し出

て適切な医療費請求へと繋げることにより、点検

効果率を高め、医療費の抑止を図る。 

・ H23 年度から H26 年度かけて国民健康保険税の一

般被保険者分（現年度分）の収納率は毎年度向上

している。 

・ 国保広域化等連携会議作業部会にて、国保事業広

域化に向けた事務の効率化、標準化について意見

交換をおこなった。 

・ 国民健康保険税の滞納繰越分の

収納率が低い状況であるため、

収納率の向上を目指す。 

・ H30 年度の国保事業広域化に向

け、担当者レベルで更に議論を

深める必要がある。 ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

④母子保健の

推進 

・ H22 年度より、親子健康手帳交付時に、全数保健

師又は看護師による保健指導を実施。 

・ 乳児一般健康診査を 12 回／年実施 

・ 1 歳 6か月児健康診査を 31 回／年実施 

・ 3 歳児健康診査を 30 回／年実施 

・ 2 歳児歯科健診を 10 回／年実施 

・ 対象者数の増加や問診項目が増

えてきた等により、健診に時間

がかかるため、待ち時間が長く

なっている。そのため、回数の

増加を検討する必要がある。 ＣＣＣＣ    ＢＢＢＢ    
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●施策に対する市民評価【市民意識調査】 

 

●行政内評価総括 

 
 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

健康教室など各種充実した取組みが図ら

れており、健康づくり活動については市民

の満足度は高い。 

しかし、特定健診の受診率は目標値を下

回っており、受診率向上のための更なる工

夫が必要である。あわせて保健指導実施率

についても向上に向けた取り組みが求めら

れる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

特定健康診査受診率(H20 年度開始) 24.6% 65.0% 31.6% 

特定保健指導実施率(H20 年度開始) 38.6% 45.0% 51.6% 

３歳児健康診査受診率 72.0% 79.8% 83.9% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

健康づくりの推進 
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第 3 章 安心して住み続けられる都市 

２節 安全な都市のくらしをまもる 

●現状データ 

■交通事故発生件数                  

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：沖縄県警察本部｢交通白書｣）                     

■年別火災発生件数（各年 12 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：消防本部） 

■救急車出動件数（各年 12 月末現在）          

 

 

 

 

 

 

 

                

 

（資料：消防本部） 

■今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

（資料：平成 27 年度市民意識調査） 
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●現状分析 

・交通事故発生件数は 400～500 件程度で推移しており、

後期基本計画期間中は年々増加していることから、交

通安全対策が求められる。 

・また、火災発生件数や救急車出勤件数も後期基本計画

期間中に増加している傾向にあり、防災や救急・消防

に対する迅速な対応により市民の満足度も高い状況に

ある。 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の満足度・

重要度ともに高く、継続的な取り組みが求められると

ともに、地域活動や運動と一体となった予防啓発活動

の取り組みが求められる。 

 

●行政内評価 

・防災に関しては市民満足度が高くなっているものの、

各々の取り組みの達成状況は低く、災害者支援対策や

自主防災組織の結成等の早急な取り組みが求められ

る。 

・学校、警察、関係団体、ボランティア団体等との協力

により、交通安全対策及び防犯対策が行われており、

ちゅらさん運動等によって、刑法犯発生率の減少が図

られている。 

・老朽化した交通安全施設の整備・更新が不可欠となっ

ている。 

 

●市民評価 

・「防災及び救急・消防体制の強化」「交通安全・防犯

対策の強化」は、市民満足度が高く、重要度も高くな

っているため、施策内容を見直しながら継続した取り

組みが求められる。 

 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「防災及び救急・消防体制の強化」において

は、特に市民満足度とともに重要度も高くな

っており、防災体制の強化は徐々に進められ

ているが、自主防災組織の結成など災害時の

自助・共助も強化していく必要がある。 

〇また、火災発生件数や救急車出勤件数も後期

基本計画期間中に増加している傾向にあり、

救急・消防に対する迅速な対応など、継続的

な取り組みが必要である。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「交通安全・防犯対策の強化」においては、

老朽化した交通安全施設の更新の計画的取り

組みを継続し、防犯灯の LED 化事業の早期

完了を目指す。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「交通安全・防犯対策の強化」においては、

交通事故発生件数が増加しており、関係団体

と連携したソフト的な取り組みや交通安全施

設の更新などに効率的に取り組みながら、交

通事故の減少に努める必要がある。 

 

 

 

 

 



127 

 

第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

万一の災害の発生時等にも迅速に対応できる体制構築をめざし

ます。また、市民の防災意識や緊急時の対応への関心を高めてい

くとともに、自主防災組織の立ち上げ支援や、応急手当の知識を

持った市民の育成を進め、安全・安心な社会の形成をめざします。 

２節 安全な都市のくらしをまもる 

① 防災及び救急・消防体制の強化 

●施策の展開 

①防災体制の強化と被災者支援の整備 

宜野湾市地域防災計画に基づき、防災拠点・避難場所等の確保、防災設備等の整備・拡充、自主防災組織の立ち上げ等に努

めるとともに、災害時における避難支援の充実に努めます。さらに、大規模災害が発生した場合の被災後の支援対策（生活再

建の支援や心のケア等）の構築について検討を行います。 

②消防体制・住宅火災対策の強化 

火災や自然災害等に迅速に対応できるよう、消防自動車や高規格救急車の更新、消防水利の整備拡充を図ります。また、市

民への広報啓発や住宅用火災警報器等の普及促進、地域の消防力の強化等に努めます。 

③救急体制の拡充と応急手当等の普及・啓発 

市民の生命・身体を守るため、質の高い救急体制の整備を進めます。また、応急手当普及員の育成をはじめ、救急車の適正

利用の促進等、円滑な救急活動の実施に向けた市民意識の啓発に努めます。高齢者等が安心して暮らしていけるよう、関係機

関と連絡を密にし、緊急通報システムの整備を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①防災体制の

強化と被災

者支援の整

備 

・ H24 年 2 月に地域防災計画を大幅に見直し、本計

画に基づき備蓄食糧や飲料水等の備蓄、災害時の

情報伝達手段として、西海岸地区にデジタル防災

行政無線屋外子局の増設やエリアメール配信シ

ステムの構築等を行ってきた。 

・ さらに、H27 年度にも地域防災計画を大幅に見直

し、基本計画に基づきハザードマップの更新を行

った。 

・ 津波からの避難意識を高めることを目的に西海

岸地区へ海抜表示板を 246 カ所設置した。 

・ 災害時の協定として、米海兵隊太平洋基地司令官

との津波警報時に米軍施設へ立ち入りが可能と

なる協定や商工会との災害時応急対策支援活動

に関する協定等を締結した。 

・ 災害対策基本法の改正により、一時的に避難する

指定緊急避難場所と一定期間避難する指定避難

所を区別することが義務付けされ、H26 年度にお

いて、市公共施設の管理者の同意のもとに指定を

行った。また、西海岸地区においては、津波の被

害から一時的に避難する津波一時避難ビルとし

て民間ビルを指定した。 

・ H22 年度までは、自主防災組織の結成は 2 団体で

あったが、各自治会や講演会等で自主防災組織結

成に向けての説明会等を行った結果、現在 6団体

の自主防災組織が立ち上がった。市全体の組織率

は約 25％となった。 

・ 本市で最も被害が甚大となる津波被害からの避

難をいち早く住民等に伝達する手段として、西海

岸地区にデジタル防災行政無線屋外子局を 8局増

設し、市全体で 105 局となった。戸別受信機にお

いては、37 カ所増設し、90 機となった。 

・ Ｊアラートの自動連携を行うことにより、夜間市

民防災室の職員がいない状況においても津波警

報等を防災行政無線から自動通報する仕組みを

構築した。 

・ エリアメールを 3社同時に送信するシステムを構

築し、情報伝達の多様化を図った。 

・ これまで、要援護者台帳の整備が課題であった

が、H26 年より要援護者避難支援対策協議会に専

属の職員が配置されたことにより、台帳整備を本

格的に行うことができた。 

・ 現在は、災害時避難行動要支援者台帳に高齢者や

障がい者など 1,719 名の登録を行った。 

・ H27 年 3 月に、全対象者に支援者となる方に平素

から個人情報提供の可否について同意の依頼文

書を送付し、311 名から同意の了解を得た。現在

は、個別訪問を行い、合計 79 名の方の同意を得

た。 

・ 宜野湾市地域防災計画において、被災者生活再建

支援法適用計画を策定し、被災状況の基準や支給

限度額の基準等を明確にした。 

・ 食糧の備蓄目標値は人口の 20

分の 1の 3日分程度（約 40,000

食）となっているが、予算確保

や保管場所の確保が厳しく約

5,600 食程度しか備蓄ができて

いない。 

・ 津波一時避難ビルを選定するに

あたって、指定条件に適合する

建物が少なく、階層の高いマン

ションの所有者等と調整した

が、オートロックのため災害時

に誰でも出入りが出来る状況で

はないため、指定することがで

きないことが課題である。 

・ 23 自治会すべての地区で自主

防災組織結成を期待している

が、現状は 6団体だけである。 

・ まずは、本市で最も被害が甚大

となる津波の影響を受ける可能

性がある西海岸地区の自治会、

残り 2 団体（大謝名区・嘉数ハ

イツ）の結成が課題である。 

・ 防災行政無線 105 局のうち、88

局はアナログ無線となってお

り、現在アナログの機器は製造

されてなく、また今後アナログ

の周波数も利用できなくなるた

め、デジタル化への移行が課題。 

・ 台帳登録のためには、個人情報

の提供につて本人に同意が必要

であり、個別訪問を行うなど対

応のための人員や車両などの体

制づくりが課題である。 

・ 地域防災計画では被災者支援を

行う窓口や部署が明記されてな

く、全対策部となっているため、

今後各部署と調整し部署等を明

確にする必要がある。 

・ H27 年度に作成したハザードマ

ップを市内全世帯に配布する必

要がある。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②消防体制・

住宅火災対

策の強化 

・ 複雑多様化する災害への対応や、消防車両の耐用年

数超過に伴う機能低下を防ぐため、当消防本部の車

両整備更新計画に基づき、災害活動の中心となる消

防ポンプ自動車、救急車（高度救命処置用資機材を

含む。）等の消防車両及び特殊災害対応資機材を更

新整備することによって、消防力の充実・強化を図

ることができた。 

・ 消防水利の基準及び当消防本部の要綱に基づき、消

防水利の包含していない地域へ消火栓や防火水槽

等を適切に設置することで、消防水利の整備拡充を

図ることが出来た。それにより、火災発生時に迅速

かつ効率的な消火活動が可能となり、火災から市民

の生命・財産を保護し、被害の軽減につながった。  

・ 住宅用火災警報器設置率向上計画を立案し、消防職

員による未設置、未調査世帯への訪問及びハガキア

ンケート調査、設置指導を実施中。春・秋の火災予

防運動や住宅防火・防災キャンペーンを捉え、防災

無線の活用、市報への掲載、市ホームページへの掲

載、自治会へのポスター配布、車両巡回広報、及び

本庁ロビー前でのチラシ、ポケットティッシュ配

布、老人会、婦人会等の集会での広報を実施。 

・ また、住宅用火災警報器配布等モデル事業公募へ応

募し、配布決定時には自治会と連携し、広報活動及

び設置取付けを実施した。 

・ 消防車両は特殊艤装を装備し

なければならないことや、材

料費と人件費の高騰により、

毎年価格が高騰する傾向が見

られる。国庫補助金を活用し

一般財源の支出の軽減を図っ

ているが、今後は、より高額

なはしご車や救助工作車など

の更新計画があり、財源の確

保が課題となる。 

・ 毎年度計画通り事業を推進し

ているが、H27 年 4 月現在の消

防水利の充足率は約 80%であ

る。また、大規模地震の発生

に備え、耐震性防火水槽の配

置も必要で、災害対応に支障

が生じないよう今後も計画的

な整備や改修が必要である。 

・ まだ住宅用火災警報器の設置

義務化を知らない世帯や、罰

則規定がないためか、そのう

ち設置しようと後回しになっ

ている世帯が多く、住宅用火

災警報器普及率調査でも設置

率の伸びが停滞している。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

③救急体制の

拡充と応急

手当等の普

及・啓発 

・ 緊急時に通報するシステムは、H27年9月18日現在、

95 人に設置。H26 年度の緊急通報システムでの通報

件数は 293 件あり、内訳は、救急車出動が 11 件、

協力員処理 15 件、誤報 98 件、相談 1件、テスト通

報 114 件、総合警備出動処理 0件であった。 

・ 救急現場から医療機関へ傷病者を救急搬送するま

での間に、救急車内で救急救命士が行う救命処置の

高度化、処置拡大のための救急業務高度化資機材の

整備及び救急業務の円滑な受入れ体制の構築を図

ることで救急体制の整備・拡充を図ることができ

た。 

・ 救急業務高度化資機材緊急整備事業にて、H25 年

度・H27 年度に高規格救急自動車と高度救命処置用

資機材の整備。 

・ 救急救命士の生涯学習の実施。 

・ 薬剤投与及び気管挿管のできる認定救命士の養成。 

・ メディカルコントロール体制の充実強化。 

・ 救命士が他の救命士を指導する「指導救命士」体制

の整備。 

・ 市民が、心肺蘇生法等の技術を習得し、バイスタン

ダーとして、救急車が到着するまでの間に、迅速な

初期の応急処置を実施することによって、救命率の

向上を図ることを目的に、市民、市内事業所及び市

内の団体を対象に上級救命講習、普通救命講習、救

命入門コース及び応急手当普及員講習を開催し応

急手当の普及啓発を図ることができた。 

・ 緊急性の低い傷病者に対する救急出動回数を減ら

し、限られた救急車を有効活用することで、公平か

つ適切な市民サービスが行えることを目的に、各種

講習会や救急消防フェアを開催し、ポスター・チラ

シ・パンフレット等を配布し市民に対し救急医療へ

の理解を求めることで、救急車の適性利用の促進

等、円滑な救急活動の実施に向けた市民啓発に努め

ることができた。 

・ 通報システムの申請時には、

安否確認をする協力員を 2 名

確保することになっている

が、数年前から利用している

利用者については、協力員が

高齢であったり、いなかった

りするケースが出てきてい

る。 

・ 救急業務に携わる全ての救急

隊員を対象とした教育研修の

充実強化を図ることや救急車

の 4 台常時運用に向けた救急

体制の充実強化が課題として

あげられる。 

・ 使用資機材（心肺蘇生用訓練

人形等）の不足やｅ－ラーニ

ングの未実施等により、市民

のニーズに十分応えられない

状況がある。 

・ 緊急性のない救急要請や医療

機関からの転院搬送は、救急

業務の大きな負担となってお

り、一分一秒を争う生命危険

のある市民への対応に支障を

きたす恐れがあることを市民

へ認識してもらう必要があ

る。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

防災体制の強化は徐々に進められてきて

おり、市民満足度が高くなっているものの、

課題は多く、災害者支援対策や自主防災組

織の結成等、早急な取り組みが求められる。 

消防・救急体制については、各取り組み

により充実してきているが、市民のニーズ

に対応できる体制の充実強化求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

災害時要援護者名簿への登録者数 13 人 160 人 1,719 人 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

防災及び救急・ 

消防体制の強化 
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第３章 安心して住み続けられる都市 （めざしたいまちの姿） 

交通安全施設や防犯灯の設置に努め、危険箇所の改善をめざしま

す。また、子どもや高齢者等を交通事故や犯罪から守るため、交

通安全思想の普及活動や防犯対策が市民ぐるみで展開されるよ

う努め、安全で住みよいまちづくりをめざします。 

２節 安全な都市のくらしをまもる 

② 交通安全・防犯対策の強化 

●施策の展開 

①交通安全対策の強化 

スクールゾーンやシルバーゾーン、信号機、横断歩道等の交通安全施設の充実に努めます。また、交通安全運動・交通安全

教室などを通し、交通安全意識の醸成を図ります。交通被害者への支援を行うため、交通遺児支援金造成運動等の推進を図り

ます。 

②防犯対策の強化 

宜野湾市地域安全条例に基づき、防犯対策会議の一層の充実を図るとともに、防犯灯の設置促進、地域ぐるみの防犯協力体

制の確立に努めます。また、地域や関係機関との連携のもと、ちゅらさん運動を推進するなど、防犯対策の強化を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①交通安全対

策の強化 

・ 通学路については、学校、警察、関係部署等と定

期的に合同点検を実施し、危険箇所や対策手段を

情報共有するなど、各担当部署が対策を講じてい

る。また、道路管理者では、交通安全に必要な対

策として主に、交通安全対策事業にて防護柵、道

路反射鏡、区画線、カラー舗装(グリン帯)の整備

を実施することで、通行の際の注意喚起を促して

いる。 

・ 市民の安全な交通環境を確保するために、信号

機、横断歩道等に関する要望に関しては、宜野湾

警察署への要請を随時行っている。 

・ 年間を通して宜野湾警察署・宜野湾地区交通安全

協会と連携して交通安全思想の普及に取り組み、

交通安全運動を展開している。 

・ 交通遺児支援金造成のため、産業まつりにて交通

安全友の会によるバザー開催を支援している。 

・ 交通遺児世帯を把握するために毎年各小学校へ

の調査を行って対象者を把握し、激励金を支給し

ている。 

・ 沖縄復帰前後に整備した交通安

全施設(防護柵、道路反射鏡な

ど)で、老朽化した施設の建替え

が必要であり、限られた維持管

理関連予算の範囲で実施してい

るが、追いついていないのが課

題である。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②防犯対策の

強化 

・ H25 に普天間小学校区の 5 自治会（野嵩 1 区・野

嵩 2区・野嵩 3区・普天間 1区・普天間 2区）を

宜野湾市地域安全モデル地区に指定したことで、

市内の指定区域が一巡した。住みよい地域社会実

現に向けて宜野湾市防犯対策会議と宜野湾地区

防犯協会、宜野湾警察署が連携して防犯思想の普

及啓発等に取り組んでいる。 

・ ちゅらさん運動の一環（ちゅらゆいづくり）で市

内防犯ボランティア団体の自主防犯活動を宜野

湾警察署、宜野湾地区防犯協会と連携して支援し

ている。 

・ 防犯グッズの提供及びパトロール出発式の開催

などによる防犯啓発活動を実施している。 

・ H26 年度より防犯灯ＬＥＤ化事業を開始し、市内

にある防犯灯をＬＥＤ灯具に変更・整備を行っ

た。老朽化した水銀灯等もＬＥＤ灯具に交換する

ことによって電気料金の削減ができ、自治会の負

担軽減に繋がっている。 

・ また、3500 灯リース契約することにより、既存の

防犯灯の灯具変更だけでなく新たに 250灯の新設

枠を設け、各自治会の防犯灯の新規設置の促進

や、木柱からコンクリート柱への移設等を行って

いる。 

・ 宜野湾警察署、宜野湾地区防犯協会と連携して

「ちゅらさん運動」を推進し、刑法犯発生件数も

H26 は H13 と比較して約 63％減少している。 

【ちゅらひとづくり関係】 

・ 新入学防犯教室（小学校・幼稚園・保育所） 

・ 不審者侵入対応訓練（小学校・幼稚園）。 

【ちょらまちづくり関係】 

・ 公共施設の防犯・安全点検。 

・ 防犯カメラ設置（H25 トロピカルビーチ、Ｈ26 い

こいの市民パーク）。 

【ちゅらゆいづくり関係】 

・ 市内防犯ボランティア団体（H26：63 団体）。 

・ H26 年度中には、新設枠を含め

た 3500 灯すべてを設置予定だ

ったがまだ終了しておらず、防

犯灯の管理地図等もまだ作成途

中になっている。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

老朽化した交通安全施設の整備・更新が

不可欠であり、継続した取り組みが必要で

ある。 

学校、警察、関係団体、ボランティア団

体等との協力により、交通安全対策及び防

犯対策が行われており、ちゅらさん運動等

によって、刑法犯発生率の減少につながっ

ている。 

 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

市内交通事故発生件数 436 件 325 件 481 件 

通称「真栄原新町」違法風俗店舗数 110 件 0 件 0 件 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

交通安全・ 

防犯対策の強化 
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第 4 章 持続発展可能な美しい都市 

１節 次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する 

●現状データ 

■年別ごみ収集量 
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（資料：環境対策課）  

 

■今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成 27 年度市民意識調査） 
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●現状分析 

・年別ごみ収集量は、ごみの有料化が平成 16 年度にスタ

ートしてから約 25,000 トンから約 26,000 トンで推移

している。後期基本計画期間中に増減が見られるが、

増加の要因は、台風の襲来の状況によりごみ量が増え

る傾向にあることや、人口の増加に伴うものである。 

・年別公害苦情も後期基本計画期間中に増加しており、

特に野焼きや空地管理関係の苦情が多く近年では悪臭

関係の苦情も多くなっている。 

・本分野に関しては、市民の満足度・重要度ともに平均

的な評価となっているが、ごみ収集量や公害苦情の減

少に向けた継続的な取り組みが求められる。 

 

●行政内評価 

・ごみの減量化・再資源化、省資源・省エネルギーの推

進には取り組んでいるものの、環境思想の普及・啓発

についてはあまり進捗がみられない。 

・環境衛生に関する市民等からの苦情や通報に対しては、

現場確認を行い、関係者と協議を行うなどの対策が実

施されているが、定期的な巡回指導も必要になること

から、組織体制が課題である。 

 

●市民評価 

・「環境保全と循環型社会の構築」「環境衛生の向上」

の取り組みについては、市民満足度・重要度ともにほ

ぼ平均に位置することから、市民ニーズに対応しつつ

継続な取り組みが求められる。 

 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「環境保全と循環型社会の構築」においては、

ごみの減量化・再資源化に取り組んできた。

減量化については、一人当たりのごみ量は横

ばいの状況があり、更なる取り組みが求めら

れる。また、資源化については、市民の意識

の高揚が図られてきている。 

〇「環境衛生の向上」においては、年間苦情件

数が増加していることから、定期的な巡回を

実施し、市民ニーズを把握しながら、市民満

足度の向上に向けた取り組みが求められる。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「環境保全と循環型社会の構築」においては、

進捗がみられない環境思想の普及・啓発の取

り組みについて、ポスターやパンフレット、

ＨＰや市報等の媒体を効果的に活用した環境

思想の普及・啓発が求められる。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「環境保全と循環型社会の構築」においては、

ごみの減量化や再資源化への取り組みの一定

の効果がみられるが、家庭ごみの排出量は増

加しており、目標達成に向けた取り組みの強

化が求められる。 
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第４章：持続発展可能な美しい都市 （めざしたいまちの姿） 

家庭・事業所・行政が一体となって温暖化対策に取り組むことが

できるよう積極的に働きかけていくとともに、環境教育やごみの

減量化に関する意識高揚を図り、自然環境と調和した優しさあふ

れる市民生活の実現をめざします。 

１節：次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する 

① 環境保全と循環型社会の構築 

●施策の展開 

①環境思想の普及・啓発 

自然ガイドブックや市内に残っている自然等を活用しながら自然環境保全や生物多様性に対する意識高揚に努めるととも

に、市民活動団体等と連携した環境教育の実践、環境保全に関わる人材の育成に努めます。 

②ごみの減量化・再資源化の推進 

「ごみの分け方・出し方」の周知を徹底するとともに、市民・事業者・行政が一体となって、ごみの減量化に取り組むとと

もに、リサイクルセンターを活用した再資源化をすすめます。さらに、不法投棄の解消に向けた取り組みを強化します。 

③省資源・省エネルギーの推進 

行政が率先して庁舎内における省資源・省エネルギーに取り組むとともに、省資源・省エネルギーに関する情報提供を拡充

します。また、「省エネ強化週間」を設けるなど、市民を巻き込んだ省資源・省エネルギー対策を進めるとともに、地球温暖

化防止対策に向けた支援策の充実を検討します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①環境思想

の普及・啓

発 

・ 毎年市内小学生 4～6 年生を対象に「夏休

みこども自然観察会」を実施し、自然豊か

で水もきれいな山原の川（源河川）と私た

ちの身近にある宇地泊川にて水と生き物

を観察し、身近な自然環境について関心を

持ってもらい、私たちの暮らしと川の関係

について考える機会を設けた。 

・ 実際に現場（源河川や宇地泊川）に赴い

て、直接体感することが生活環境（この

場合は、水質環境保全）について考える

最良な方法だと考えるが、安全面等の理

由で、担当部署が対応できる参加者数は

30 人定員であるため、自然環境教育の充

実は徐々にしか進まない。 

・ 「環境保全に関わる人材の育成」につい

ての取り組み方法について検討が必要で

ある。 

・ 環境保全に関する市民活動団体等の情報

が乏しく、コンタクトが取れていない。 

ＣＣＣＣ    ＣＣＣＣ    

②ごみの減

量化・再資

源化の推

進 

・ 毎年、ごみの分別、出し方についてポスタ

ー、パンフの印刷、市報やＨＰでの掲載で

市民へ周知を図ってきた。 

・ パンフ・ポスターは、毎年、内容を更新し

て、変更事項が反映し発行している。 

・ また、ごみの分別がされていないケースや

出し方に問題のあるケースは、指導シール

を活用して、指導と助言を速やかに実施す

ることで、改善が図られてきた。 

・ ごみ減量化に向け、可燃ごみ排出量抑制の

ため「生ごみ処理容器等購入補助事業」の

制度の推進、「ひとしぼり運動」の周知と

推進をＨＰや市報で啓発を図った。H26 年

度から生ごみ処理のひとつとして「ダンボ

ールコンポスト講習会」を開催して、ごみ

減量化を進めてきた。 

・ また、資源化率向上に向けて、「資源ごみ

回収団体等報償費」制度の推進、「空缶プ

レス事業」の推進を図った。 

・ 不法投棄については、その投棄された管理

者等と連携して、警告の看板設置や各地域

のクリーンリーダーの皆さんにパトロー

ルを実施してもらい、地域の不法投棄発見

と指導に務めた。 

・ 部数は、全世帯分は発行に至っていない

ため、市報やＨＰでカバーして、新規(新

築のアパートや転入者等)分に対応する

に留まっていることは課題である。 

・ 本市は、一般廃棄物減量推進基本計画で、

数値目標と目標年度を定めて、減量化を

推進してきている。H17 年度を起点とし

て、計画最終年度は、来年度の H28 年度

の 10年計画であるが、その目標に対して、

達成に至っていない。 

・ 再資源化の一環として、倉浜衛生施設組

合のリサイクルセンターの活用の充実も

掲げていたが、距離的な問題、市民協働

のための組織化の課題などが山積してい

る。 

・ 現段階の課題は、現在の制度の拡充、実

施事業の充実を図ることである。 

・ 不法投棄については、監視体制の強化を

図り、違反者に対しては厳正に対処する

とともに国や県への働きかけも検討す

る。また地域住民とも協力し、不法投棄

しにくいような環境づくりを検討してい

く。 さらに本市における「宜野湾市ポイ

捨てのない快適なまちづくり条例」に対

してもＰＲ 等による周知の強化を図り、

環境美化に対する意識の高揚に努める。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③省資源・省

エネルギ

ーの推進 

・ 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の

2 次計画を H25 年度に策定し、市の事務及

び事業に伴う温室効果ガスの排出の抑制

等を図っている。 

・ また、前計画では、温室効果ガスの削減目

標を達成している。 

・ 市報やホームページ等を通した省エネの

普及啓発。 

・ 住宅用太陽光発電設置補助による市民へ

の再生可能エネルギーの導入支援及び普

及啓発。 

・ 庁舎内にて地球温暖化対策パネル展を実

施（12 月の地球温暖化防止月間と併せて実

施）。 

・ 市域の温室効果ガスの削減及び市民・事業

所・行政の各主体毎の役割に応じた取り組

みを推進することを目的として、地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）を H23 年度

に策定している。 

・ 実行計画に基づき、市民・事業所・行政か

らなる地球温暖化対策地域協議会を設立

し、計画の進捗管理及び各種施策の検討を

行っている。 

・ 地球温暖化対策講演会や出前講座などに

よる啓発に取り組む。 

・ 地域協議会において各種施策の企画・立

案等を行うこととしているが、実際の機

能を果たしておらず行政からの報告に留

まっている。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図

りつつ、継続的な取り組

みが期待される。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

ごみの減量化や再資源化への取り組みは一

定の効果がみられるが、目標達成には至って

いないため、ごみ減量化に向けて継続した取

組みが求められる。 

自然観察会等の既存取り組みの継続とあわ

せて、ポスターやパンフレット、ＨＰや市報

等の媒体を効果的に活用した環境思想の普

及・啓発が求められる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

家庭ごみ（排出量） 492ｇ／人日 469ｇ／人日 507ｇ／人日 

家庭ごみ（排出量） 7,890ｔ／年 8,255ｔ／年 8,560ｔ／年 

事業系ごみ（排出量） 9.6% 18.7% 12.4％ 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

環境保全と 

循環型社会の構築 
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第４章：持続発展可能な美しい都市 （めざしたいまちの姿） 

市民が健康で安心して快適に暮らせるよう、各家庭・事業者・行

政が一体となって公害対策や環境保全に取り組むとともに、ペッ

トの飼い方に関するマナー向上を図るなど、環境美化意識が高く

クリーンなまちづくりをめざします。 

１節：次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する 

② 環境衛生の向上 

●施策の展開 

①水質汚濁・悪臭防止対策の推進 

河川等の水質汚濁や悪臭防止を図るため、浄化槽の適正管理、事業所への悪臭防止対策などの指導に努めるとともに、公共

下水道の整備・普及を推進します。 

②騒音・振動防止の対策 

騒音や振動に関する規制基準・環境基準の啓発を図るとともに、交通騒音の測定の強化や特定建設作業、特定工場などの指

導監視に努めます。 

③大気汚染防止の推進 

野外焼却や粉じん等の苦情に対しては、管理状況、対策状況の把握に努め、巡回指導を実施するとともに、啓発活動に努め

ます。 

④野犬・そ族（ねずみ等）・昆虫（病害虫）等対策の強化 

ペット事業者等とも連携を図りながら適正な飼養管理の指導を強化するとともに、放し飼い犬や野犬、野良猫の解消に取り

組みます。また、関係機関と連携を図り、そ族・昆虫対策に取り組むとともに、空き地の適正管理指導を促します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①水質汚濁・

悪臭防止対

策の推進 

・ 浄化槽の適正管理については、市ホームページで

の啓発のほか、市民から苦情相談のあった当該者

宅に指導及びチラシの配布を行っている。 

・ 「夏休みこども自然観察会」の実施や、国・県か

らもたらされた通知等があった場合に関係部署

へ情報提供を行い、また、重要な内容であれば市

報やホームページへの掲載などを行った。 

・ 水質調査等の苦情相談については、基本的に県に

対応をお願いしており、近年中で言えば、昨年度

1 度（ヒャーカー川の悪臭）があったが、中部保

健所が水質調査を行った。 

・ 宇地泊川（西原町、浦添市、宜野湾市を流れる）

の水質調査は、「牧港川・宇地泊川環境保全推進

連絡会」において、毎年、浦添市が水質調査を行

い、同連絡会にて結果報告を受けている。 

・ まち未来課で行っている「自然環境調査」の中で

水質調査を行っている。 

・ 市ホームページ等により浄化槽

の適正管理について周知を呼び

掛けているが、どうしても毎年

数件の苦情があり、近隣トラブ

ルが発生している。 

・ 毎年、少しずつではあるが市内

の下水道普及率（浄化槽からの

切り替え数）は上がっている。

しかしながら、下水道への接続

費用は、原則自己負担（下水道

課から一部貸付制度有）である

ため、経済的な理由などにより

どうしても接続できない世帯が

ある。 

    ＢＢＢＢ        ＢＢＢＢ    

②騒音・振動

防止の対策 

・ 市ホームページでの周知のほか、騒音や振動にて

現に被害を受けているとの相談があった場合に

は、現場に赴いて現状確認の上、現場担当者及び

相談者を交え、改善に向けての協議をしている。 

・ 毎年、「自動車騒音常時監視業務」として調査を

業務委託しており、測定地点については実施計画

（ローテーション計画）に沿って、行っている（特

に、基準を大きく超えている地点はない）。 

     ＢＢＢＢ        ＡＡＡＡ    

③大気汚染防

止の推進 

・ 野外焼却については、市民からの通報で都度、迅

速に対応し、注意喚起を促してきた。また、市報

やＨＰでの啓発を図ってきた。 

・ 近年、都市開発が活発になり、特定建設作業の届

出（騒音・振動）も多くなり、その届出の際に施

工業者に対して工事に伴って発生する「騒音」「粉

じん」についての注意を行っているが、どうして

も近隣住民等からの苦情相談がある。この場合、

その現場に赴いて現状を確認した上で現場担当

者及び相談者を交え、環境改善に向けての協議を

している。 

・ クリーンリーダーを各自治会より 2名推薦しても

らい、地域の不法投棄発見やごみの散乱防止、野

焼き発見などの巡回に努めた。清掃指導員を配置

し、市民からの通報で都度、迅速に対応し、指導、

注意喚起を促してきた。 

・ 田畑での焼却など、昔の慣習も

あり、市民への啓発について、

市報やＨＰのみならず、地域で

の啓発やチラシ等の配布につい

ても検討していく必要がある。 

・ 定期的な巡回については実施で

きなかった。 

・ 現在 1 名の清掃指導員の配置で

は、市内全域を範囲とするのは

厳しい。組織体制について課題。 

    ＢＢＢＢ        ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

④野犬・そ族

（ ね ず み

等）・昆虫

（病害虫）

等対策の強

化 

・ 「環境衛生業務」として業者に委託をしており、

担当部署に市民から苦情相談等があった場合は、

その状況等を確認の上で委託業者にその旨を引

き継いで、現場に赴いて現状を把握の上で飼い主

に飼い方の改善指導を行っている。しかし、委託

業者のみでは対応できない場合は、市（担当部署）

や県（動物愛護管理センター）の職員も同行して

対応をしている。 

・ また、市報、ホームページ及び年 1回行われる狂

犬病集合予防注射にて相談又はチラシの配布を

行なったり、市産業まつりにおいて「ペットの飼

い方教室」を開催して市民への周知を行ってい

る。 

・ 市民から苦情相談があった場合は、その状況等を

確認の上で現場に赴いて相談者を交えて再度ど

のような対応を希望するのかを確認する。その後

に、当該空き地の所有者を特定して、直接自宅を

訪問して適正管理の指導を行なったり、当該土地

所有者が遠方に住んでいる場合は郵便（文書）等

で指導を行う。 

・ 当該土地所有者が何らかの理由（死亡、転居先不

明など）で連絡できない場合は、当該土地のある

自治会等と相談を行い、区内清掃等での協力を依

頼する場合もある。 

―     ＡＡＡＡ        ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

市民等からの苦情や通報に対しては、現

場確認を行い、関係者と協議を行うなどの

対策が実施されている。また、各種取り組

みについては、市報やＨＰでの周知が図ら

れている。 

定期的な巡回指導も必要になることか

ら、組織体制については課題がみられる。 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

環境衛生の向上 
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第 4 章 持続発展可能な美しい都市 

２節 快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

●現状データ 

■未改良実延長距離（各年 5 月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：土木課） 

 

■都市公園数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：施設管理課） 

 

■下水道水洗化率の状況                  ■用途別建築確認件数（各年 3 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （資料：下水道課）                          （資料：建築課） 
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●現状分析 

・道路、下水道などの生活基盤については着実に整備を

進めており、平成 26 年には 134km が規格改良となり、

平成 25 年度には下水道の水洗化率が 97.55%まで進ん

でいる。 

・公園に関しては、後期基本計画期間中は、街区公園１

ヵ所の事業化と、継続事業の２ヵ所の整備の進捗を図

った。 

・近年人口増加に伴い、住宅や共同住宅の建築が年々増

えており、計画的な土地利用誘導と基盤整備が求めら

れる。 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の重要度

が高く、上下水道や公園に関しては市民満足度が高い

が、住環境整備や交通ネットワークに関しては市民満

足度が低くなっている。 

・市民の生活に関わる分野であることから継続的な取り

組みが求められるとともに、市民満足度が低い、「快

適な生活環境の整備」や「交通ネットワークの整備」

に関しては、重点的な取り組みが求められる。 

 

●行政内評価 

・返還跡地や土地区画整理事業区域を中心とした土地利

用誘導や公営住宅の長寿命化の促進が課題である。 

・道路の老朽化により、維持修繕に係る財源の確保が求

められる。 

・下水道についてはさらなる接続率の向上 、上水道につ

いては施設更新や災害対策の強化が課題である。 

・都市公園の整備や緑化の推進の達成度が低く、市営墓

地は既に飽和状態で無許可墓地の設置対策が求められ

る。 

 

●市民評価 

・「快適な生活環境の整備」、「公園・緑地の整備」は、

市民満足度・重要度ともにほぼ平均に位置することか

ら、市民ニーズに対応しつつ継続な取り組みが求めら

れる。 

・「交通ネットワークの整備」は、市民満足度が低くな

っており、市民ニーズに応えるための施策の見直しと

取り組みの強化が求められる。 

・「上・下水道の整備」は、市民満足度が高くなってお

り、継続的な取り組みが求められる。 

 

 

  

＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「交通ネットワークの整備」においては、市

民満足度が低くなっており、特に生活道路の

老朽化による維持・補修や排水溝の破損など、

市民にとって身近な道路の改修により市民満

足度の向上につなげることが必要である。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「快適な生活環境の整備」においては、既成

市街地の地域地区の見直しなど、進捗がみら

れない取り組みの強化が求められる。 

 

＜目標指標の達成に向けた対応＞ 

〇「交通ネットワークの整備」、「上・下水道の

整備」においては、道路整備率や下水道整備

率等は着実に増加しており、継続的な取り組

みが求められる。 

〇「公園・緑地の整備」においては、市民 1 人

あたりの公園面積の目標達成が出来ていない

ため、財政状況も含めた計画的な公園整備が

求められる。 
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第４章 持続発展可能な美しい都市 （めざしたいまちの姿） 

地域の性格や住宅ニーズを踏まえて適切に土地利用を誘導してい

くとともに、秩序ある都市基盤の整備等を進めることにより、身

近に自然が感じられ、良質で安心して暮らせる快適な住環境の形

成をめざします。 

２節 快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

① 快適な生活環境の整備 

●施策の展開 

①適切な土地利用の規制・誘導 

宜野湾市都市マスタープランに基づき、基地跡地利用を契機とした健全な土地利用の再編に努め、市の振興に資する土地利

用の展開を図ります。主に西海岸エリアの商業地域や準工業地域、住居地域といった土地利用の指定や見直し、地区計画等の

策定を行い、計画的な土地利用の誘導に取り組みます。これら、土地利用等の見直し等の際には、市民への積極的な周知に努

めます。 

②都市基盤の整備 

各地区の現状や課題を踏まえ、さまざまな整備手法により秩序ある都市基盤の整備を進めます。また、基地跡地やその周辺

の地区については、一体的な整備が図られるよう取り組みます。 

③住宅・住環境の整備 

安心して暮らせる住宅・住環境づくりを促進するため、市の住宅政策と市営住宅整備の方向性を示し計画的な住宅整備に努

めます。さらに、住居表示の整備を進めるとともに、住居表示案内板等の計画的な補修を進めます。 

 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①適切な土地

利 用 の 規

制・誘導 

・ キャンプ瑞慶覽（西普天間住宅地区）における跡

地利用計画について、土地区画整理事業による事

業計画に関して地域地区の指定など都市計画決定

に向けた取り組みを実施した。 

・ 既存市街地の地域地区の見直し

を実施できなかった。用途地域

の見直しについて、候補地の素

案を作成したが、具体的な取り

組みについては、関連事業の実

施時期にあわせ関係権利者との

合意形成を得る必要があるた

め、関連事業部署との連携が必

要となる。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

②都市基盤の

整備 

・ 「都市交通マスタープラン」及び「都市交通戦略」

を策定して本市の将来交通体系として目指すべき

姿を明らかにし、それを達成するための基本的な

考え方を取りまとめた。また、その策定をもとに

宜野湾市道路整備プログラムを策定して本市にお

けるこれからの都市内幹線道路整備について、優

先的に整備する路線・区間を抽出して総合的な評

価により整備順位を設定した。 

・ 宇地泊第二地区及び佐真下第二地区においては、

土地区画整理事業が施行中であり、幹線道路の整

備や宅地造成により宅地の利用増進を図った。 

・ 大山土地区画整理地区（仮称）においては、H23

年度において、農地と市街地が共存した良好な市

街地整備の計画策定、事業化に対する地域住民等

の理解と協力を得ることを目的に、土地区画整理

事業調査を実施した。 

・ 宇地泊第二地区においては、事

業の進捗状況を考慮し、事業施

行期間を、H26 年度末から H29

年度末に 3ヵ年延伸している。 

・ 佐真下第二地区においては、事

業の進捗状況を考慮し、事業施

行期間を、H29 年度末から H31

年度末に 2ヵ年延伸している。 

・ 大山地区（仮称）においては、

県内有数の田いも栽培地がある

ことから、田いも保全方針（面

積・手法）の決定が主な課題と

なっている。 

ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③住宅・住環

境の整備 

・ 伊佐・伊利原市営住宅建替事業を実施し、第 1 期

工事として H22～H24 に A 棟 49 戸、B棟 72 戸を完

成させ、第 2期工事として H25～27 年度に C棟 61

戸を完成させた。 

・ H24 年度～H25 年度にかけて、愛知地区住居表示整

備事業を実施。 

・ 住居表示案内板の定期的な補修作業を実施。 

・ 築年経過した住棟の長寿命化推

進に伴う（ストック改善）事業

に向けての調査や工事計画の策

定に遅れが生じ、事業化に到っ

ていないこと。 

・ 宇地泊・佐真下両地区において

は、住居表示を実施出来なかっ

た。区画整理事業の進捗を見な

がら、整備計画を実施していく

必要がある。 

・ また、返還された西普天間住宅

地区及び普天間飛行場地区並び

にキャンプ瑞慶覧地区について

は、基地跡地利用計画の進捗状

況をみながら、住居表示の実施

時期について検討する必要があ

る。 

・ 街区表示板等の補修事業を実施

出来なかった。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

基地返還跡地や区画整理事業区域を中心

に、土地利用の誘導や道路をはじめとする

都市基盤の整備が図られつつあるが、市民

評価としては満足度が低いため、快適な生

活環境の整備に向け継続した取り組みが求

められる。公営住宅については、既存スト

ックの長寿命化に向けた取り組みが求めら

れる。 
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第４章 持続発展可能な美しい都市 （めざしたいまちの姿） 

交通渋滞の解消や、安全でバリアフリーに配慮した交通環境の整

備をめざします。また、明るく緑豊かでうるおいのある道路空間

の創出に取り組むとともに、市民の積極的な参画により快適な道

路空間の維持をめざします。 

２節 快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

② 交通ネットワークの整備 

●施策の展開 

①生活道路の整備・拡充 

歩行空間の確保やバリアフリー化に努めるとともに、狭隘道路については交通規制など、実情に即した取り組みを推進し安

心して歩ける環境づくりを進めます。さらに、地域住民との連携により良好な道路空間の創出を図ります。また、市道認定路

線内で補助事業対象外の潰地面積を確定し用地取得を推進します。米軍提供施設に起因する道路については、国、県に対して

整備要請に努めます。 

②幹線道路の整備 

地域住民の意向を反映しながら事業化の目途を考慮した上で、都市計画決定を行うとともに、道路整備の必要性、重要性及

び緊急性等を検討しながら、宜野湾市道路整備プログラムに基づいて整備を推進します。また、既存道路の改良を行う際には、

交通渋滞の解消や安全性の向上等も考慮した整備を進めます。 

③新交通システムの構築 

交通渋滞の緩和、市民の利便性の向上、自然環境への負荷の軽減等に資するため、関係機関（国・県等）と連携を図りなが

ら、公共交通の利用を促進するとともに、普天間飛行場跡地利用等を念頭に置いた軌道系交通システムの導入を検討します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①生活道路の

整備・拡充 

・ 市道 10 路線（うち 3路線は今年度調査・測量分筆

実施）の未買収道路用地の取得を進めていくこと

ができた。 

・ 市道大山 7号道路整備事業 

・ 通過する田芋栽培区域周辺環境への最小限の影響

を考慮した道路構造・施工方法、田芋畑へのアク

セスの確保を念頭に国道 58 号～国道 58 号宜野湾

バイパス間を橋梁形式を採用した。 

・ H27 年 4 月 11 日供用開始。 

・ 生活道路の維持管理において、直ちに第三者被害

が想定される緊急性の高い異常箇所を中心に、維

持管理業者や職員にて維持修繕を実施することが

できた。 

・ 市道の植栽帯を一般市民の皆様にも使用承諾を与

え、道路美化活動(植栽帯の清掃・除草・草花等の

植付け・水やり等)を実施している。その成果とし

まして、道路沿いには花や緑が増えつつある。ま

た、毎年 8 月には、道路月間の際には建設業界を

主として多くのボランティアの協力を得て、道路

清掃を行っている。 

・ 市道宜野湾 11 号の整備について、国や米軍の協力

により H26 年度より事業を開始することができ

た。当該道路の整備に伴い、普天間飛行場東側の

軍用地が一部返還され、これに関連して現在軍道

となっている中原進入路も同時に返還予定となっ

ている。 

・ 相続問題・土地境界などで分筆

できないなど、取得困難な箇所

が未だ残っている。 

・ 維持管理等を含めて地域に永く

親しまれる道路になるよう、計

画段階から説明会等にて地域か

らの意見を徴するなど検討が必

要である。 

・ 沖縄復帰前後に整備した道路

が、老朽化して舗装の打ち替え

や排水溝の破損している箇所が

年々増えてきているが、対応す

る人員、財源の確保が課題であ

る。 

・ 多くの市民やボランティアによ

る清掃活動の参加協力を持続し

て行きたい。 

・ 軍用地の返還に関する手続き等

の期間によって、市道宜野湾 11

号や中原進入路の整備完了時期

に影響があるため、国や米軍と

の調整や、関係権利者や地元住

民の理解、協力を得る必要があ

る。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

②幹線道路の

整備 

・ 都市計画道路の維持管理において、街路樹の剪定

や除草、道路附属物の維持補修等を中心に、限ら

れた維持管理予算の範囲にて維持管理業者や職員

にて維持補修を実施している。 

・ 都市計画道路真栄原真志喜線については、H24 年

度に予備設計を行った。また、都市計画道路 3・4・

71号普天間線においてはH27年度から事業を着手

することができた。 

・ 沖縄復帰前後に整備した道路

が、老朽化して舗装の打ち替え

や排水溝の破損している箇所が

年々増えてきているが、対応す

る人員、財源の確保が課題であ

る。 

・ 都市計画道路真栄原真志喜線に

ついては、H24 年度に予備設計

を行ったが、その後事業化に至

っておらず、計画的な取り組み

が必要である。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③新交通シス

テムの構築 

・ 路線バスの空白域の解消やお年寄りの交通手段の

確保等を目指し、事業実施に向けて宜野湾市地域

公共交通会議を発足させて運行ルートや運行時間

帯、運賃、停留所等の設定など検討を行った。 

・ 沖縄県公共交通活性化推進協議会の事業として公

共交通利用促進に取り組んでいる。バスレーンの

延長等を「わった～バス党」により広報し、公共

交通利用促進の啓発活動を実施している。 

・ 沖縄県は「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」等の計

画に基づき、那覇―名護間を 1 時間で結ぶ鉄軌道

の導入に向けた検討を行なっており、本市はその

ルートと予定されている。 

・ また、沖縄県による住民向けの鉄軌道導入に関す

る周知等の取り組みに協力し、市庁舎にて市民向

けパネル展の開催を行い、市民への周知を図るこ

とができた。 

・ コミュニティバス運行に係る需

要予測と事業費を検討した結

果、大幅な収支不足になるとい

う予測結果が算出されたため、

一般乗合バス形態としてのコミ

ュニティバス運行事業はＨ25

から具体的な取り組みは行われ

ていない。 

・沖縄県の鉄軌道導入の取り組み

に合わせ、本市としても実現化

に向けた取り組みを図ってい

く。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

未買収道路用地の取得、生活道路の維持

修繕等のハード面での取り組みに加え、道

路美化活動や植樹などソフト面での取り組

みがされてきた。 

道路の老朽化により、維持修繕に係る財

源確保が課題となる。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

道路整備率 94.18% 94.36% 95.69% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

交通ネットワークの 

整備 
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第４章 持続発展可能な美しい都市 
（めざしたいまちの姿） 

いつでも安心して利用できる安全でおいしい水の供給をめざしま

す。また、生活排水などを適切に処理し、清潔で快適なまちづく

りをめざします。 

２節 快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

③ 上・下水道の整備 

●施策の展開 

①上水道の整備 

管路の整備や耐震化事業、漏水の防止対策及び施設の維持管理を行い、有収率の向上、水の安定供給に努めます。さらに、

水の安全性の確保から、貯水槽水道の管理指導を強化します。また、今後の施設整備について関係機関と連携を図り、国に対

し財政支援を強く要望していきます。市民の節水に対する意識の高揚を図るとともに、口座振替の促進やコンビニ活用により

水道料金の滞納解消に努め上水道事業への理解を深めます。また、事務事業の見直しや委託範囲の拡大等に積極的に取り組み

ます。 

②下水道の整備 

中部流域下水道計画と整合を図りながら、公共下水道の整備を促進し、水質の保全等に努めます。また、雨水による浸水対

策に努めます。さらに、計画的な下水道施設の維持管理に努めます。広報等により下水道事業や生活排水処理に対する理解促

進を図りながら、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保持に努めます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①上水道の整

備 

・ 宜野湾市水道第 11 次拡張事業計画の基に、配水幹

線創設事業、老朽管更新事業、開発区域新設事業

を実施してきた。 

・ 老朽管更新事業については、アセットマネジメン

ト（資産評価）を行い健全度判定の下、計画どお

り実施されている。 

・ H25 年度より、貯水槽水道に関する事務が県から

移譲されたため、貯水槽の清掃と水質検査の義務

について市のホームページに掲載した。併せて、

窓口や水道週間でのチラシ配布等、周知活動に努

めてきた。 

・ 漏水の多い経年給水管給水管の改良事業を実施し

ている処である。 

・ 配水ブロック検針システムを構築し、ブロック毎

の配水量がリアルタイムで確認できることによっ

て得られたデータ解析によって、漏水の早期発見

に努めることが出来た。 

・ 水道施設の遠隔監視システムを局以外でも確認で

きるようにし、施設の異常に対し迅速な対応が出

来るようになった。また、配水施設の調査点検を

実施し、施設の老朽度を判定し長寿命化に努める

ことが出来た。 

・ 水道週間や市報等でも節水を呼び掛けてきたとこ

ろ、一人当りの水使用量が年々減少してきた。意

識の高揚との観点では達成できたと感じている。 

・ 営業収支、経常収支ともに 100％以上を維持し営

業損失は生じていない良好な状態である。国庫補

助事業の効率的活用や、国債の運用による営業外

収益などでの市費負担軽減も図られている。 

・ 安定給水を目的とした配水幹線

創設事業が、老朽管更新を先行

した為、事業計画より遅れてい

る。また、瑞慶覽基地返還部分

の開発においては、用途が確定

しないことから上水道施設整備

についても達成できなかった。 

・ 法的に点検が義務付けられてい

る、簡易専用水道貯水槽設置者

に対する管理・指導が出来てい

ない。 

・ 有収率については、目標値に達

していたが、その後低下傾向に

ある。対応する熟練した技術職

員の確保が課題である。 

・ 施設の老朽化が進むにつれ、改

修や修繕件数の増加が顕著であ

り、対応する人員と財源の確保

が課題である。 

・ 節水器具の普及などで節水効果

は上がっているものの、飲用水

までもボトルウォーターに代わ

っていくことで、人口が増えて

いるにもかかわらず配水量、給

水収益の減少減収が課題となっ

ている。 

・ マスタープランや市総合計画に

おいては、国際化、持続可能な

都市と謳われている。施設更新、

災害対策の強化が必要となり持

続的に設備投資が必要となるに

あたり、さらなる運営基盤の強

化が必要である。 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②下水道の整

備 

・ 事業認可区域の公共下水道の整備率は約 95％で

あり、整備の促進を達成している。 

・ 埋立地を含む市内の事業認可区域の 2ha の拡大を

図った。 

・ 嘉数地区、真志喜地区の雨水整備を行い、浸水対

策を達成した。 

・ 普及嘱託、臨時職員による接続促進から、シルバ

ー人材センターへの委託に切り替えて、無届によ

る誤接や接続促進の活動を実施している。なお、

接続件数については年 300 件の接続目標をクリア

している。 

・ ポンプ場管理業務及びポンプ場電気保安管理業務

においては 3 年間の契約を締結し継続的な維持管

理を行うことが出来た。 

・ 事業認可区域の拡大について、

土地利用計画により行っている

ため、関係機関との密な調整が

必要となる。 

・ 生活保護世帯等の接続について

は、接続工事費の補助を検討し

接続率の向上を図りたいが、財

源等の課題があり達成できてい

ない。 

・ 管路施設の老朽化や不明水の調

査及び対策を行うことが出来な

かった。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

①満足度「高い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られており、継続した取

り組みが求められる。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

上・下水道の整備については、市民満足

度が高く、目標指標の達成状況からも取り

組みは充実している。 

上水道については、キャンプ瑞慶覧西普

天間住宅地区における新たな施設の整備

や、老朽化した施設の更新、災害対策の強

化の取り組みが引き続き必要である。 

下水道の整備については、整備率の推移

からも分かるように増加傾向にあるが、接

続率の向上に向け、さらなる普及活動の取

り組みが引き続き必要である。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

有収率（有収水量／総配水量×100） 96.37% 97.00% 96.46% 
下水道整備率（処理区域面積／認可区域面積×100） 91.38% 91.99% 95.15% 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

上・下水道の整備 
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第４章 持続発展可能な美しい都市 
（めざしたいまちの姿） 

身近な公園や緑地で子どもから高齢者まで誰もが憩い・楽しみ、

自然が感じられるよう、緑があふれ健康づくりに寄与する場とし

ての公園の整備をめざします。 

２節 快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

④ 公園・緑地の整備 

●施策の展開 

①都市公園の整備 

宜野湾市緑の基本計画に基づき、身近な公園等の整備を図るとともに、緑化重点地区に位置づけられている公園等の整備を

推進します。公園の整備にあたっては市民等の意見も反映させながら、親しみやすい公園の整備に努めます。また、市内に残

されている緑地については、保全を図るとともに、新たな緑の創出に努めます。 

②緑化の推進 

市民との協働による緑のまちづくりを進めるため、学校や地域の緑化ボランティア団体に対する支援に努めるとともに、緑

化イベントの開催などにより、市民の緑化意識の高揚を図ります。 

③墓園・墓地霊園の整備 

快適な住環境を確保するため、適切な墓地設置についての周知を図ります。また、墓地の点在化を抑制するとともに、市街

地整備や都市施設整備等にあわせた墓地の集約化に努めます。墓地については、基地跡地利用計画の中で墓園の整備や土地集

約型墓地の建設を検討します。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①都市公園の

整備 

・ 公園整備において、街区公園を1箇所事業化しH28

年度には完了予定である。 

・ 返還されたキャンプ瑞慶覧におけるまとまった樹

林地は、本市の骨格をなす「大きな緑」として位

置づけられ、「跡地利用計画（案）」においてイ

シジャー等の保全、喜友名斜面地の緑地等などを

都市公園としての整備を進めると方針が打ち出さ

れ、重要な緑の保全・活用を図ることとなる。 

・ 現在取り組んでいる近隣公園 1

箇所、地区公園 1箇所において、

用地・補償交渉が難航しており、

整備が進みにくく、また他に計

画している街区公園において

は、補助メニューが決まらず事

業化には至ってない。以上の理

由により、市民一人当たり公園

整備面積を計画値に達すること

ができなかった。 

・ キャンプ瑞慶覧においては返還

のタイミングに合わせ具体的な

方針が打ち出されたこともあ

り、重要な緑として保全が図ら

れていくが、既成市街地におけ

る斜面緑地や河川緑地などは、

緑の骨格となす重要な緑として

位置づけられてはいるが、具体

的な保全施策が打ち出されてな

く、今後は取り組むべき方針と

してどのように保全をしていく

か検討する必要がある。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

②緑化の推進 

・ 市内各地区（公共空地等）に花壇や緑地において、

地域密着型の小規模な緑化イベント等を開催し、

地域住民との協働による緑化活動を実施。 

・ 市民と協働による緑のまちづくりを進めるため、

市民や企業からなる緑化愛護団体を中心に地域、

イベント、公共施設緑化用等の花苗の育成を行う

事業に取り組んでいる。 

・ 宜野湾市水と緑の愛護団体の活動へ活動助成金を

交付し、各団体の活動の支援を行っている。 

・ 地域自治会や保育所・幼稚園・小中学校等や産業

祭りなどで、市民が緑に対して親しみを感じても

らえるように花苗・苗木の配布を実施。 

・ 地域密着型の小規模な緑化イベントや、地域と行

政が協働による花づくりを実施し、緑に対する意

識の向上や、緑を育むことによる心の育成を図っ

た。緑に対する意識向上、緑を育むことによる心

の育成を図った。 

・ 事業に理解を示す市民や団体は

多いが、実際に活動参加の依頼

をした際、難色を示し参加に至

らないケースが多々あり、緑に

対する意識が低い。 

・ 愛護団体に対し活動支援として

助成を行っているが、花苗や肥

料など資材の提供が十分ではな

い。 

・ 緑化啓発を進めるが、思うよう

な成果が上がっておららず、市

民に対しての効果的な緑化啓発

がなされていない。 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

③墓園・墓地

霊園の整備 

・ 西普天間住宅地区（キャンプ瑞慶覽）の跡地利用

計画のなかで、本市北部地域に増加する墓地需要

に対応するように市営墓地（約 1ha）を計画して、

周辺土地利用との親和性や景観面に留意し、都市

公園と一体で配置する計画案が作成された。 

・ 新しく墓地を設置したいと考えている市民の需要

に対して「西普天間住宅地区」「普天間基地返還

跡地」に公営墓地を設置することを担当部署と協

議をしている。 

・ 県から墓地申請許可業務の権限移譲（H24 年度か

ら）を受け、墓地を設置する際は市窓口にての申

請が必要となったが、市報や市ホームページへの

掲載、墓地集中地帯への看板設置等の効果もあり、

徐々に市民への周知が行き届き申請件数も増えて

いる。 

・ 区画整理地内については、担当部署と連携をして

墓地区画を設定するなどの対応をしてもらい墓地

の集約化を少しずつ進めている。 

・ また、新しく墓地を設置したいと考えている市民

の需要に対して「西普天間住宅地区」「普天間基

地返還跡地」に公営墓地を設置することを予定・

検討している。 

・ 本市北部地域以外の公営墓地の

整備について策定できなかっ

た。整備にあたって一定規模以

上の公有地が必要となるが、基

地跡地以外市内では確保が難し

い状況である。 

・ 現在の墓は数日で組み立てがで

きる墓となっており、市内をパ

トロールをしているが、どうし

ても「無許可墓」の設置が後を

絶たない。 

・ 市内には、現在市営墓地が 1 ヵ

所あるが既に飽和状態であり、

また、住宅地から離れた墓地設

置に適した土地も限られている

ため、条例上で定めている「住

宅地から 100m 以上離れている

こと」という条件を特例措置と

して対応している状況である。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

③満足度「高い」 

重要度「低い」 

施策内容の効率化を図り

つつ、継続的な取り組み

が期待される。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

●総括 

都市公園の計画的整備及び緑化啓発の取

り組みが引き続き必要である。市営墓地は

既に飽和状態であり、無許可墓地の設置も

後を絶たず対策が急務である。 

基地跡地における市営墓地の計画が進め

られている。 

●目標指標の達成状況 

目標指標 現状値(H21 年度) 目標値(H26 年度) 実績値(H26 年度) 

市民１人当たり公園面積 3.95 ㎡ 4.60 ㎡ 3.96 ㎡ 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

公園・緑地の整備 
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第 5 章 平和で発展する都市 

１節 基地の返還と市民のための跡地利用を促進する 

２節 未来に向けた平和行政を推進する 

●現状データ 

■宜野湾市への基地被害 110 番件数            ■今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

                                  （資料：平成 27 年度市民意識調査） 

 

●現状分析 

・市への基地被害 110 番件数は、平成 26 年で 329 件と

なっており、特に後期基本計画策定の平成 23 年度以

降、大幅に増えている。 

・本分野に関しては、他の分野と比較して市民の満足度

が低く、重要度が高い状況にあり、優先的に取り組む

ことが求められるとともに、中でも「基地問題への対

応」「基地跡地利用の推進」に関しては、今後 5 年間

で特に力を入れて取り組むべき施策としての市民意向

が高く、重点的な取り組みが求められる。 

 

●行政内評価 

・統合計画において、普天間飛行場の返還計画が示され

たものの、代替施設の建設が前提となっており、先行

きが不透明である。また、返還されるまでの間の危険

性除去及び基地負担軽減についても、継続して求めて

いく必要がある。 

・基地跡地利用については、地権者との勉強会や人材の

育成など、返還後のまちづくりを見据えた取り組みが

求められる。 

・平和ガイドの育成や戦争遺跡の整備など、平和学習の

環境づくりに向けた取り組みが課題である。 

 

●市民評価 

・「基地問題への対応」「基地跡地利用の推進」「平和

思想の啓発・発信」において、市民満足度が低く、重

要度も高くなっており、特に「基地問題への対応」の

市民満足度が低くなっているため、市民ニーズに応え

るための施策の強化が求められる。 
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＜市民ニーズへの対応＞ 

〇「基地問題への対応」は市民満足度が低く、

今後 5 年間で特に力を入れて取り組むべき施

策の市民意向は高く、重点的に取り組む必要

がある。 

〇後期基本計画期間中は、基地被害防止対策や

騒音対策に取り組んでいるが、基地被害 110

番件数は増加しており、実情を把握しながら

基地問題や基地跡地利用に関して重点的に取

り組む必要がある。 

 

＜施策・事業進捗の課題への対応＞ 

〇「基地跡地利用の推進」においては、返還後

のまちづくりを見据え、まちづくりを担う組

織を育成などに継続的に取り組む必要があ

る。 

〇「平和思想の啓発・発信」においては、平和

ガイドの育成や戦争遺跡の整備とともに、自

治会以外での平和学習の受け入れを促進し、

平和学習の環境づくりの取り組みを強化する

必要がある。 

 

 



149 

 

第５章 平和で発展する都市 （めざしたいまちの姿） 

事件や事故の危険性や騒音が軽減され、静かで平和な市民生活

を送る事ができるよう、国や県との連携により米軍への働きか

けを強化していくとともに、基地の早期返還をめざします。 

１節 基地の返還と市民のための跡地利用を促進する 

① 基地問題への対応 

●施策の展開 

①普天間飛行場返還アクションプログラム等の実施 

普天間飛行場の早期閉鎖・返還に向けて、日米両政府の２０１１年６月の日米安全保障協議委員会共同発表及び県内情勢の

変遷を踏まえ、また、米国防総省発表による垂直離着陸輸送機ＭＶ－２２オスプレイの普天間配備等情勢変化に対応した２０

１１年版「第四次普天間飛行場返還アクション・プログラム」を策定し、新たな指針の確立を基に早期閉鎖・返還に向けて取

り組みを実施します。また、市のホームページを活用した基地返還に関する情報発信を行うとともに、訪米要請行動で面談し

た連邦議会議員をはじめとした関係機関に対しても定期的な情報提供に努めます。 

②基地返還に向けた取り組みの推進 

「基地被害１１０番」や「基地運用調査」など市民の生命と財産を守る活動に積極的に取り組みます。また、基地被害の実

態に対する市民意見の収集に努め、基地返還に対する市民の機運づくりにつなげていきます。基地騒音については、環境基準

との適合状況等の把握に努めるとともに、騒音被害の低減等を関係機関に要請していきます。また、基地に起因する浸水被害

の防止策については、国との調整を図りながら、整備に取り組みます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①普天間飛行

場返還アク

ションプロ

グラム等の

実施 

・ 政府及び沖縄県に対しては、累次の機会に返還要

請及び、返還までの間の危険性の除去及び基地負

担軽減を求めてきた。 

・ また、沖縄県と連携し、直接協議ができる場を求

め、官房長官をはじめとする沖縄関係閣僚と沖縄

県知事及び宜野湾市長を構成員とする普天間飛

行場負担軽減推進会議及び実務的な役割を担う

同作業部会が設置されることとなった。推進会議

及び作業部会での協議の結果、H26 年 8 月にＫＣ

130 全 15 機の岩国飛行場への移駐が実現した。 

・ オスプレイが普天間飛行場に配備されることを

受け、H24 年 6 月に宜野湾市民大会を開催。市民

を中心に 5300 名が参加し、オスプレイ配備反対

及び、固定化を許さず早期閉鎖・返還を求める決

議がされた。また、その後県民大会が開催される

など、全県的な取り組みに発展させることができ

た。 

・ H23 年に、在日米軍再編協議で確認されていた普

天間飛行場の返還期日が見直されたことを受け、

普天間飛行場の返還期日を示すよう求め、H25 年

度の統合計画において「2022 年度又はその後」と

返還期日を発表された。 

・ 普天間飛行場に関するパンフレットを毎年度作

成し、県外地方議員による行政視察や、修学旅行

生をはじめとする各種団体への基地説明の際に

同パンフレットを用いた説明を行い、普天間飛行

場を抱える本市の基地被害の実態を発信した。 

・ また、英訳版を含むパンフレットデータについて

は市ホームページにて掲載し、普天間飛行場の危

険性や、基地負担などを広く発信した。 

・ 沖縄関係閣僚をはじめとする国家議員の視察の

際に、パンフレット等を用い基地被害の実態を説

明し、早期閉鎖・返還と危険性除去及び基地負担

軽減の必要性を訴えた。 

・ また、H27 年 6 月の参議院沖縄及び北方問題に関

する特別委員会において、宜野湾市長が参考人と

して出席し、普天間飛行場の早期閉鎖・返還と、

その間の危険性除去及び基地負担軽減の必要性

を訴えた。 

・ 普天間飛行場の移設先を巡る意

見の違いから、H26 年 10 月を最

後に、推進会議及び作業部会は

休止状態となり、普天間飛行場

返還計画も先行きが不透明とな

っている。 

・ ＫＣ130全 15機の移駐が実現し

たものの、外来機としての飛来

が度々あり、またその他の常駐

機による夜間飛行の激化など、

市民が実感できる負担軽減には

至っていない。 

・ 市民大会、県民大会においてオ

スプレイ配備反対が決議された

が、H25 年 10 月までに全 24 機

が強行配備された。 

・ 統合計画において、普天間飛行

場の返還計画が示されたもの

の、代替施設の建設が前提とな

っており、先行きが不透明であ

る。また、返還されるまでの間

の危険性除去及び基地負担軽減

についても、継続して求めてい

く必要がある。 

・ 普天間飛行場の成り立ちや土地

賃借料については、特に県外や

インターネットにおいて、未だ

に多くの間違いや思い違いが見

受けられるため、情報発信に努

める必要がある。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策の現状【行政内評価】 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

②基地返還に

向けた取り

組みの推進 

・ 市民から米軍機飛行に伴う地デジ受信障害につ

いての声が寄せられたことから、その対策につい

て国へ要請した結果、一部地域においてその因果

関係が認められ、国の補助を受け、対策を行った。 

・ また、オスプレイ配備に伴い、米軍機飛行に伴う

低周波音に関し、国に対して低周波音に係る環境

基準値の設定及び、人体への影響を調査し、必要

な措置を取るよう要請している。 

・ 普天間飛行場から派生する、騒音をはじめとする

基地被害について、24 時間、365 日の体制で苦情

や情報を受付けられるよう、留守番電話を利用し

た基地被害 110 番を設置し、市民の苦情収集にあ

たっている。 

・ 沖縄県と連携し、普天間飛行場周辺 8ヶ所におい

て、騒音測定器を設置し 24 時間、365 日の体制で

普天間飛行場周辺を飛行する飛行機の騒音を測

定している。 

・ 騒音測定結果については、通常、翌日にはネット

ワークを介して、8 ヶ所分の速報値を確認し、騒

音状況及び苦情被害等に応じて、沖縄防衛局、外

務省沖縄事務所、米軍に対して抗議・要請を行っ

ている。 

・ H27 年には、これまでにない取り組みとして、市

議会や自治会長会を含む市内９団体の代表者と、

今後の取り組み等について協議を行い、「普天間

飛行場の一日も早い閉鎖・返還」、「危険性除去

及び基地負担軽減の着実な実施」等を求める共同

声明を発表し、その後、共同声明の速やかな実現

を求め、県内外関係機関に対し抗議・要請を行っ

た。これにより、基地負担に苦しむ市民の生の声

を、政府、米軍等に示し、改善を求めることがで

きた。 

・ H16 年 8 月に沖縄国際大学への米軍機ヘリ墜落事

故が発生。日米両政府は、事故報告書の勧告を受

けて、場周経路の再検討を行ったものの、市民か

らの苦情や、本市による調査においても場周経路

を逸脱した飛行が多く確認された。 

・ このような実態を受け、政府に対し普天間飛行場

周辺における航跡調査を行うよう要請したとこ

ろ、H20 年 8 月に予備調査が行われ、H22 年 1 月

から「普天間飛行場における回転翼機の飛行状況

調査」が行われるようになった（オスプレイにつ

いては、配備後の H24 年 10 月より実施）。 

・ 市内の一部地域においては、地

デジ受信障害対策事業が行われ

たが、市には対象区域外とされ

た区域からも、米軍機飛行に伴

う地デジ受信障害を訴える声が

寄せられており、米軍機飛行に

伴う受信障害を訴える全ての世

帯において対策が取られるには

至っていない。 

・ 基地被害 110 番については、市

報、ホームページ、パンフレッ

ト等において周知を図っている

ものの、より広く周知を行って

いく必要がある。 

・ 現在設置されている騒音測定器

は、低周波音や地上音測定には

対応していないが、低周波音や

地上音に関する苦情も寄せられ

ており、客観的データに基づく

実情把握が今後、課題である。 

・ 政府による航跡調査は、固定翼

機が対象外となっていることか

ら、普天間飛行場全体の実態を

示すものとはなっていない。 

・ また、調査結果のほとんどの月

において、場周経路を逸脱した

航跡が多く確認できるにも関ら

ず、調査結果に対する政府の評

価は「米軍が（場周経路を示し

た）報告書を守っていないとい

うことを示すものでは無いと考

える」となっており、市民から

寄せられる被害実態とは乖離し

た調査結果となっている。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

 
 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見直

しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

普天間飛行場の返還や市民の負担軽減

に向けた様々な取り組みを実施してきた

が、返還に向けた先行きが不透明となって

いることからも、市民評価での満足度が低

くなっている。 

様々な市民ニーズを的確に捉えながら、

継続的な取り組みが求められる。 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

基地問題への対応 



151 

 

第５章 平和で発展する都市 （めざしたいまちの姿） 

基地跡地利用計画に関する情報発信を強化していくとともに、勉

強会や講演会等を通し、基地跡地のまちづくりの中心となる市民

の育成に努め、夢・活気あふれる跡地利用の推進をめざします。 

１節 基地の返還と市民のための跡地利用を促進する 

② 基地跡地利用の推進 

●施策の展開 

①キャンプ瑞慶覧跡地利用の推進 

まちづくり懇談会・地権者意向調査等に取り組み、実現可能な計画策定を行います。また、円滑な跡地利用が推進できるよ

う、関係機関との連携や協議・調整等を行います。 

②普天間飛行場跡地利用の推進 

地権者・市民・県民との合意形成に努めるとともに、国・県等との連携・調整を行い跡地利用計画の策定を推進します。さ

らに、ホームページや地権者情報誌及び広報誌、懇談会等によりきめ細かな情報発信を行っていきます。 

③円滑な跡地利用に向けた取り組み 

公共公益施設のための土地の先行取得については、国・県の支援を得られるよう関係機関との協議を進めます。また、事前

の基地内の各種立ち入り調査については、国・県をはじめ米軍等との協議・調整を進めます。返還跡地の開発は長期にわたる

ことから、将来のまちづくりを担う若者が参加しやすい環境づくりや人材の育成に取り組みます。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①キャンプ瑞

慶覧跡地利

用の推進 

・ H27 年 3 月末にキャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地

区）が返還された。当該地区は H16 年に住宅地を

中心とした跡地利用計画を策定したが、策定から

約 10 年が経過し、周辺環境も変化していること

から新たな都市機能の導入も踏まえ H25年度から

同計画の見直しに着手し、H27 年 7 月に国際医療

拠点を核とする跡地利用計画を策定した。 

・ 計画策定を進めるにあたっては、アンケート調査

や地権者説明会を実施するとともに、必要に応じ

て跡地利用ニュースを発行し情報発信を行い、地

権者の意識高揚に努めた。 

・ 西普天間住宅地区の跡地利用を

進めるにあたって、地権者の意

見をまとめる組織が必要となる

ことから、勉強会（区画整理事

業、地区計画等）等を行い、人

材を育成していく。 

・ 地権者への情報発信はきめ細か

く実施してきたが、市民への情

報発信が不足していた。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

②普天間飛行

場跡地利用

の推進 

・ 地権者等関係者の合意形成について、「若手の会」

や「NB ミーティング」の組織活動を継続的に実施

しており、これまで出張出前意見交換や勉強会、

先進地視察を通して見識の向上を図り、合意形成

活動を推進している。 

・ 普天間飛行場の跡地利用計画については、H15 年

度から沖縄県と共同で取り組んでおり、H24 年度

に広域計画やこれまでの取組成果を踏まえた「全

体計画の中間取りまとめ」を策定した。H25 年度

は跡地利用計画（素案）までの行程計画を作成し

ており、H26 年度以降は同行程計画に基づき、計

画内容の具体化に向けた取り組みを進め H29年度

の跡地利用計画（素案）策定を目指している。 

・ 普天間飛行場の跡地利用に関しては、これまで地

権者向けに「情報誌ふるさと」を作成するととも

に市民向けに「跡地利用ニュース」を作成し、情

報発信を行っている。 

・ また H26 年度には、跡地利用の空間的イメージや

視覚的にイメージしやすい VR（バーチャルリアリ

ティ）及び PV（プロモーションビデオ）を作成し、

H27 年度以降地権者等へ情報発信を行っていく。 

・ 市民組織である NB ミーティン

グの組織強化 

・ 跡地利用計画（素案）の策定に

あたり必要な基地内立入り調査

が未だに実現できない。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

③円滑な跡地

利用に向け

た取り組み 

・ H24 年度に施行された「沖縄県における駐留軍用

地跡地の有効かつ適正な利用の推進に関する特

別措置法」に基づき、H25 年度から沖縄振興特別

推進交付金を活用して土地の先行取得を実施し

ている。 

・ また同法において、駐留軍用地への立入りのあっ

せんに係る国の義務が明記された。 

・ まちづくりを担う人材の育成を図るため、普天間

飛行場の地権者組織「若手の会」や市民組織の「NB

ミーティング」の活動を継続的に実施している。 

・ 西普天間住宅地区においても H27年度から勉強会

を実施し、まちづくりを担う人材の育成に取り組

んでいる。 

・ 普天間飛行場については、H25

年度から先行取得を実施してい

るが、年々買取申出が減少して

きている。 

・ 普天間飛行場への立入り調査が

実施されていないことから跡地

利用計画（素案）に向け必要な

情報を得ることができない。 

・ 市民組織である「NB ミーティン

グ」の組織強化に継続して取り

組む。 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    
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●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    

●総括 

跡地利用計画の策定や計画実現に向けた

取り組みが進められており、一括交付金を

活用した土地の先行取得等も進められてい

る。 

勉強会等を通してまちづくりを担う人材

や組織を育成し、市民等への十分な情報発

信の基に、返還後のまちづくりの見据えた

取り組みが求められる。 
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④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

基地跡地利用の推進 
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第５章 平和で発展する都市 （めざしたいまちの姿） 

市内各種団体と連携して取り組んでいる平和学習活動の支援等

により、市民ぐるみによる平和思想の発信を進めるとともに、県

内外からの修学旅行生など多くの方が訪れ・共に学ぶ平和交流が

促進されるよう、平和行政の推進をめざします。 

２節 未来に向けた平和行政を推進する 

① 平和行政の推進 

●施策の展開 

①平和思想の啓発・発信 

県内外から本市を訪れる自治体・平和団体・労働団体・住民団体・修学旅行等の平和視察・学習等を積極的に受け入れると

ともに、市内民間施設等との連携や市民や各種団体等の市民レベルでの平和交流を促進します。 

「慰霊の日事業」や「平和学習派遣事業」を継続的に実施するとともに、市内外の市民・団体等の主体的な平和発信活動と

連携し、活動支援を進めます。 

②平和学習の環境づくり 

市内に現存する戦争の爪痕を残す建築物・構造物等の保存・活用を図り、平和学習・基地問題を考える環境づくりを進めま

す。また、平和学習等に訪れる多くの来訪者を受け入れるため、市民・団体等との連携を進め体制の充実を図ります。 

●施策の現状【行政内評価】 

 

施策の展開 実施状況・達成できたこと 課題・達成できなかったこと 重要度 達成度 

①平和思想の

啓発・発信 

・ 平和市長会議への加盟 

・ 非核宣言自治体協議会との連携 

・ 平和学習派遣事業 （長崎） 

・ 平和学習派遣生徒による学習報告 

・ 慰霊の日事業、戦後 70 年平和祈念事業の実施 

・ 関係事業の情報提供 

・平和をテーマにした出前講座の

検討（効果的な啓発方法の検討） 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

②平和学習の

環境づくり 

・ 戦争遺跡が多数存在する嘉数地区の公民館施設

内に、沖縄戦に関する戦争遺跡の記述がある文化

財説明板を H26 年度に設置した。当該公民館は、

県内でも有名な戦争遺跡が存在する嘉数高台公

園に隣接しており、公園を訪れる多くの観光客の

目にも留まることが期待される。 

・ 平和学習受入事業（3中学校） 

・ 宜野湾市内には文化財として指

定された戦争遺跡が現在のとこ

ろは無いため、文化庁等の補助

事業の対象となっていない。そ

のため遺跡等整備という点にお

いては積極的な整備が出来てい

ないのが現状である。 

・ 自治会以外での受入体制検討 

・ 平和ガイドの育成 

ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

 

●施策に対する市民評価【市民意識調査】 ●行政内評価総括 

 
 
 

②満足度「低い」 

重要度「高い」 

市民ニーズに施策が応え

られておらず、施策の見

直しの検討が必要。 

 

重要度 達成度 

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    

●総括 

平和都市宣言に基づき、平和交流や平和

学習等、各種取り組みを実施している。ま

た、戦跡等周辺整備も進められている。 

ソフト面では平和ガイドの育成など受入

体制の検討、ハード面では文化財等に指定

されない戦争遺跡の積極的な整備が求めら

れる。 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24
25

26
27

28

29

3031

32

33

34

35

36

▲ 0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

▲ 0.80 ▲ 0.60 ▲ 0.40 ▲ 0.20
0.00 0.20 0.40

① ② 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

④ 満足度：高い 満足度：低い 

重要度：低い 

重要度：高い 

平和思想の啓発・発信 
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3 基本構想の総括 

第 3 次宜野湾市総合計画基本構想に掲げられている節ごとの目標に対して、前期基本計画および後期基本計

画における課題を踏まえ、目標の達成状況を総括する。 

 

基本目標（１） 市民と共に歩み響きあう都市 

 

１節 情報の共有化と多彩な参加による市民力を育成する 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇電子自治体を推進し、より透明な行政情報

の開示と情報管理に留意し、市民との情報

の共有化に努めます。 

〇ＩＴを活用した人材育成及び協働作業を

可能とするようなＩＴ環境を構築し、高度

な情報技術を、誰でもいつでも何処ででも

活用できるＩＴ都市の実現を目指します。 

〇市民自治向上の観点から、男女共同参画社

会の実現に向けた取り組みや国際交流事

業の推進、地域自治会・各種団体の活動へ

の支援、自治基本条例の制定等に努めま

す。 

・前期基本計画では、協働のまちづくりに向けた自治会の活

性化、市民活動団体への支援が課題であった。また、市内

在住外国人に対する情報提供と国際交流のあり方を検討す

る必要があるとしていた。 

・後期基本計画では、市民協働意識の高まりにより市民参画

の機会、男女共同参画の機会創出などに取り組んできた。

今後も市民参加の裾野を広げるとともに、外国人への情報

発信などが引き続きの課題としてあげられる。 

【総括】 

 市民ニーズが多様化する中で、幅広い市政情報の提供と

ともに、多様な市民が市政に参加できる開かれた行政運営

が求められている。そのような中、多様な媒体を活用した

情報提供や庁内における IT 環境の構築に取り組むととも

に、男女共同参画に向けた啓発活動や国際交流活動に取り

組み、多彩な市民参加と市民力の育成に一定の成果をあげ

てきた。今後さらに市民満足度を向上していくためには、

社会全体での男女共同参画の推進、在住外国人も含めた市

民への的確な情報提供やまちづくりへの参加意識の醸成に

取り組むことで、さらなる市民力の育成が期待できる。 
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２節 響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇人生の初期段階における学校教育におい

ては、実践的コミュニケーション能力の向

上などの基礎・基本の確実な定着を図り、

生きる力を身につけるとともに、知・徳・

体の調和のとれた人間の育成を目指しま

す。 

〇社会教育の重要性はますます大きくなっ

ていることから、多様化・高度化するニー

ズに応え、市民の生きがいづくりや心の豊

かさ、健康づくりに資する生涯学習や文化

振興、スポーツ・レクリエーションの振興

に努めます。 

・前期基本計画では、新しい学習指導への対応、英語教育の

推進、学社連携の強化、地域住民との協働による文化振興、

文化財保護活動の推進が課題であった。 

・後期基本計画では、学力の底上げに向けた学校教育の充実

及び、課題を抱えた幼児児童生徒への相談・支援体制の充

実が求められる。また、文化財保護に向けた組織体制づく

り・発掘調査やガイド育成に向けた人材確保などが課題と

してあげられる。 

【総括】 

 新しい学習指導への対応とともに、社会を生き抜く力の

養成や学びのセーフティネットの構築など、多様化する教

育環境や地域ニーズへの対応と教職員の資質の向上が求め

られている。そのような中、教育現場での ICT 機器の整備

や老朽化した学校施設の整備などハード面の充実ととも

に、多様な地域ニーズに対する相談体制の充実、生涯学習

活動の充実などに取り組んできており、学校教育・生涯学

習に対する市民満足度は高くなっている。 

学校教育の取り組みについては、市民の重要度は高く、

未来を担う子どもたちの教育への期待は大きい。今後も教

育の充実を図り、社会で自立して生きていくための知・徳・

体をバランスよく身に付けるとともに、生きる力の育成を

目指した更なる取り組みが求められる。 

社会教育については、博物館や体育施設で利用者が増加

するなど、文化・スポーツの振興は図られており、さらに

生涯学習機会を創出するために、図書館や公民館を活用し

た各種活動の促進や市民への効果的な情報発信に取り組む

ことが必要である。 
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基本目標（２） 創意工夫に満ちた元気な都市 

 

１節 出会いと交流を大切に観光・コンベンション機能を充実する 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇観光リゾート産業やリゾートホテル

等宿泊施設の誘致、仮設避難港の周辺

整備、アフターコンベンションの充実

等により、コンベンションシティとし

てのまちづくりに取り組みます。 

〇国際会議や展示会、スポーツコンベン

ションなど、セールスプロモーション

活動の充実に努めます。 

・前期基本計画では、スポーツコンベンションの推進と人材育成

等によるコンベンション受け入れ機能の強化が課題であった。 

・後期基本計画では、コンベンションリゾート機能の充実を図る

イベント開催や、観光資源の情報発信や特産品の普及促進に取り

組んできた。今後も充実した取り組みが求められる。 

【総括】 

国をあげての観光インバウンドの推進や外国人観光客の増加

に対して、本市においてもコンベンション機能を活かした、多

様な産業誘致や広域的な観光客の誘客が求められる。これまで、

はごろも祭りや琉球海炎祭の開催など、観光・コンベンション

機能の充実に取り組んできており、今後もコンベンションシテ

ィとしての発展及び都市型オーシャンフロント・リゾート地の

形成を目指して、西海岸エリアの開発検討を行い、観光客増加

に向けた取り組みを継続する必要がある。また、セールスプロ

モーション活動においては、外国人など広域的な入場者に対す

る案内等の充実や周辺も含めた計画的な施設整備、効果的なプ

ロモーション活動の推進が求められる。 

 

２節 地域の活力につながる商工業を振興する 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇商工関係団体との連携を強化し、大

学・研究機関等の協力を得つつ商工業

の育成を図るとともに、引き続き商業

活性化事業等を市内全域で推進しま

す。 

〇既存企業の支援の他にＩＴ産業や環

境産業など、新たな宜野湾ブランドの

開発や可能性が期待される起業の支

援に努めます。 

〇企業の立地促進を図り、雇用の確保に

努めます。 

・前期基本計画では、継続的な雇用対策と IT 技術を各産業に活か

した新しい創業支援の推進が課題であった。 

・後期基本計画期間中に、「創業支援事業計画」を策定し、総合

支援体制づくりに取り組んでいる。地域経済の活性化は継続し

た課題となっており、商店街における人材育成や空き店舗対策、

ブランドづくりなどに取り組む必要があり、新規雇用の拡大も

求められる。 

【総括】 

世界的に経済情勢が不安定な状況にある中、本市においても

地域経済の低迷が顕著化している。そのような中、情報産業関

連事業者の立地促進や産学官連携による新事業の創出、継続的

な雇用対策など、地域経済の活性化に取り組んできた。一方で、

商業活性化や就業促進に対しては市民満足度が低く、引き続き、

地元商店街との連携や空き店舗対策に取り組んでいく必要があ

る。また、新たなブランド開発や起業支援など、産学官連携に

よる取り組みを図り、商品開発や雇用の確保につなげることで、

さらなる振興発展が求められる。 
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３節 個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開する 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇本市の特産物である田いもや花卉、そ

菜等を主とした農耕地の高度利用と

生産技術の向上及び他産業との有機

的連携による経営の安定化を図ると

ともに、漁業については漁業協同組合

の経営基盤の強化、観光漁業の振興、

漁港や仮設避難港を中心とした関連

機能の有効活用等に努めます。 

・前期基本計画では、田いもの継続的な栽培や体験活動の取り組

み推進に向けた農地の確保、第 1～3次産業を連携させた産業振

興が課題であった。 

・後期基本計画では、田いものブランド化や特産品の奨励に取り

組んでおり、情報発信や PR 等により、農業の魅力を発信するこ

とが求められる。 

【総括】 

全国的な第 1 次産業従業者数の減少、後継者不足問題を抱え

る中、本市においても専業農家数が減少しており、経営の安定

化のためには、他産業との連携や生産技術の向上が求められる。

そのような中、農耕地の高度利用に向け、特産物である田いも

を中心としたブランド化や他産業との連携に取り組み、市内外

への PR が図られている。一方で、農地集約が課題である。また、

第 1 次産業の後継者育成は継続的な課題となっており、ブラン

ド化から農水産業の収入につなげていくことで生産性の向上を

図り、経営の安定化を図る必要がある。 

 

基本目標（３） 安心して住み続けられる都市 

 

１節 市民の明るく安心なくらしを支え合う 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇市民一人一人が自主的に自らの健康

を維持・管理できるような取り組みを

推進します。 

〇障害者福祉、児童福祉、母子福祉及び

高齢者福祉などの各種福祉施策を引

き続き推進しながら、チュイシージー

の福祉社会の実現に努めます。 

〇長引く不況等により労働者を取り巻

く環境も厳しくなっていることから、

市内事業所の就労環境や雇用定着な

ど労働福祉の充実に努めます。 

・前期基本計画では、高齢者の健康支援や外出支援、子どもを生

み育てやすい環境整備、雇用対策と連携した低所得者対策、各

種団体と連携した地域福祉の推進が課題であった。 

・後期基本計画では、「地域支え合い活動支援委員会」等の取り

組みの展開や健康づくりに対する市民満足度の向上など一定の

成果を得たが、多様な子育てニーズや高齢化により増加する要

介護ニーズに対応した継続的な取り組みが求められる。 

【総括】 

高齢化に伴う介護ニーズや多様な子育てニーズが高まる中、

生涯を通じて、健康で安心したくらしを実現することが求めら

れている。そのような中、本市においては、自主的な健康づく

りに取り組み、各種健診の受診率も向上している。一方で、福

祉社会の実現に向けて、「地域支え合い活動支援委員会」等の

継続的な取り組みに向けた体制づくりや関連団体の連携強化が

求められており、また、こどもの貧困対策など多様な支援の充

実に取り組む必要がある。労働福祉の充実については、相談体

制の確立や就労支援のフォローアップ等により取り組みを強化

することが求められる。 
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２節 安全な都市のくらしをまもる 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇情報通信能力の強化及び救急救命士

の養成を図り、救急業務態勢の強化に

努めるとともに、災害時対策の強化に

努めます。 

〇防犯・交通安全対策については、学校

や地域自治会、宜野湾警察署等と連携

を密にし、市民の防犯に対する意識の

高揚や地域交通安全活動の推進を図

ります。 

〇近年の情報操作による人権の侵害、多

様化する犯罪等に対する課題に配慮

したまちづくりを進めます。 

・前期基本計画では、高齢者や障がい者の安全確保に向けた福祉

活動との連携による体制づくりや、地域団体・関連団体と連携

した防犯対策が課題であった。 

・後期基本計画では、防災意識が高まる中で自主防災組織等自助・

共助の強化とともに、関連団体と連携した交通安全・防犯対策

の強化が求められる。 

【総括】 

平成 23 年の東日本大震災の発生以降、市民の安全・安心の意

識は更に高まっている。そのような中、防災体制の強化や救急・

消防体制の強化に取り組み、市民満足度も高い状況にある。今

後は、防災・減災に向けて、さらに市民と連携した自助・共助

による災害時対策の強化が必要である。防犯・交通安全対策に

ついては、交通事故件数が増加しているため、引き続き関連団

体と連携した交通安全対策が求められる。 

  

 

基本目標（４） 持続発展可能な美しい都市 

 

１節 次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する 

 

基本構想における目標（基本構想より抜粋） 目標に対する総括 

〇都市における自然環境を保全すると

ともにごみの減量やリサイクルの推

進など環境衛生対策の強化及び循環

型社会の形成に努めます。 

・前期基本計画では、環境問題に関する取り組みの周知徹底、自

然環境の活用、関係機関と連携した騒音問題対策が課題であっ

た。 

・後期基本計画では、前期基本計画の課題に引き続き、資源化へ

の市民意識の高揚や環境思想の普及・啓発が求められ、ごみの

排出量の抑制に向けた取り組みが必要である。 

【総括】 

地球温暖化は世界的な問題でもあり、温室効果ガス削減等の

推進、省資源の推進、廃棄物の減量化、リサイクルの推進等に

取り組むことが求められている。そのような中、小学生を対象

とした自然観察会や住宅用太陽光発電施設の設置補助、地球温

暖化対策パネル展の実施など、持続可能な都市の形成に取り組

んできた。循環型社会の形成及び環境衛生対策の強化について

は、市全体で取り組む必要があることから、更なるごみの減量

化や資源化、地球温暖化防止対策、環境衛生対策に向けて、市

民への周知などの継続的な取り組みが必要である。 
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２節 快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

 

基本構想における目標 

（基本構想より抜粋） 

目標に対する総括 

〇市街地整備、上下水道、都市公園等の

基盤整備については、環境問題に配慮

しつつ推進します。 

〇鉄軌道等の導入も視野に入れた総合

的な交通体系の構築を目指します。 

〇墓地霊園等の整備に努めます。 

・前期基本計画では、公園整備とあわせた墓地問題の検討や景観

計画、地区計画等アメニティ向上のための取り組みの強化が課

題であった。 

・後期基本計画では、上・下水道の整備や道路整備には着実に取

り組んでいるが、更なる計画的な土地利用誘導、身近な道路の

改修、公園・緑地等の都市基盤整備が求められる。 

【総括】 

快適な暮らし、豊かな住生活の実現に向けて、自然環境の保

全を図りがら、良好な住環境の形成や住生活の安定の確保等が

求められている。そのような中、区画整理事業や交通ネットワ

ークの整備、上・下水道の計画的な基盤整備に取り組んできた。

更なる住環境の質の向上に向けて、計画的な土地利用や景観・

緑地の確保により、快適な生活環境の整備に向けた取り組みな

ど、市民満足度の向上を図る取り組みが求められる。 

 

基本目標（５） 平和で発展する都市 

 

１節 基地の返還と市民のための跡地利用を促進する 

 

２節 未来に向けた平和行政を推進する 

 

基本構想における目標 

（基本構想より抜粋） 

目標に対する総括 

〇引き続き米軍普天間飛行場の返還実

現に向けた取り組みを行っていきま

す。併せて、跡地利用の促進及び円滑

化に向けた体制の確立のもと、公共公

益施設用地の先行取得の実施や国有

財産の利活用に関する特例措置など、

具体的な取り組みを推進します。 

〇キャンプ瑞慶覧についても、策定した

西普天間住宅地区跡地利用基本計画

に基づき、跡地利用の促進に努めま

す。 

〇本市においては昭和 60 年に「平和都

市宣言」を行っており、宣言の趣旨を

基に世界の恒久平和を希求し、あらゆ

る行政分野や機関において平和行政

の推進に努めます。 

・前期基本計画では、基地問題への関心の高さを行動で示せるイ

ベントや勉強会等の開催、跡地利用計画の策定と関係機関との

調整が課題であった。 

・後期基本計画期間中に、キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区跡地

利用計画を策定し跡地利用促進に取り組んでいる。基地被害防

止対策や騒音対策については市民の重要度は高いが、満足度が

低くなっており、引き続き普天間飛行場の早期閉鎖・返還に向

けた取り組みが必要である。 

【総括】 

米軍普天間飛行場の返還までの間の危険性の除去及び基地負

担軽減と、返還後のまちづくりの検討が求められる。この間、

返還後のまちづくりに向け、アンケート調査や地権者説明会の

実施、勉強会等の開催に取り組んできた。引き続き、日米両政

府に対し返還を求めるとともに、市民、地権者とともに返還後

のまちづくりを見据えた取り組みが必要である。平和行政につ

いては、平和学習の受け入れを促進し、平和学習の環境づくり

の取り組みを強化する必要がある。 
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1 行政内評価結果一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 参考資料 

章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

行政情報化やICT化・オンライン化の推進 A B はごろも学習センター

行政情報化やICT化・オンライン化の推進 B B IT推進室

職員のIT利活用能力の向上 A B IT推進室

職員のIT利活用能力の向上 B B IT推進室

業務マネジメントシステムの活用による事務・事業の見直し等を行う。 B B 行政改革推進室

効率化等を目的に民間活力の導入を進める。 A A 行政改革推進室

窓口サービスの向上に努めるとともに、プロジェクトチームの検討など、効率的 A B 行政改革推進室

職場内外研修による職員の意識改革及び組織の活性化 A B 人事課

職員のメンタルヘルス対策 A B 人事課

臨時・嘱託職員の待遇改善による人材確保 A B 人事課

公共施設等の使用料・証明書等の手数料等の見直し B B 行政改革推進室

公共施設等の使用料・証明書等の手数料等の見直し A B 財政課

宜野湾市行財政改革推進計画に基づき、事業費全般の点検・見直しを行う B B 行政改革推進室

特別会計の健全化 B C 行政改革推進室

特別会計の健全化 A D 国民健康保険課

特別会計の健全化 A D 下水道課

特別会計の健全化 A B 介護長寿課

特別会計の健全化 A C 財政課

公平・適正な課税・徴収業務 B B 納税課

公平・適正な課税・徴収業務 A B 納税課

公平・適正な課税・徴収業務 B B 納税課

公平・適正な課税・徴収業務 A C 納税課

公平な課税 A A 納税課

公平・適正な課税・徴収業務 B C 納税課

財政状況の周知 B B 財政課

宜野湾市行財政改革推進計画に基づき、事業費全般の点検・見直しを行う A C 企画政策課

職場内外研修による職員の意識改革及び組織の活性化 A B 人事課

職員のメンタルヘルス対策 A B 人事課

臨時・嘱託職員の待遇改善による人材確保 A B 人事課

地方分権の推進 B B 行政改革推進室

近隣市町村との連携強化 A B 行政改革推進室

③人材の育成・確保 A B

B

- ①効率的・効果的な行財政運営の確立

①電子自治体の推進 A

⑤行政広域化への対応 A

序章　計画推進のために

B

②行政が担うべき役割の明確化と組織づくり A B

④自主性・自立性の高い財政運営の推進 A B
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章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

情報公開制度運営の更なる充実 C B 総務課

多くの媒体（紙、ラジオ、インターネット等）を活用した市政情報の提供 A A 秘書広報課

市政情報の多言語対応の推進 - - 秘書広報課

市政情報の多言語対応の推進 B C 市民協働推進課

自治会懇談会等広聴活動の充実 B B 市民生活課

自治会懇談会等広聴活動の充実 A B 秘書広報課

市民アンケート等の実施 A B 企画制作課

パブリックコメントの実施 B C 市民協働推進課

③行政計画への市民参加の促進 審議会や行政委員会への市民参加の推進 B C 市民協働推進課 B C

地域リーダー育成の充実 B B 生涯学習課

地域リーダー育成の充実 - - 市民生活課

活動拠点の改修・整備 B B 市民生活課

自治会活動の広報・周知 B A 市民生活課

自治会への加入促進 A C 市民生活課

議会情報の発信 A C 議会事務局

ボランティア活動等への参加促進 B C 市民協働推進課

講演会や勉強会の開催 A B 市民協働推進課

行政計画等への参画促進 B C 市民協働推進課

NPO、市民活動団体等への支援機能の充実 B C 市民協働推進課

ボランティア情報網の構築 B C 市民協働推進課

DVに関する相談・支援体制の充実 A B 児童家庭課

男女平等意識の普及・啓発 B B 市民協働推進課

性別役割分担に基づいた慣習・制度等見直し B B 市民協働推進課

多様な性の尊重 B C 市民協働推進課

男女共同参画の視点に立った国際交流・国際平和の推進 C A 市民協働推進課

女性、ひとり親家庭の自立支援 A A 児童家庭課

就労環境の整備 B B 産業政策課

政策・方針決定の場への女性の参画推進 B B 市民協働推進課

女性、ひとり親家庭の自立支援 C A 市民協働推進課

就労環境の整備 B B 市民協働推進課

活動拠点の充実 C A 市民協働推進課

県及び関係機関との連携 C A 市民協働推進課

関係団体と連携した人材育成の充実 B B 市民協働推進課

留学支援及び海外研修生受け入れ事業の推進 B B 市民協働推進課

国内外における平和・文化、経済交流の強化 B B 市民協働推進課

地域の受け入れ活動の支援 C B 市民協働推進課

国際交流協会の活動支援 B A 市民協働推進課

在住外国人との交流機会の充実 B C 市民協働推進課

窓口対応の強化 B B 市民課

生活環境情報の多言語化の推進 A - 秘書広報課

生活環境情報の多言語化の推進 B C 市民協働推進課

窓口対応の強化 A C 市民協働推進課

②市民参画の促進 A C

第１章　市民と共に歩み響きあう都市

①市民に開かれた行政の推進

①広報活動、情報公開の充実 B B

②広聴活動の充実 B B

B B

③市民活動団体、ボランティアへの支援 B C

③男女共同参画の推進

①男女平等の意識づくり B B

②社会参画の促進 B A

②市民と協働のまちづくりの推進（コミュニティ・市民活動）

①自治会等の育成

④国際・国内交流の推進

①国際感覚を持った市民の育成 B A

②多彩な交流機会の創出 B B

③在住外国人への対応 A C

１節

情報の共有

化と多彩な参

加による市民

力を育成する



162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

幼児教育の充実 B B 指導課

２年保育の推進 B B 指導課

預かり保育の実施 B B 指導課

子育て支援活動の推進 B B 指導課

食育の推進 B B 健康増進課

食育の推進 A B 給食センター

情報教育の推進 A B はごろも学習センター

青少年サポートセンター、家庭、関係機関との連携強化 A B 青少年サポートセンター

スクールカウンセラー、臨床心理士の活用促進 A B 青少年サポートセンター

スクールカウンセラー、臨床心理士の活用促進 A B はごろも学習センター

 適応指導教室の充実 A B はごろも学習センター

心の教育の充実 A B はごろも学習センター

学校規模の適正化 A B 学務課

学校規模の適正化 A A 施設課

老朽化に伴う学校給食センターの建替え A B 給食センター

老朽化した校舎の増改築等 A C 施設課

屋内、屋外施設の整備 A B 施設課

教育課題の調査研究の充実 A A はごろも学習センター

意識調査の実施 A B はごろも学習センター

高等教育機関との連携 A A はごろも学習センター

各種教職員研修の充実 A A はごろも学習センター

教職員のメンタルヘルス対策の強化 A B はごろも学習センター

生涯学習施設の充実・連携の強化 A A 生涯学習課

情報の一元化、情報発信の充実 B B 生涯学習課

類似講座の統廃合の検討 B C 生涯学習課

教育機関等との連携 A B 生涯学習課

生涯学習施設の充実・連携の強化 A B 市民図書館

趣味・家庭生活・社会問題に関する学習活動の推進 A B 生涯学習課

キャリア形成に向けた学習支援 C C 生涯学習課

生涯スポーツ活動の推進 A B 生涯学習課

成果発表の場づくり A A 生涯学習課

社会教育活動団体への支援 B B 生涯学習課

人材育成・人材バンクの活用 A B 生涯学習課

地域活動への展開支援 A B 生涯学習課

高度な芸術・文化の鑑賞機会の提供 B B 生涯学習課

市民参加型のフェスティバル、公演会の開催 B B 生涯学習課

創作市民劇の制作・上演 B A 生涯学習課

文化芸術活動団体やグループへの支援 B B 生涯学習課

博物館事業の充実 A B 市立博物館

文化財の実態調査の推進 A C 文化課

市民主体の文化財の保存整備と保護・活用の推進 A B 文化課

伝統的な民俗芸能と民俗技術の保護・活用の推進 A A 文化課

基地返還予定地の文化財の保護・活用の推進 A B 文化課

埋蔵文化財の整理・収蔵・公開の推進 A B 文化課

市史の編集 A B 文化課

各字誌編集への協力・支援 A B 文化課

市関係資料の収集・保存と市民活用の推進 A B 文化課

①幼稚園教育の充実 B B

第１章　市民と共に歩み響きあう都市

２節

響きあい、共

に育つ心身豊

かな社会の

実現をすすめ

る

①学校教育の充実

②義務教育の充実 A B

③生徒指導及び教育相談の充実 A B

④教育環境、安全対策の充実 A B

⑤職員研修の充実 A A

②生涯学習の充実

①生涯学習の基盤づくり A B

②ライフステージに応じた学習支援 B B

③生涯学習を支え活かす仕組みづくり A B

③芸術・文化の振興と文化財の保護

①芸術・文化活動の振興 B B

②文化財の保護・活用の推進 A B
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章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

多彩なイベント等の振興 A A 観光農水課

市内観光資源の創出と拡充 A B 観光農水課

民間活力を活かした観光資源の有効活用 A A 観光農水課

市内観光資源の確保と拡充 - - 観光農水課

市観光ビデオ動画の作成･配信 C B 観光農水課

市ホームページの観光情報の充実 B D 観光農水課

市内観光周遊コースの作成 C D 観光農水課

観光案内板の充実 B D 観光農水課

観光振興協会の強化 A C 観光農水課

各種関係団体との連携強化 A B 観光農水課

市産品等の普及促進 B C 産業政策課

コンベンション・リゾートエリアにふさわしい景観の形成 B C 都市計画課

公共交通機関の利便性向上 C D 市民生活課

案内誘導表示の充実 B D 観光農水課

駐車場の確保 A C 観光農水課

西海岸地域における商業・リゾート施設の誘致 A A 産業政策課

観光振興地域制度の活用による企業誘致の促進 C C 産業政策課

コンベンション・リゾート基盤の整備・拡充 A D 企画政策課

仮設避難港の利用促進 A D 企画政策課

外国語案内の充実 A D 観光農水課

セールスプロモーション活動の実施 B C 観光農水課

プロ野球キャンプを初め、プロスポーツ大会開催等への支援 A B 観光農水課

語学スタッフの確保 B B 産業政策課

中心市街地（普天間地域）活性化事業の推進 B C 産業政策課

西海岸地域への新たな商業立地の推進 A A 産業政策課

学園地域における特色ある商業等の導入 C D 産業政策課

ロードサイド商業地域における駐車場対策の推進 C C 産業政策課

空き店舗対策事業の充実 B C 産業政策課

駐車場の確保 C C 産業政策課

商店街の特性を活かした景観づくり C D 産業政策課

③商店街を担う人材育成の支援 商店街活動への支援 B C 産業政策課 B C

環境対策に対する支援 C C 環境対策課

啓発セミナーを通した経営革新の推進 C D 産業政策課

異業種･同業種間交流の促進 C D 産業政策課

各種融資制度、補助制度の活用促進 B C 産業政策課

ＨＰ活用による市内事業所情報の一元的な発信 C C 産業政策課

インキュベーション施設における創業環境の提供 B B 産業政策課

情報関連産業の立地促進 B C 産業政策課

協業化に関する支援 C C 産業政策課

商工業者の情報化の促進による新たな市場の確保 C D 産業政策課

③産学官連携による新事業の創出 高等教育機関及び産業関連機関等との連携 B C 産業政策課 B C

企業立地の推進 B B 産業政策課

優遇措置の活用 B A 産業政策課

観光・コンベンション分野における人材育成 B B 産業政策課

中小、零細事業所のニーズにあった人材育成の支援 B B 産業政策課

高度な情報技術を有した人材の育成支援 B B 産業政策課

地域職業相談室による就労支援 B A 産業政策課

シルバー人材センターの充実 A B 産業政策課

地域雇用創造支援事業の実施 B B 産業政策課

育児休業制度の普及促進 B B 産業政策課

大山田いも栽培地区の振興に向けた取り組みの推進 A C 観光農水課

大山田いものブランド化 A B 観光農水課

融資制度、補助制度等を活用した経営安定化への支援 A B 観光農水課

多様な担い手の育成 B C 観光農水課

農業協同組合との連携 B B 観光農水課

エコファーマー認定者の推進・支援 C B 観光農水課

水産業近代化奨励補助金、水産業近代化資金の活用促進 B A 観光農水課

養殖事業の推進 C D 観光農水課

漁業協同組合の支援 A B 観光農水課

後継者の育成・確保 B D 観光農水課

地産地消の促進 A B 観光農水課

特産品の奨励 A B 観光農水課

体験農業、体験漁業の促進 B C 観光農水課

観光産業等と連携した新たな農業・漁業の展開促進 C D 観光農水課

「ぎのわんゆいマルシェ」の支援 A C 観光農水課

第２章　創意工夫に満ちた元気な都

市

１節

出会いと交流

を大切に観

光・コンベン

ション機能を

充実する

①観光・リゾート産業の振興

①観光資源の創出と拡充 A A

②観光情報の発信及び観光推進組織の連携 B C

②コンベンション支援機能の充実

①コンベンション・リゾート環境の整備・充実 B C

②受入態勢の強化及びプロモーション活動の充実 A C

２節

地域の活力

につながる商

工業を振興す

る

①商店街の活性化

①地域の特性を活かした商店街づくりの促進 B C

②商業環境の充実 C C

②商工業・情報産業の振興

①経営革新・新事業の創出支援 C C

②情報産業関連事業者の立地促進 B C

③企業立地の促進と就業の促進

①企業立地の促進 B A

②人材育成の推進 B B

③各種就業支援及び就業環境整備の推進 B B

３節

個性ある都市

型農漁業や

創造的な活

動を展開する

①都市型農業・都市型漁業の振興

①都市型農業の振興 B B

②都市型漁業の振興 B C

③他産業との連携 B C
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章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

福祉教育の推進 A B 福祉総務課

地域活動への参加促進 A B 福祉総務課

ボランティアの育成・確保 A B 福祉総務課

地域での支え合いをサポートする拠点等の確保 B B 福祉総務課

地域づくり等を軸とした連携体制の構築 A B 福祉総務課

「（仮称）総合福祉健康増進センター」の整備 - - 福祉総務課

コミュニティバスの運行実施 - - 福祉総務課

コミュニティバスの運行実施 B D 市民生活課

各種相談窓口の充実と相談体制の確立 A B 福祉総務課

情報提供の充実 B B 福祉総務課

権利擁護の充実 A B 福祉総務課

待機児童解消に向けた多面的方策の実施 A B こども企画課

助成金申請の簡素化 A B 児童家庭課

②児童の健全育成に向けた取組みの充実 放課後等の児童の居場所づくりの充実 A C 生涯学習課 A C

経済的自立の支援 A A 児童家庭課

子育て・生活支援の拡充 A B 児童家庭課

支援体制の強化 A B 児童家庭課

 ハイリスク世帯の発見・対応の充実 B B 健康増進課

 ハイリスク世帯の発見・対応の充実 A B 児童家庭課

要保護児童対策地域協議会の充実 A B 児童家庭課

相談窓口の強化 A B 児童家庭課

市民への周知・啓発 A B 児童家庭課

相談・支援体制の充実強化 A B 児童家庭課

適切な保護のためのネットワークの構築 A B 児童家庭課

被害者の自立支援の充実 A B 児童家庭課

ＤＶ未然防止のための市民への広報・啓発・教育の充実 B A 市民協働推進課

相談・情報提供の充実 A B 障がい福祉課

自立支援協議会の充実 A B 障がい福祉課

障がいについての理解促進 A B 障がい福祉課

学校や地域における福祉学習の推進 Ｂ Ｃ 指導課

相談・情報提供の充実 Ｂ Ｃ 指導課

就労支援の充実 A B 障がい福祉課

居住サポートの実施 A B 障がい福祉課

就労支援の充実 B B 産業政策課

発達障がい児（者）関係機関連絡会議の発足 A B 障がい福祉課

療育支援の充実 A B 障がい福祉課

在宅生活の支援 A B 障がい福祉課

日中活動の場・サービスの充実 A A 障がい福祉課

バリアフリー環境の充実 A A 障がい福祉課

コミュニティバスの運行実施 A C 障がい福祉課

コミュニティバスの運行実施 B D 市民生活課

生きがい活動の推進 A B 障がい福祉課

あしび村やーデイサービス・シルバーパスポート事業等の充実 A A 介護長寿課

コミュニティバスの運行実施 - - 介護長寿課

コミュニティバスの運行実施 B D 市民生活課

活動の場の整備・充実 B B 介護長寿課

活動の場の整備・充実 - - 市民生活課

就業機会の確保 - - 介護長寿課

就業機会の確保 B B 産業政策課

介護予防に関する知識の普及啓発 B B 介護長寿課

二次予防事業対象者の把握と地域支援事業等の利用促進 B B 介護長寿課

地域包括支援センターの周知及び充実強化 A A 介護長寿課

サービス基盤の充実 B A 介護長寿課

適切なサービス利用の促進 A B 介護長寿課

第３章　安心して住み続けられる都市

１節

市民の明るく

安心なくらしを

支え合う

①地域福祉の推進

①福祉意識の高揚 A B

②支え合いのしくみと拠点・体制づくり A B

③権利擁護と相談対応等の充実 A B

②子育て支援・子育て環境の充実

①安心できる子育て環境の充実 A B

③ひとり親家庭への自立支援の推進 A B

③児童虐待・ＤＶの防止と被害者対策の強化

①児童虐待等への対応 A B

②ＤＶの防止と被害者対策の強化 A B

④障がい者（児）福祉の充実

①相談支援・連携体制の構築 A B

②自立に向けた住環境・就労支援 A B

③障がいの早期発見・対応 A B

④日常生活支援の充実 A B

⑤高齢者介護・福祉の充実

①高齢者の社会参加や生きがいづくりの充実 B B

②介護予防の推進 B B

③地域に密着した介護サービス等の充実 A A



165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

各種制度の周知徹底 A C 生活福祉課

相談体制の充実・強化 A B 生活福祉課

地域等と連携した生活サポートの充実 A B 生活福祉課

職業相談・就労支援策の強化 A B 生活福祉課

関係機関等と連携した就学・学習支援の充実と強化 A B 生活福祉課

職業相談・就労支援策の強化 B D 産業政策課

勤労者の教養・余暇活動の場の充実 B A 産業政策課

各種法制度の普及・啓発 B B 産業政策課

制度周知の徹底 B B 市民課

保険料免除制度等の勧奨・対応実施 B B 市民課

年金受給権の確立 B B 市民課

健康相談の充実（健診指導係） B B 健康増進課

 健康相談の充実（すこやか親子係） C B 健康増進課

各種健康教室の充実（健康推進係） B C 健康増進課

各種健康教室の充実（すこやか親子係） C B 健康増進課

 食育の推進（健康推進係） B B 健康増進課

  思春期保健教育の充実（すこやか親子係） C B 健康増進課

  保健活動の担い手育成（健康推進係） B B 健康増進課

 健診等の情報提供（健診指導係） A C 健康増進課

 受診しやすい健診等の実施（健診指導係） A C 健康増進課

 特定保健指導の強化（健診指導係） A C 健康増進課

 各種予防接種の情報提供の強化（予防係） A B 健康増進課

 任意予防接種の公費負担の実施（予防係） A B 健康増進課

レセプト点検の充実 B B 国民健康保険課

国保税収納率向上対策の充実 B B 国民健康保険課

国保事業広域化に向けた県との意見交換の実施 B B 国民健康保険課

 親子健康手帳の早期交付 C B 健康増進課

 乳幼児健診等の実施 C B 健康増進課

地域防災計画の推進 A C 市民防災室

避難場所・施設等の確保 A B 市民防災室

自主防災組織の育成強化 A C 市民防災室

通信連絡体制の強化 A B 市民防災室

要援護者避難支援体制の充実 A C 市民防災室

被災者支援対策の構築検討 A B 市民防災室

消防設備等の整備強化 A B 消防本部 警防課・予防課

消防水利施設の整備拡充 A B 消防本部 警防課・予防課

住宅火災対策の推進 A B 消防本部 警防課・予防課

緊急通報システムの整備 B A 介護長寿課

救急体制の整備・拡充 A B 消防本部　警防課

応急手当普及員等の養成 A B 消防本部　警防課

救急活動への理解促進 A B 消防本部　警防課

交通安全施設の整備 A D 土木課

交通安全施設の整備 B C 市民生活課

交通安全思想の普及 B B 市民生活課

交通被害者への支援の充実 B B 市民生活課

地域安全モデル地区及び連絡協議会の拡充 B B 市民生活課

安全パトロール隊の活動の拡充 B B 市民生活課

防犯灯設置の促進 B B 市民生活課

ちゅらさん運動の推進 B B 市民生活課

１節

市民の明るく

安心なくらしを

支え合う

A B

②交通安全・防犯対策の強化

①交通安全対策の強化 B B

②防犯対策の強化 B B

第３章　安心して住み続けられる都市

２節

安全な都市

のくらしをまも

る

①防災及び救急・消防体制の強化

①防災体制の強化と被災者支援の整備 A B

②消防体制・住宅火災対策の強化 A B

③救急体制の拡充と応急手当等の普及・啓発

③医療保険制度等の適正運用 B B

④母子保健の推進 C B

③国民年金無年金者対策の充実 B B

⑦健康づくりの推進

①健康づくり活動の充実 B B

②疾病予防対策の強化 A C

⑥生活困窮世帯への支援・労働福祉の推進

①低所得者福祉の充実 A B

②労働者福祉の推進 B A

第３章　安心して住み続けられる都市
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章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

学校や地域での環境教育の充実 B B 環境対策課

環境保全に関わる人材育成 C D 環境対策課

市民活動団体との連携強化 C D 環境対策課

「ごみの分け方・出し方」の周知 A A 環境対策課

ごみ減量化・再資源化の促進 A B 環境対策課

不法投棄への対応強化 A B 環境対策課

庁舎内における省資源・省エネルギーの推進 A A 環境対策課

市民に対する省資源・省エネルギーの啓発 B B 環境対策課

市民の取り組み推進に向けた支援策の検討 B B 環境対策課

生活排水の適正処理の推進 B B 環境対策課

水環境保全への意識啓発 C C 環境対策課

水質調査等の実施 B B 環境対策課

規制基準・環境基準等の周知 B B 環境対策課

交通騒音等監視の実施 B A 環境対策課

野外焼却禁止の啓発 B B 環境対策課

粉じん対策の推進 B B 環境対策課

巡回指導の実施 A B 環境対策課

ペットの適正な管理指導 A B 環境対策課

野犬等の捕獲 A B 環境対策課

そ族・昆虫対策 A B 環境対策課

空き地の適正管理指導 A B 環境対策課

地域地区の指定及び見直し B B 都市計画課

地区計画等の指定 B D 都市計画課

住環境整備事業等の推進 A A 都市計画課

住環境整備事業等の推進 B B 市街地整備課

良質で安全な住宅整備、住環境整備の推進 A C 建築課

公営住宅建替事業の実施及び計画的な修繕による長寿命化の推進 B B 建築課

住居表示の整備 B B 市民課

未買収道路用地取得の推進 B B 用地課

景観や自然環境に配慮した生活道路の整備 B A 土木課

生活道路の維持管理 A C 土木課

ボランティア活動の促進 A B 土木課

基地関連道路の整備 A B 土木課

都市計画道路の維持管理 A C 土木課

景観や自然環境に配慮した都市計画道路の整備 B B 都市計画課

コミュニティバスの運行実施 B D 市民生活課

関連機関と連携した公共交通の利用促進 B B 市民生活課

軌道系交通システムの導入検討 A C 企画政策課

送配水管の整備 B B 水道局

貯水槽水道の適正管理の指導強化 A C 水道局

漏水防止対策の強化 B C 水道局

維持管理体制の強化 B B 水道局

節水意識の高揚 B A 水道局

効率的な事業運営の実施 B B 水道局

公共下水道の整備 A B 下水道課

下水道に関する広報活動の充実 A B 下水道課

下水道施設の計画的な維持管理 A B 下水道課

公園の整備 B C 都市計画課

既存緑地の保全 B C 都市計画課

ボランティア団体との協働による緑化の推進 B C 都市計画課

緑化活動の支援 B B 都市計画課

緑化の啓発 B C 都市計画課

墓園（都市計画墓園）、土地集約型墓地整備の検討 C C 都市計画課

墓園（都市計画墓園）、土地集約型墓地整備の検討 A B 市民生活課

墓地設置についての理解促進 A B 市民生活課

市街地整備等における墓地の集約化 A B 市民生活課

④公園・緑地の整備

①都市公園の整備 B C

②緑化の推進 B C

③墓園・墓地霊園の整備

A B

③新交通システムの構築 A C

A B

A B

③上・下水道の整備

①上水道の整備 B B

②下水道の整備

A A

③住宅・住環境の整備 B B

②交通ネットワークの整備

①生活道路の整備・拡充 A B

②幹線道路の整備

第４章　持続発展可能な美しい都市

１節

次世代に誇

れる持続発

展可能な都

市を形成する

①環境保全と循環型社会の構築

①環境思想の普及・啓発 C

③大気汚染防止の推進 B B

C

②ごみの減量化・再資源化の推進 A B

③省資源・省エネルギーの推進 B B

①水質汚濁・悪臭防止対策の推進 B B

②騒音・振動防止の対策 B A

④野犬・そ族（ねずみ等）・昆虫（病害虫）等対策の

強化

A B

２節

快適なくらしを

支える美しい

都市基盤整

備をすすめる

①快適な生活環境の整備

①適切な土地利用の規制・誘導 B C

②都市基盤の整備

②環境衛生の向上
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章 節 施策 施策内容 主な取り組み 重要度 達成度 回答 重要度 達成度

基地返還に向けた米国・国・県への要請行動の実施 A B 基地渉外課

基地返還促進対策の実施 A B 基地渉外課

市民や県内外に対する情報発信 A B 基地渉外課

関係機関に対する情報発信 A B 基地渉外課

基地被害の防止対策の推進 A B 基地渉外課

市民意見の聴取 A B 基地渉外課

基地騒音対策（実態調査） A A 基地渉外課

航空機航路調査の実施 A B 基地渉外課

瑞慶覧地区の事業化に向けたまちづくりの環境整備の推進 A B まち未来課

跡地利用に関する情報発信 A B まち未来課

合意形成活動の推進 A B まち未来課

跡地利用計画の策定 A C まち未来課

跡地利用に関する情報発信 A B まち未来課

土地の先行取得の促進 A B まち未来課

基地内各種立ち入り調査の実施 A C まち未来課

まちづくりを担う人材の育成 A B まち未来課

平和都市宣言の趣旨に沿った取り組み強化 C A 市民協働推進課

平和交流の推進 B B 市民協働推進課

平和思想の市民への普及・啓発 B B 市民協働推進課

戦争遺跡等周辺整備の推進 B C 文化課

来訪者の受け入れ体制の充実 C C 市民協働推進課

第５章　平和で発展する都市

１節

基地の返還と

市民のため

の跡地利用を

促進する

①基地問題への対応

①普天間飛行場返還アクションプログラム等の実

施

A B

②基地返還に向けた取り組みの推進 A B

②基地跡地利用の推進

B

①キャンプ瑞慶覧跡地利用の推進 A B

②普天間飛行場跡地利用の推進 A B

C

③円滑な跡地利用に向けた取り組み A B

２節

未来に向けた

平和行政を推

進する

①平和行政の推進

①平和思想の啓発・発信 B B

②平和学習の環境づくり
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章・節 基本施策 目標指標 参考値（H18） 現状値（H21） 目標値（H26） 実績値（H26）

1-1

①市民に開かれた行

政の推進

ホームページの年間アクセス件数 1,470,254件 2,131,415件 2,800,000件 2,731,144件

1-1

①市民に開かれた行

政の推進

審議会、行政委員会での市民登用率(市

民公募)

15% 12% 25% 16%

1-1

②市民と協働のまちづ

くりの推進(コミュニ

ティ・市民活動)

自治会加入率 38.4% 35.9% 36.0%以上 ―

1-1

③男女共同参画の

推進

男女共同参画に関する講座受講者数 270人 242人 350人 461人

1-1

③男女共同参画の

推進

審議会や行政委員会への女性の登用率

審議会 22.3%

行政委員会 19.2%

審議会 30.2%

行政委員会 14.3%

審議会 40.0%

行政委員会 40.0%

審議会（33.2％）

行政委員会（21.4％）

1-1

③男女共同参画の

推進

宜野湾市役所における男性の育児休業

取得率

5.3% 0% 30% 0%

1-1

④国際・国内交流の

推進

宜野湾市国際交流協会会員数(個人) 112人 85人 120人 99人

1-2 ①学校教育の充実

小学校標準学力検査 3月評価基準(全

国偏差値)

偏差値 50.6 偏差値 48.6

偏差値 50.0

(全国平均)

偏差値 48.5

1-2 ①学校教育の充実

中学校標準学力検査 3月評価基準(全

国偏差値)

偏差値 45.4 偏差値 45.9

偏差値 50.0

(全国平均)

偏差値 46.9

1-2 ①学校教育の充実

不登校の出現率(小学校/中学校) 3月評

価基準

H20 設定のため数

値なし

0.27%(小)

2.47%(中)

0.25%(小)

2.00%(中)

0.29%(小)

4.76%（中)

1-2 ①学校教育の充実 ２年保育の実施園数 ０園 ４園 ９園 ９園

1-2 ①学校教育の充実 校舎等の耐震化率 69.5% 78.9% 91.2% 85.5%

1-2 ②生涯学習の充実

この１年間に継続して何らかの学習活動

に取り組んだ市民の割合

55.0% 59.8% 67.0% 不明

1-2

③芸術・文化の振興

と文化財の保護

出前公演開催事業 年４回 年４回 年6回(又は増加) 年３回

1-2

③芸術・文化の振興

と文化財の保護

文化財ガイド数 12人 10人 23人 ４人

1-2

③芸術・文化の振興

と文化財の保護

博物館入館者数 6,087人 14,000人 19,000人 15,000人

2-1

①観光・リゾート産業

の振興

コンベンションエリア入域者数 395万人 430万人 900万人 360万人

2-1

②コンベンション支援

機能の充実

各種プロスポーツ大会及びキャンプ等の

誘致・支援団体数

２団体 ３団体 ５団体 ４団体

2-2 ①商店街の活性化 市内空き店舗数 - 239件 164件 215件

2-2

②商工業・情報産業

の振興

宜野湾市ベイサイド情報センターにおけ

る育成事業者の市内空き店舗への誘致

- - 12事業者 １事業者

2-2

③企業立地の促進と

就業の促進

工場適地及び都市機能用地における立

地決定面積の割合

- 91% 100.0% 100%

2-2

③企業立地の促進と

就業の促進

地域職業相談室における相談件数 - 6,432件 6,500件 6,025件
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章・節 基本施策 目標指標 参考値（H18） 現状値（H21） 目標値（H26） 実績値（H26）

2-3

①都市型農業・都市

型漁業の振興

エコファーマー認定者数 ０ ４名 10名 ４名

3-1 ①地域福祉の推進 地域支え合い活動委員会設置箇所数 ３箇所 12箇所 23箇所 20箇所

3-1

②子育て支援・子育

て環境の充実

認可保育所(公立・法人)入所児童数 1,520人 1,826人 2,425人 2,535人

3-1

②子育て支援・子育

て環境の充実

地域子育て支援拠点事業実施箇所数 ３箇所 ８箇所 ８箇所(維持) ８箇所

3-1

③児童虐待・DVの防

止と被害者対策の強

化

児童虐待防止講習会(市民対象) １回 １回 ２回 ２回

3-1

③児童虐待・DVの防

止と被害者対策の強

化

児童虐待防止講習会(保育士対象) １回 １回 ３回 ２回

3-1

④障がい者(児)福祉

の充実

グループホーム等設置助成件数 ０箇所 ０箇所 ３箇所 ０箇所

3-1

⑤高齢者介護・福祉

の充実

シルバーパスポート利用割引券利用率

(H19年度開始)

- 43.6% 53.0% 50.70%

3-1

⑥生活困窮世帯へ

の支援・労働福祉の

推進

勤労青少年ホーム講座参加人数 5,385人 3,702人 4,000人 3,663人

3-1

⑥生活困窮世帯へ

の支援・労働福祉の

推進

国民年金無年金者対策 戸別訪問件数 - 1,502件 1,500件 1,216件

3-1 ⑦健康づくりの推進 特定健康診査受診率(H20年度開始) 20.5% 24.6% 65.0% 31.60%

3-1 ⑦健康づくりの推進 特定保健指導実施率(H20年度開始) - 38.6% 45.0% 51.60%

3-1 ⑦健康づくりの推進 ３歳児健康診査受診率 73.3% 72.0% 79.8% 83.90%

3-2

①防災及び救急・消

防体制の強化

災害時要援護者名簿への登録者数 ９人 13人 160人 1,719人

3-2

②交通安全・防犯対

策の強化

市内交通事故発生件数 525件 436件 325件 481件

3-2

②交通安全・防犯対

策の強化

通称「真栄原新町」違法風俗店舗数 110件 110件 ０件 ０件

4-1

①環境保全と循環型

社会の構築

家庭ごみ(排出量) 512g／人日 492g／人日 469g／人日 507g／人日

4-1

①環境保全と循環型

社会の構築

事業系ごみ(排出量) 8,372t／年 7,890t／年 8,255t／年 8,560t／年

4-1

①環境保全と循環型

社会の構築

資源化率(缶、びん、古紙、ペットボトル) 9.9% 9.6% 18.7% 12.40%

4-2

②交通ネットワーク

の整備

道路整備率 92.48% 94.18% 94.36% 95.69%

4-2 ③上・下水道の整備 有収率(有収水量／総排水量×100) 92.38% 96.37% 97.00% 96.46%

4-2 ③上・下水道の整備

下水道整備率(処理区域面積／認可区

域面積×100)

90.24% 91.38% 91.99% 96.10%

4-2 ④公園・緑地の整備 市民１人当たり公園面積 3.79㎡ 3.95㎡ 4.60㎡ 3.96㎡

5-2 ①平和行政の推進

平和市民啓発事業(慰霊の日事業)入場

者数

305人 425人 500人 96人
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3 基本目標と市民意識調査、現況調査、目標指標の対応表 

 

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標    アンケートアンケートアンケートアンケート設問設問設問設問    現況調査現況調査現況調査現況調査    目標指標目標指標目標指標目標指標    

序章序章序章序章    

「「「「計画推進計画推進計画推進計画推進のためにのためにのためにのために」」」」    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■一般会計歳入決算額の推移 

■一般会計歳出決算額の推移 

 

第第第第

１１１１

章章章章    

    

「「「「

市

民

市

民

市

民

市

民

とととと

共共共共

にににに

歩歩歩歩

みみみみ

響響響響

き

あ

う

き

あ

う

き

あ

う

き

あ

う

都

市

都

市

都

市

都

市

」」」」    

    

情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化とととと多多多多

彩彩彩彩なななな参加参加参加参加によるによるによるによる市市市市

民力民力民力民力をををを育成育成育成育成するするするする    

【問 11 宜野湾市が住みやすい理由】 

【問 12 宜野湾市が住みにくい理由】 

【問 18 宜野湾市の情報入手方法】 

【問 19 まちづくりへの参加意向】 

【問 20 どのような形でまちづくりに参加したいか】 

【問 21 まちづくり活動に参加しない理由】 

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 24 宜野湾市総合計画の認知率】 

【問 25 宜野湾市総合計画・将来像の認知率】 

【問 26 自由意見】 

 ・ホームページの年間アクセス件数 

・審議会、行政委員会での市民登用率(市民公募) 

・自治会加入率 

・男女共同参画に関する講座受講者数 

・審議会や行政委員会への女性の登用率 

・宜野湾市役所における男性の育児休業取得率 

・宜野湾市国際交流協会会員数(個人) 

 

響響響響きあいきあいきあいきあい、、、、共共共共にににに育育育育つつつつ

心身豊心身豊心身豊心身豊かなかなかなかな社会社会社会社会のののの

実現実現実現実現をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる    

【問 11 宜野湾市が住みやすい理由】 

【問 12 宜野湾市が住みにくい理由】 

【問 14 日常の行動圏】 

【問 15 自治会への加入率】 

【問 16 地域、自治会の共同作業等への参加頻度】 

【問 17 地域、自治会の共同作業等への不参加理由】 

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■幼稚園児童数の推移（参考） 

■小学校児童生徒数の推移（参考） 

■中学校生徒数の推移（参考） 

■高校生徒数の推移（参考） 

■施設利用人数の推移 

■市内の主たる事務所を有する NPO 法人数 

・校舎等の耐震化率 

・この１年間に継続して何らかの学習活動に取り組ん

だ市民の割合 

・出前公演開催事業 

・文化財ガイド数 

・博物館入館者数 

 

第第第第
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章章章章    
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気

元

気

元

気

元

気
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都
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都
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都
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都

市

」」」」    

出会出会出会出会いといといといと交流交流交流交流をををを大大大大

切切切切にににに観光観光観光観光・コンベン・コンベン・コンベン・コンベン

ションションションション機能機能機能機能をををを充実充実充実充実

するするするする    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■コンベンションセンター年間利用者数 ・コンベンションエリア入域者数 

・各種プロスポーツ大会及びキャンプ等の誘致・支援

団体数 

地域地域地域地域のののの活力活力活力活力につなにつなにつなにつな

がるがるがるがる商工業商工業商工業商工業をををを振興振興振興振興

するするするする    

【問 11 宜野湾市が住みやすい理由】 

【問 12 宜野湾市が住みにくい理由】 

【問 14 日常の行動圏】 

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■宜野湾市の商業動向 

■1小売店舗あたりの商品販売額 

■商品販売額（小売業）の増減率(H14～H24) 

■宜野湾市の工業動向 

■1事業所あたりの製造品出荷額等 

■製造品出荷額等の増減率（H14～H25） 

・市内空き店舗数 

・宜野湾市ベイサイド情報センターにおける育成事業

者の市内空き店舗への誘致 

・工場適地及び都市機能用地における立地決定面積の

割合 

・地域職業相談室における相談件数 

個性個性個性個性あるあるあるある都市型農都市型農都市型農都市型農

漁業漁業漁業漁業やややや創造的創造的創造的創造的なななな活活活活

動動動動をををを展開展開展開展開するするするする    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■宜野湾市の農業動向 

■宜野湾市の漁業動向 

・エコファーマー認定者数 

第第第第

３３３３

章章章章    
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市民市民市民市民のののの明明明明るくるくるくるく安心安心安心安心

なななな暮暮暮暮らしらしらしらしをををを支支支支ええええ合合合合

うううう    

【問 11 宜野湾市が住みやすい理由】 

【問 12 宜野湾市が住みにくい理由】 

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■生活保護の動向 

■認可保育所の入所児童数と保育所数 

■青少年ホーム活動利用人数 

■要介護・要支援認定者数 

■介護保険サービス件数 

■宜野湾シルバー人材センター活動 

■病床数 

■1人あたりの病床数（県との比較） 

・地域支え合い活動委員会設置箇所数 

・認可保育所(公立・法人)入所児童数 

・地域子育て支援拠点事業実施箇所数 

・児童虐待防止講習会(市民対象) 

・児童虐待防止講習会(保育士対象) 

・グループホーム等設置助成件数 

・シルバーパスポート利用割引券利用率(H19 年度開

始) 

・勤労青少年ホーム講座参加人数 

・国民年金無年金者対策 戸別訪問件数 

・特定健康診査受診率(H20 年度開始) 

・特定健康指導実施率(H20 年度開始) 

・３歳児健康診査受診率 

安全安全安全安全なななな都市都市都市都市のののの暮暮暮暮らららら

ししししをまもるをまもるをまもるをまもる    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■交通事故発生件数 

■年別火災発生件数(各年 12 月末現在) 

■救急車出動件数(各年 12 月末現在) 

・災害時要援護者名簿への登録者数 

・市内交通事故発生件数 

・通称「真栄原新町」違法風俗店舗数 

第第第第
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次世代次世代次世代次世代にににに誇誇誇誇れるれるれるれる持持持持

続発展可能続発展可能続発展可能続発展可能なななな都市都市都市都市

をををを形成形成形成形成するするするする    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■年別ごみ収集量 

■年別公害苦情一覧 

 

・家庭ごみ(排出量) 

・事業系ごみ(排出量) 

・資源化率(缶、びん、古紙、ペットボトル) 

快適快適快適快適なななな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支

えるえるえるえる美美美美しいしいしいしい都市基都市基都市基都市基

盤整備盤整備盤整備盤整備をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる    

【問 11 宜野湾市が住みやすい理由】 

【問 12 宜野湾市が住みにくい理由】 

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■未改良実延長距離(各年 5月 1日) 

■都市公園数 

■下水道普及状況 

■市街化区域構成率 

■地目面積構成率 

■用途別建築確認件数(各年 3月末) 

・道路整備率 

・有収率(有収水量／総排水量×100) 

・下水道整備率(処理区域面積／認可区域面積×100) 

・市民１人当たり公園面積 
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基地基地基地基地のののの返還返還返還返還とととと市民市民市民市民

のためののためののためののための跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用

をををを推進推進推進推進するするするする    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

■宜野湾市への基地被害 110 番件数  

未来未来未来未来にににに向向向向けたけたけたけた平和平和平和平和

行政行政行政行政をををを推進推進推進推進するするするする    

【問 22 満足度と重要度】 

【問 23 今後 5年間で特に力を入れて取り組むべきこと】 

【問 26 自由意見】 

 ・平和市民啓発事業(慰霊の日事業)入場者数 


